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会長挨拶
第６６回租税研究大会開催にあたり

公益社団法人日本租税研究協会会長

西田 厚聰
（株式会社東芝 相談役）

本日は，第６６回租税研究大会開催にあたりま
して，多数の皆様と講師の方々にご参加いただ
き，心から御礼申し上げます。
特に，財務省佐藤主税局長，総務省平嶋自治

税務局長におかれましては公務ご多忙中にもか
かわらず，パネリストとしてご出席いただき，
誠にありがとうございます。
また，ご出席の皆様方には常日頃，租研の事

業活動にご支援・ご協力を賜っており，本席を
お借りいたしまして，あらためて厚く御礼申し
上げます。
さて，安倍政権が発足して以来，日本経済は

アベノミクスによって回復に転じ，現在，デフ
レ脱却と再生に向けて着実に前進しております。
今後，日本経済が持続的な成長を実現するため
にも，長年にわたる構造問題の原因を取り除き，
思い切った成長戦略に着実に取り組んでいくこ
ととともに，規制改革などの構造改革を早期に
かつ確実に実行していくことが重要であります。
わが国の長期債務残高は，平成２６年度末には

１，０１０兆円，GDP比２０２％と見込まれておりま
して，歴史的，国際的にも最悪の水準となりま
す。財政健全化を確保することが，わが国の持
続的成長を支え，社会保障制度をはじめ国民生
活を維持していく基盤ともなります。
長期債務残高の累増に歯止めがかからなけれ

ば，わが国財政は持続不可能な不測の事態に陥
る懸念がございます。
このため，基礎的財政収支赤字を対GDP比

で２０１５年度に２０１０年度の水準から半減し，基礎
的財政収支を２０２０年度までに黒字化するという
財政健全化目標に基づく改革案とその実行スケ
ジュールを明確なものとし，確実に実行するこ
とによって，国民からの信認のみならず，日本
に対する国際的な信認を得ることが必要であり
ます。
さらには，中長期の財政計画におきまして財

政健全化への取り組みを一段と強化する必要が
あります。歳出面においては，今後も社会保障
費は拡大していくことが見込まれますので，社
会保障制度の思い切った重点化・効率化によっ
て給付の抑制を進める必要があります。
歳入面におきましては，消費税率の引上げが

平成２７年１０月に予定されていますが，確実に引
き上げることが必要です。
ただし，それだけでは受益と負担の大きなア

ンバランスを解消することができません。新た
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な税収の確保が重要であり，財政の歳入，歳出
両面にわたる改革を推進することが不可欠であ
ります。
成長なくして財政再建はできない。強い日本

経済の再生を実現し，経済再生が財政再建を促
し，財政健全化の進展が経済成長の一層の進展
に寄与するという好循環を実現させていかなけ
ればなりません。
今がまさに正念場であります。
このような状況におきまして，平成２６年４月

から消費税率が５％から８％に引き上げられま
した。同時に，消費税増税による景気の腰折れ
を防ぐため，総額５兆円規模の経済対策が取ら
れ，さらに，復興法人税が１年前倒しで廃止さ
れたほか，所得拡大促進税制，生産性向上設備
促進税制，研究開発投資促進税制等，経済を活
発にするための税制措置が取られました。財政
健全化に向けた大きな第一歩が踏み出されたも
のであり，評価に値します。
政府は，日本が「世界で一番ビジネスがしや

すい環境」を整備すると述べております。その
一環として，「数年で法人実効税率を２０％台ま
で引き下げることを目指し，この引き上げを来
年度から開始する」とされたことを高く評価し
たいと思います。
法人税改革は，日本の立地競争力の強化並び

に日本企業の国際競争力を高めることを目指す
ものであり，そのためには少なくとも国際的に
調和のとれた税制とすることが重要と考えてお
ります。
とくに，経済の基盤となる真のイノベーショ

ンを弛みなく連鎖的に創出して，イノベーショ
ンの乗数効果を拡大させ，国際競争力を確保，
拡充していくことが何よりも必要です。このた
めにはイノベーションの創出を促進する税制措
置が重要となります。
これからの日本は，人口減少，超高齢化社会

に適切に対応しつつ，小資源国である我が国の
エネルギー問題や地球温暖化というグローバル
な環境問題にも常に前向きに対応していくべき

であります。そして，わが国が持続的な経済成
長を実現することによって，国力を更に発展さ
せていくことが，日本の国際的な信認をより一
層高め，世界におけるリーダーの一員としての
役割を果たしていくことができる道であると思
います。
私ども日本租税研究協会は，民間の立場から，

税・財政の問題を調査・研究し，毎年，中長期
的な課題を含め，あるべき税制改革について，
提言を行っております。
当協会ではこれまでも成長戦略と財政の健全

化，社会保障制度改革を一体的に推進するため
には，「経済活力の強化」と「安定財源の確保」
をキーワードとして，新たな税制改革への取り
組みが必要であると主張してまいりました。
税制抜本改革法による消費税率の引き上げは，

これまでの当協会の提言にも沿ったものであり
ます。今後，確実に実施されるとともに，中長
期の財政健全化目標を達成する確固たる姿勢を
堅持し，わが国が直面する歴史的転換点を乗り
越え，新たな「日本」が創造されることを期待
しております。
本東京大会におきましては，午前中の田近教

授，明日午前の岡村教授からの研究報告，今か
ら開催いたします討論会「税制改革を巡る現状
と課題」と，明日の「国際課税を巡る現状と課
題」，２つの討論会を予定しております。
ご登壇いただく皆様は税制，財政に精通され

た方々ばかりでございますので，大変有意義な
お話を伺えるものと思います。ご出席の皆様と
ともに大きな期待を込めて拝聴したいと存じま
す。
最後になりましたが，ご参加の皆様方の今後

益々のご発展とご健勝をお祈り申し上げますと
ともに，当協会の活動につきましても今後とも
ご支援，ご協力をいただきますよう切にお願い
申し上げまして，私の租税研究大会開催に当た
っての挨拶とさせていただきます。
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１．はじめに

ご紹介いただきました，一橋の田近です。本
日はよろしくお願いします。「法人税改革―課
税ベースの拡大と地方税源の拡充―」というこ
とで，お話しさせていただきたいと思っていま
す。今日は税制改革，その中でも法人税改革に
ついてお話しさせていただきたいと思います。
といっても，税制改革ですから，制度にきちん
と裏付けされた話をしないといけないのですが，
せっかく多くの方に来ていただいて，大変重要
なテーマですから，税制の中でどう考えるかと
いうのはもちろんその根幹ですが，経済政策と
してこの問題をどう考えるか，日頃考えている
ことをお話しさせていただきたいと思っていま
す。
一昨日（２０１４年９月１５日）の日経新聞に「長

期の経済停滞 停滞論を乗り越えて」という見
出しの社説があったのですが，ここで「リーマ
ンショック後，世界各国の成長がなかなか元に
戻らない」という書き出しから，こんなことが
書いてありました。「欧米で関心が高まってい
る格差問題は，日本にとっても無縁ではない。
雇用状態は改善してきたものの，低い技能しか

持たない若年失業者や非正規労働者が，所得の
高い職を得ることは難しい。職業訓練の強化，
効率化などにより格差の固定化を防いでいくこ
とは，成長を高める上でも欠かせない」という
ことです。その後，安易な金融政策，安易に国
が借金してはいけないということを書いてあっ
て，「悲観論に陥ることなく潜在的な成長力を
少しでも高めるような改革を持続的に進める。
その覚悟があるかどうか」ということです。そ
の覚悟の一つが法人税，法人税の在り方ではな
いかということです。そのようなことを私もち
ょうど思っていたので，興味深い社説と思いま
した。

９月１７日�・午前報告

田近 栄治
一橋大学大学院経済学研究科特任教授

－課税ベースの拡大と地方税源の拡充－

法人税改革
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同じ日の日経新聞の中に，「中間配当最高の
３．１兆円」という記事がありました。「３月期企
業 消費下支えも」ということで，上場企業が
株主に払う配当を増やしているということです。
２０１４年４～９月期の中間配当は増えていて，中
間配当を始める企業も出てきたというようなこ
とが書いてあります。そこで３月決算の上場企
業を調査したら，４～９月の純利益の総額は１１
兆円超の見通しです。収益力に自信を持ち，積
極的な配当姿勢の企業が見られるということで
す。配当性向はだいぶ日本も上がってき
て，２７％と４％上昇しています。これは，コー
ポレートガバナンス，企業統治改革を掲げてい
るのも一つの要因であり，企業による株主配当
の強化を後押ししているということです。
何を申し上げたいかというと，政府は今，

コーポレートガバナンスというのを掲げて，今
まで企業が内部留保でいっぱいためてきたもの
を，単に中でためるのではなくて，それを活用
すべきだということを言っています。そういう
コーポレートガバナンスの流れの中で，優良企
業も配当を増やしているということです。
では，そういうことで一体どれぐらいのイン

パクトがあるのでしょうか。じつはこれを引用
したくて持ってきました。個人の日本株の保有
比率は２０％ぐらいで，中間配当総額のうち個人
が受けるのは６，０００億円です。４月の消費税率
の引き上げは年間で６兆円の税負担です。これ
に対して，高水準の配当は家計に恩恵を及ぼし，
個人消費の一定の支えになれそうだということ
です。以上，ランダムに記事をご紹介したよう
ですが，現在の日本の問題を考える時，重要な
ことだと思ってお話させていただきました。

２．講演の構成

なぜ法人税を今，議論しなければいけないの
かというのは，皆さん，最大の関心事だと思い
ます。私もそれをずっと考えています。日経新
聞の記事にあった「雇用状態は改善したものの，

低い技能しか持たない若年失業者や非正規労働
者が，所得の高い職を得ることは難しい」とい
うことですが，私は次のように考えています。
昨日，一昨日と，中国の大学院生たちに授業を
してきましたが，非常にフレッシュで身を乗り
出して授業を聞いてくれます。世界各国にはこ
うした優秀な若者が大勢いて，しのぎを削って
いる。その結果，就職活動自体が世界的な競争
に入っているのではないかと感じます。そうい
う状況の中で，日本は法人税をどう考えたらい
いのかを考えていきたいと思います。
それから，なぜ法人税を下げるのでしょうか。

法人税を下げれば，本当に設備投資が増えるの
かということです。それも何かもう時代遅れの
ような気がしてなりません。日本の産業をリー
ドしているのは，もはや製造業だけではなくて，
情報関連或いは小売り，卸売り，いろいろな
サービス産業になっています。私は，投資が生
まれないなら法人税を下げてもしょうがないと
は思いません。コーポレートガバナンスも一つ
の引き金であることは間違いないでしょうが，
やはり法人税を下げて企業が自分の使えるお金
を増やして，それから配当を増やして，それが
経済全体のなかで循環していくことを考えなけ
ればいけないと思います。
そういうわけで，全体としてお話ししたいの

は，決して法人税だけがその原因ではないとし
ても，日本の高い法人税，それから円高が組み
合わさった中で日本の企業が海外に投資してい
きました。それが日本の特に若い人を中心にし
た雇用のチャンスを減らす，或いは非正規化し
ていきました。多くの政策があるでしょうけれ
ど，ある意味でそれを反転していく一つの政策
として法人税があるのではないでしょうか。法
人税の改革は，企業の設備投資を促し輸出産業
を増やすということだけに寄与するものではな
いでしょう。それが，企業の配当，或いは企業
が自社株を買うことで企業価値を高め，それに
よって株価が上がり，個人に還元され，マクロ
で消費に回っていきます。そういう広いコンテ
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クストの一環として法人税の問題を考えるべき
ではないかというようなことを，今日お話しし
たいと思います。
ただ，もちろん今日ご参加の皆さんは，税の

ご専門家でもありますし，私もそれだけで話が
済むとは思っていません。若干具体的な改革の
話もさせていただきたいと思います。
話の構成は，今申し上げたことも含まれます

が，なぜ今，法人税を下げなければいけないの
かということです。仮に下げるべきだという議
論が皆さんに受け入れられたとして，その改革
に当たっての原則は一体何だろうということで
す。そして，その原則の下で実際に法人税改革
するときに，国のサイドでやるべきことは何で
しょうか。地方政府のサイドでやることは何で
しょうか。実は，制度的には国と地方の分け方
が非常に重要になります。日本の法人実効税率
は，利益を上げている企業の平均的な税負担は，
おおよそ３５．５％です。，このうち国部分が
２５．５％で地方部分が１０％になります。世界的に
見て，地方が１０％もの法人税を取っている国と
いうのは，ほとんどありません。OECDの諸
国の法人税の平均が大体２５％です。従って，日
本の国税の法人税率は，それ自身が決して高い
わけではありません。その課税ベースの在り方
も，決して租税特別措置で非常に大きく縮小し
ているわけでもありません。
従って，国税自身を見ると世界的なスタン

ダードから見て，何か特別な問題があるという
訳ではないような気がします。もちろん個別に
見ていけば，あると思います。問題は，この
１０％部分をどう改革するかということにあると
思います。この問題は狭い意味の税制改革では
追い切れず，日本全体の経済，或いは制度の話
に入らざるを得ないということになります。こ
のような状況を踏まえた上で，政府も言ってい
るように，３５．５％の税率をまずは３０％以下にし
ます。目的としては，OECDの平均ぐらいに
どう近づけていくかという話になります。
従って，政策ゴールは，３５．５％から２５％へと

１０％程度引き下げられるかどうかです。推計に
当たって，財務省は１％の法人税が４，０００億～
５，０００億円だと言っています。仮に５，０００億円と
して，１０％で５兆円，消費税１％で２．５兆円ぐ
らいですから，オーダーとしては消費税を２％
上げて，全部法人税に持っていけば，このゴー
ルは数字的には達成できます。

３．法人税引き下げ
－なぜ必要か－

なぜ，法人税の引き下げが必要なのかという
ことです。これは２０年来続いてきたデフレから
どう脱却するのかということです。デフレとは
何でしょうか。議論したら切りがないのでしょ
うけれど，私は山に登って低体温症で徐々に気
が付かないうちに体力が減って，そして動けな
くなってしまうというような状態ではないのか
と思います。
例えばデフレ期には，多少資産がある人たち

は自分たちの現金の価値が増えていきます。そ
して物価は下がっていきます。そのつけは，若
い人たちの雇用の減少や賃下げを生んでいるわ
けですが，みんながその状況に気づかないまま，
日本経済全体の体力が奪われていくということ
ではないかなと思います。
安倍内閣でデフレ脱却を掲げて，いわゆる量

的緩和，日銀が国債や社債を買い，マネーサプ
ライを増やしました。「お願いですから，銀行
の人たちは国債を買い続けないでください。国
債は日銀が買いますから，銀行はもっと生産性
の高い投資をしてください」というのが量的緩
和の狙いです。その中で，では法人税減税とい
うのはマクロ経済全体の循環の中で一体何を目
指すのでしょうか。一つは，古典的な企業活動
の活発化です。税率が下がるので，それでもっ
て企業利益が増えて活発化するだろうというこ
とです。ただ，その場合，狭い意味での有形固
定資産の増加，すなわち設備投資だけを指して
いるわけではない。そのほかにも，配当や自社
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株の取得が増加して，資本市場を通じた経済活
性化も重要です。このようにデフレ脱却の一環
として法人税減税というのが位置付けらます。
ただ，今日の話はそれだけではなくて，具体

的に法人税改革を論じなければなりません。高
法人税の帰着は何かということです。法人税と
いうのは厄介な税だと言われています。つまり
組織としての法人が税を払ったとしても，究極
的にはそれはその資本を持っている人あるいは，
労働を提供している人が支払っているわけです。
デフレで円高の中で，企業は価格競争の中で

製品の価格の引き下げが迫られます。それを実
現するにはコストカットです。その有力な方法
は賃金カットだというのはよろしいでしょう。
一方，高い法人税と国際的な資本移動というこ
とで，もちろん法人税だけが原因ではないとし
ても，高い法人税率と円高が組み合わさったこ
とで日本の資本が外に行きます。海外への生産
拠点やサプライチェーンの移動が行われていま
す。
そして冒頭，日経新聞の社説のところで申し

上げたように，国内労働者が海外労働者によっ
て代替されています。そして，それを背後から
支えた重要な税制改革が２００９年にありました。
皆さんご存じのように，それまで日本は全世界
所得課税，税額控除という仕組みから，海外子
会社からの配当の益金不算入制度への課税体系
の変化がありました。以前は海外子会社が上げ
た利益を送金するときに，国内所得と合算して
かけましたので，外国でお金を稼ごうが，日本
で稼ごうが，その税負担は変わらないという仕
組みをやってきました。
２００９年に，その合算を切ったのです。戦後の
法人税制の中で，私は恐らく最大級の改革だと
思います。わかりやすく言うと，日本の海外子
会社が海外から日本に利益を送金します。その
ときに，例えば１０億円送金すると，１０億円のう
ち５％はそれに係る費用などを日本で使ったの
でそれは除いて，９億５，０００万円はもはや日本
で税金をかけないということです。１０億円海外

で利益を上げたときには，合算しないで，９億
５，０００万円は税金をかけないで海外で税金を払
えば結構ですという制度にしました。これが日
本の企業の海外進出に拍車をかけていることは
疑いもないと思います。同様の指摘が今年の７
月に IMFが公表した政策ペーパー“Japan’s
Corporate Income Tax : Facts，Issues and Re-
form Options”にもあります。
デフレと円高の中でそのしわ寄せが労働者の

賃金カットになっています。そのデフレと円高，
高い法人税と円高の中で資本が海外に移動して
います。経済学者の難しい議論はおいて，シン
プルに考えて，日本の高い法人税を一体誰が払
っていたのだろうということです。結果的には，
労働者が払っていたのではないかというのが，
私の一番根源的な問題意識です。資本は流動的
なもの，日本から海外に国境をまたいで移動し
ます。しかし，日本から外に行けない労働者は，
そのコストを払ってしまいます。そこに，さら
にデフレがかぶってきて，円高がかぶってきて，
先ほど来申し上げている雇用の問題が起きてい
るのだろうと思います。法人税の帰着，これは
難しい議論をするまでもなく，それが労働に転
嫁している。これが問題の核心なのだろと思い
ます。
お手元の資料５ページは，財務省の資料です。

細かな説明は省いて，日本法人の税率は３５．５％
です。その内訳は，国が２５．５％，地方が１０％と
いうイメージです。地方の法人事業税が国税の
ときには損金算入されるということで，２５．５％
が少し減るというような若干テクニカルなこと
はありますが，基本的には２５．５％プラス１０％が
日本の法人税の姿だということです。
それに対して，平均税率で見て日本より高い

国はアメリカです。ただ，アメリカの場合は地
方税が州によってものすごく違います。資料は
カリフォルニア州で，恐らく一番高い州の税率
を持ってきているので，日本よりだいぶ高くな
っています。アメリカの連邦政府の法人税は
３５．５％です。そういう意味で，日本より高いと
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思います。その他，先ほどOECDの平均も申
し上げましたが，大概２０％，２５．５％の数字にな
っているということです。
資料６ページは外国子会社からの受取配当に

関する二重課税の調整の話です。これは，先ほ
ど申し上げた以上に付け加えることは致しませ
んが，基本的には海外で日本の外国子会社が所
得を上げれば，その国の税率が仮に２０％ならば，
そこで基本的には完結するという仕組みになっ
たわけです。
資料７ページは，対外直接投資と受取配当及

び受取配当金の占める割合と書いていますが，
ご覧になっていただきますと，海外直接投資の
収益というのが今や７兆円ぐらいになっていま
す。ご存じのとおり，これが日本の国際収支の
重要なプラス要因となっています。ただ，対外
直接投資に対する受取配当金の割合を見る
と，２００９年の改革以降，上がったり，下がった
りと微妙です。従いまして２００９年改革で受取配
当が増えるというのは，数値としては現れては
いないようです。しかし，２００９年改革が日本の
企業を海外に出やすくしたということは確かだ
と思います。
それでは，一体どうやって法人税の改革をし

ていくべきでしょうか。政府税制調査会でもこ
の議論を何回かしました。最初は，法人税を下
げても，下げた以上に税収が増えるのだとか増
えないのだとか，そういう議論がありました。
なかなか決着のつかない議論ですが，これから
入ってくるかもしれないという不確定な税収を
担保にして法人税減税するのは，一般論として
も難しい。そして何よりも，日本の財政事情が
それを許しません。先ほど申し上げた IMFの
ペーパーも，この点，つまり日本の財政事情の
厳しさについては指摘があります。
今日，ここにいる皆さんは税の専門家の方が

大多数だと思います。マクロの財政状況につい
て全体像をご存じない方もいらっしゃるかもし
れませんので，少し話させてください。ご存じ
の方は，しばらくお付き合いください。

４．法人税改革に当たっての原則

国，地方のプライマリーバランスを均衡させ
ようというのが，日本の今の財政健全化の方策
になっています。プライマリーバランス，すな
わち基礎的財政収支ですが，これは基本的には
税収で歳出がどれだけ賄われるかということで
す。つまり，借金を除いて税収で歳出が賄われ
たときにはプライマリーバランスが均衡してい
るということです。国だけでも，７００兆円，８００
兆円の膨大な借金があるわけですから，借金の
利払い，返済はさておいて，せめて毎年入って
くる税金で赤字を出すことはやめましょうとい
うことです。その意味では，ささやかな健全化
政策です。住宅ローンを抱えている家計でイ
メージすれば，まずは自分のところに入ってく
るお金で支出を賄って，その余った部分で住宅
ローンの利息を払って元金を返済します。しか
し日本は，住宅ローンの利息どころか，さらに
借金に借金を重ねています。つまり借金に借金
を重ねることはやめようというのが，日本の財
政健全化の目標になっています。
そこで２０２０年度には国，地方のプライマリー

バランスを均衡化させるという目標を立ててい
ますが，消費税が１０％に上がっても，今の予測
ではこのバランスが実現されるという見通しは
立っていません。この目標は世界各国の財政健
全化計画に比べると，ものすごくささやかなわ
けですが，日本の場合にはこの目標すら２０２０年
においても達成できないということです。その
状況で法人税改革を進めるということですから，
その重みは非常に大きいと思います。
法人税改革を含む税制改革は，さまざまな利

益関係が込み入った中での改革だと思います。
その中で，利益を既得権益とさせないためにも，
ゼロベースの見直しが必要です。改革によって
増えるかもしれない税収を担保に，法人税率を
下げるわけにはいきません。従って改革に当た
っては腹をくくって既得権益に入り込まなけれ
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ばいけません。それは何よりもデフレ脱却し，
労働者にしわ寄せさせてきた法人税を改革する
のだという政府の強い意志だと，私は思います。
これから既得権益に食い込むという時に，現

在の状況，すなわち現状の既得権益について考
えておきたいと思います。海外展開している大
手企業では，海外での税負担が大きく下がりま
した。おそらく，海外展開している大企業の連
結した税負担を見れば，３５．５％なんか払ってい
るはずはないと思います。また安倍内閣発足後
の２０１３年度，２０１４年度の税制改正によって，雇
用を増やしたときに減税する等，非常に古典的
に投資減税とか研究開発減税を導入しました。
こうした租税特別措置の恩恵を得ている企業は，
少なからず存在していると思います。
改革を行うには，減税部分は痛みを伴う増税

で賄うのは原則です。その痛みの先に，デフレ
からの脱却を目指すべきです。つまりこの問題
は，結果的には税の仕組みを変えますが，その
先にはデフレからの脱却という明確な目標があ
るのだと思います。
資料１０ページは，先ほど申し上げた内閣府の

試算による財政健全化です。これが，日本の財
政健全化の政策的な合意となって行われていま
す。時間の関係で一言だけ言わせてもらうと，
経済再生ケースというのは，２０１３～２０２２年の平
均成長率が実質２％，名目３％程度と，非常に
素晴らしい数値になっています。この間人口が
減っていますから，１人当たりGDPの成長率
は４％ぐらいでしょうか。この成長率は２０１５年
度に４兆円規模の歳出健全化努力を行い，さら
に同年１０月１日に消費税率を１０％に引き上げた
ことを前提とした上での推測値です。参考ケー
スは実質１％，名目２％ということです。
国・地方のプライマリーバランスは実は赤字

になっていて，これが２０１０年に GDPの▲６％
です（資料１１ページ）。６％ということは，GDP
が大体５００兆円ですから，３０兆円以上の赤字が
あります。これを２０１５年に半減して２０２０年にこ
れを閉じるというわけで，実線が経済再生ケー

ス，点線が参考ケースです。参考ケースという
のは，先ほどの実質１％，名目２％です。ご覧
になっていただくと，かなり楽観的な経済成長
を予測した再生ケースでも，２０２０年にまだ▲
２％と基礎的財政収支が改善できないとなって
います。しかもその背後の仮定は，名目GDP
の成長率が長期金利よりも高いという前提を置
いています。もし，長期金利が上がって，長期
金利の利率が名目の成長率よりも高くなると，
日本の債務GDP比率は発散してしまう可能性
もあります。
このように日本の財政は，息を飲むような状

態で運営されていると言えます。そうした中で
法人税改革をしていくのですから，法人税を減
税して最初からネットの減税を想定して議論す
るのはやはり望ましくないと思います。私はこ
れまでに，日本のデフレ脱却，そして法人税が
労働者或いは労働賃金に帰着している，従って
デフレ脱却の経済政策の一つとして法人税をや
るべきだと話しました。ただ残念なことに，法
人税減税が経済政策としてこれだけ重要であっ
ても，それと非常に厳しい日本の財政をどのよ
うに組み合わせるのかという問題に対して，明
確な答えが出ているわけではありません。大き
なチャレンジになっています。

５．何が問題となっているか

法人実効税率というのは，先ほど申し上げた
ように，２５．５％プラス１０％というのが私のイ
メージです。多少ここで数字のやりくりがある
のは，先ほど申し上げたように，地方の法人事
業税が国税で損金算入されているからです。そ
して，地方の法人課税は法人住民税（都道府県，
市町村）と法人事業税の所得割があります。こ
れから中身に入っていきますが，厄介な問題は
法人所得の実効税率という言葉です。
例えば法人が固定資産税を払っている場合に

は，当然ここに入ってきません。付加価値とい
うのは企業の売上から仕入れを引いたものです
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から，それは企業の利益と賃金と利払いと地代
とからなっています。そうすると，企業がその
付加価値に対して税金を払ったときには，どう
考えるかという問題が出てきます。外形標準課
税の外形とは一体何かというと，所得以外にか
けることが外形だとされています。企業の資本
額に着目したり，付加価値に着目したりします
が，所得以外に税金をかけているときには外形
標準課税となり，それは法人所得の実効税率に
は入っていないということになります。
従って，外形標準課税による見かけの負担軽

減というのは，法人事業税の外形標準部分であ
る，付加価値部分（付加価値割）と資本に係る
部分（資本割）は所得課税に入らないというこ
とで，実効税率から除外されているということ
です。実はここが，この２５．５％プラス１０％の議
論の中で，政策の最前線に出て来る問題になり
ます。
そこでここからは，法人税をこれから下げて

いくという議論をしていく中で，国税部分と地
方税部分をどう考えていくかという問題に焦点
を当てたいと思います。２５．５％プラス１０％の法
人税を，OECDの平均ぐらいまで目指して下
げていきたいとした場合に，国税部分と地方税
部分をどう考えていくかという問題です。もの
すごく議論を短絡化してしまえば，仮に地方の
１０％を，政治的な実現可能性はともかくとして，
全部消費税で代替してしまえばどうかというこ
とです。そうすると，先ほど申し上げた計算で，
消費税が１％で２．５兆円ぐらい，２％で５兆円
です。そして実効税率１％の法人税が５，０００億
円ぐらいとすると，大体消費税を２％上げて，
地方法人税を全部取ってしまいます。それが１
つの答えなのかもしれません。経済学の観点か
らは興味深い改革提案ですが，消費税の現実か
ら考えれば直ちに実行することは困難ですので，
議論を進めます。
先ほど来申し上げている厳しい財政事情の中

で，国税法人税でどんな改革があるのだろうと
いうことです。そして少し乱暴なことを申し上

げましたが，地方法人税をもう少し丁寧に見て，
それをどう見直していったらいいのだろうとい
う議論を進めていきたいと思います。
まず国税法人税については，先ほどから申し

上げている厳しい財政事情の中で，既得権益に
思い切って切り込むという面では議論すべきこ
とがあるというのが私の考え方です。
資料１４ページは今年の６月か７月に法人税グ

ループで出した税調の資料です。租税特別措置
なかりし場合に，税引き前当期利益に法人税率
をかけたら，１６．２兆円（平成２４年度ベース）取
れるということです。しかし，実際は１０．４兆円
しか取れていません。では，差額は何かという
のがこれになります。そうすると，租税特別措
置による軽減額が１兆円です。それから，受取
配当の益金不算入が１．４兆円です。これは，企
業間で配当をやりとりして，そのたびに課税し
たら大変なことになります。個人に配当する前
に，何回もかけられてしまいます。ということ
で，法人間の受取配当には税金をかけません。
それが益金不算入ということでしょうけれど，
それによって１．４兆円が単に漏れているという
ことです。
それから，海外子会社配当の益金不算入です。

これは，先ほど申し上げた件です。もし日本で
税金をかければ，あと６，０００億円取れたと言っ
ています。それから，大きいのは，欠損金の繰
越控除ということです。企業は過去の損金を将
来にわたって取り返していくわけですが，それ
によって２．３兆円も穴があります。その他が０．６
兆円です。
そうすると，国税の法人税改革はどうするか

というと，いわゆる課税ベースを広げて税収を
増やすというのは，この中のどれかから税負担
を増やしてくださいと言っているわけです。す
ると，皆さんはどうお考えですか。租税特別措
置にどう切り込みますか。受取配当の益金不算
入にどう切り込みますか。海外子会社の益金不
算入にどう切り込みますか。欠損金の繰越控除
にどう切り込みますか。そういう話になります。
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一つずつ見ていきたいと思います。個人的に
は，この際租税特別措置で残っているものは徹
底的な見直しをすべきだと思います。その最も
大きなものの一つが，研究開発税制です。これ
は，昔，研究開発費が増えたときに，研究開発
費と言っても基本的には人件費の塊なのでしょ
うけれど，それに対して税額控除で払った税額
のいくらかを減らしましょうということをして
きました。それがいつの間にか研究開発費全体
に対する税額控除になってきています。この議
論をするには，やはり研究開発税制をどう考え
るかというのが大きな問題になると思います。
そもそも研究開発費というのは，そのほとん

どが人件費だとすれば，それは法人所得段階で
引かれているので，ある意味では２度にわたっ
て引いているわけです。それから，研究開発と
いうときに，研究開発税制を利用している企業，
業種というのが，製薬会社や自動車関連会社な
ど特定の業種に偏っています。逆に言うと，今
の研究開発というのは，例えば IT産業等はほ
とんどこの恩恵に浴していません。そういう問
題をどう考えるかということです。それか
ら，２０１３年，２０１４年度のデフレ脱却のためにな
された追加措置を，どう考えるかということで
す。
私は，受取配当金の益金不算入制度や欠損金

の欠損金の繰越控除というのは，税制上何もお
かしいものではないと思います。企業間が配当
で受け取っているわけですから，そこで税をか
け合ったら，配当に何回もかかってしまうわけ
です。最終的に個人に行くところでかければい
い。従って，この制度自身に何か正すべきもの
が本質的にあるとは，私は思いません。皆さん
も多分そうだと思います。
欠損金に関しても，実はこう考えています。

法人税というのは一体どういう税なのかという
本質的な話になります。理想的には，法人税と
いうのは，企業の売上額から仕入れコスト，労
働コスト，そして使用した資本がもしこの会社
で使わなければ生み出したであろうコスト，い

わゆる資本の機会費用を引いた純利益から税を
頂くというのが，本来の在り方だと思います。
とすれば，企業が赤字のときには，その赤字部
分につき，将来にわたって税負担を減らすこと
で，実は政府と企業はパートナーとなる。企業
活動の成果がプラスのときには，幾らかは政府
が頂きます。ところが，企業の所得がマイナス
のときには，税金を軽くしてあげますよという
ことです。
最初に話すべきだったかもしれませんが，法

人税の本質というのは，政府が企業の上澄みを
頂くことにあります。企業が人を雇う，或いは
資本を使うということに対して政府は阻害して
はいけない，上澄みを頂くのだということだと
思います。上澄みを頂くということは，実は政
府が企業に対してリスクをシェアすることです。
リスクをどうやってシェアするかといったとき
には，損したときには，その損は過去に払った
税を戻してあげたり，将来の税負担から減らし
てもいいよということになります。従って，理
屈的に言えば，企業が赤字を抱えたならば，そ
れに利息を付けて無限の期間，将来的にわたり
繰越控除を認めるのが，その上澄みから政府が
税を頂くという考え方に立てば正しいわけです。
このように法人税の重要な役割は，企業のリ

スクを政府がシェアすることです。さはさりな
がら，厳しい財政事情の中の法人税減税です。
異次元的な改革もやむを得ないという気持ちで，
受取配当金の益金不算入を発行済株式等の２５％
以上を６か月以上継続保有している子会社から
の配当には認め，２５．５％未満の子会社からは，
企業のパートナーというよりは金融投資してい
るかもしれないので，一部配当金に税金をかけ
るのもやむを得まいということです。同じよう
に，繰越欠損金も今，過去９年間それぞれの所
得の８割でしたか，その９年をもっと長くして
８割を小さくするというのも，やむを得ないこ
とかなと思います。
それから，議論はし尽くせませんが，中小企

業課税を一体どうするかということです。単に
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中小企業が所得をきちんと申告していないとか，
赤字企業が多いとか，そういうことではなくて，
本質的な問題は，中小企業の上げている所得が，
資本から上がっているのか，労働から上がって
いるのかが，わからないということです。つま
り大きな企業ならば労働者に賃金を払います。
残ったものは資本の取り分です。ところが，中
小企業或いは自営業者に近いところでは，上が
った利益が労働のうちどれだけが資本と労働に
帰属するのかは明らかではありません。その中
で，各国さまざまな租税回避に悩まされている。
北欧で二元的所得税というのがあります。二

元的所得税のアキレス腱と言われたのは，法人
化していない企業の所得にどう税金をかけるか
ということです。つまり二元的所得税では，資
本所得に対しては一律３０％などで税を課します。
税率は一般的に，個人所得への税率より低く設
定されています。その結果，中小企業には，自
分の上げた所得を資本所得にしてしまう誘因が
働きます。日本の場合はどうかというと逆で，
今度は個人所得にしてしまえば，給与所得控除
が非常に大きいので，このほうが得になってし
まいます。
だから，この問題は単に中小企業は税をちゃ

んと払っているとか，払っていないとかそうい
う次元におさまりません。企業の所得が労働か
ら来ているのか，資本から来ているのかがわか
らないという状況で，租税回避ができるだけ生
じないような方法を各国が模索しなければなり
ません。
今までずっと法人税の話をしてきましたが，

個人にも目を向けたいと思います。法人は所得
を上げれば法人税がかかります。それで株価が
上がると，個人は譲渡益税がかかります。配当
をもらえば配当課税されます。従って，法人に
対する課税を考えるときには，個人サイドのキ
ャピタルゲイン課税と配当課税を考えないと，
全体像は議論できないはずです。もし法人税率
を下げるならば，税引き後利益は増えるので，
企業は配当を増やすことができます。

従って，改革を進めていく一環としては，個
人サイドで資本所得課税の強化が必要になるだ
ろうと思います。たとえばキャピタルゲイン課
税の強化で，分離課税の２０％の税率を２５％へと
引き上げることなどが必要となると思います。
先ほど言及しました IMFのペーパーも同じよ
うなことを言っています。世界的に見て，資本
所得の分離課税が２０％であるような先進国とい
うのはほとんどありません。
次に，地方法人税の国税損金不算入をどうす

るかということですが，これはテクニカルな問
題です。もしこれで全体としての税率を下げる
ことがやり易くなるならば，選択肢の一つであ
ると思います。
国税の課税ベースの議論で，政策として筋が

通っていて，そして金額的にも重要だと思うの
は，研究開発税制と減価償却費の話です。技術
的になりますが，現行では建物は定額法，機械
装置等はいわゆる２００％の定率法ということで，
機械を買ったときにその耐久年数で計算した定
額法の償却を２００％（２倍）にします。それか
ら，定率的に下げていくというのが今の償却方
法です。少しここで頭を切り替えていただきた
いのです。
シャウプ勧告の時代のように，日本が２桁の

インフレで進んでいるとします。そういうとき
に減価償却をどうするかについて議論がなされ
ました。シャウプ勧告の日本経済に対する最大
の貢献は，資本の再評価だったと思います。つ
まり，インフレが進んでいく中で，例えば１００
万円で買った資産は，それをさらに更新すると
きには２００万円になっているかもしれません。
それを１００万円の簿価でもって償却していった
ときに，いよいよ更新するときにはお金が十分
にないかもしれません。つまり，その間に見か
けの利益が流出してしまうわけです。そこで，
シャウプ勧告は資本を再評価してきちんと償却
できるようにしなさいと言ったのです。
では頭を切り替えて，デフレになったらどう

するかということです。今，金利がゼロになっ
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たとします。金利がゼロになったら，２００％の
ような加速で償却する意味というのは何もあり
ません。いつ償却しようと現在価値は変わりま
せん。先ほどから言っているように，国税部分
で異次元的な改革によってでも何とかして財源
をひねり出したいというなかにあって，この日
本の機械類の２００％の定率償却は全部定額償却
に直せば良いのです。それがたまたま国際的な
会計慣行と近似しているということもあるかも
しれませんが，国税で財源をひねる，つまり金
利が低い中で財源を調達する恐らく最大の財源
は，減価償却を思い切って定額法にして財源を
ひねり出すことだと思います。 それから，中
小企業課税については，資料１６ページに公益法
人の課税や一人会社のオーナー課税や，同族会
社の留保金課税などありますが，決してこれを
それぞれ個別なものとして扱わないで，ぜひ税
調の場も含めて中小企業の課税を，今後どうい
うふうに整理するのかという観点から先に議論
していくべきだと思います。
そしていよいよ地方の問題です。まず資料１８

ページをご覧下さい。これは一連の地方法人税
に関して，税制調査会で総務省の方が提出され
た資料です。平成２６年の地方財政計画で，都道
府県地方の税収が３５兆円ぐらいです。この網掛
けの部分が法人絡みですが，都道府県で全体の
１０％ぐらい，地方で５％ですから，地方全体の
収入の１５％を超えるものが法人税関係になって
います。だから，問題の根幹は，これをどう考
えるかということになります。
申し上げたように，地方の税収に占める法人

課税部分が大きい。地方の本来の税源は，地方
サービスの対価としての個人住民税や固定資産
税です。法人は，固定資産税を通じて，つまり
法人は所在する地方，或いはある地域で活動す
るわけですから，そこで使う固定資産に対する
税金はきちんと払うべきです。或いは，その簡
易版である均等負担をするべきです。しかし，
日本では法人税源の多くを地方に依存すること
によって結局何が起きているかというと，税収

が大きく変動し，地域間の偏在が生じています。
しかも，皮肉なことに，もっとも財源のある東
京都は法人税の超過課税をしています。
では，法人税のうち地方がどのぐらい依存し

ているかということを見てみましょう。これも
総務省の資料です（資料１９ページ）。そうする
と，平成２６年（２０１４年）の予算ベースで，国税
法人税が１０兆円，法人住民税・事業税が７．５兆
円です。しかし，法人税の一定割合が地方交付
税になっていますから，実は１０兆円は地方が依
存しています。つまり，歳出サイドまで考える
と，地方が法人税に非常に強く依存しています。
だからこそ総務省は，この税を簡単に扱っては
もらっては困るという議論になっているわけで
す。
資料２１ページをご覧ください。少し説明しま

すと，国の法人税で，法人住民税があって，こ
れは市と県があって，所得割と均等割がありま
す。事業税は，所得にかける部分と外形にかけ
る部分があります。それだけではなくて，地方
の住民税の一部を地方に回すべきだという地方
法人税があります。それから，法人事業税の一
部を地方法人特別税といって，他の地方に回し
ます。従って，単に地方の法人依存が大きいだ
けではなくて，この構造は非常に複雑になって
います。
以上を踏まえつつ，地方法人税の問題を締め

くくっていきたいと思います。外形標準課税と
いうのは，先ほど申し上げたように，所得以外
を課税標準とするのが外形という意味で，資本
金１億円超の法人にかかります。つまり１億円
以下はかかっていないということです。法人事
業税は法人税と同じ所得を課税ベースにするも
の，企業の付加価値を課税ベースにするもの，
資本金を課税ベースにするものからなっていま
す。このうち所得割が７５％，その他の外形部分
が２５％ということで設計されています。法人事
業税の税収は２～３兆円となっています。
では，この外形標準課税をどうするのか。皆

さんもいろいろお考えがあるでしょうけれど，
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外形標準課税は基本的には付加価値にかける部
分が大きくなる。資本金にかけるといっても，
資本金を変えれば負担が減ってしまいますから，
誰が考えても資本金を課税ベースにふるのは困
難です。実際，外形標準課税は資本金１億円超
にかけると言った途端に，資本金を減らす企業
もあった。従って，外形と言うときには，その
大部分は付加価値になるのでしょう。
今までデフレの中で，しかも円高が加わって

そのしわ寄せが労働賃金に来ていたというのが
われわれの出発点でした。実は，企業の付加価
値の半分以上は賃金なのです。従って，外形標
準として付加価値に税金をかけるということは，
賃金の実質税負担が増えるというわけです。そ
れはもちろん総務省の方も配慮しています。こ
れが雇用安定控除ということで，付加価値が
１，２００の企業で，そのうち８００も賃金があるとこ
ろは負担が高くて仕方がない。従って，賃金に
対する外形標準課税の部分は減らしてあげまし
ょうということです。減らし方はいろいろあり
ますが，報酬給与額が収益配分額（支払利子，
支払賃金，労働賃金の合計額）の７０％を超える
場合，付加価値額から雇用安定控除額を控除す
ることにしています。
このように収益配分額の７割を超えるものは

かけませんと言っているのですが，実は７割超
の企業が全体の８割になっています。外形標準
課税の最大の問題は，付加価値にかけたときに，
付加価値の最大要素は賃金になるわけですが，
雇用安定控除を行った場合に，８割もの企業が
該当するという事実です。
ここに企業の経営者の方もいらっしゃると思

いますが，経営がうまくいくときもあるし，悪
いときもあります。経営がきびしくなったとき
には，雇用の調整をせざるを得ません。そこに，
さらに賃金課税がされるわけですから，やはり
これはデフレ脱却という問題から考えると，日
本の法人税改革の進め方としては，望ましいも
のではない。外形標準課税をやってきているア
メリカのミシガン州やドイツなどを私は見てき

ましたが，そのいずれにおいても，企業の固定
費用を増すことになる賃金に着目した税は難し
いというのが世界的な結論になっています。
まとめに入ります。原則的なことを申し上げ

れば，地方にとってふさわしい税源として，個
人住民税や固定資産税の強化を図っていくべき
だと思います。その他，法人事業税の中でも見
直すものはあります。例えば政府税制調査会は
延々何十年にわたって社会保険診療報酬の事業
税の改正を要求してきましたし，医療法人にか
かる税率の特別措置，自由診療の軽減措置等改
善を要求してきます。見直すべき項目の一つで
す。
これまで法人税の帰着，減税の必要性，日本

の財政状況，その中で進めるべき改革として国
税部分，地方税部分について話してきました。
これだけ膨大な借金を抱えた国がデフレ脱却を
目指して，法人税制を改革していこうというの
は大変なことです。こぶしを振り上げたのはい
いのですが，これをどうやって振り抜くか，そ
んな状況にあると思います。

６．改革をどう進めるか

そういう中で，具体的にどのような道筋があ
るでしょうか。今まで申し上げたことのまとめ
になりますが，第１弾としては，法人実効税率
を３５．５％から３０％切るような水準にするという
ことです。そして税収中立の制約の下にデフレ
脱却を目指します。そのためには，国税で異次
元的な改革もやむを得ないのだろうと思います。
租税誘因策や優遇税制の徹底的な見直し，そし
て残念ですが，受取配当への課税や繰越欠損金
の時限的な課税強化もやむを得ないのではない
でしょうか。そのなかで財源としては減価償却
の定額化が一番大きいということです。
減価償却というのはトリックでもあります。

投資直後の減価償却額を絞れば，課税所得が増
えて税収が増えますが，将来的に償却が続きま
すから，将来は税が取れないという面もありま
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す。これをどう考えるのでしょうか。せっかく
デフレ脱却を考えているので，これで経済が活
性化していけば，投資が増えて，それが明日の
投資は明日の投資でさらに課税ベースが広がっ
ていくということを考えれば，単なる計算だけ
ではなくて，減価償却の定額化に伴って得られ
るだろう税収をどう見積もるかというのは，国
税改革の山場の一つになると思います。その際，
財政健全化に当たって想定されている政府経済
見通しを前提とすれば，相当の増収額を見込む
ことができるはずです。
それから，地方の方はなかなか難しい。ただ，

ここに日本の法人税改革の本質があるというこ
とを申しました。地方法人税部分の負担を下
げ，２５％程度の税率を全体で目指すということ
です。外形標準課税の最大の問題は，それが固
定費用となり賃金課税となってしまうことです。

それが企業の雇用コストを上げ，その結果，賃
金カットや雇用調整がなされる可能性が高い。
地方法人税改革の原則は，減税財源として既

存の税源の拡充を徹底することです。つまり個
人住民税と固定資産税をもっときちんと取るべ
きだと思います。それで十分な財源が確保でき
ないときには，地方消費税に代替するなど，そ
の他の税源による地方法人税の改革の道を探る
べきです。先ほど述べたように，IMFの人た
ちやエコノミストの主張するように，思い切っ
て地方法人税の一部を消費税で代替するぐらい
のことがあってもいいのかもしれません。こう
した考えを政策にどう反映させるのかというの
が，われわれの突きつけられている法人税改革
の最大の課題の一つなのだと思います。
ご清聴どうもありがとうございました。
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Q&A

（Q１） どうもありがとうございました。２８
ページないしは１６ページで，近年新聞紙上でも
ぼちぼち出てきているのですが，機械の減価償
却の定額化がさも可能性大であるような形で言
われていますが，やはり本来税の在り方を考え
るときに，単に税収の穴埋めということではな
くて，機械の減価償却がどうして出てきたのか
という本則に立ち戻って，近年，先生もご専門
の財務的な観点を含めて，投資の回収の早期化
というようなもので出てきた２５０％定率法が
２００％へと，ちょっとやり過ぎたかなという形
で健全化するのであって，１６ページにあるよう
に，単に企業利益の圧縮につながるからおかし
いのではないかというのは少し乱暴な議論では
ないでしょうか。機械の投資減税は，米国や或
いは英国，欧米諸国でも当然のこととして今受
け入れられている状態で，会計で定額法をやっ
ているのは当然のことであって，こういった形
が減価償却を定額化すれば税収が増えるという
のは，本末転倒ではないかなという感じを私は
持っています。これについて，やはり本来の姿
にして，あまりこれはいじるべきではないなと
いうのが私の考え方です。これについて，コメ
ントを頂きたいと思います。

（田近） 償却のところは皆さんからもっとご
意見を聞いて議論すべきだと思います。また，
先ほどいきなりシャウプ勧告の話をしてしまっ

て皆さんを振り回してしまったので，舌足らず
だったかもしれません。減価償却をどう考える
かです。利子率がゼロだとして，１００万円の機
械を今買ったとします。今，即時償却して１００
万円です。それから１０年間の耐用年数で１０万
円，１０万円，１０万円でやっても，利子率がゼロ
なのだからその償却の現在価値は変わりません。
逆に言うと，利子率がものすごく高いインフレ
が進んでいるような状態で，即時償却で１００万
円資本回収できるとします。それがもし１０万
円，１０万円，１０万円でやっていって，利子率が
例えば１０％ならば，１０万円，１０万円，１０万円で
の現在価値というのは恐らく８０万円とか７０万円
になってしまします。それが問題なのだという
のがシャウプ勧告のときの問題でした。
つまり，インフレが進んでいるときでは，１０

万円，１０万円，１０万円で，簿価で償却すると，
見かけの利益が流出してしまいます。それが今，
金利が非常に低くなっています。そういうとき
に，償却の現在価値から考えると，加速的な償
却をする必要はありません。企業財務に対して
はニュートラルだろうという意味です。従って，
ここで何か投資促進的なものに対して水を差す
とかいうのではなくて，税の中立性から考える
と，金利が低くなっているときには，償却は限
りなく定額的なものに近づいていいのではない
かという意味です。
あと，これはご指摘のとおり，国際会計で定

額に近づいているから定額がいいのだというの
は，理屈としてはそんなにしっかりしたもので
はないと思います。
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討論会 ９月１７日�・午後

財務省主税局長 佐藤 慎一 氏
明治学院大学経済学部教授 西山 由美 氏

（公社）日本租税研究協会専務理事 秦 邦昭 氏
総務省自治税務局長 平嶋 彰英 氏

岩﨑 政明 氏

●参加者（五十音順）
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はじめに

（岩﨑） ご紹介いただきました岩﨑政明でご
ざいます。法科大学院で租税法を担当しており
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
先般，第２次安倍改造内閣が発足いたしまし

た。安倍内閣における新しい課題は，従前のア
ベノミクスを実行，実現するために，経済最優
先の施策を行うということが標榜されておりま
すが，その中でも新しい観点として地方創生，
女性の活躍を促進するということがうたわれて
おります。今後その施策が具体的に発表されて
くることと思われます。
その過程においては租税特別措置，減税措置

や新しい補助金等の財政出動が予定されるかも
しれませんが，これまでのように公債を新しく
発行するということはもうできない状況ですの
で，これからの財政運営に当たっては増税，減
税を組み合わせて実効的に工夫をしていく必要
があろうと思われます。その点で，本日は佐藤
主税局長，平嶋自治税務局長にご出席いただい
ておりますので，この観点からいろいろなご意
見が伺えるのではないかと思っております。
これからの進行を最初にご説明させていただ

きます。本日，佐藤局長におかれましてはご公
務の関係で早めに退席されることが予定されて
おります。そこで，進め方につきましても，従
前とはちょっとスタイルを変えさせていただき
ます。前半と後半の２つに分けまして，前半部
分においては国の財政，税制につきまして討議
をさせていただきます。その後，後半に地方の
財政，税制についての討議をさせていただくと
いうことにいたします。
それぞれ局長から現状と課題についてご説明

いただき，その後に，理論的な観点からは学会
を代表いたしまして，西山教授に意見を発表し
ていただきます。ちょうど女性の登用を促進す
るということが新しい内閣の課題ということに
なっておりますので，租研としましてもそのよ

うな観点で進めさせていただこうということに
なりました。
その後に，納税者，企業サイドからのご意見

を頂くということになっています。本来は谷口
租研副会長にこの場でご意見を頂く予定であり
ましたが，突然のことで残念ではありましたけ
れども，ご逝去なさいました。本当に心からお
悔やみ申し上げたいと思います。
ただ，谷口副会長は本日の討論会のことをお

気遣いいただいて，意見メモを作成してくださ
っておりました。また，その内容につきまして
は秦専務理事と何度か協議をなさっておられま
した。そのことから，本日は秦専務理事の方か
ら谷口副会長に代わってご意見を発表させてい
ただくということにさせていただきたいと思っ
ております。
それでは，まず前半部分の討議を始めさせて

いただきたいと思います。国の税財政に関する
中長期的な課題と現下の問題，そして，それに
対する施策につきまして，佐藤局長の方からご
説明いただければありがたいと思います。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．最近の経済・財政情勢

（佐藤） 佐藤でございます。どうぞよろしく
お願いいたします。このような場を頂きまして
大変ありがたく存じております。日ごろから租
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研におかれましては，税制についての貴重なご
提言などを頂きまして，大変感謝申し上げてい
る次第でございます。
本日は，税制のみならず，できるだけ包括的

に今現在置かれている経済・財政事情について
ご説明させていただき，併せて，税制がその中
でどう位置付けられるべきかをご説明させてい
ただきます。若干端折りながらの説明となりま
すがお許し賜れればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
資料は２部作です。１つは「最近の経済・財

政情勢」で，もう１つは「税制の当面の諸課題」
を整理したものです。それぞれに沿ってご説明
をさせていただきたいと思います。

１．全体像
「最近の経済・財政情勢」を１枚めくってい

ただきたいと思います。資料①は，安倍政権が
発足いたしましてからの経済・財政運営の枠組
みというものをわかりやすくまとめたものです。
安倍内閣が発足後，経済情勢は激変をいたし

ました。円安，株高，それから，雇用環境等々
が大きく変わってきています。その背景として
は様々な要因があると思いますけれども，政策
のスタンスの変更がかなり寄与しているのでは
ないかと思われます。それを１つの表にまとめ
た資料②を手始めにご説明いたします。
ご承知のとおり，「３本の矢」の政策がござ

います。金融政策，財政政策，成長戦略という
ことです。上の２つはどちらかといえばカンフ
ル剤的なものですが，これらにより時間を稼ぎ
ながら，３つ目の成長戦略でもって中長期的な
経済成長を目指すということです。まずはデフ
レからの脱却，その後，持続的な経済成長を実
現していく。つまり企業のデフレマインドが「氷
河」のように凍りついているのを溶かし，でき
るだけリスクテイクできる状況に復元させてい
く中で，日本の持ち前の潜在的なストック，資
金力，技術力等々を顕在化させて，ポートフォ
リオ・リバランスを作り上げ，潜在成長率を引

き上げていくことを狙っている政策です。です
から，短期と中長期を一体として考えられるも
のです。
ただ，「３本の矢」の政策をうまく進めてい

くためには，厳しい財政状況から来るリスクを
取り除かなければなりません。吹き出しに「国
債リスクの低下・金利の安定」と書いています
が，持続的な経済成長に向けた施策を進める過
程で，悪い金利上昇を防いでいく，財政のリス
クプレミアムを上昇させないようにしていくこ
とも頭に置きながら進めていかなければなりま
せん。消費税率の引上げというものは象徴的な
取組みの一つです。これは，政府の財政健全化
に対する強いコミットメントを内外に示すとい
う意義を持っており，これにより，金利の低位
安定に努めていくということです。
一方，歳出の大宗が社会保障関係の支出です

ので，財政健全化と一体となって社会保障制度
の安定化をしっかり行っていかなければなりま
せん。このことが，左側の吹き出しにあるよう
に，「将来の信頼」といったプラスの効果が出
てくれば，これらが一体として好循環をもたら
していくことを目指しております。

２．経済政策
安倍政権における経済政策について，具体的

な時系列イメージを示したものが資料③です。
左半分ですけれども，２０１２年末に政権が発足い
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たしましてから「３本の矢」の政策，それから，
昨年１２月２０日に政労使合意が行われ，賃上げの
流れが出来上がっていきました。スタートダッ
シュを非常に巧みに行ったことにより，経済が
順調に成長，回復をしていくという状況になり
ました。
今年の４月１日には消費税率が引き上げられ

ました。これは財政健全化に対する政府の意思
表明そのものです。ただ，それに伴いまして，
その前の１―３月期は駆け込み増によりプラス
６．０％，４―６月期には▲７．１％という形の反動
減が生じています。この駆け込み増と反動減は，
山高ければ谷深しで，元々想定されたものです。
その後の７―９月期以降については，民間予測
機関の見通しでは，点線で描かれた右肩上がり
の回復軌道のラインに沿って戻っていくことが
予測されています。
右半分をご覧いただくと，消費税率の引上げ

に併せて経済政策パッケージを講ずることで，
全体として反動減からの早期回復を下支えして
いこうとしています。
６月２４日には，「日本再興戦略」を改訂いた

しました。中長期的な成長率の底上げ，生産性
向上のための底上げ戦略を併せ行いながら，下
折れしないような形をつくり上げようとしてい
ます。反動減から早期回復させ，成長軌道への
復帰を確実なものにしていくということが，大
変重要なことだと考えております。
足元の景気については色々な見方がございま

すが，GDPの回復基調を確実にしていくため
に政策運営の手綱をしっかり締めて，メンテナ
ンスをしっかりしていく必要があると考えてい
ます。

３．経済状況
そこで，経済の現状のご紹介をさせていただ

きたいと思います。資料⑧です。
これは株価をはじめとする，金融市場周りの

さまざまな指標です。アベノミクスによって，
経済の様相が一変したことがご覧いただけます。

資料⑨で実体経済の数字を確認したいと思い
ます。実質GDPの動きですが，先ほどご覧い
ただいたように，右側のグラフで１―３月期は
駆け込み増の影響があり，プラス６．０％となっ
ています。４―６月期は反動減によりマイナス
７．１％ですが，１―６月をならした上で，それを
前年同期比で見ますと，プラス１．３％，去年の
１０―１２月期と比べても，プラス０．５％です。山高
ければ谷深しで，反動減がありましたが，なら
してみれば回復軌道上にあるということです。
ただ仔細に見ると，民間消費，設備投資，公

共投資，輸出等がどうかなど，色々な懸念を指
摘する向きもあります。資料⑩は各界のエコノ
ミストの見方を紹介しています。申し上げたよ
うな幾つかの項目について悲観的に見る見方と
楽観的に見る見方が交錯しているという状況で
す。
部門別に見ていただきます。企業部門の状況

は，資料⑪です。鉱工業生産指数で見ていただ
きますと，プラスの方向となっています。設備
投資計画は，６月の日銀短観の調査では上方改
訂をされプラスになっております。企業収益環
境は非常に良好であること，それから，設備の
不足感も相当高いことから，設備投資の増加傾
向は維持されていくという見方も十分成り立つ
と思っております。
資料⑫と資料⑬は家計部門です。個人消費の

動き等を確認していただきます。
まず資料⑫は，商業販売統計や家計調査の数

字です。３月が駆け込み，４月が反動減，その
後はもたつきながらも回復しつつあるという状
況です。アメリカでは今年の春先は大雪で大変
だったわけですが，日本もそれに劣らず，雨や
台風による大きな被害があり，天候異常による
悪影響も大きかったと思われますが，いずれに
しても家計部門の経済状況が今後どう推移する
かはまさに要注意です。
ただし，資料⑬で雇用や所得の環境を確認し

ていただくと，失業率や有効求人倍率などを見
ると完全雇用に近い状態になっており，更に持
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続的に改善している状況です。左下はそれぞれ
フルタイム，パートタイムの賃金の動きですが，
改善傾向は明白です。それから，春闘の状況を
書いてありますけれども，全企業で２．０７％，ベ
ア分でもプラス０．４％というように，これまで
とは様変わりの状況になっております。
右上は１人当たり名目賃金です。賃金総額は

名目雇用者所得として，１人当たり名目賃金と
労働者数とを掛けたものです。数字を確認いた
だきますと，１人当たり名目賃金が前年比で
２．６％のプラス，労働者数もプラス１．６％です。
これらをかけ合わせると，４．２％増，実質でも
プラス０．２％という形になっているわけです。
ベアの成果が基本給の増加として表れている

とか，ボーナスも良かったとか，或いは労働者
のところにつきましては正規雇用の比率が上昇
するとか，構造的な変化の予兆すら感じられま
す。所得・雇用環境が非常に改善されているこ
とは事実ですから，これを持続できれば，消費
の息長い下支えが可能になってくるのではない
かと見ております。加えて，消費税が８％に引
き上げられたことに伴い，所得の低い約２，４００
万世帯に対して，簡素な給付措置の支給が始ま
っておりますけれども，このような政策の効果
も次第に顕在化してくることも期待されます。
実質賃金に着目すべきだという議論がござい

ます。実質賃金，すなわち１人当たり名目賃金
を物価で割ったものですが，景気回復の局面で
は，名目賃金の動きがどうしても遅行的になっ
ていく傾向があることも踏まえてよく見ていく
必要があります。
また，一口に物価上昇といいましても，今回

の物価の上がり方は通常の場合と違い消費税率
引上げに伴う物価上昇を含んだものであるとい
うことです。実質賃金を見る時にはその分の影
響を除いて考える必要があります。
いずれにしても，全体的には所得環境が良く

なっていますが，今後ともよくウォッチしたい
と思っています。
資料⑭は，９７年に消費税を３％から５％に引

き上げたときの経済状況と現在の経済状況を比
べてみたものです。現状と何が違うかというこ
とは一目瞭然です。２０１４年には，雇用・設備・
負債の３つの過剰という状況はみられず，経済
の底力は段違いに力強いものがあります。デフ
レに突入していく状況が９７年時点にあったのに
対して，今はデフレから脱却して，賃金が上昇
局面に来るということで，ベクトルが全く違う
方向に動いています。よほどのことがない限り，
下振れて腰折れてしまうような状況にはないと
思われますが，ここはなおしっかりウォッチし
ていきたいと思います。

４．成長戦略
ここから先はアベノミクスの「第３の矢」の

成長戦略の話を申し上げます（資料⑮）。
本年６月に「日本再興戦略」の改訂版を出し

ました。大部なものですが，要点をこの３つの
ポイントで整理をさせていただきます。
１つ目は日本の「稼ぐ力」を取り戻すという

視点から，コーポレートガバナンスの強化，政
労使会議の継続，成長志向型の法人税改革を三
位一体となって行うことで収益力を拡大し，賃
金や配当等によってステークホルダーに還元し
ていくといういい流れを作り出していこうとい
うものです。２つ目は，女性・外国人の活躍促
進と働き方の改革です。３つ目が農業，医療等
における岩盤規制改革により，新しい市場を作
り出していくという政策です。いずれにしても
デフレからの脱却が視野に入りつつあり，デフ
レマインドが打破されるきざしがある，まさに
この機会をとらえて，中長期的な経済成長につ
なげていけるようにという発想なのです。冒頭
に申し上げたようにデフレマインドが壊されつ
つあるという現状下で，リスクを取りながら何
をしていくかは専ら民間部門次第ですが，これ
を支えていくために政府として最大限の取り組
みを行っていくという考え方であり，アベノミ
クスも第２フェーズに入ってきているという認
識です。
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資料⑯は，特に「稼ぐ力」という視点を取り
出したものです。企業の生産性を向上させ，高
付加価値化，収益性向上を実現させていく，
ROEを上げていくという動きの中で賃金や設
備投資，配当の形でステークホルダーに還元さ
れて，いい好循環を生み出していくことが求め
られているわけです。
そのために，例えばコーポレートガバナンス

の強化により，企業における新陳代謝とか，或
いは企業風土の変革という１つの大きな流れを
作り出していく必要があります。また，「政労
使会議」を活用して，生産性向上に伴う賃金の
上昇や，多様な形態の正規雇用労働者の実現と
いったような労働市場改革も推進していきます。
成長志向型の法人税改革は，そういった施策と
一体のものとして位置付けられます。法人税に
ついては後程申し上げますけれども，単純な法
人税率の引下げということではなくて，経済の
好循環を作り出していくためのポジティブな法
人税構造改革を志向するものとしてしっかり検
討していくことが重要と思います。
資料㉒です。担い手を生み出すという視点か

ら，女性の働き方に中立的な税制，社会保障制
度の見直しを検討することとされています。配
偶者控除に絡む話，大きく言えば，家族の在り
方をどう考えるかという問題もここに直結する
ので，今後丁寧に議論をしたいと思っておりま
す。

５．財政
資料㉕です。財政問題を考える場合，何より

も社会保障の在り方を考えなければなりません
が，そのためにも，まず人口構造の変化につい
ての現状をご確認いただければと思います。
左側のグラフは６５歳以上の対総人口比です。

日本は２０００年の段階で１７．２％でございますけれ
ども，２０１５年には２６．４％，２０２０年では２８．６％と，
急激に伸びていく状況であり，人口構成も極め
てアンバランスなものになっていきます。
資料㉖をご覧下さい。団塊の世代の動きを図

示したものが左側のグラフです。２０２０年に団塊
の世代が７１歳から７３歳になります。１人当たり
の医療費，国庫負担等をご覧いただきますと，
年齢が上がるにつれて，急激に国庫負担が上が
ってまいります。つまり，高齢化のスピードに
比して，財政負担はそれ以上のスピードで増大
していくという構造だということです。２０２５年
になりますと，団塊の世代が全て７５歳以上にな
ります。１人当たりの医療費の国庫負担が３２．６
万円という世界に入ってくるので，医療・介護
の費用が２０２５年を境に更に増大していくという
ことになります。
資料㉗は，社会保障給付費がどう伸びるかを

示しています。
右側のバーグラフをご覧ください。１９９０年の

歳出では，公共，防衛，文教・科学技術が２５兆
円，それに対して２０１４年が２６兆円，地方交付税
は１９９０年度の１５兆円に対して２０１４年度の１６兆円
と，おおむね横ばいです。大きく変わっており
ますのが社会保障支出で，１２兆円から３１兆円へ
約２．５倍となっています。それから，国債費が
１４兆円から２３兆円です。１９９０年当時は公債残高
１６６兆円で金利水準が６％程度でしたが，今は
公債残高７８０兆円で金利水準が１．２％です。現在
の低金利により財政的には助かっていますが，
それでも国債費は２倍弱増加しています。
資料㉘をご覧ください。貿易サービス収支は，

震災以降，原油の輸入急増等により，赤字とな
っています。所得収支の黒字により今のところ
はオフセットされておりますけれども，経常収
支が難しい状態になってきています。これが続
くようですと，財政赤字と併せていわゆる双子
の赤字になっていく可能性も否定できません。
それから，右側のグラフですが，一般政府債

務残高が１，２００兆円程度で，これを消化するた
めのバックアップとなる家計金融純資産が
１，２６０兆円であり，更にはどんどんその差が縮
まってきている状況です。
この２つのグラフを併せ見ますと，国債がど

んどん累増化していくことがいかに潜在的な不
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安材料を抱え込んでいるということは自ずとわ
かるところです。
政府は，財政健全化目標を資料㉙のとおり設

定しております。２０１５年度の国・地方の基礎的
財政収支（PB）の対 GDP比を２０１０年度▲６．６％
に比べて半減させ，２０２０年度にはそれを黒字化
させる。それ以降は債務残高のGDP比を安定
的に引き下げていくという目標を立てています。
資料㉚は，内閣府が一定の仮定を置いて中期

的な財政状況を試算したものです。名目経済成
長率が，２０１５年度以降３％程度で経済成長する
という状況を前提にしています。それから，消
費税率の１０％への引上げも織り込んで試算され
ています。
その上で，右側のグラフを見ていただくと，

実線（経済再生ケース）の折れ線グラフですけ
れども，２０１５年度の見通しとしては基礎的財政
収支（PB）の対 GDP比は▲３．２％です。２０１０
年度の▲６．６％に対しては約半分ですので，何
とか半減が視野に入ってきているということで
す。ただ，その先の２０２０年度の状況をみると，
成長率が３％をこえるかなり意欲的な状況の下
ですら▲１．８％で，実額では，１１兆円程度の赤
字が見込まれています。PBの黒字化に向けて，
この状況にどう対応していくのかが，１０％への
引上げを行った上で更に突き付けられている課
題だと言えます。
こうした極めて厳しい現状の下，経済再生と

財政健全化の両立という課題に対して，ナイフ
の刃を歩くような絶妙なバランスを保ちつつ取
り組んでいかなければならないわけです。これ
は誠に厳しい現実ですが，もはや逃げることは
できません，果敢に取り組んでいくしか道はあ
りません。

Ⅱ．税制における当面の諸課題

次に「税制における当面の課題」というテー
マに移りたいと思います。消費税をはじめ，４
つのテーマに分けてご紹介をいたします。本年

秋以降，本格的な税制改正作業に取り組んでい
くわけですが，非常に重い項目が横たわってお
り，いつもの年とはいささか趣が違うという感
じがしております。法人税改革や消費税をめぐ
る話，所得税の配偶者控除に関わるものなどが
課題です。
１つ１つ丁寧に議論しながら結論を導いてい

くことになりますけれども，担当者としての正
直な実感を申し上げますと，日本の経済・社
会・財政が大変動を起こしていて，日本の税制
そのものがその構造変化にフィットしているの
か否か，更には将来を見据えてどうあるべきか
を模索すべき事態に至っているのではないかと
いう気がします。
もちろん毎年度の改正の中で，必要な見直し

や手直しがなされてきておりますけれども，そ
れでも十分ではなく，むしろ「改革」という形
で様々な税目のあり方そのものを再検討する必
要が生じてきているのではないかという気すら
して参ります。
従いまして，今から申し上げます４つのテー

マについても，あるべき税の姿をどう考えたら
いいのかという大局観を常に頭に置きながら，
改正作業に当たっていかねばならないと思って
おります。

１．消費税関係
まず，資料33の消費税です。消費税率の１０％

への引上げについては「骨太方針」で「２６年中
に判断を行う」とされています。税制抜本改革
法案のときの国会の議論では，「経済状況の判
断」とは，基本的には例えばリーマンショック
のような極端なことが起こった場合には引上げ
は困難だというようなことを想定したもの，と
のやりとりがございましたけれども，実際に引
上げ判断をするときには足元の経済状況を丁寧
に見ていくというのは当然ということで，２６年
中に判断を行うことが閣議決定で確認されまし
た。
７―９月１次QEが１１月１７日に出されますの
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で，それを注目しつつ，さらに将来の経済の見
通しはどうか等についても総合的に勘案しなが
ら，判断していくということになります。
足下の経済状況を心配する意見がある一方で，

消費税の１０％への引上げがすでに法律として制
定されている事情や，消費税が社会保障財源に
なっていることなども含めて総合的に考えるべ
きだという意見も多くあり，いずれにしてもし
っかりと判断していくということかと思います。
なお，１０％への引上げを仮に延期すると判断す
る場合には，当然のことながら税法を改正しな
ければなりません。

資料35は，消費税を５％から１０％に引き上げ
た場合に，その税収を全て社会保障財源に充て
るという法律上の規定になっておりまして，そ
れがどういうところに使われるのかを整理した
ものです。
税率５％の引上げにより約１４兆円の歳入増に

なりますけれども，その行き先としては社会保
障の充実に１％相当の２．８兆円，社会保障の安
定化に４％相当の１１兆円強を充てることになっ
ています。８％から１０％への消費税率引上げが
滞りますと，子ども・子育て支援など社会保障
制度の充実に支障が出てきかねません。
資料36は転嫁対策等の取組みについてです。

転嫁対策につきましては「消費税転嫁対策特別
措置法」に基づきさまざまな調査，指導等の取
組みが行われています。
転嫁拒否等に対する調査，指導，勧告につい

て，これまでの実績件数が示されております。
こういうことをやりながら，着実な転嫁が進む
よう対策をしてきていますが，引き続きしっか
り取り組んでいきたいと思います。
資料38は，消費税の軽減税率についてです。

低所得者への配慮の方法として，軽減税率がい
いのか，或いは給付がいいのか，さまざまな議
論がある中で，与党の２６年度税制改正大綱では，
「税率１０％時に導入する」とされました。ただ
し，「関係事業者を含む国民の理解を得た上

で」となっておりますので，軽減税率に対する
理解が得られる状況かどうかを確認しながら，
これから議論を幅広に進めていく必要がありま
す。
軽減税率については，国民にもう少し具体的

なイメージを持った上でご議論いただきたいと
いうことで，本年６月５日に，与党において
「消費税の軽減税率に関する検討について」が
公表されました。資料39は，その要点を抜粋し
たものです。例えば左側の上ですが，対象品目
の範囲をどうするかという点については，一口
に飲食料品といいましても，いろいろな線引き
ができますので，仮に①から⑧までという線引
きを考えるとすると，どれぐらいの減収になる
かということが示されています。また，それぞ
れの線引きを行うと想定した場合に，どのよう
な境界事例が出て来るかといった点も明らかに
しています。このように，この資料は，軽減税
率のあり方を消費者団体や事業者団体を含め，
国民の皆様に考えていただく材料として提供さ
れています。
区分経理につきましても，軽減税率を導入す

るとすれば，そのための環境整備をしなければ
なりません。インボイスなどをきちんと整備す
る方式から簡便な方式まで，様々の方法を整理
して公表されています。
こうした資料をベースに，資料40の６２団体に

ヒアリングが行われましたが，結論的には賛否
両論あり，着地するという感じには至ってませ
ん。
軽減税率の導入に賛成する団体は自ら関係す

る商品は軽減対象にしてほしいということです
し，反対の立場からは線引きが難しい，事務負
担が大変，高所得者にも適用される，といった
問題点の指摘がございました。年末に向けてど
ういう出口を模索するかは，今後，与党におい
てご議論されるものと思います。

２．法人税関係
法人税につきましては，資料41の「骨太の方
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針」において，今後取り組むべき法人税改革の
方向性が集約されております。
「成長志向に重点を置いた法人税改革に着手

する」，「数年で２０％台まで引き下げることを目
指す」，「来年度から実施」，「財源については，
課税ベースの拡大等による恒久財源を確保す
る」，「年末に向けて議論を進めていく」いうこ
とです。
企業がグローバルに国を選ぶ時代になった今

日，法人税率引下げは避けられないと考えられ
る一方で，現在の法人税の構造が，赤字法人温
存的になっているのではないか，黒字企業に税
負担が偏りすぎており成長阻害的になっている
のではないかと考えられるのです。このため単
なる税率引下げではなく，競争促進・成長志向
の改革として，企業が収益性を向上させていか
ざるを得なくなる状況を作り出していく，その
ために「広く薄く」負担を求める構造にしてい
くことこそが，法人税改革の目指すべき方向と
いうことです。
資料42は，国・地方をあわせた法人実効税率

の国際比較です。日本の法人実効税率
は，３４．６２％で，他の国と比較しても高めの水
準です。
また，日本特有の状況としては，国税と地方

税との２階建てになっているということがあり
ます。法人実効税率引下げに当たっては，国・
地方が役割分担しつつ，全体としてどう引き下
げていくかということが課題になります。
資料43は，国民負担率（対GDP比）を示し

たものですが，法人所得課税のところをご覧い
ただきますと，日本の場合は３．２％となってお
ります。他の国も大体同じような水準になって
おります。
GDPに対する法人税の負担率がほぼ同じ水

準なのに，法人実効税率が高いというのはどう
いうことか。それは，すなわち課税ベースがか
なり狭いということです。この課税ベースを狭
めているものは何かについては，資料45をご覧
ください。ここに示されているような諸制度に

より，課税ベースが５．８兆円程度浸食されてい
ます。さらには，資料47を見ていただくと，日
本の場合，利益計上法人の割合が３割弱と極端
に低い水準にあります。これは一部の黒字法人
に税負担が集中するという偏った負担構造にな
っていることを示しています。このような日本
特有の状況を根本的に見直すことで，黒字化へ
のインセンティブを付与し，より競争的な環境
を作り出していく必要があります。
資料50は，与党税調がまとめた，「法人税改

革に当たっての基本認識と論点」の概要です。
ご覧いただきますと，「成長につながる法人

税の構造改革」という見出しがございます。「よ
り広く課税を行いつつ，稼ぐ力のある企業や企
業所得の計上に前向きな企業の税負担を軽減す
ることで，成長につながるような法人税改革を
行う」と指摘されています。それから，地方法
人課税改革の関連で，「応益課税の考え方に基
づく地方法人課税の改革」を進めていくことも
指摘しております。
資料51では，「納税している企業が３割程度

にとどまる状況が長らく続いている。収益性の
高い企業の税負担を緩和し，より広く課税して
いくことで税負担の偏りを是正する」という方
向性が書かれています。
それから，�４では，「法人減税の財源が消費

税率の引上げによって確保されたかのような誤
解を生じさせることは絶対に避けなければなら
ない」としています。
最後に「改革の展望」として，「世界で行わ

れている『課税ベースの拡大をしつつ，税率を
引き下げる』という法人税の構造改革を行うべ
き」，「恒久減税には恒久財源を確保するとの方
針で臨む」という原則論が書かれております。
以上申し上げてきた問題意識をもって，「改

革の名に値する法人税改革」に取り組んでいき
たいと思っています。

３．所得税関係
次に所得税の論点に入ります。所得税につい
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て，資料55は「日本再興戦略」の中の記述です
が，税制について，女性の働き方に対してより
中立的な制度とする方策について検討を進める
となっております。
これに関係しますのが所得税の配偶者控除で

す。ご承知のとおり，配偶者控除については，
配偶者特別控除によりいわゆる１０３万円の壁は
基本的に存在しません。ただ，１０３万円という
心理的な壁もあるので，これを含めて検討せよ
とされています。
働き方ということになれば，結婚や子育てを

どうするかといった点を含め，家族の在り方を
どう考えるかという価値観にも関わる議論にも
波及しますので，配偶者控除の在り方だけを議
論していても，なかなか答えが出ないというの
も事実です。
ご案内のとおり，所得税はたくさんの控除が

設けられていますので，全体として控除を新し
い時代に合わせた形で再設計しないと，なかな
か１つのソリューションにならないのではない
かというのが正直な感想です。そのあたりは，
政府税調等々でしっかり議論を深めていきたい
と思っております。また，この場でもそういう
ようなご議論を賜ると大変ありがたいと思って
おります。
更に最近は地方創生という新しい文脈の中で

人口減，結婚・出産・子育て，そのあたりをど
う考えるかということも非常に重要なテーマに
なっておりますので，その文脈をも視野に入れ
て，ソリューションを見つけていきたいと考え
ております。

４．国際課税関係
国際課税関係も最近非常に活発な展開が見ら

れております。国際課税は，「投資・経済交流
の促進」と「国際的な租税回避の防止」を目指
しており，このための国際協調の取り組みが行
われておりますので，こうした流れに沿った形
で必要な改正に取り組んでいかなければならな
いと思っております。

まずは，「税源浸食と利益移転」という
「BEPS」と呼ばれているものについてです。
多国籍企業による税制の隙間や抜け穴を利用し
た租税回避スキームに対する対応を行っていく
という取組みがOECDを中心に行われており
ますので，それに絡む改正を目指していくとい
うことです（資料59）。
資料60の「非居住者に係る金融口座情報の自

動的交換のための報告制度」も，同じように国
際的な租税回避への対応という視点からの取組
みです。非居住者の国内口座情報を各国税務当
局間で定期的に交換するための国際基準が策
定・公表されていますので，これを実施できる
ような国内法整備を図っていかなければならな
いと思っています。
最後は，資料61の租税条約です。現在の我が

国の租税条約ネットワークは６３カ国しかござい
ません。中国などは１００カ国にわたるネットワー
クを形成していると聞いておりますので，我が
国も広げていく必要があると考えています。こ
れは経済界ともよく相談をしながら整備をして
いきたいと思っています。

５．まとめ
時間の関係で少し端折りましたけれども，ご

説明いたしましたこの４つのテーマについて，
年末に向けての税制改正の中で一定の結論を導
き出さねばなりません。
ただ，先程申し上げましたように，将来を展

望すれば，日本の経済・社会構造の大きな変化
があって，これによって税制がうまくフィット
していないとするならば，いずれ大きな手術を
しなければならないのではないかと思われます。
税制については，グローバル化の進行や人口構
成の大きな変化など時代の状況が変わっていく
中で，こうした状況にふさわしい税体系を確立
するとすれば恐らく消費税を中心とする税制と
いうものを志向していくことになるのだろうと
思います。併せて，そういう税体系を志向した
ときに，それとの組み合わせで，所得税なり，
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資産税なり，他の税はどういう役割になるかと
いう新しいテーマも出てくると思います。
若者世代が退職世代に対して人口比７～８倍

もいるような１９７０年代においては所得税中心の
税体系がふさわしかったかもしれませんが，若
者世代が退職世代のたった人口比２倍ぐらいし
かないような現代においては税体系が，そのま
までいいというわけにはいかないと思います。
今の時代に合わせた税体系を考えるという局面
が必ずや参ります。租研におかれましても，そ
のような長い目線での税の在り方についてご議
論を賜ればと思っておりますし，われわれもし
っかりと勉強していきたいと思っております。
もとより，足下の改正が大切なことは言うまで
もありませんが，それだけにとらわれることな
く，これからの時代を見据えた税体系のあり方
についても議論していくべきだと思っています。
目指すべき税体系の「北極星」を発見したいと
思っています。
ご清聴ありがとうございました。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 佐藤主税局長，ありがとうございま
した。
それでは，早速ただ今の説明に対しまして西

山教授の方からご意見，ご質問をお願いいたし
ます。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．財政・税制（国税）への意見

（西山） 明治学院大学の西山です。よろしく
お願いいたします。このような伝統のある大会
の討論会の発言者として私が相応しいかどうか
わかりませんが，先ほど岩﨑先生からご紹介が
ありましたように，安倍政権の新成長戦略で女
性の活躍が重視されていることから，一女性の
視点から意見を述べさせていただきます。それ
から，消費税をライフワークにしているもので
すから，消費税の観点からも質問をさせていた

だきます。

１．消費課税の原則―公平と効率
３つの意見と質問をさせていただきたいと思

います。まず１つは，午前中の田近先生のご講
演の中でも「法人税改革の原則は何か」という
お話がありましたが，今般の税制改革をどのよ
うな原則を持って遂行していくべきかというこ
とです。
平成２０年度以降，消費税の税収が法人税を抜

き，第２の基幹税になっています。消費税の重
要性が高まっていく中で，「公平な課税とは何
か」と改めて考えてしまいます。課税の原則は
公平であることだと思うのですけれども，その
公平原則を考えた場合に，所得税は応能負担と
いうところで説明ができるかと思うのですが，
消費課税における公平とは何かということを考
えたときに，実はわからなくなってしまいます。
消費課税において応能負担ということだけを

考えていきますと，いわゆる逆進性の問題ばか
りに目が向いてしまいます。「中立性の原則」
もしばしば言及されますが，この場合，国家間
の競争中立とか，事業者間の競争中立とかいう
ことで，担税者である消費者が置いていかれて
しまいます。そうしますと，今いろいろと考え
ていく中で，「効率性」が重要な原則ではない
かと思うのです。効率性ということを言います
と，国庫主義者みたいに思われるかもしれませ
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んけれども，重要なのは消費者が負担した税が
ロスなく国に納められることです。つまり，事
業者の側で益税とか，損税が発生しない，徴税
の側で過重な徴税コストがかからない，そのよ
うな効率性こそ消費税の原則ではないかと思う
のです。
そこで，佐藤主税局長に質問させていただき

たいのですけれども，消費税の徴税コストに関
する公式なデータを公表していないのはなぜで
しょうか。例えばイギリスですと，内国歳入関
税庁年報には税目ごとの徴税コストが出ていま
す。２０１３年のデータよりますと，複数税率構造
の中で法人税（１ポンドの税収当たり０．７７ペン
ス）と消費税（同０．６４）と，あまり変わりませ
ん。つまり，複数税率の下では徴税コストがか
さむようなのですけれども，税目ごとの徴税コ
ストを国民の一人としてぜひ知りたいと思いま
す。

２．日本の持続的な発展と税制
２点目の意見は，日本の持続的発展に関する

ことです。日本の持続的発展のために，税制に
は何が求められるかということです。端的に言
えば，持続的発展とは，人や技術が将来につな
がっていくということですから，少子化の問題
と高い技術を持った中小企業の継承の問題に，
税制面からも取り組まなければなりません。
午前中の田近先生のご講演の中でも中小企業

の問題が所得課税の問題で取り上げられて，中
小企業の問題は各論でなく，全体で議論してい
くべきだと問題提起されていました。中小企業
の承継税制といいますと，親ばか税制と言われ
たりなどしますけれども，優良企業を国内にと
どめるというところが重要になってくるかと思
います。企業数からいいますと，中小企業は
９９％，それから，雇用の６６％を担っているとい
うことですから，優良な中小企業の承継という
ところも重要な問題だと思います。
春にヨーロッパで中小企業の現地調査をして

きたのですけれども，ヨーロッパの中小企業の

構造は日本と類似していて，企業の９９％が中小
企業で，雇用の６６％を中小企業が担っていると
いうことなのです。EUにおける中小企業の定
義ですけれども，資本金ベースではなくて，売
上金額と従業員数の２つの基準ベースです。日
本の税法は，主に資本金ベースですが，必ずし
も企業実態を表していないのではないかと思わ
れます。

３．子育て支援と所得税
配偶者控除の問題としまして，日本の所得税

制が個人単位主義を採用しているにも拘わらず，
配偶者の所得の多寡によって税額が増減すると
いうのは明らかに論理矛盾だと思います。とは
いえ，配偶者控除が既得権になっているという
こともありますので，この税制の歪みを矯正す
るためにはある程度痛みが必要かと思いますけ
れども，それに代替するような教育費支援とか，
そういうこともお願いしたいと思います。
特に子育て支援につきましては，税額控除と

か，給付ということよりも，設備の充実をお願
いしたい。これは文科省や厚生労働省だけの問
題ではなくて，財務省にぜひ財政的にお願いし
たいと思うのです。私の周囲でも，都内の保育
所に空きがないために，子どもを四国の実家に
預けて週末に引き取りにいくような，長期距離
介護ならぬ，長距離育児をしているようなケー
スもあります。
それから，小１の壁といって，就学前は何と

か預けられるのだけれども，就学後に子どもを
預けるところがないというようなこともありま
す。まずは設備の量，それから質との充実をぜ
ひお願いしたいと思います。
いわゆるM字型就労というのは，経済的に

も雇用環境においても余裕のある時代の働き方
だと思いますけれども，現在は働かざるを得な
い，働くことが期待されているということもあ
りますので，この点の配慮もぜひお願いしたい
と思います。
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４．消費税における課税事業者登録制度
最後の３点目は，消費税に関することです。

現在，事業者登録制度というものがありません。
事業者が課税事業者かどうかという区別ができ
ない中で，国境を越えるデジタル・サービスに
ついて，B to B と B to C と分ける課税の仕組
みが検討されています。
課税事業者登録が導入される見込みがあるの

かどうか。ないとすれば，どういうところに支
障があるのかというところもお伺いできればと
思います。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。
併せて，秦専務の方からご意見を頂いて，そ

の後，ご回答をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（秦） 専務理事の秦でございます。岩﨑先生
からお話がございましたけれども，私の立場は
谷口副会長の意をくんで，その意を体して発言
することだと思っておりますので，どうかよろ
しくお願いいたします。ただいまは，財務省の
佐藤様には，わかりやすく御説明いただきあり
がとうございました。

１．我が国の経済環境
安倍政権が発足して以来，いわゆるアベノミ

クスの成果で，日本の景気回復が実現してきて
おり，長年の懸念であったデフレからの脱却に
も目途がつきつつあります。
この４－６月期の実質GDP成長率は，前期

比年率－７．１％に下方修正されました。これは，
想定されていた消費税率の引上げによる影響に
加え，集中豪雨などの天候不順の一時的な影響
も大きかったための結果であり，景気回復のト
レンドは維持されているものと推察しています。
今後は，こうした短期的な不安定要素を取り

除くことに加え，もうしばらくの間は，日本経
済を自律的な成長軌道に乗せるため，経済成長

に焦点を当てた集中的な政策運営が必要と思わ
れます。
リーマンショック以来，長く続いた停滞を脱

却し，さらに震災の被害を乗り越え，構造的に
日本の再興を実現するために時間がかかるのは
やむを得ないと存じます。重要なことは，政府
が明確な方針を打ち出し，一歩一歩，着実に実
行していくことで，今後の経済再生への期待を
形成することであると存じます。安定政権にな
って，日本の再建に向けた取り組みが強力，か
つ着実に進めることが可能となっております。
ここ数年が最後のチャンスかもしれないと認識
しております。内閣改造を経て，第二ステップ
に入る政権運営に期待しております。

２．財政の健全化
財政の健全化の話です。午前中も財政健全化

についてかなり厳しいお話がございました。わ
が国の長期債務残高が１，０００兆円を上回るとい
う歴史的，国際的にも最悪の水準となっており
ます。長期債務残高の累増に歯止めがかからな
ければ，わが国の財政は持続不可能な不測の事
態に陥る懸念があります。
税収が歳出の５割程度しかないという極めて

異常で，大変由々しき事態と思っております。
持続的な成長のためには言うに及ばず，リスク
回避という観点からも健全化に向かって危機感
を持って対応していくことが必要だろうと思い
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ます。そういった意味で歳出・歳入両面からの
改革が強力に必要だと思っております。
歳出については，ないところからはお金が生

まれないことを十分に認識すべきです。社会保
障の給付の思い切った重点化，効率化を中心と
した歳出削減が不可欠です。また，歳入面につ
きましても，国際的な信認にも配慮が必要であ
り，消費税の１０％への着実な引き上げが不可欠
です。ただし，それだけでは受益と負担とのア
ンバランスが解消しない状況です。消費税を中
心とした新たな税制改革が必要であると存じま
す。
財政の健全化を実現するためには，財政健全

化法といった一定の強制力のあるルールが必要
ではないでしょうか。そのためには，国民の理
解，コンセンサスの醸成が必要と考えておりま
す。

３．税制改革の方向性
税制改革の方向性についてですけれども，先

ほど西山先生からもお話がありましたが，税制
改革に当たっては公平，中立，簡素の租税原則
の観点から再検討をする必要がございます。そ
れは，「何が公平なのか」「何にとって中立なの
か」「簡素化によって，犠牲となるものはなに
か」といった国のインフラとしての制度設計に
他ならないと存じます。特に公平性は最も重要
なものです。
租研のアンケートでも，公平性が一番の基本

であるという結果が出ています。公平性を原点
として，大きな時代の変化の流れの中で税制改
革をしていく時期に来ているのではないかとい
うことです。

４．債務残高と一体改革
税制改革を含む一体改革の時間軸についてご

意見をお伺いしたいと存じます。
先ほどもご説明がございましたけれど

も，２０１５年や２０２０年の財政健全化目標が取り上
げられ，そのときのプライマリーバランスの見

通しの話がよく出てまいりますが，本来はその
後ろにある債務の絶対額が大きな問題であると
思います。その解消を目指す必要があることを
考えますと，今後想定される改革時期はどのぐ
らいの期間で考えていけばよろしいのか，ご教
示いただければと思います。

５．法人税
税制各論として，法人税につきましては日本

を国際的に見て，ビジネスに魅力のある国にし
ていく必要があると思います。それは海外から
企業が入ってくるということもございますけれ
ども，海外に出ていった日本企業がまた戻って
くるといった魅力ある日本にしていく必要もあ
るだろうと思っております。
法人税改革は日本の立地競争力の強化と日本

企業の国際競争力を高めることを目指すもので
す。少なくとも国際的に調和の取れたイコール
フッティングな法人税制とすることによって成
長戦略の実現に結び付けていく必要があると存
じます。
政府が数年で法人実効税率を２０％台に引き下

げることを目指し，この引き下げは来年度から
開始するということを言われており，高く評価
しているところです。法人税率の引き下げの道
筋を明確にし，早期に実現することが何より重
要と存じます。同時に課税ベースの見直し等に
つきましても，国際的な調和に留意して検討し
ていただければと存じます。
政策税制については廃止を含め，見直すべき

ものは見直す一方で，日本の経済発展に不可欠
な制度は重点的に本則化し，さらに拡充するこ
とが必要です。
特に研究開発税制です。日本の国際競争力を

高める基盤はイノベーションの緩みない創出に
ありますので，景気に左右されず，安定的・継
続的に研究開発が可能となるように，成長志向
の税制として恒久化，さらに拡充することが重
要と考えております。
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６．消費税
持続可能な社会保障制度となる安定財源の確

保と財政健全化を目指すため，消費税につきま
しては，税率１０％への引き上げは確実に実施す
る必要があると思っております。さらに，受益
と負担の大幅なアンバランスが継続している実
情と今後の社会保障費の増加を考えますと，消
費税のさらなる引き上げを検討する必要がある
と存じます。
なお，低所得者対策として複数税率が検討さ

れておりますけれども，公平，中立，簡素の観
点から単一税率が望ましいと考えております。
租研のアンケートでも８割近くの会員が単一税
率を支持しております。
消費税は，社会保障４経費に使途が限定され

ており，受益ある社会保障費は低所得者に十分
に配慮されており，受益と負担のバランスを考
えて，低所得者対策は給付面で対応すべきでな
いでしょうか。税制に過度の逆進性対策を期待
することは，非効率と考えます。

７．所得税
所得税につきまして，累次の税率構造の大幅

な緩和措置によって所得税の所得再分配機能，
税収調達機能が弱まっております。その機能の
回復を図っていく必要があると存じます。特に，
低税率適用の所得ブラケット幅の縮小や最高税
率の引き上げなど累進税率構造の見直しの検討
が重要であると思います。

８．国際課税
国際課税につきまして，BEPS対応はその趣

旨に賛成ですけれども，過度の情報開示の義務
化を含め，合法的な行為を過度に規制すること
は企業の経済行為を阻害する懸念があります。
十分な配慮をしていただくことを期待しており
ます。さらに国内法への適用については十分な
猶予期間を設けての対応をお願いしたいと思い
ます。

９．今後の法人税改革
ご意見をお伺いしたい点としては，今後の税

制改革に向けて，大企業と中小企業，法人と個
人，国税と地方税といった区分について，どの
ような観点から検討されていくべきとお考えで
しょうか。ご教示いただければと思います。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。それでは，
佐藤主税局長の方から，お答えできる限りで結
構ですので，ご回答の方をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（佐藤） たくさんの貴重なご指摘をいただき，
ありがとうございます。的確なお答えとなるか
どうかいささか不安ですが，気付きの点を申し
上げさせていただきます。

１ 公平性と効率性
まず消費税の比重が高まっていく中で，税制

の公平性と効率性のどちらに重きをおくべきか
という点ですが，ロスなく収納できるというこ
と，課税所得の操作がしにくいということ等の
面から見ると，効率性という観点も大切な考え
方だろうと思います。
ただ，公平性という観点も大切であることは

いうまでもありません。ここで，公平性につい
て一言申し上げたいと思います。公平性の一つ
の切り口は，生涯を通じた公平性ということで
す。収入を得る時期に関わらず，生涯年収が１
億円の人と１０億円の人がいて，それぞれが収入
に応じて消費している場合，消費税であれば双
方に同一税率がフラットでかかりますので，そ
ういう意味では生涯ベースでの水平的公平性が
実現していると思われます。
これとは別の切り口を申し上げますと，働く

人が非常にたくさんいる社会と，働く人の数が
相対的に減っていく社会では，それぞれ公平性
というのは自ずから違ってくるのではないかと
いう点です。１９７０年代のように若者世代が相対
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的に多い時代では，所得税の公平性をしっかり
考えるということを中核に置くと，社会の安定
性は保てるのではないかと思います。一方
で，６５歳以上人口の割合が大きい時代には，世
代間の負担バランスという点から，消費税を中
核にすえる税制がよりフィットすると思われま
す。このように，人口構成等に合わせて重視す
べき公平性というものを絶えずチェックしてい
かないといけないのではないかと思われます。
その時代にふさわしい公平性という視点から，

税体系をわれわれが何をもって公平と思えるか
というものをうまく体現できるように組み替え
ていく努力が要るのではないかと常々考えてい
るところです。
もちろん効率性という観点を否定するもので

はございません。そこをできるだけうまく機能
するように制度の穴を小さくしていく必要があ
ります。今までも努力してまいりましたけれど
も，更なる努力が必要と考えているところです。
徴税コストについては，イギリスほど精緻な

数字ではございませんが，私の手元の資料では，
国税庁が租税及び印紙収入を１００円集める徴税
コストを計算したものとして，２４年度予算ベー
スで１．６円という数字がございます。

２ 日本の持続的な発展と税制
２つ目は大変重要なご指摘だと思います。日

本の経済社会の持続的な発展のために税に何が
求められるかという非常に大きなテーマです。
ご指摘のありました「人」に着目した支援が必
要ということも重要なことですが，ミクロ的に
対応していくという部分だけでなく，税体系の
あり方というもう少し大きな視点から組み立て
ていくという点も重要ではないかと思います。
税というのは社会の下部構造に対する，いわ

ば上部構造のようなものですし，社会のインフ
ラでもあります。したがって，いったん制度が
できると，それにより様々な経済主体の行動に
影響を与えてしまうという面があります。その
意味では，税はあくまで時代の産物であり，そ

の反映ということです。
繰り返しになりますが，全くの個人的見解と

お断りした上で申し上げると，今はグローバル
化と人口構成の大変動に直面している時代であ
り，制度設計を根本的に見直すべき局面に来て
いるのではないかと思っております。そういう
意味では消費税を中核とする税制に変えていく
とか，或いは所得税をこれにどのように組み合
わせるかといった形で税体系のあり方を大きく
組み立て直していく中で，人に着目してどうす
るか，企業の動きをどうするか，といった点も
併せて，もう一度税体系の再設計を行っていく
必要があると思います。
こういう文脈において，ご指摘のように人を育
てるという観点から租税特別措置を見直すこと
もあり得ます。さらには，女性の働き方が議論
になるという状況に象徴的に表れていますよう
に，人々の働き方が大きく変わってきている中
で，現行所得税において夫は正規雇用，妻は専
業主婦といった家族モデルをベースとしている
ことをどのように考えるべきか，税の控除のあ
り方そのものを根本的に掘り下げて見直してい
く必要があると思っている次第です。

３ 子育て支援と所得税
配偶者控除のお話がございました。先生のご

指摘は，個人単位主義との関係で配偶者控除は
問題ということなのですが，ここは様々な考え
があるのだろうと思います。個人単位課税であ
っても，結局，夫が妻や子供たちを養うことに
伴って，夫の担税力が減殺されるという観点か
ら一定の配慮が必要という考え方に基づけば，
配偶者控除の意義を説明できると考えられます
ので，直ちに個人単位主義と結び付くものでは
ないと思います。
ただ，妻の収入次第で，夫に適用される配偶

者控除が効いたり，効かなかったりするという
ことが，妻の働き方に影響を与えてしまうとい
う状況が無視できなくなっていることも事実で
す。
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ただ，この問題はただ単に女性の働き方に中
立的であるにはどうすべきかという視点のみな
らず，家族のあり方といったより広い視点を踏
まえて，配偶者控除のあり方を議論していく必
要があろうかと思います。
これは人によりまして価値観が違うので，な

かなか１つのソリューションは得難いですけれ
ども，政府税調においてそういう議論もさらに
深めていただこうと思って準備をしているとこ
ろです。おそらく，１つの答えというより，い
くつかの選択肢をお示しし，丁寧な議論を促し
ていくことが必要なのではないかと思っていま
す。
子育ての関連については，金銭給付のみなら

ず，現物給付が大切ではないかという話だと思
います。それは非常に重要だと思います。消費
税率引上げに伴う社会保障の充実のプログラム
の中でも，まさにそうした観点からの充実が盛
り込まれております。

４ 消費税における課税事業者登録制度
国境を越えるデジタルコンテンツの取引に係

る消費税の扱いについてのお話がありました。
国境を越えた役務の提供について消費税が課税
されないというケースをどう扱うかという問題
です。これについては，政府税調において，B
to B 取引と B to C 取引に分けてどのように考
えるかという制度案が示されており，年末に向
けてしっかりと制度の詳細について検討しよう
としているところです。
ご承知の通り，付加価値税の経験が深い欧州

でも同じような問題があり，先ほど先生からご
指摘がありましたように課税事業者番号という
ものをキーとして，その制度が組まれています。
しかし，日本の場合には今のところ，消費税に
インボイスがなく，課税事業者番号もないもの
ですから，それを待っていても，なかなか問題
は解決しませんので，なんとか知恵を出して，
早急に一歩を進めたいと思っております。
インボイスにつきましては，それがあれば消

費税の一層の適正化を図ることが可能なわけで
すが，消費税導入から今日に至るまでの長い経
緯の中で，なかなかたどり着けない現実もござ
います。マイナンバー制度が施行されるなど，
さまざまな状況の変化がございますが，まずは
各方面の理解が必要であり，引き続き努力して
いきたいと思います。

５ 債務残高と一体改革
財政健全化に対する大変厳しいご質問で，ど

れぐらい期間があれば公的債務が解消するのか
というご質問です。これにお答えするのは容易
ではございません。ご案内のとおり，公的債務
残高は１，０００兆円を超え，対GDP比で約２００％
という歴史上稀有の水準です。しかも，平時に
この問題を解決しなければならないのです。先
の大戦をはさんで，日本は対GDP比で公的債
務残高が２００％ということを経験したものの，
その時には戦争という特殊な事情が背景にあり
ましたが，今は社会保障支出がどんどん増加し
ていく状況ですから，よほどの努力がない限り，
公的債務の圧縮をしていくことはできないので
す。
ですから，理想的には公的債務の絶対額を減

らすということではありますけれども，まずは
一歩一歩できるところからということで，国・
地方の基礎的財政収支（PB）の黒字化への努
力を，進めているということです。
非常に重要なことは，政府がきちっとした姿

勢でもって財政赤字に向きあい，財政健全化に
取り組み，コントロールしているということを
絶えずメッセージとして発信していくことでは
ないだろうかと思っております。
相当長い期間がかかるかもしれませんけれど

も，財政健全化に向けた姿勢をしっかり見せる
ことで，政府としての意思と実行力をみせてい
くのです。その姿勢を崩せば，信認が一挙に崩
れかねません。そうしたことが起こらないよう
心して取り組んでいるところです。
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６ 今後の法人税改革
最後に法人税改革です。法人税については，

先程の説明の中で申し上げましたように，グ
ローバル化が進んだ時代ですから，過度に税率
の格差がある状態を続けていくのは無理があり，
ある程度の国際的なハーモナイズということが
必要になってくると思います。
一方で，日本の税法の下では，赤字の状態を

作り出す仕組みが内包されている可能性があり，
これを見直すことで「稼ぐ力」をしっかりと引
き出せるような形にしていきたいと考えていま
す。これが時代の要請だと思います。
先ほど，「日本再興戦略」の中でコーポレー

トガバナンスと併せて法人税改革を志向すると
申し上げましたが，まさに企業のそういうご努
力の一環として法人税改革がうまく活かせて，
赤字法人には若干の負担をかけながらも，黒字
法人にはネットで税が軽くなって，より競争的
な環境を作り出していくことが今こそ大変重要
ではないか。「今でしょ」という感じがしてお
ります（笑）
２７年度が改革初年度ですので，なんとしてで
も法人税を「広く薄く」負担する構造に変えて
いきたいと思いますので，租研の皆様におかれ
ましても，そういう意味での応援を賜りたいと
思っているところです。
先程のご質問にもありましたように，更に大

企業と中小企業の関係，或いは国と地方の関係，
或いは法人と個人の関係といった，まだまだ解
決すべき点がございます。今回の改革の文脈に
おいては，現時点で大企業と中小企業を同列に
論ずることは容易ではございませんので，まず
はそこのところは順序を心得てやっていくとい
うことかと思っております。
なお，中小企業といいましても，先ほど先生

からお話がありましたけれども，資本金基準だ
けで機械的に分けていいのかどうかという問題
もあろうかと思います。中小企業の「稼ぐ力」
をどう高めていくかという面から何か新しい施
策を検討する際に，税としてどう取り組んだら

いいか，併せて考えていく必要があると考えて
おります。
以上，取りあえず気付きの点だけ申し上げさ

せていただきました。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。佐藤主税
局長におかれましては，残念ではありますけれ
ども，次のご公務の時間が迫ってまいりました
ので，本日はこれでご退席です。どうもありが
とうございました。
―――――――――――――――――――――
（佐藤） 途中退席をお許しくださいませ。ど
うもありがとうございました。
―――――――――――――――――――――

（岩﨑） それでは，引き続きまして後半部分
の討議に入らせていただきます。後半は「地方
財政・地方税制の現状と課題」につきまして取
り上げさせていただきます。
まずは平嶋自治税務局長から，中長期的な課

題と，それから現下の問題についてご説明を頂
きたいと思います。どうぞよろしくお願いしま
す。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．地方財政・地方税制の現状と
課題

（平嶋） ご紹介いただきました平嶋です。こ
の租研の研究大会に，これで，４年連続で参加
させていただいておりまして，財政の現状のと
ころは，状況を申し上げますと，４年前よりも
多少改善しておりますけれども，それほど状況
が変わっているわけではないということですの
で，お時間も少し詰まっておりますので，前半
の方はちょっと省略をさせていただきながらご
説明をさせていただきます。
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１．総論：地方税財政の現状と課題
資料❶では，地方財政は地方税収の約３割に

相当する巨額な財源不足が生じていると書いて
いまして，右下のグラフを見ていただきます
と，４年前は１４兆円，その前が１３兆円余り，そ
の前も１３兆円余り，今年は１０兆円ぐらいなので
３兆円ぐらい改善をしております。けれども，
これは実は繰越金のせいでありまして，中身は
大して改善しているわけではありません。
特に２５年，２６年と，法人税の減税の方が動い

ておりますので，その影響が出ているというこ
とだと思います。
それで，資料❷が国の一般会計の歳出・歳入

の状況で，これは，一般会計税収が，実は平成
元年頃をピークに，まだそれを上回っていない
という状況であることをご認識いただいた上で，
資料❸の地方財政の財源不足は省略させていた
だきます。
資料❹は，国と地方の財政状況です。地方財

政というのは国の財政政策の影響を大きく受け
る他，税収構造も類似しておりますので，国の
公債依存度と地方の財源不足はほぼ同じ傾向を
たどっていることでご理解いただきたいと思い
ます。
資料❺では，公債残高は累増し続け，資料❻

では，地方財政の借金も高止まりをし，その結
果，資料❼の右下にありますように，国・地方
合計しました長期債務残高は１，０１０兆円，GDP
比の２０２％になっています。
こういう構造になっているのはなぜかという

ことを資料❽以下でご説明しているのですが，
基本的には資料❾にありますように，日本は諸
外国に比べて地方の歳出のウエートが高いとい
うことと，それについて資料10，資料11をご覧
いただきますと，その地方の歳出のウエートが
高いけれど，実際は，その歳出の内容の多くを
国が決めているということです。
特に資料11を見ていただきますと，社会保障

の主な制度について，年金を除きますと，基本
的には国と地方がお金を分け合うというスタイ

ルで，実は社会保障制度が運用されています。
資料12は，先ほど佐藤局長からもありました

が，年々，社会保障費が伸びているのですが，
上の枠に書いてありますように，社会保障費の
毎年の自然増は国費が１兆円，地方費が７，０００
億円ということで，国と地方ともに大幅な増額
が毎年見込まれておりまして，国と同様，公共
事業費や人件費を減らして，その分で何とか社
会保障費を賄っているという状況にあります。
その一方で，資料13を見ていただきますと，

税収構造もかなり似ております。
特に資料14では，法人関係税がやはり地方も

それなりに多くございまして，これが乱高下し
ていることが影響しています。
資料15が，過去の税収の推移を地方税収につ

いても見たものですが，先ほど国税の方が平成
元年以来そのピークを超えられないとございま
したが，地方の方は，地方消費税の導入とかい
ろいろなことがありましたが，ここにございま
すように，１９年度に国税から３兆円の税源移譲
をしていただきました。
３兆円の税源移譲をしていただいた上で，平

成２６年度の水準は，地方消費税を導入した直後
の平成９年度よりも下回っているという状況で
ございまして，実際は平成９年度を３兆円程度
下回っているという状況になっています。こう
いう状況なので財源不足が出ているということ
です。
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それで，資料17を開いていただきますと，そ
うは言っても地方は行革の努力が足りないので
はないかというお声がよくありますので申し上
げておきますと，職員数は相当程度減らしてき
ております。対平成６年度比で５０万人減らして
います。それから給与の方も，国の水準を下回
るようになっています。
資料19は，何よりも市町村合併ということを

大胆にやりましたので，例えば市町村数は
３，２２９が１，７２７ですが，その上から５番目，いわ
ゆる首長，助役，収入役といった三役の合計は，
ほぼ１万人いたのが３，７００人と，３分の１ぐら
いに減っています。
それから議会の議員も，５万８，０００人いたの

が３万２，０００人に減っています。農業委員など
も，６万人いたのが３万５，０００人に減っている
ということで，かなりのリストラはしてきてい
ることにご理解いただきたいと思います。
その上でも，この赤字が残っておりますので

どうするかというと，資料20にありますように，
中期財政計画の中で，このⅡの財政健全化目標
について，国も地方も２０１５年度までに赤字の対
GDP比半減，２０２０年度までに黒字化というこ
とを掲げています。
その目標に関しましては，資料21，サンクト

ペテルブルク・サミットの首脳宣言において，
一番下の行動計画，財政テンプレートの中で，
国際公約としてもお示ししているという状況で
す。
資料22は，国・地方の基礎的財政収支と名目

成長率です。それがなかなか大変だというお話
は先ほど佐藤局長からご丁寧にご説明がありま
したので省略しますが，黒字化をする２０２０年度
には－１．８％ということで，まだ１１兆円が残る
ということですが，いずれにしても，この２０１５
年度以降のものをするためにも，まず消費税の
１０％への引き上げということをちゃんとやって
いくことが大事だろうと思っております。
資料23が税制抜本改革の目的ですけれども，

これは国も地方も同じで，社会保障の安定財源

の確保と財政の健全化を達成しようということ
です。
資料24も同じでしたので省略しまして，資料

25です。ここにございますように，今年の２６年
４月１日から合計で８％に引き上がりましたが，
そのうちの地方分が３．１％，平成２７年１０月１日
からは消費税全体の３．７２％，１０％のうちの
３．７２％は地方の財源とさせていただく，社会保
障に地方の方も同じように増収分を充てさせて
いただくということになっています。
これについて，先ほど税制抜本改革法の中で

判断をすると申しておりますが，公式には，安
倍総理の答弁が真ん中にございます。「消費税
率の１０％への引き上げの時期については，税制
抜本改革法において２７年１０月とされています。
この引き上げについては，法律に則って，経済
状況等を総合的に勘案しながら本年中に適切に
判断したいと考えております」ということです。
それで，消費税に関しまして，地方側がどう

いう意見を持っているかだけ資料26でご紹介を
させていただきたいと思います。
この知事会の地方税財源の確保・充実ですが，

厳しい日本の財源状況等を踏まえますと，２行
目からですが，「税率１０％へのさらなる引き上
げを行うことが必要であり，そのためには今後
も着実に国・地方を通じて経済状況を好転させ
なければならない」。
それから「軽減税率の導入については，検討

を要する課題が多岐に渡るため，その導入時期
については慎重に検討すべきである」と，こう
いう内容です。ただ，代替財源がないとやって
は困るということです。
それから，全国市長会も同様でございまして，

法の規定に基づき適切に対処，軽減税率制度に
ついて慎重に，全国町村会も軽減税率について
は慎重に検討いただきたいと，こういうのが総
論的部分です。
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Ⅴ．各論：平成２７年度税制改正に
向けた主な課題

それで，各論に入らせていただきます。資料
27は，２７年度税制改正の主な課題でございます。
１つ目と２つ目の丸が法人関係です。法人実効
税率の引き下げへの対応，それと併せて，地方
法人課税の偏在是正，東京集中問題をどうする
かというのがセットで議論しなければならない
ということですので，実効税率の引き下げと併
せて偏在是正というのが重なりますので，なか
なか複雑な問題状況となっているということで
す。
それから，車体課税については，昨年末の税

制改正で軽自動車税の引き上げ等をご決定いた
だきましたが，消費税率１０％段階の措置がまだ
未決定ということでございまして，それについ
て幾つか課題がございます。
それから，地方固有の課題といたしまして，

平成２７年度は固定資産税の評価替えの年を迎え
ます。評価替えを迎えますと，いろいろな負担
調整措置の見直しを必ず実施することになって
います。これらがまた今年の大きな課題という
ことです。
それから，ふるさと納税の拡充，地球温暖化

対策。それから業界の方々には関係しますけれ
ども，３年に１度，軽油引取税に係る課税免除
措置が切れます。これをどうするかという租特
の問題もございます。それからゴルフ場利用税
の堅持ということです。

１ 地方法人課税関係
まず法人からですが，資料28は法人税率の国

際比較ですから省略します。資料29は法人課税
の概要です。法人税，地方法人税，法人住民税，
法人事業税と，こういう形であるわけですが，
要点として資料30です。
法人課税の改革というと，国の法人税の関係

で地方は関係ないと思われがちなのですが，実

は国・地方を通じる法人関係税収の６割強は地
方財源ということで，これは，国税の法人税の
地方交付税原資分も含めてということですが，
全体の６割が地方財源です。だから単純な減税
ということでは地方財政に大きな穴があくとい
うことが大きなポイントであるというふうに思
っております。
その上で，資料31で，先ほど佐藤局長の方か

ら，これに尽きるとおっしゃっていただいた骨
太方針の法人実効税率部分です。
これに基づいてどうするかということですが，

昨年のこの会でもご説明させていただきました。
資料32にございますように，私どもとしては，

法人もその事業活動において，受益に応じた負
担を法人の事業活動に求めることは適当であろ
う。地方法人課税そのものは引き続き重要なの
ですけれども，２番目に，地方法人所得課税は
税収の偏在性が大きく，年度間の税収の変動が
大きいこと等から，法人住民税法人税割は国税
化して交付税原資化をしてはどうか，それから，
事業税の所得割については外形標準課税の拡充
をして応益課税化してはどうかということを基
本線とすべきであると，このように地財審から
ご意見を頂いております。
この時点で，外形標準課税への移行は，法人

実効税率の引き下げをする効果もあるのだから
実施すべきではないかということを提言いただ
いておりましたが，それがいよいよ話題になっ
ているということです。
そこで，中小法人についての議論で，ここで

この時点で，２行目，「その際，既に付加価値
割が導入されている資本金１億円超の法人につ
いて所得割や付加価値割に切り替えていくこと
と，資本金１億円以下の法人に付加価値割を導
入していくことのどちらを優先的に進めていく
かについても，十分に検討する必要」というこ
とで，後ほどご説明しますが，中小企業の問題
についてはこの時点から相当の認識をしていた
ということです。
資料33は，これに関する与党の取りまとめで
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す。これは６月５日です。２番目のところに書
いていますように，「国・地方の法人税率の３
分の１が地方法人課税のものである」というこ
とで，２番目の丸の２行目ですが，後ろの方に，
「このため，平成１５年度には法人事業税に付加
価値割等の外形標準課税を導入したところであ
るが，地域経済を支える中小企業に配慮しつつ，
今後も，公共サービスの対価を黒字企業に限ら
ず広く公平に分かち合うという地方税の応益課
税を強化する方向で見直していく必要がある」。
それと，「平成２６年度与党税制改正大綱にお

いては，地方法人課税について，税源偏在の是
正や，財政力格差の縮小を図るための措置を講
じることとしており，今回の見直しにおいては
これと整合性をとりながら進めていく」と，こ
ういうことがポイントかと思います。
資料34は，政府税制調査会の「法人税の改革

について」という取りまとめです。この中で，
趣旨のところで，今回の改革の目的の２番目に，
法人税の負担構造を改革する。課税ベースを拡
大し，税率を引き下げることで，法人課税を
“広く薄く”負担を求める構造にしていくべき
である。地方法人課税の見直しは，法人税改革
の重要な柱。応益課税の観点から企業間で広く
薄く負担を担う構造にすることということをご
指摘いただいているわけです。
それで，この中でも特に資料35が政府税制調

査会の中でおっしゃっていることなのですが，
これは後ほど出てきますので，ここではちょっ
と省略いたします。
資料36は，外形標準課税導入と法人実効税率

の関係ですけれども，標準税率ベースで，これ
は１５年度に実施したときですけれども，所得割
の税率９．６％のうち２．４％を付加価値割と資本割
に転換をいたしました。４分の１をやるという
ことです。
結局，所得割の税率にしますと２．４％引き下

がっているわけですが，その影響で，右の真ん
中にありますように，外形標準課税の実効税率
は１．３３％下がっています。このとき１．３３％だっ

たのは，まだ法人税率が３５％あったせいでして，
現在の時点で考えますと，もう少し大き
く，２．４％下げればもう少し大きく多分下が
る，２．４％下げれば１．５％は下がるだろうという
勘定です。
その中で，資料37は，先ほど言った付加価値

割はやはり税収が安定する効果もありますとい
うことなのですが，それは省略します。
資料38は，この際，そういうふうに大法人の

方をそう切り替えていったときに，大法人の所
得割が，例えば４．８％や７．２％というときに，中
小法人の所得割は９．６％のままでいいのかとい
う議論の一方で，中小法人の方が赤字法人が多
いわけですし，繰越欠損も全部適用されている
ので，今税を払っていないところに新たに負担
になることについてどう考えるかという問題が
ございます。
これについて政府税調の方では，「外形標準

課税の趣旨に沿って，資本金１億円以下の法人
についても付加価値割を導入すべきという意見
も多く出された」。１行目には，「資本割を付加
価値割に振り替えることが望ましい」。それか
ら３行目以降に，「法人事業税における付加価
値割の拡大，対象法人の拡大を行うべきである。
その際は，創業会社や中小法人への配慮などを
検討すべきである」ということです。
下の方のグラフにございますように，現在，

外形対象法人というのは全法人の１％しかござ
いません。中小法人が９９％を占めているという
中で，どういうふうにしていくのか，ここが大
きな議論の１つになっていくことは間違いあり
ませんが，やはりわれわれとしては，これだけ
政府税調からのご指摘も頂いておりますので，
中小企業に入れていくとするとどのような案が
考えられるのか，一応われわれなりの試案をお
示しして政治のご判断を仰ぐということだろう
と思っております。
ここで非常に誤解があるので１つだけ申し上

げておきますと，よく中小法人の負担を増やし
て，それで大企業の減税をするのではないかと
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いうふうに誤解している方がおられます。これ
は，先ほど申しました，例えば大法人に係る外
形を拡大して所得割を減らすというのは，大企
業の中で税収中立です。ということですので，
大企業の実効税率の引き下げというのは，大企
業の付加価値割でカバーされるので，そのこと
によって中小企業にご迷惑をかけるということ
を考えているわけでは決してありません。
それから，２番目ですが，現に今１億円以下

の法人については入っておりませんので，ここ
に付加価値割を入れるとすると，相当程度の準
備が必要になりますので，いきなりできるとい
うものでもない。これは，案は示していきます
けれども，そんなに簡単にできることではない
ということも承知しております。
その上で，この中小法人に関しては，中小法

人の中で税収中立の形で進めていくのだと思い
ますけれども，そこは今後の政府税調の議論も
党税調の議論もありますが，いずれにしても，
中小企業への配慮ということについては，われ
われの方もその必要性というのは十分感じてお
りますので，それなりの「なるほど」と思える
ようなものをご提案していくように努力してい
きたいと考えているところです。
もう１点，中小法人の問題と同時に言われて

おりますのが，報酬給与額にかけるので，報酬
給与を増やすとそれによって増税になるという，
賃金課税ではないかということをよく言われま
す。
しかしこれは，資料39の図を見ていただきた

いのですが，何も報酬給与額に単純にかけるわ
けではございません。報酬給与額，純支払利子，
純支払賃借料に，これは収益配分額というので
すが，伸び縮みをする単年度損益を加えた額に
一定率を掛けます。
ということは，例えばある年に企業が，ご自

分の収益の付加価値額の中で，報酬給与額を増
やそうか，それとも今年は利益を残そうかとい
う判断に対して中立な税制ということで，報酬
給与額を増やせば単年度損益が減るのは当たり

前のことですし，報酬給与額を減らすと単年度
損益が増えますから，基本的には報酬給与額に
対して中立であるというのが私どもの基本的な
見解なのですが，導入するときに，それだけで
は不満であるというふうに政治の方からはご指
摘を受けまして，資料40にございますが，雇用
安定控除というものが導入されています。
これは，報酬給与額が収益配分額の７０％を超

える場合に，付加価値額から雇用安定控除額を
控除するというふうになっています。これは何
が起こるかというと，先ほどのものに加えまし
て，実を申しますと，ここからさらに付加価値
額が増えたときに，報酬給与額に回した方が単
年度損益に回すよりも節税になるという税制に
なっています。
ここのところをよく誤解されていますので，

この点をぜひご理解いただきたいというふうに
考えております。また，その上で今後どうして
いくか，さらに中小企業への配慮なりを，これ
は大企業の制度ですから，どう考えていくのか，
いろいろと考えていきたいと思っています。
それで，ご参考までに，経済団体の方のご意

見も私どもは十分に参酌しながら検討させてい
ただいているというエクスキューズというか，
証拠のようなものとしてお付けしているのです
が，資料41はつい１０日に経団連がご発表になっ
た平成２７年度税制改正に関する提言です。
その中の２番目の枠に，「地方法人課税の改

革」がございます。外形標準課税については，２
番目に「外形標準課税の安易な拡大はすべきで
ない。賃金が課税標準の相当部分を占め，雇用
の維持・創出，所得拡大の方向に逆行」と書い
てありますが，先ほども申しましたように，決
してそういうことではないというふうにご説明
はさせていただいているところです。
資料42の「経済団体の意見②」に，中小企業

の成長を後押しする法人税改革をという，中小
団体等の４団体のご意見がございます。この中
では，中小企業についても法人実効税率の引き
下げ，外形標準課税の中小企業への適用拡大に
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は断固反対というふうなことです。ただ，先ほ
ど申しましたように，今の大企業の制度をどう
いうふうに中小企業向けにアレンジして入れて
いくのかということについては，私どももそれ
なりのいろいろな検討をさせていただくつもり
です。
それから，その下に経済同友会のご意見を付

けさせていただいております。これは冨山和彦
さんが中心になってまとめられたと聞いており
ますが，「成長を促す法人課税と財政健全化の
実現を」というところの「�３産業の新陳代謝と
生産性の向上の誘因になる法人課税及び関連制
度体系へ移行する」ということでございまして，
「そこで」の後ですが，「延命型の各種優遇措
置や支援政策を新陳代謝促進型に見直すことに
加え，外形標準課税の課税ベース拡大など応益
課税を強化することで，生産性の高低で実質的
な税負担率の差が生まれないようにすることが
適当である」ということで，外形課税について
むしろ肯定的なご意見を頂戴しているわけです。
資料43は，連合の２０１１年のご意見ですが，機

関決定をされていますので，政府税調におきま
しても古賀連合会長から同様のご意見を頂戴し
ておりますが，この下にありますように，法人
事業税については，現在の暫定措置を廃止した
上で，これは地方法人特別税のことですけれど
も，原則，外形標準課税化と雇用安定控除の比
率引き上げというふうにご指摘をされておりま
して，原則全ての企業に法人事業税の外形標準
課税を適用する，中小企業は雇用安定控除の比
率を引き上げるというご提言を頂いておりまし
て，いろいろな方が雇用の心配しておられます
けれども，一番心配しておられるはずの連合か
らはこのようなご意見を頂戴しているというと
ころです。
なお，参考までに資料44は，地方公共団体か

らの意見です。
併せて，資料45は，地方法人課税の偏在是正

をやっていかなければいけないということにな
っています。

２ 車体課税
資料４６は，車体課税です。今年やった内容で

すので省略をいたします。資料47は，消費税
１０％段階における車体課税の課題で何が残って
いるかというのが３つで，自動車取得税の廃止
と自動車税における環境性能割の導入というこ
とです。その内容は右のとおりです。
２番目は自動車税におけるグリーン化特例の

見直し，３番目が軽自動車税における軽課の検
討で，その他，二輪関係で幾つかの宿題が出て
おりますが，これらはやはり１０％の引き上げの
判断と併せて検討していく必要があるというこ
とだと思っております。これはご紹介にとどめ
ます。

３ 固定資産税
資料50は，固定資産税の負担調整措置ですが，

固定資産税については土地・家屋について３年
に１回評価替えを行っております。
それで，評価替えの際に，負担調整措置の見

直しを必ずしているのですが，１番，商業地に
ついて申しますと，例えば税負担の上昇幅を，
地価がどんなに動いても税額の５％を上限にす
るとか，現在評価額の７０％に課税標準額を頭打
ちするとか，据置特例といったものが設けられ
ております。
それから，住宅用地については，これも５％

の上限の他，ここの住宅用地の課税標準等を６
分の１，３分の１に引き下げるという措置を講
じております。右下にございますように，実は
平成５年度以前は４分の１，２分の１でござい
ましたが，それを拡大している措置です。
このような種々の負担調整措置があるのです

が，これらについて，資料51を見ていただきま
すと，こういう負担調整措置の多くと申します
のは，これは平成６年が１００になっております
が，この平成６年に，バブルの頃に地価が急上
昇したので，土地の値段を７割に評価するとい
う制度を導入しましたけれども，そのときから
地価が下がり続けている中でこういう措置を講

― 54 ―



じているということなので，先ほどのような措
置の必要性については議論をしていく必要があ
るのだろうと思っております。
固定資産税の償却資産について今年もご要望

を頂戴しておりますし，また検討条項になって
おります（資料52）。１点だけ，特に地方から
反対が強いということは書いてあるとおりです
ので省略いたします。
資料54にございますが，よく諸外国にないま

れな日本だけの税であるというようなことを言
われますので，そうではないということだけ申
し上げておきますと，償却資産課税というのは
戦後シャウプ勧告でシャウプさんから導入する
ようにと言われて入れた税で，基本的にはアメ
リカでは普遍的な税でございます。
日本の企業がアメリカに進出しているときに

は，このように黒枠で囲った償却資産課税があ
る州に多数立地しておりますので，日本でもぜ
ひお支払いいただけるとありがたいなと思って
いるということです。

４ 軽油引取税
ふるさと納税については，資料55，資料56で

す。いろいろ課題がありますので省略をいたし
ます。
それから，地球温暖化対策も省略いたしまし

て，資料59です。軽油引取税については，もと
もと道路特定財源として導入された経緯がござ
いまして，道路に直接関係のない用途について
は広く課税免除されていました。
ところが一般財源化されてしまいましたので，

原則としていいますと，道路に関係ないからと
いう理由で免税をするというのはおかしいとい
うことになります。それで，２４年度税制改正で
も幾つかの用途について縮小しておりますが，
今回，下のように課税免除措置が切れるのが，
船舶，公共用とか，農林業とか，たくさんござ
います。これらをどうするかという議論を今年
の税制改正プロセスでする必要があるというこ
とだと思っております。

５ ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税について，消費税の引き上げ

とかオリンピックとかいろいろなことがありま
して，今年もゴルフ場利用税の廃止というご要
望を頂戴しております。
しかしながら，資料61をちょっと見ていただ

きますと，実は東京都から近県に相当程度の方
がゴルフに行っておられまして，道路を使い，
水道を使い，ごみを出しということをしておら
れます。料金にも入っておりますが，ゴルフ場
利用税，標準税率で８００円ということで，生
ビール１杯分ぐらいですので，ぜひ東京から行
かれるゴルファーの方は，ビール１杯分ぐらい
を置いてくるつもりでゴルフ場利用税を支払っ
ていただけるとありがたいなと思います。
時間の関係ではしょったご説明で恐縮ですけ

れども，以上です。ありがとうございました。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 大変明快なご説明ありがとうござい
ました。それでは，まず西山教授の方からご意
見を頂ければと思います。
―――――――――――――――――――――

Ⅵ．地方財政・地方税制への意見

（西山） 平嶋自治税務局長，ありがとうござ
いました。２点についてお尋ねしたいと思いま
す。

１ 地方財政
１つは，財政のところ，資料❶のところ

で，１０兆円の財源不足というのは非常に由々し
い問題なのですけれども，それの原因として，
新聞報道などでは，国から事実上義務付けられ
た補助事業などもかなり負担になっている，歳
出の３割ぐらいを占めているということなので，
ここのあたり事情をご説明いただければと思い
ます。
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２ 地方消費税
それから２点目は，地方消費税の問題なので

すけれども，神奈川県の企業税訴訟などもそう
でしたけれども，安定的で，かつ多額の税収が
期待できる法定外普通税の創設は事実上無理と
いうことで，例えば地方消費税の割合を引き上
げるということも考えられないのかということ
です。別荘税とか，ワンルームマンション税な
どは，税収としては期待できないところですか
ら。
資料25でいいますと，地方消費税は税率８％

段階では消費税収の２１％，１０％では２２％という
ことで，連邦制であり，かつ憲法レベルで国と
地方との分配方法が定められているドイツのよ
うにほぼ折半というわけにはいきませんけれど
も，もう少し引き上げられる理由はあるかと思
うのです。例えば消費税の課税根拠，先ほどお
話にあったゴルフ税のことでもそうですけれど
も，消費活動に伴って発生する外部費用は消費
者が負担すべきであるということも消費税の課
税根拠になっているわけですから，消費活動が
行われた地方にもう少し多くの税収が分配され

る可能性はないのでしょうか。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） それでは，続きまして秦専務理事の
方からご意見を頂いて，その後，ご回答を頂け
ればと思います。
―――――――――――――――――――――

１ 地方税制総論
（秦） 総務省の平嶋様には，わかりやすく御
説明いただきまして，ありがとうございました。
地方税は地方公共サービスに対する地域社会の
会費的な性格を持っており，受益と負担が結び
付きやすく，地域住民が非常に理解しやすい身
近な税制度です。それだけに，受益と負担の関
係を明確なものとしていく必要があると存じま
す。
それを具現化するためにも，応益課税の原則

を強化する，さらには，安定財源確保といった
観点から，地方財政や国と地方の役割分担を含
めた議論や改革を進めていただきたいと存じま
す。
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２ 地方財政の債務残高と一体改革
ご意見をお伺いしたいのは，これは先ほどの

国の財政と同じことです。先ほどのご説明でも，
地方の財政についても，国の財政と同様，非常
に厳しい状況にある。構造的な問題はやはり同
じ問題を抱えているということです。
やはり債務の絶対額が問題であると思います。

それをどういう形で減らしていくのか，どのぐ
らいの期間で考えていけばいいのか，お伺いを
したいと思います。

３ 地方税における個人と法人の負担の在り方
地方税の各論について，地方税に係る個人と

法人の負担の在り方の問題です。個人と法人の
負担を見ますと，やはり法人に過重な負担がか
かっていると存じます。例えば，超過課税を考
えてみますと，都道府県の法人税割でいきます
と，１県以外，４６都道府県については超過課税
の適用になっています。それに対して個人の所
得割に対しての超過課税は１県です。
市町村税の法人税割で見ますと，約１，０００近

くの市町村が，超過課税になっています。それ
に対して個人の所得割については，市町村は２
市町村にしかすぎない状況にございます。固定
資産税についても法人がかなりの負担をしてい
る状況にございます。
それだけではなくて，法人には多くの税目が

課されております。地方法人課税制度が複雑に
なっていたり，或いは，課税ベースが重複した
りといった問題があると存じます。さらには，
地方法人課税は，地域間の税源偏在が大きなも
のがございます。また，景気変動等，大きなも
のがございます。安定財源の確保といった点か
らも問題があると思っております。
地方財政支出で考えますと，福祉や教育等の

サービスとして個人向けの割合が増えてきてい
るという状況にございます。こういった点から，
地方税負担の比重を個人に移していくことが重
要と考えております。

４ 事業税
事業税の関係については午前中，田近先生か

ら，外形標準課税については賃金課税となり，
雇用に影響を及ぼすということで，どちらかと
いうと批判的なご意見があったかと思っており
ます。
事業税につきましては，法人の負担が受益に

見合ったものであるかどうかをまず検討すると
いうことが必要だと思っております。常に応益
課税の観点から，受益と負担を比較し，受益に
見合った形での負担ということを考えていく必
要があります。
それを前提にしてということではございます

けれども，法人事業税における所得割から外形
標準課税への移行につきましては，行政サービ
スを受益している企業が応分の負担をするとい
う応益課税の観点からは，中小企業については，
ただ今もお話がございましたように，一定の考
慮を行うことは必要と思いますけれども，見直
すことが望ましいと思っております。

５ 償却資産課税
それから，償却資産に係る固定資産税の関係

です。先ほどもご説明がございましたけれども，
受益と負担という観点から考えても，やはり問
題があると考えております。償却資産に係る固
定資産の見直しについて，引き続き要望してい
きたいと考えております。

６ 今後の地方法人課税改革
ご意見をお伺いしたい点は，これも国税と同

じことです。地方法人課税の面では大きな税制
改革を検討されておられます。今後の税制改革
に向けて，大企業と中小企業，法人と個人，国
税と地方税といった区分について，どのような
観点から検討されていくべきかお伺いしたいと
思います。
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―――――――――――――――――――――
（岩﨑） それでは局長の方からご回答をお願
いいたします。
―――――――――――――――――――――

（平嶋） まず，西山先生から。

１ 地方財政
財源不足と地方公務員の給与の話がありまし

たが，地方公務員の給与だけではなくて，地方
支分部局や地方の事務所にいる国家公務員も全
く同じでございまして，公務員の給与というの
をどういうふうにしていくべきかという問題だ
と思っておりますが，ただ単に公務員給与を，
昨年国家公務員の方も削減いたしましたし，地
方公務員の大半も，実は最大で１０％という，給
与のカットをいたしましたが，正直申しまして，
それによる効果で縮むような財源不足ではござ
いません。やはり社会保障関係費が非常に大き
いということです。
その上で，どうして発生しているかのところ

ですが，先ほどの資料で飛ばしたのですが，資
料10を見ていただきたいと思います。地方財政
計画を色抜きしてあるのですけれども，給与関
係経費の相当部分，それから一般行政経費の社
会保障関係，公共事業，その他こういう国の負
担，こちらの方でもさまざまなところで，基本
的には国の方で枠組みができているということ
だと思います。
その上で，さらに，枠組みが残っていないも

のも，例えば戸籍だとか，福祉事務所だとか，
こういう，やり方は任されているけれども相当
義務付けられているものが中心でして，なかな
か事業をやめることができない地方公共団体に
自己努力でこれを解消するというのは難しいか
なと思っているところです。
いずれにしろ，この財源不足というのは，バ

ブルがはじけた平成６年からずっと続いており
まして，これは国と地方併せて構造を変えない
と直らないものだというふうに思っています。

２ 地方消費税
地方消費税の引き上げはどうだというお話が

ございました。地方消費税の引き上げについて
は，確かに，われわれもできたらそうしたいと
いう気持ちがあるわけでございます。先ほどの
法人税改革の中でも，法人事業税の所得割なり
を国税化して，地方消費税をその分増やすとい
うことはどうかという提案を，かつて増田総務
大臣がしたこともございました。
そういう流れもあって，そういう方向からや

るというのもありますし，もう一段は，先ほど
言った１０兆円の２０２０年度のギャップを考えたら，
もう１回消費税の引き上げが必要なのではない
かという議論もございました。
これは民主党政権のときに，今の税制抜本改

革法を出すときに，さらに次なる改革について
検討するという条項を入れておりましたが，や
はり今この時点でそのようなことは言うべきで
はない。取りあえず，まず１０％までの引き上げ
をして，そこで考えるべきことだというふうに
なりましたので，やはりその流れを見定めてい
きたいというように考えているところです。と
いうことで西山先生のお答えにさせていただき
ます。

３ 地方財政の累積債務問題と一体改革
それから，秦専務からありました応益課税の

話は，おっしゃるとおりだと思っております。
国と地方の財政の構造的にどういうふうにやっ
ていくかというのは，先ほど申しましたように，
やはり国・地方を通じて税収の面の構造改革と
歳出面の構造改革を両方でやっていかなければ
いけないことですが，ただやっておりますと社
会保障費は伸びていくという現状にありますの
で，大変厳しいことは事実ですが，それを地道
にやっていくしかないのではないかと思います。
私は，やはり，その先まではともかく，とに

かくプライマリーバランスの黒字というのを
国・地方で達成するというのは，非常に重要な
ことだと思っております。
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それから，付言させていただきますと，プラ
イマリーバランスは現在国が赤字，地方は黒字
となっております。これは地方が楽に見えるの
ですが，実はそうではなくて，国から，地方の
財源不足の残ったものの半分を交付税として埋
めていただいておりまして，その埋めているお
金があるので地方は黒字，国は赤字になってお
ります。それもあるので，やはり国・地方全体
としての構造改革が必要であるというふうに思
っているところです。

４ 今後の地方法人課税改革
最後，秦専務から，法人の負担が重いのでは

ないかというお話がございました。先ほどの財
務省の資料44にあるのですが，GDPに占める
法人税収の比率というのは，決して日本はそう
高いわけでもございません。アメリカよりも低
いぐらいです。アメリカでは法人は，先ほど申
しましたように，償却資産にも支払っています。
問題は何かというと，そうではなくて，なぜ

これだけ税収のギャップがあるかというと，消
費税負担とか個人税収の負担が低いということ
ではないかと思います。
なので，今回の法人税改革においても基本的

には，法人については別に新たな負担を求める
のではなく，税収中立を行った上で，他の消費
税の引き上げは予定どおりさせていただこうと
いうことを考えているわけですが，法人税につ

いては，先ほども申し上げましたように，政府
税調にありましたが，その法人税収そのものは
GDP比でさして高いわけでもないが，法人所
得の大きい企業に負担が偏っている。そこが問
題なのだろうと思いますので，そういう面で構
造改革をしていきたいと考えているところです。

―――――――――――――――――――――

おわりに

（岩﨑） ありがとうございました。既に予定
されている終了時間を大幅に経過しております。
そこで簡単に取りまとめをさせていただきます
が，現在日本は転機にあります。それは経済が
上向いてきたという意味で，よい転機でもある
わけですが，将来の負担構造を再検討するとい
う意味で，負担が重くなるという観点でも転機
を迎えているというふうに思います。
本日の両局長からのご説明や資料というのは，

それを考える上において，とても良い資料であ
りましたし，良いご説明を頂いたと思っており
ます。ご参加の皆様におかれましても，これか
らの負担構造をご検討いただくときの資料とし
て有益に使っていただければありがたいと思っ
ております。
それでは本日の討論会はこれにて終了させて

いただきます。ご清聴ありがとうございました。
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１．はじめに

BEPS行動計画２とハイブリッド・ミスマッチ
はじめに，本日の報告の概略を述べます（資

料１頁）。この報告では，租税法におけるミス
マッチ（不整合）について検討をし，国際課税
における対応のあり方を検討します。検討にお
いては，現在，OECDを中心にいくつかの国
が加わって検討が進められているBEPS（Base
Erosion and Profit Shifting）の行動計画２，
これは，全部で１５ある行動計画のひとつですが，
この行動計画２でハイブリッド・ミスマッチが
対象とされていますので，その議論を取り上げ
ることにします。本日の報告を通じて，ハイブ
リッド・ミスマッチ（国際的不整合）と，国内
法，特に民事法制との関係，国内法改正のあり
方とその限界，そして，行動計画２における税
源浸食への国際的な対応のあり方などについて，
注意を払いながら議論を進めます。
BEPSの行動計画２では，本年３月にディス

カッション・ドラフトが公表され，各国各界か
らのコメントを受けて，２０１４年９月１６日（この
報告の２日前）に報告書が公表されています。
行動計画２は，国内法に関する部分と租税条約
に関する部分からなり，それぞれを別々の委員

会（working party）が担当しているのですが，
本日の報告では，国内法の部分，各国の国内法
の改正に関する部分を主に取り上げることにし
ます。この部分は，「アグレッシブな租税計画
（Aggressive Tax Planning）」を担当した第１１
委員会が執筆しました。本日の報告は，ディス
カッション・ドラフトを基本としてものになり
ますが，可能な限りで，一昨日公表された報告
書にも触れたいと思います。
本日の報告では，ミスマッチ（不整合）が税

制の中でかなり普遍的に存在していることを指
摘し，BEPS行動計画２が対象をどのように選
択したか，また，どのような対応が考えられて
いるかを紹介します。そこでは，これから述べ
ますように，支払利子控除が主な問題となって

９月１８日�・午前報告

岡村 忠生
京都大学大学院法学研究科教授

国際課税におけるミスマッチと
その対応について
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いることが分かると思います。なお，この後に
も述べますように，この行動計画２は，来年に
勧告が出される予定の行動計画３のCFC税制
（日本でのタックス・ヘイブン対策税制，外国
子会社合算課税制度）の強化，および，行動計
画４の利子控除を通じた税源浸食の制限と深く
関わっていること，今回公表された他の報告書
（行動計画１のデジタル・エコノミーへの対応，
行動計画５の有害税制への対抗，行動計画６の
租税条約の濫用防止，行動計画８の無形資産に
関する移転価格税制）についても，同様に来年
度の勧告と密接に関連することから，一昨日公
表された全体のまとめであるExplanatory
Statement：２０１４ Deliverables（２０１４年の達成
事項の説明）では，今回公表されたものは，一
応はドラフトの形にとどめることとし，来年
２０１５年の達成事項を織り込むことができるよう
にすることとされています。

法人課税における利子控除
さて，昨年のこの大会の報告では，東京大学

の増井良啓教授から，「多国籍企業の利子費用
控除に関する最近の議論」という報告がありま
した１。報告の中では，多国籍企業が税引後利
益を最大化するために，税率の低い国で利益を
計上し，税率の高い国で費用を計上するという
地理的なミスマッチを生じさせて租税裁定を行
うことが指摘されていました。そして，その方
法として，負債（debt）と株式（equity）との
間の課税の非対称性が利用されることが指摘さ
れ，利子控除に関する各国の制限措置や多国間
での費用配賦の提案などの根本的な議論が紹介
されていました。このような利子控除に関する
問題は，まさにBEPS（国際的税源浸食と利益
移転）の問題でもあり，行動計画４において取
り上げるべき問題だと思います。スケジュール

通りに進めば，来年９月に勧告が出され，１２月
には，関連して，移転価格税制での利子取扱い
に関する勧告も策定される予定です。つまり，
本日取り上げる行動計画２の１年後に，利子控
除に関する勧告が行われることになります。利
子控除のあり方は，後ほど述べますように，法
人課税の本質論に関係するので，この行動計画
４は，BEPS行動計画の中でも，他よりも重要
な位置にあると思います。行動計画４との関係
では，本日取り上げるミスマッチに関する行動
計画２は，かなり限られた範囲を対象としてい
ます。すなわち，ハイブリッド・インストリ
ューメント（金融手段）またはハイブリッド・
エンティティ（主体，団体）を利用し，各国の
間での法制のミニマッチ（不整合）によりBEPS
（税源浸食）を行うもの，しかも，利子費用控
除が関係するものに限られています。おそらく，
これらは比較的理解が容易であり，税源浸食が
可視的であることから，行動計画２は，利子控
除が絡む問題のうちの比較的やりやすいところ，
共通理解の得やすいところから初める趣旨だろ
うと思います。そして，核心的な部分は，行動
計画４で浮上することを期待したいと思います。
それから，先ほど少し申し上げた法人所得課

税における利子控除についても，最初にお話し
しておきたいと思います。世の中では様々な所
得獲得活動が行われ，投資に対するリターンが
それぞれに異なりますが，完全競争市場では，
投資はより高い利益が得られる事業に向かい，
その事業に対する投資が過剰となって利益率が
下がる，逆に，利益率の低い事業への投資は減
少するので，その事業の利益率は上昇する，と
いうことが繰り返され，一般均衡状態における
利益率，すなわち，通常利益率に至ると考えら
れます。投資には金銭の貸付けが含まれますか
ら，利子率は通常利益率を表すはずです。そう

―――――――――――――――
１ 増井良啓「多国籍企業の利子費用控除に関する最近の議論」日本租税研究協会『消費税と国際課税への大きな潮
流』４頁（２０１３年）
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すると，法人税が利子控除を認める限り，借入
れによって調達した資金による投資からは，通
常利益に対する税収を得ることはできないこと
になります。法人税収は，一時的に生じる超過
利潤からだけということになります。しかも，
もし損失控除が完全に（法主体を超えて）認め
られていれば，その超過利潤も損失控除により
帳消しになるはずです。
このことは，法人所得税の課税ベースや損失

控除について，ある種の示唆を与えてくれます。
法人税の課税ベースは，支払利子の費用控除や
支払利子によって生じた損失のあり方によって，
より明確に言えば，利子の費用控除を制限する
ことによって，成り立っているのではないか，
法人税の課税ベースとは，控除できなかった費
用であり，その中心にあるのは利子ではないか，
ということです。もう２０年以上も昔になります
が，米国財務省がCBIT（Comprehensive Busi-
ness Income Tax）という法人税を提案したこ
とがあります２。この CBITでは，支払利子と
支払配当とは同じように扱われ，したがって，
支払利子の控除は認められないことになってい
ました。これにより，法人による通常利益の投
資からの収益に対する課税が可能となるわけで
す。そして，もし利子と配当が同じように扱わ
れれば，今日，これからお話しするハイブリッ
ド・ミスマッチによる税源浸食の問題も，大半
は解消してしまうのです。法人税の課税ベース
拡大にとって，利子控除の制限は切り札になる
と思います。

２．問題の所在

様々なミスマッチ（不整合）
では，ミスマッチという角度から，利子費用

控除を用いた国際的な税源浸食について検討し
ましょう（資料１頁）。このミスマッチ，不整
合という現象は，広く理解すると，税制を通じ
てかなり普遍的に存在します。たとえば，所得
税法において，減価償却費を事業所得の必要経
費としながら，その資産の譲渡時に生じる譲渡
益は，資産の保有期間が５年を超えていれば，
長期譲渡所得として二分の一課税を受けます。
控除は全額認めながら，利益は半分しか課税し
ていないのです。しかし，譲渡益は過年度の償
却が過大であったことを示していると考えられ
ます。借入れによる資産取得でも，現在の制度
では，借入れが資産の取得価額に算入されてし
まうため，支出なしに控除が認められることに
なります。これらキャピタル・ゲイン課税と借
入れの取得価額算入は，いわゆるタックス・シ
ェルターの基本的な構成要素に含まれます。タ
ックス・シェルターの規制では，「借入れ」の
意味（人的責任を負わないノン・リコース借入
れの扱い）や資産の「取得」（課税上の所有者）
の意味が，問われてきました。
ミスマッチは，複数当事者の間でも生じます。

その例として，交際費や福利厚生費が考えられ
ます。これらの支払いで生じる支出側での控除
と受取側での非課税（Deduction/Non―Inclu-
sion）は，不整合のひとつのパターンです。も
うひとつは，両当事者で控除（Double Deduc-
tion）というものです。もっとも，複数当事者
では，非課税主体や繰越欠損金を持つような赤
字法人で課税が起こらないことや，さらには課
税時期のずれも，ミニマッチといえばミスマッ
チです。ミスマッチの概念は，際限なく広がり
そうに思えます。
国際課税に目を向けると，国内において借入

により資金を調達してその利子を控除しながら，

―――――――――――――――
２ Report of the Department of the Treasury on Integration of the Individual and Corporate Tax Systems : Tax-
ing Business Once，”Jan．１９９２．The Report is available at
http : //www.treasury.gov/resource―center/tax―policy/Pages/integration―paper.aspx#summary
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益金不算入となる外国子会社配当を得る行為は，
国際的なミスマッチと考えられます。ここでは，
ある納税者についてのミスマッチが生じている
と同時に，配当を支払う相手方をはじめとする
多国籍企業という複数の法主体間で，国際的な
課税ベースの移転（Profit Shifting）が生じて
いると考えられます。

ハイブリッド要素による不整合
BEPS 行動計画２が問題とするのは，ハイブ

リッド要素によるミスマッチ，すなわち，ある
事実の法的性質，法的取扱いか国家間で異なる
ことに基づく不整合です（資料２頁）。この「法
的」における法は，租税法だけでなく，民事法
も問題となり得ることに注意して下さい。たと
えば，何が法人であるかは，日本では，法人法
定主義といいますが，国家制定法だけが，法人
格を作り出すことができるとされています。そ
して，ご承知のように，法人格がなくとも法人
のように扱われる主体として，権利能力なき社
団・財団という存在が民事法上認められており，
租税法上法人扱いを受ける「人格なき社団」は，
民事法上の権利能力なき社団・財団と同じもの
（借用）と考えられます。ところが，後に見る
ように，行動計画２は，場合によっては，一定
の団体や契約を課税の対象となる主体（納税義
務者）と扱うことを求めています。このとき，
租税法上，そのような規定を置くのは簡単です
が，それは民事法上の権利義務の主体ではない
ので（民事法を変えない限り），そのような納
税義務者の所得計算などをどのように行えばよ
いのか，これまで日本の租税法は民事法に基づ
いて課税関係を考えてきたので，ここには，検
討の必要があります。
ハイブリッド要素による不整合としては，

リース取引，レポ取引，非典型担保などにおけ

る（課税上の）資産の所有者，Debt と Equity
の区別，法人課税の対象となる主体（Entity）
とそうでないものの区別などの不一致に基づく
ものがありますが，行動計画２では，後に述べ
るように，３つのターゲットに絞って対応を考
えています。しかし，その背景には，先に述べ
たように利子控除による税源浸食，言い換えれ
ば，課税ベースの移動の問題が控えており，対
外投資についても対内投資についても，一定の
対応が行われています（資料２頁中）。このう
ち，Inbound については，国外に支払われる利
子についての控除制限が，移転価格税制，過小
資本税制，過大支払利子税制の３つの制度で行
われています。しかし，国内に支払われる利子
については，制限がありません。また，内国法
人からの配当の益金不算入については，負債利
子控除（負債利子に対応する部分は益金に算入
する制度）がありますが（法法２３条４項），外
国法人からの配当の益金不算入については，そ
のような制度は設けられていません。このこと
には，検討の余地があります。利子控除と法人
税の本質論については，先ほど説明した通りで，
利子控除の制限といういわば「切り札」をどの
ように扱うか，対応して，法人への投資に係る
収益を株主や債権者レベルでどのように課税す
るかが問題となるでしょう。法人への投資家の
段階までを視野に入れた場合，法人税，すなわ
ち，法人段階課税が，必ずしも所得課税である
必要性はないと思います。

国内法による国際的不整合への対応
国内法による国際的不整合への対応を見まし

ょう（資料２～３頁）。といっても，日本は，
LPS事件（米国で組合課税を受けているデラ
ウェア州法のリミテッド・パートナーシップを
日本の課税庁が法人とみなした事件）３に見られ

―――――――――――――――
３ 東京高判平成２５年３月１３日訟月６０巻１号１６５頁（法人性を肯定），名古屋高判平成２５年１月２４日裁判所HP（法人
性を否定），大阪高判平成２５年４月２５日裁判所HP（法人性を肯定）など。
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るように，相手国での扱いは視野に入れていま
せんでした。また，立法についても，先ほどの
言及した外国法人配当の益金不算入に係る問題
があります。すなわち，支払配当を損金算入す
る国から受けた配当についても，日本で益金不
算入としてよいかという問題です。もし，それ
は適当ではないとすると，問題はさらに広がり
ます。相手国で，損金算入はできなくても，課
税もされていないような利益の配当であればど
うか，課税があったとしても，軽減課税であれ
ばどうか，といった問題が出てきます。日本で
もかつては配当軽減税率が設けられていました
が，このようなものをどう扱うかが問題となり
そうです。さらに，このお話の裏側として，日
本の納税者が外国に利子を支払ったとき，その
利子が外国で非課税とされているのであれば，
日本はその支払利子を費用控除する必要はない，
あるいは，控除すべきではない，ということに
なるかもしれません。この問題は，まさに
BEPS報告書行動計画２が議論しているところ
です。
米国を見ても，やはり，外国を見て国内的な

扱いを考える，ということにはしていません。
ただし，米国では民事法の立法権や民事裁判権
は，原則として各州にあり，州ごとの差異があ
ります。したがって，連邦税である所得税・法
人税では，日本のように民事法の形成する法律
関係に依拠して課税要件事実を判断し，租税法
は民事法の概念を原則としてそのまま受け入れ
る，といった仕組みをとることができません。
ですので，たとえばリース資産の所有者や
debt/equity の区別などについても，租税法と
して独自の判断をします。しかし，それでも，
ペプシコの事件や STARS（Structured Trust
Advantaged Repackaged Securities）のような
ミスマッチを利用した負担軽減策が行われ，問
題とされています。
立法による対応では，米国は世界をリードし

ており，BEPS行動計画２の報告書も，このよ
うな米国の規定を参照していることは間違いあ

りません。たとえば，内国歳入法典１５０３条（d）
の二重連結申告による損失控除は，行動計画で
も検討されています。また，８９４条（c）では，
相手国が所得としたかどうか，課税をしたかど
うかで，規定の適用の有無が決まるようになっ
ています。９０１条（m）は，外国税額控除の対
象とする外国税について，一定の調整をしてい
ます。
内国歳入法典９０４条（f）と９０９条は，日本で

も立法の検討が必要です。９０４条（f）（国外損
失のリキャプチャー）は，ある年度に外国で損
失が生じて国内所得を相殺した（全世界所得課
税ですから）後，外国で所得が生じた場合，そ
の外国所得を国内所得とみなし，その所得に係
る外国税額控除を制限する規定です。このよう
な外国での損失と所得は，外国での繰越欠損金
の控除により，相殺されている（べきである）
と考えられるためです。９０９条（国外所得と外
国税額控除の対応確保）は２０１０年に制定された
規定で，foreign tax credit splitting と呼ばれる
外国所得とこれに係る外国税額控除とを切り離
すような税負担軽減策を防止するものです。合
衆国の外国税額控除の対象となる外国税は，そ
の外国の法律の下で，納税義務を課された主体
が支払ったもの考えられます。そこで，外国法
の下で納税義務者となる主体と，合衆国が課税
の対象とする所得が帰属する者とを分離するこ
とができれば，合衆国の所得税を課されない所
得について，外国税額控除を得る可能性が生じ
ます。９０９条は，これを防止する規定です。こ
の分離をする手法として，リバース・ハイブリ
ッドという法主体に係るミスマッチが利用され
ること（reverse hybrid splitter arrangement）
が多いので，この規定は，このようなミスマッ
チによる不整合の防止規定と考えることもでき
ます。
ここで，「ハイブリッド主体」と「リバース・

ハイブリッド主体」という言葉の意味を説明し
ます。これらの言葉には，必ずしも一致した意
味が与えられてきたわけではありませんが，こ
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の報告では，「ハイブリッド主体」とは，第１
の国の租税法の下で納税義務者とならない（透
明である）が，第２の国の租税法の下で納税義
務者となる主体（団体）について，第１の国か
ら見た場合をいい，「リバース・ハイブリッド
主体」とは，その主体を第２の国から見た場合
をいいます。日本は，たとえば LPS事件にも
見られるように，法主体を積極的に認める方向
で税制を運用してきましたが，このことは，リ
バース・ハイブリッド（日本からは法主体，外
国からは透明）が生じやすくなっていることを
意味します。したがって，このような規定は，
日本にも必要であると考えられます。
EUでは，日本で進められている外国子会社

配当益金不算入の見直し（控除された配当は非
課税の対象としない）と同様の指令が出ていま
す。

３．BEPSの観点から

支払いへの着目と３つの方策
このように，不整合には様々ありますが，行

動計画２は，対象を主体（entity）または金融
手段（instruments）の取扱いに関する国家間
の不整合に絞り込んでいます（資料４頁）。そ
して，「支払い」という現象について，その当
事者に生じるD／NI と DDという不整合を対
象としています。

D/NI（Deduction / Non―Inclusion）（支払
側控除／受取側非課税）

DD（Double Deduction）（支払側控除／受
取側控除）

もちろん，II（二重課税），ND／ND（二重
非控除），ND／I（非控除／課税）のような納
税者に不利な不整合も当然あり得るわけですが，
これらのうち，二重課税についてのみ，D／NI
や DDを打ち消す限りで，考慮されています。
なお，法人と株主は独立して課税を受けるとい

う考え方からは，少なくとも株主が個人であれ
ば，二重課税が生じてもよい，というより，二
重課税が原則であると考えられます。そして，
米国は昔から個人と法人に二重課税を行ってき
ましたし，ほとんどのヨーロッパ諸国でも個人
と法人との二重課税排除措置は廃止されていま
すので，ますます，二重課税が原則であるとも
思えるのですが，行動計画２で対応しているの
は，D／NI と DDになります。
対応策としては，�a ～�c の３つが用意されて

います。

�a 支払国で控除された支払いについては，
受取国は非課税や課税繰延べの対象とし
ない。

�b受取国で所得に算入されない（かつ，タ
ックス・ヘイブン対策税制の適用を受け
ない）支払については，支払国は控除を
認めない。

�c 一方の国で控除が認められる支払につい
ては，他方の国は控除を認めない。

ただし，�a については，各国がまず国内法を
改正することが求められています。そして，そ
れができれば，かなりの部分のミスマッチが解
消されるだろうと述べられています。日本も，
法人税法２３条の２の改正として，できるだけ早
く実施すべきであると考えられます。
�bと�c はリンキング・ルールと呼ばれるもの

で，相手国がどのように扱っているかに依拠し
て，自国がルールを適用するかどうかを決める，
というものになっています。ルールの適用が相
手国のやり方にリンクしているので，リンキン
グ・ルールというわけです。
対象となる取引は，ハイブリッド要素を持ち，

かつ，そのハイブリッド要素に基づいて不整合，
といっても，D／NI またはDDに限られます
が，これらが生じることものとされています。
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両当事者を合わせた税負担の減少
さて，対応策が発動されるための要件は，非

常に興味深いものとなっています。すなわち，
取引の両当事者の税負担の合計額が減少するこ
ととされています。それが両当事者のうちのど
ちらであるかは示す必要がありません。制度設
計の原則（資料４頁下の２A）でも，防止ルー
ル（ただし，�a は一般法ですから，リンキン
グ・ルールの�bと�c になります。）の適用にあ
たって，税収を失ったこと（納税額が減少した
こと）を，国は主張する必要がないとしていま
す。ハイブリッド・ミスマッチにおいて，どち
らの国が税収を失ったかは決められない，とい
う考え方なのです。
このような考え方は，従来なかったものです。

たとえば，租税回避の否認規定といわれる行為
計算否認規定を考えてみて下さい。この規定が
適用される要件は，「不当な税負担の減少」で
す。これまで裁判等で争われてきたのは，「不
当」か否かですが，税負担の減少が存在するこ
とは，いわば当然の前提とされてきました。と
ころが，ハイブリッド・ミスマッチの防止ルー
ルでは，そうではありません。国は，自国が課
税の対象としうる課税ベースが減少したと言え
なくても，このルールを適用します。どちらか
の国で減少していれば，防止ルールが適用でき
るわけです。
しかし，このことは，ルールの適用について，

微妙な問題を引き起こします。仮に，ハイブリ
ッド・ミスマッチが生じたとき，一体どちらの
国に課税権があるのかが決められないとします。
しかし，では両方の国が課税してしまおう，と
言うわけにも行かないでしょう。そこで，相手
国の課税の有無を見て自国が課税をするかどう
かを決めるというリンキング・ルールが作られ
た，ということになります。問題は，このリン
クがうまく働くかどうかです。資料の２２頁（お
よび６頁）を見て頂くと，さらに，リンキン
グ・ルール（ハイブリッド不整合ルール）の優
先順位が記されています。表の一番上を見て頂

くと，まず主たる対応として，（受取国で国内
法改正が行われなければ）支払国で控除を否認
する，それかなければ，受取国で所得に算入す
る，このように行ったり来たりする対応になっ
ています。問題は，主たる対応としての支払国
での控除否認を，受取国はどのように知るか，
また，受取国は，支払国がいつまでに控除否認
をしなかったときに，防御ルールの適用，すな
わち，所得算入ができるか，という問題です。
ここをしっかり決めておかないと，支払国は，
受取国が防御ルールを適用すれば，または，適
用しそうになったら，主たるルールを適用する，
という戦略をとるかもしれません。そうなると，
受取国に，いわゆる囚人のジレンマのようなこ
とが生じてしまいます。課税権の所在が明らか
ではない所得を課税の対象とするために，この
ような問題が生じるわけです。
しかし，考えてみれば，このことは，BEPS

の問題全般，行動計画全般を通じて生じている
ことです。BEPSの議論は，今日の国際的な課
税逃れの有り様を相当程度，明らかにしました。
これまでのルールでは捕捉できない所得や取引
が存在し，行動計画でも明らかになったように，
グーグル，アマゾン，スターバックス，アップ
ルなどの身近で有名な国際企業までが，合法的
に課税を逃れていたことが明らかにされたわけ
です。課税を逃れた所得，どこの国にも属さな
いような所得があることは，明らかになりまし
た。問題は，ではどの国がそれに課税をするか，
ということになります。いわば浮いていた所得
をどちらが取るか，そこでの課税権の原則が，
少なくともハイブリッド・ミスマッチに関する
限り決定できず，結局は，今申し上げたように，
主たる対応と防御ルール，その前段階として国
内法改正という，いわば三段構えの構図を作っ
たわけですが，場合によっては，先に手を出し
た国が勝つ，といったことになりかねない印象
を受けます。
また，行動計画２では詰め切れなかったのか

もしれませんが，伝統的な国際課税のルールに
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どうはめ込んでゆくかには，課題も残っていま
す。たとえば，リンキング・ルールを適用して
所得算入が行われる場合，その所得の源泉地を
どうするか，という問題があります。

ハイブリッド金融手段
それでは，ここからは具体例を見てゆくこと

にしましょう。まず，ハイブリッド金融手段で
す。資料８頁の図と説明を見て頂くと分かると
思いますが，典型的なD／NI のケースになっ
ています。たとえばブラジルでは，利益の配当
は損金に算入されますが，日本は，そのような
配当についても益金不算入を認めて来ました。
国税庁HPの質疑応答事例では，損金算入配当
にも益金不算入を認める理由として，「外国子
会社の所得については，その所在地国の課税に
よって完結しており，所在地国における課税の
可否や税率の多寡は問わない」と述べられてい
ます４。この「完結」という言葉には，相手国
の課税のあり方を問題としない，という考え方
が表れています。しかし，行動計画２は，これ
までのこのような考え方を改め，両国の間に不
整合があり，解消しなければならないと考える
わけです。Debt/Equity の不整合（A国では
株式，B国では社債）は端的なものですが，こ
れ以外にも，�a ～�e で示したようなバリエーシ
ョンが考えられます。これらは，Debt/Debt
ミスマッチと言われています。
資料９頁の例は，いわゆるレポ取引に対する

扱いに，A国とB国で差異があることを利用
したものです。すなわち，A国は実質主義に
より，レポ（買戻特約付譲渡）を行っても，B
子会社株の権利者はA社のままで変化しない
と扱います。ところが，B国は形式主義なので，
権利者はB社になるとする。この結果，B社

の配当は，B国では子会社配当として益金不算
入，A国では，A社が受け取ったものとみな
され（外国子会社配当として間接外国税額控除），
レポの費用（B子会社株の売却価格が買戻価格
より低い部分）を利子控除の対象とします。以
上の結果，資料９頁の表にあるように，外国税
額控除超過額２１が生じます。また，もしA国
が日本のように外国子会社配当益金不算入の制
度を用いている場合には，７０の損失（支払利子
のみ控除される）が生じます。ただし，日本で
は，５％だけは課税されるので，全滅というわ
けではないのですが，，，。これを見ても，法
人税法２３条の２は，改正をして益金不算入額を
適正化することが必要だと思います。
１頁飛ばして，資料１１頁に行きます。この表

は，本年３月に公表されたディスカッション・
ドラフトですが，基本的には先日の報告書（De-
liverable）（資料２２頁）と同じです。その考え
方は，まず，国内法の改正により，受取配当の
非課税措置は，控除される配当に適用しないこ
ととする。これで，ミスマッチのかなりの部分
は除去されます。たとえば，最初のケースはこ
れで解決されます。その後問題になるのは，主
にDebt/Debt のミスマッチになります。二番
目の例では，A社がB社にレポ費用（金利）
として７０の支払いを行うという債務（debt）が，
B国では株式譲渡益として，非課税または軽減
課税を受けています（表では非課税）。この不
整合（B国で通常所得課税を受けないこと）が
ある限りで，A国は７０を利子控除してはなら
ないことになります（主たる対応）。もし，A
国がそうしなければ，B国はこのレポ差額７０に
通常所得課税をしなければなりません。注意し
て欲しいのは，ここでは，レポの扱いそのもの
（私法上または租税法上，株式の貸借なのか譲

―――――――――――――――
４ 国税庁HP質疑応答事例「外国子会社配当益金不算入制度の対象となる剰余金の配当等の額の範囲について」（２０１４
年１０月２８日閲覧）
http : //www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho―kaishaku/shitsugi/hojin/25/02.htm
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渡なのか）を両国で合わせる，という指示には
なっていないことです。あくまでも，控除また
は所得算入について，勧告が行われます。
資料１０頁に戻ります。ここでは，子会社株式

ではなく上場社債について，レポが行われてい
ます。B社は，この社債を保有している期間に
受けた社債利子（１０％源徴後）を，A社に支
払う契約となっています。そして，ここでも，
A国は実質主義（社債の権利者はA社と扱う），
B国は形式主義（権利者をB社と扱う）を取
るので，B国による支払利息への１０％源泉徴収
税について，B社は国内の所得税額控除をB
国に，A社は源泉徴収に対する直接外国税額
控除をA国に請求し，二重の税額控除が生じ
ます。資料２２頁の報告書のまとめの部分にはっ
きり書かれていますが，このような場合の税額
控除については，それぞれの国で生じる課税所
得の比率に応じて与える，この場合でいう
と，１００：１０になりますが，この比率で与える
ように，国内法を改正することが勧告されてい
ます。この改正とその執行は，先ほどの配当益
金不算入の制限とは異なり，相手国での源泉徴
収の金額に加えて，課税所得の発生額を知る必
要があるので，やや困難ではないかと思います。
たぶんそのような事情で，ディスカッション・
ドラフトでは少し控えめに書かれていたのです
が，今回の報告書では，正式に取り入れられま
したので，日本も，このような場合の所得税額
控除と外国税額控除について，改正が必要にな
ります。
再び資料１１頁ですが，技術的問題として，課

税のタイミングのこと，すなわち，合理的な期
間内のタイミングのズレはミスマッチとは扱わ
ない，という方針が示されています。このこと
をどう具体化するかが問題となります。そこに
あるOIDルールとは，日本では社債発行差金
を償還満期までの期間に配賦する処理がありま
すが，このような処理を金銭債権全般に拡張す
るルールで，米国が実施しています。控除の意
味や制限については，先ほど，法人税法２３条の

２の改正に関して概ね述べました。通常所得課
税についても，国内の個人所得課税ですが，措
置法３条以下の利子所得の分離課税などは，非
居住者も対象としているので，改正の要否の確
認が必要だと思います。
資料１２頁では，非課税主体（ここでは公益法

人）が当事者となるハイブリッド金融手段につ
いての考え方を示しています。説明にあるよう
に，ルールは適用するが，A国で非課税であ
ることには変わりないという結論になります。
ハイブリット金融手段のミスマッチについて

は，ミスマッチのある金融手段が広く流通し，
事情を知らずに取得される場合もあることから，
以上のルールの適用範囲（の限定）が問題とな
ります。報告書は，まず，対象範囲を限定しな
い国内法の改正（外国子会社配当益金不算入の
制限など）を勧告しています。それで取りこぼ
すものについては，リンキング・ルール（主た
る対応と防御ルール）になるわけですが，その
適用範囲について，ディスカッション・ドラフ
トでは２つの考え方が示され，パブリック・コ
メントが求められていました。それが，Bottom
―up アプローチ（資料１２頁下）とTop―down
アプローチ（資料１３頁）です。Bottom―up ア
プローチは，対象範囲を最初から限定するとい
う考え方，Top―down アプローチは，限定せ
ずに例外として広く取引されているものや執行
上の負担が不合理に大きいものなどを除くとい
う考え方です。
パブリック・コメントが圧倒的にBottom―

up アプローチを支持したため，この度の報告
書ではそちらが採用されましたが，問題は，そ
の限定をどうするかです。その方針は，関連者
間 取 引 と 仕 組 取 引（Structured Arrange-
ments）を対象とするというものですが，関連
者間取引については，協働者（Acting in Con-
cert，Acting Together）を含むことが問題と
なりそうです。仕組取引も範囲がかなり広がる
可能性があり，たとえば，資料１３頁の図のよう
な場合，すなわち，延払条件付販売について，
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B国が金利部分を分離して利子控除するのに対
して，A国は譲渡代価に含めてしまってキャ
ピタル・ゲイン課税をするような場合も一応は
対象となり得ることが，ディスカッション・ド
ラフトでは示されていました。この場合，当事
者が意図したものかどうか，また，このような
不整合を知り，または，知るべき立場にあった
かが問題となり得ますが，これを確認するよう
なルールは，かなり複雑なものとなることが懸
念されることも述べられていました。この度の
報告書では，資料２２頁下に示したような定義
（訳出しているのは概略部分だけで，かなり細
かいルールが設けられています。）によること
になります。関連者と協働についても資料２２頁
下に示しましたが，これらは，日本の租税法の
関連者などとは違う定義の仕方になっています。
外国についてもその国の国内法との不一致があ
ると思われるので，各国がどのような国内的イ
ンプリメンテーション（具体化）をするか，
BEPS行動計画の影響力を見る上で，興味深い
ところです。

ハイブリッド主体
もうひとつの類型であるハイブリッド主体

（事業体）に行きます。資料１４頁の上の図は，
A国から見てハイブリッド主体，すなわち，A
国はB社に法人格または租税上の主体（納税
者）としての地位を与えていないが，B国はこ
れを法人として扱う場合です。まず，仮にB
子会社（BSub１）がないとすると，B社が所
得を得れば，A国とB国の二重課税を受けま
す。このとき，A国の二重課税排除措置が働
くか否かは明らかではありません。B社の支払
ったB国税を，A国がA社の支払った外国税
と考えかどうかによると思われます。逆に，B
社に損失が生じれば，両国で控除されます。こ
のような二重課税と二重控除は，典型的なミス
マッチであり，生じない方がよいと思われます
が，行動計画２では，このような単純な二重課
税や二重控除には対応しないこととしています。

つまり，これだけではBEPSは生じないと認
識されているわけです。行動計画２による措置
の対象となるのは，B社が第三者に利子を支払
い，その控除が連結子会社であるBSub１の所
得を減少させる場合です。この考え方はやや理
解が難しいのですが，B社の利子の支払いとい
う二重計上費用（DD）が，二重課税を受ける
可能性のない所得を相殺して初めて，措置の対
象としようということです。つまり，利子控除
がA社とB社のみで二重控除されていても，
二重課税（二重の算入）を受ける所得と相殺さ
れるだけなので，それだけでは問題にしない，
という考え方であり，対応範囲が限定されてい
るのです。
資料１４頁の下の図は，B社が法人ではなく

PE（恒久的施設）である場合です。PEについ
ては，日本の最近の改正でも，いわゆる帰属所
得主義の下で，子会社ように扱うことになりま
したが，外国の中には，さらに進んで，連結納
税も認めようという国もあるわけです。そうな
ると，PEはA国から見て一種のハイブリッド
主体になります。この例は極端ですが，いわゆ
る帰属所得主義に基づいて PEの子会社みなし
というような考え方を追求すると，ハイブリッ
ドやリバース・ハイブリッドが生まれてくるこ
とに注意をすべきであると思います。
資料１５頁上の図は，B社という二重居住者法

人が，二重連結を行い，損失を二重控除する例
です。ここでも，B子会社の所得を相殺するこ
とが問題とされています。なお，本日お話しし
ている行動計画２は，先にも述べましたように
国内法に関する部分と租税条約に関する部分に
分かれ，本日は国内法の部分を取り上げていま
すが，租税条約の部分で，B社のような二重居
住者法人への対処が勧告されています。また，
先に見た米国の内国歳入法典１５０３条�dは，外国
税額控除について，制限を行う規則の制定権限
を与えています。
資料１５頁下の図は，A社が B社に貸付けを

行い，利子を収受するもので，D／NI が生じ
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ています。ハイブリッドが行う利子の支払いが
もたらす効果です。これは，報告書（資料２２
頁）では，別項目として，上から２段目に整理
されています。「無視される」というのは，A
国が無視するということです。この場合，もし，
B社をA国が PEとし，帰属所得主義により
子会社扱いをするのであれば，無視される支払
いは生じないことになります。
資料１６頁の図は，A子会社の PEがA社に

利子を支払うのですが，この PEが B子会社と
連結され，B子会社の所得を相殺するというパ
ターンです。この支払利子を，A国は無視す
るので，D／NI が生じます。
ディスカッション・ドラフトの勧告では，

a）～c）により，前述の二重算入が生じうる場
合を対象から除外しています。この考え方の理
解の方法としては，まず，c）の二重算入を見
てください。関係両国において課税の対象とな
り得るような所得を言います。たとえば，B国
に所在し，B国で法人と扱われる団体が，その
投資家のいるA国で組合と扱われる，これは
不整合であり，B国で所得が生じれば両国で課
税を受けます。これが二重算入所得です。この
団体について，損失が生じれば両国で控除され
ます。が，それだけでは，問題にしないとして
いるのです。措置の対象とされるのは，控除が
二重算入所得以外の所得を相殺する場合です。
問題は，資料１７頁中程にある対応策です。DD

については，主たるルールは，投資家の国（A
国）での控除の否認，防御ルールが，子会社の
国（B国）での控除否認になります。報告書（資
料２２頁）では，DDと書かれた段の上の方の段
になります。投資家の国の方が全体の仕組みを
つかみやすいので，この優先順位が設けられて
いるのだと思われます。また，主たるルールと
防御ルールのいずれについても，否認された損
失控除については，繰越が認められています。
それから，e）と f）では，相手国における課
税上の扱いを納税者に立証させる点に特徴が認
められます。

このような方法には，根本的な問題もありそ
うに思います。それは，法主体とは何かをめぐ
る民事法と租税法の関係です。いま，A国か
ら見たときのハイブリッド主体は，法制度上は，
A国には見えません。場合によっては，何か
人と金が集まっているかのような実態はあるの
かもしれませんが，法的には不可視です。しか
も，たとえば日本のような民事法制に依拠した
課税要件を設けている国，少なくとも租税法の
解釈適用を民事法に依存している国では，民事
法上の権利義務の主体ではないので，Aとい
う法人がある支払いをしたとき，それをA国
のA社本体がしたのかB国のハイブリッドが
行ったのかを民事法のレベルで明らかにするこ
とは，非常に難しいと思われます。つまり，A
国にとっては，見えない，存在しない法主体に
ついて，損益の帰属を決めることは，この図に
書かれているようにはっきりしていればいいの
ですが，むしろ，その事実の認定に至るまでが
大変で，そこでは民事法上の権利義務の帰属と
いう一般的な課税要件事実判断の方法が使えな
い（かもしれない），ということです。
この問題は，D／NI ではもう少し深刻です。

D／NI については，まず支払者の国における
控除の制限になりますが，制限が働かなければ，
防御ルールとして，受領者の国が通常所得に算
入することになります。控除を制限するのは，
B国，つまり，その主体が見える国が行います
から，ことは租税法上の話だけで済みます（支
出の事実があっても，控除要件に当てはまらな
いと構成される）。これに対して，先に述べた
ように，A国はハイブリッドの存在が見えま
せから，所得の算入については，それは事実な
のか擬制なのかを考えておく必要があります。
また，借方側の資産の増加や貸方側の利益積立
金額または資本金等の額の増減をどうするかも，
日本の税制では整理が必要です。

第三国への拡大（不整合の輸入）
ここまでは，Aと Bの２つの国でミスマッ
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チがあり，両者を合わせて考えると，税収が減
少していた，ミスマッチにより，どちらの国か
は分かりませんが，とにかく両国を合わせた課
税ベースについては侵害があった場合でした。
これに対して，このような侵害が，第三国に持
ち込まれる，輸入（import）される場合が，こ
こからの問題です。なお，この整理は，３月の
ディスカッション・ドラフトにおけるものです
が，このような侵害の手法がリバース・ハイブ
リッドとそれ以外に分かれることから，この度
の報告書では，リバース・ハイブリッドを別項
としています。資料２２頁では，D／NI の上か
ら３段目になっています。
資料１８頁上の図が，そのリバース・ハイブリ

ッドによる第三国への輸入の例になります。B
社は，A国から見てリバース・ハイブリッド，
つまり，A国はB社を法主体として認識しま
すが，B国は独立した法主体とは扱わず，透明
とします。既に述べていますように，日本の租
税法は私法に依拠して課税関係を作っているの
で，透明となると，それはほんとうに透明，つ
まり，私法上の権利義務が帰属しないことにな
ります。しかし，そうではない国，たとえば米
国のことを最初に申しましたが，こうした国で
は，単に納税義務者とは扱わないだけで，私法
上の存在とは別です。また，私法に依拠してい
るドイツでも一部の人的会社については，納税
者として法人税の対象とすることはしていませ
ん。おそらく，かなりの数の国において，私法
上は権利義務の主体であるが，課税上はそうは
扱われないような私法上の法形式があるだろう
と思います。さらに，米国では，ご存じと思い
ますが，いわゆるチェック・ザ・ボックス規則
が１９９６年，というと，もはや２０年弱の昔になり
ますが，その年に登場し，上場株式会社などの
一部の法人を除いて，事業体（日本の民法の言
葉では団体）は，法人税の課税を受けるかどう
かを選択することができるようになりました。
これは，民事法の制定権限を持つ州が，法人課
税を受けないような私法上の団体制度をいろい

ろと作り出し，課税庁が法人とそうでないもの
を区別できなくなったからです。チェック・
ザ・ボックス規則は，法人課税を納税者に選択
されるという思い切ったやり方をとりましたが，
この規則こそが，ハイブリッド・ミスマッチの
大きな原因であることは間違いないように思い
ます。特に，米国で設立され，チェック・ボッ
クスにチェックを入れなかった（法人課税を選
択しなかった）団体の多くは，米国の民事関係
では当事者能力があり，外国から見れば，リ
バース・ハイブリッドになることも多いと思わ
れます。おそらく，行動計画２を策定した担当
者達は，このような団体を念頭に置いており，
この後述べますように，こうした団体にチェッ
クをしたものと見なす課税をしても，特に納税
義務の所在を巡る問題は生じない，つまり，こ
うした団体には，納税義務を帰属させ，履行さ
せることができると考えているように思います。
BEPS行動計画２は，主体を「透明（transpar-
ent）」と「不透明（opaque）」に区別していま
すが，「透明」の中には，日本の私法上は法主
体（法人）に該当するものが含まれるだろうと
思います。
もちろん，考えてみれば，日本や他の多くの

国では，私的自治や契約自由の原則が認められ
ており，人々の集まりである団体を法人格のあ
るのとするかどうかは，その人達がどのような
私法上の法形式を選択するかによるわけですか
ら，この意味では，法人課税の選択はできるの
です。しかし，権利義務の主体ではないような
団体，たとえば民法上の任意組合や信託につい
て，仮にこれを法人と見なして納税義務を課し
たとしても，納税義務も金銭債務の１つである
以上，法主体ではないものに対して債務の履行
をどう確保するのかという問題は残ります。
BEPS行動計画２は，そうした根本的な問題は，
議論の対象としていません。
お話が抽象論に流れましたが，資料１８頁上の
図に戻ります。そこの説明にありますように，
第三国の主体C社が支払った利子は，C国で
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は控除されているのに，B社はA国から見た
ときにリバース・ハイブリッドですので，A
国もB国も課税の対象としないことになりま
す。これは，D／NI です。
対応策ですが，資料２０頁の表と２２頁の表とを

比べながら，お聞き下さい。ディスカッショ
ン・ドラフトでは，まず，投資家の国である
A国が，CFC税制（外国子会社合算課税）や
外国投資ファンド税制（日本にはありません。
子会社以外の投資についても，ファンド等での
留保利益に対して配当を待たずに課税をする制
度です。）を強化する国内法改正を勧告してい
ます。このようなCFC税制強化の国内法改正
の勧告は，この度の報告書にも登場はします。
しかし，このような国内法改正で対処できない
場合のリンキング・ルールとその優先順位につ
いては，ディスカッション・ドラフトと報告書
では，少し違いがあります。ディスカッショ
ン・ドラフトでは，主たる対応として投資家国，
A国での所得算入，第二次的ルールとして中
間介在者所在地国により，当事者がリバース・
ハイブリッドと扱っている主体については，課
税の対象とする，つまり，法人扱いすることを
求め，最後の防御ルールとして，第三国である
C国による支配利子の損金不算入を勧告しまし
た。これに対して，報告書では，国内法改正に
ついて，CFCやオフショア投資税制（ディス
カッション・ドラフトが外国投資ファンド税制
と呼んでいたもの）に加えて，ディスカッショ
ン・ドラフトでは第二次的ルールの位置にあっ
た中間介在者国によるリバース・ハイブリッド
の法人みなしを，国内法改正の順位に引き上げ
ています。そして，リンキング・ルールとして
は，支払国（C国）による利子控除否認のみを
あげています。この変化は，要するに，中間介
在地国による法人みなしを，国内法改正をして
改善するよう，より強く求めたと言うことにな
ります。その意味はどこにあるでしょうか。私
は，これは，米国のチェック・ザ・ボックス規
則に向けられたメッセージであろうと思います。

このようなはた迷惑な規則は，できれば止めて
欲しい，という思いがあるように感じられます。
しかし，事業体の選択は，私法のレベルにお

いてはどこの国でも認めていることです。この
ことには，十分な配慮を払うべきだろうと思い
ます。米国で会社を設立してチェックを外すの
と，日本で組合を設立するのとは，権利義務の
帰属の仕方が異なり，意味が違うと思います。
資料１８頁下の図では，リバース・ハイブリッ

ド以外のミスマッチの輸入（間接的課税権侵
害）として，ハイブリッド金融手段の影響が第
三国であるC国に及ぼされている場合があげ
られています。これも，D／NI です。また，
資料１９頁の図では，ハイブリッドおよびリバー
ス・ハイブリッド主体を利用したミスマッチが，
やはりC国に及ぼされ，D／NI が生じていま
す。しかし，どちらのケースでも，C国の借主
法人にとって，背後にこのようなハイブリッ
ド・ミスマッチが存在することは知るよしもな
いかもしれません。そのため，防止ルールの適
用範囲（制限）として，支払者国のC国につ
いては，支払者と中間介在者，投資家が同一の
支配グループに属していること，または，支払
者が租税回避の取決めの当事者であることとい
う限定が加えられています（資料２０頁下）。こ
の制限は，この度の報告書でも同様に取り入れ
られています。

４．まとめ

資料２１頁のまとめに入ります。まず，BEPS
行動計画２との関係で，日本が法整備をしなけ
ればならない課題として，法人税法２３条の２の
改正があります。これは，繰り返し述べたとお
りで，支払国で控除される配当については，益
金不算入の対象としない旨の改正を，来春にも
行う必要があります。
このとき，さらに，いくつかの問題が頭をか

すめます。たとえば，支払国で一部損金算入さ
れる場合や，損金算入ではなく，配当された利
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益に軽減課税が行われているような場合（かつ
て日本にもありました。）です。これらは，タ
ックス・ヘイブン対策税制との関係，連続性の
問題になってくるものと思われます。したがっ
て，来年に公表される行動計画３（外国子会社
合算税制・CFC税制や国外投資ファンド等税
制の強化）の結果を見てから，検討をすること
になると思います。また，９５％という益金不算
入割合については，やはり来年公表予定の行動
計画４（利子控除による税源浸食の制限）の結
果を見つつ，なぜ９５という数字が出ているのか，
また，内国法人からの受配と同様，負債利子対
応部分については益金に算入すべきではないか
という点について，再検討が必要であると思い
ます。このように，行動計画２は，行動計画３
および行動計画４と深く関わっており，とりわ
け，行動計画４が議論している利子控除の制限
について，どの程度深い議論が行われるかが，
注目されるところです。なお，本日は取り上げ
ませんでしたが，ハイブリッド・ミスマッチに
ついては，租税条約による対応も重要であり，
二重居住者や透明の主体が引き起こす問題に対
応するためのモデル条約の改正と同コメンタ
リーの改訂が，報告書で勧告されています。
行動計画２に関する今後の論点として，bot-

tom―up アプローチを採用したことから，今後，
関連者や structured arrangement を巡る概念
整理や，事実認定など，かなり難しい問題が生
じてきそうに思います。懸念されるのは，これ
らについて，さらに国家間の解釈の違いが生ま
れ，ミスマッチが再生産されるようなことです。
通常所得の範囲，支払いの概念，課税繰延べの
限度などについても，複数の解釈が可能ですか
ら，各国で違いが出て来ないように，十分な検
討が必要になると思います。
また，ハイブリッド金融手段とハイブリッド

主体とは互換性があること（どちらを使っても
同じようなミスマッチを作出できること）は，
ディスカッション・ドラフトでも意識されてい
ましたが，報告書は，このことを意識して，勧

告の体系を，ハイブリッド金融手段とハイブリ
ッド主体に基づくものから，DDとD/NI に基
づくものへと変更しました。
それから，これは各国の民事法制とも関係し

ますが，主体が透明であるか不透明であるかと
いう，これまでOECDの租税委員会が一貫し
て行ってきた区別が，これでいいのかどうかも，
考える余地があるかもしれません。たとえば，
日本の特定目的会社または特定目的信託に対す
る課税方法は，大まかには，利益留保をしない
限り，配当を損金算入する方式です。これらは，
法主体ではありますが，租税法では，一人前の
法人扱いはしていません。このような中間的な
ものは，もっとあり得るように思います。チェ
ック・ザ・ボックス規則の対象となる米国の
様々な事業体も，実態としては個人企業から会
社まで，様々なものがあります。このような中
間領域に関する税制の整備は，米国のパート
ナーシップ税制やトラスト税制に見られるよう
に，かなり複雑にはなります。しかし，こうし
た中間領域で新しい事業が起こり，新陳代謝に
よって産業の発展が促されてきたことも事実で
す。行動計画２におけるリバース・ハイブリッ
ドへの対応は，チェックをしなかった企業にや
や否定的にも感じられますが，非典型的な企業
形態にも配慮をした対応が望まれるように思い
ます。
同時に，各国の民事法制の違いも十分に配慮

されるべきだと思います。米国のように各州が
会社法やパートナーシップ法などの法人法，団
体法を形成し，コモンローの考え方で国家制定
法としての民法をおかない国と，日本のように，
制定法としての民法を持ち，法人法定主義に基
づき，自然人以外の法主体（権利義務の主体）
は国家制定法だけが作り出すことかできる，と
いう国では，税制のあり方も，民事法との関連
において，根本的に違う側面を持っています。
本日見た行動計画２の国内法の部分は，国内法
による税源浸食への対処を求めるもので，その
国内法とは租税法のことであると思いますが，
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民事法への（事実上の）影響についても，検討
することになるかもしれません。
最後に，行動計画２が対応したミスマッチは，

かなり限定されたものであったことを，もう一
度確認しておきたいと思います。すなわち，既
に述べましたように，たとえばハイブリッドや
リバース・ハイブリッドが存在すること自体に
は手を付けない，したがって，これらだけで生
じる二重課税や二重控除は問題としないという
方針の下で，二重の連結など何かもうひとつ仕
組みを使って，二重控除または控除と所得不算
入だけが生じるようにした場合にはじめて，措
置の対象とするということです。行動計画２の

対象としたミスマッチは，BEPSのうち最も可
視的な部分であり，直感的にも理解しやすいも
のだと思います。しかし，これも既に述べまし
たが，本質的な議論は，行動計画４（利子等の
損金算入を通じた税源浸食の制限）および行動
計画２（外国子会社合算税制の強化）において，
さらに進められるだろうと思います。
税制の不整合は，BEPSに関連したものに限

らず，様々なところに存在しています。不整合
は，租税裁定を生み出し，税負担回避のために
利用されるでしょう。行動計画２は，このこと
に気づかせてくれたと思います。
以上で，報告を終わります。
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討論会 ９月１８日�・午後

早稲田大学大学院会計研究科教授 青山 慶二
立教大学法学部国際ビジネス法学科教授 浅妻 章如

財務省主税局参事官室企画官 小宮 敦史
（株）東芝財務部長付（租研事業部長） 古田 洋

司会 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 渡辺 裕泰

●参加者（五十音順）

国際課税を巡る現状と課題

討論中に言及されている資料は、巻末「資料編６９頁～８７頁」に掲載されています。
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はじめに

（渡辺） パネルディスカッション「国際課税
をめぐる現状と課題」を始めさせていただきま
す。パネリストの方はただ今ご紹介いただきま
した４人の方々でございます。パネリストの
方々はそれぞれ組織に所属されているわけです
けれども，本日はその組織の意見というよりは，
個人としての資格でご参加いただいております
ので，その点はよろしくお願いいたします。ご
発言も個人としてのご発言ということで受け止
めていただければと思います。従いまして，こ
こではお名前を肩書なしのさん付けで呼ばせて
いだたきますので，この点もよろしくお願い申
し上げます。
本日のパネルディスカッションは全体が２部

構成になっております。第１部は「平成２６年度
税制改正の中の国際課税原則の帰属主義への見
直しについて」です。私から申し上げるまでも
なく，外国法人が国内に支店を持っております
場合に，支店に帰属する所得，もっと平たく言
えば，支店が稼いだ所得については法人税の申
告が必要ですけれども，その支店が自分で稼い
だ所得でないもの，本店が例えば日本の企業に
直接株式投資をしているような場合に，配当を
もらった所得はどうなるのか。申告をしなけれ
ばいけないのか。それとも源泉徴収だけでいい
のか。この辺が従来国内法と条約とで食い違っ
ておりました。
国内法は総合主義ですので，「それも申告し

てください」ということになっていたのですが，
条約の方は「それは源泉徴収だけでいいです」
ということになって，泣き別れておりました。
今回は国内法を条約と合わせるというようなこ
ともありまして，帰属主義に直したわけです。
そういう違ったところを合わせたという点も

あるのですけれども，逆に言うと，これまでと
別の変わったところもございます。例えば本店
と支店との間の内部取引です。こういうものは

従来は原則として認識しない，益金にも損金に
も入れないのだということにしておりましたけ
れども，今回は原則として「それは認識するの
です。認識する場合には，移転価格税制の独立
企業間価格でもってカウントするのです」とい
うようなことになってきたわけです。
それから，実際に条文をご覧になられた方は，

条文が相当入れ替わっているなということにお
気付きになられたかと思います。そういう面で
かなり大きな改正です。このことにつきまして
どんな改正であったのか。また，今後どんな問
題があるのか等々について第１部で議論させて
いただきたいと思っております。
第２部は「G２０／OECDを中心とした国際的

な議論の潮流」ということです。BEPSプロジ
ェクトの現状についてのディスカッションが中
心になるかと思います。BEPSは Base Erosion
and Profit Shifting の略ですけれども，アメリ
カの多国籍企業がヨーロッパで非常に低い税金
しか納めていないということについて主にドイ
ツ，イギリス，フランス等が怒って，こういう
行為をやめさせるべく始まったというものです。
OECDの租税委員会を中心にこの議論をし

ております。OECDの租税委員会の議長は現
在日本の浅川さんです。財務省の国際局長をや
っておられまして，かつて日米租税条約の改訂
を１０年ほど前に課長としてやられた方です。
ただ，従来税の話は大体OECDの租税委員

― 98 ―



会だけでやってきたわけですけれども，今回は
OECDの租税委員会が中心ではございますが，
OECDだけではなくて，OECD未加盟のG２０
のメンバーも入れているということです。入れ
ているというのは，単に議論に参加させるとい
うだけではなくて，投票権も他のOECD加盟
国と同じように１票を持ち，ついでに参加料を
払ってもらっているということで，全く対等に
やっていただいていますので，OECD・G２０プ
ロジェクトといったようなものです。その意味
で単なる税理論上の問題ということだけではな
くて，政治的な意味合いもかなり持ったものに
なってきているような気がいたします。
ちょうど一昨日にBEPS行動計画の中の７

つの問題について第１次報告書が出されたばか
りです。極めてホットなイシューで，今日はそ
れも含めて議論させていただきたいと思ってお
ります。
それから，第２部の最後に，時間がございま

すれば，自動的な情報交換の最近の動向につい
ても議論したいと思っております。
それでは，早速第１部の「国内法に定める国

際課税原則の帰属主義への見直し」につきまし
てのディスカッションを始めさせていただきま
す。最初に小宮さんからご説明いただきまして，
その後，青山さん，浅妻さん，古田さんからご
意見，ご質問を頂戴して，さらに小宮さんから
お三方のご質問にお答えいただくという順番で
進めさせていただきたいと思っております。
それでは，小宮さん，よろしくお願いいたし

ます。

Ⅰ．平成２６年度税制改正の概要
（国際課税原則の帰属主義への
見直し等）

（小宮） 私からは平成２６年度税制改正の概要
ということで，国際課税原則の見直しを中心に
ご説明をさせていただきます。

〔国際課税原則の帰属主義への見直しのポイン
ト〕国際課税資料１
国際課税資料１をお開きください。今回の改

正における国際課税原則の見直しは，渡辺さん
からもご紹介を頂きましたように，多岐にわた
る改正になっておりますので，この１枚紙で全
体像をご覧いただければと思っております。
今回のポイントは，資料の一番上にございま

す総合主義から帰属主義への移行という箇所で，
一言で申し上げますと，外国法人等に対する課
税原則を従来の総合主義から帰属主義に改めた
ということです。また，併せて，恒久的施設
（PE）に帰属する所得の算定について，２０１０
年に導入されましたOECDモデル租税条約新
７条の考え方，AuthorisedOECDApproach の
頭文字を取ってAOAと称しておりますけれど
も，このAOAに基づくものに変えたというこ
とです。
この内容に入る前に今回の改正に至る経緯を
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簡単にご紹介させていただきたいと思います。
従来の課税原則である総合主義は，外国法人等
が国内に恒久的施設を有して事業が行われてい
る場合，その外国法人の全ての国内源泉所得を
総合合算して課税をするという整理になってお
りました。
他方，先ほどもお話がございましたように，

租税条約では帰属主義，すなわち外国法人の国
内事業所得につきまして，恒久的施設に帰属す
るものについてのみ課税するという方式を採用
した租税条約のネットワークが広がっておりま
して，現在ではわが国が締結する全ての条約に
おいて帰属主義が採用されているといった状況
になっております。
その結果，わが国では租税条約締結国との間

では帰属主義，租税条約を締結していない国と
の間では総合主義といったように，課税原則の
二元化が定着していたという状況です。
一方，OECDでは，この部分を扱っている

モデル租税条約７条について改正を検討する動
きがありました。
OECDモデル条約７条は，もともと帰属主

義を原則としていたわけですけれども，その解
釈，或いは運用といったものは各国で統一され
ていませんでした。その結果として二重課税，
二重非課税の排除が効果的に行われていないと
いう問題提起がなされて，その改正の検討が行
われてきたわけです。
恒久的施設に帰属すべき利得を PE帰属所得

といいますけれども，この算定アプローチを定
式化するためのモデル租税条約７条の改正が
２０１０年に行われて，新７条が導入されたわけで
す。この新７条の導入によって，わが国の国内
法を新７条の考え方であるAOAに基づいて帰
属主義に見直そうといった機運が高まりまして，
平成２６年度の税制改正においてその見直しが行
われたという経緯です。
２６年税制改正の内容に戻らせていただきます。
資料の一番上の箱の２番目の矢羽の箇所です。
PE帰属所得の位置付けですが，かなり法律の

内容が改正されたとご紹介をいただきましたけ
れども，法制上の位置付けとして，PE帰属所
得を国内源泉所得の１つとして位置付けていま
す。
後ほど申しますように，この PE帰属所得に

ついては国内から生ずるものの他に，国外から
生ずるものもあります。アメリカの税制などは
この PE帰属所得を国内源泉所得と国外源泉所
得に区分しているという考え方を取っているよ
うですけれども，帰属主義を採用するヨーロッ
パの主要国は PE帰属所得全体を国内源泉所得
と位置付けているようです。わが国としては
ヨーロッパの主要国と同様に PE帰属所得は国
内源泉所得と位置付けることにしております。
PE帰属所得は，AOAに基づいて PEが本店

等から分離・独立した企業であると擬制した場
合に得られる所得という形にしております。こ
うした擬制を行いますので，先ほどお話がござ
いましたように，本店と PEの間における内部
取引について，独立企業間価格による取引が行
われたものと擬制して，内部取引損益を認識す
るということになっております。
また，PEへの資本配賦，利子控除制限を行

うことになります。これは PEが独立した企業
であるとした場合に必要とされる程度の資本を
配賦して，その資本に対応する部分の PEの支
払利子の損金算入を制限するというものです。
また，後ほどご説明しますけれども，帰属主

義への移行に伴いまして，外国法人に対する外
国税額控除が創設されています。以上が外国法
人等に対する課税です。
次は内国法人に対する課税です。内国法人に

つきましては，外国税額控除額を算出する場合
に，国外源泉所得の計算が必要になってくるわ
けです。今回の改正は，国外源泉所得につきま
して，内国法人の国外 PEに帰せられるべき所
得を国外源泉所得として定義するようにしてお
ります。従って，先ほど述べた外国法人の PE
帰属所得と同様に，この計算に当たっても内部
取引の認識が必要になります。この後，外国法
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人の PE帰属所得についてご説明いたしますけ
れども，この説明が内国法人の国外源泉所得の
算定の場合にも基本的には当てはまるとご理解
いただきながらお聞きいただければと思います。
最後に，「その他」の箇所に文書化という項

目がございます。PE帰属所得の計算において
内部取引損益を認識するとされましたので，そ
の内部取引があったのか，なかったのか，さら
にはどのような内容の内部取引が実はあったの
かということを明確にするための文書を作成し
ていただくことが必要とされております。この
点も外国法人だけではなく，内国法人にも当て
はまるということにご留意いただければと思い
ます。
最後は資料の一番下の注のところですけれど

も，これらの改正はかなり大がかりなものであ
りますので，準備期間等を考慮しまして，施行
の時期につきましては平成２８年４月１日以後に
開始する事業年度分の法人税及び平成２９年分以
後の所得税について適用されます。
〔対比表（総合主義・帰属主義）〕
国際課税資料２
国際課税資料２は，総合主義と帰属主義の対

比表です。これは今後お話しする内容も含めて，
全体を比較していただくものですので，全体が
終わってから，後ほどご覧いただければと思い
ますので，今回説明は割愛させていただきます。
〔総合主義と帰属主義の違い〕国際課税資料３
国際課税資料３をご覧ください。総合主義と

帰属主義の違いについて具体的なイメージをお
持ちいただくために，この図をご覧いただけれ
ばと思います。左側に総合主義，右側に帰属主
義の例示をイメージとして掲げさせていただい
ております。
総合主義のケースである左側の図をご覧いた

だきますと，日本の PEにおいて獲得した国内
事業所得に加えまして，楕円形で囲まれた本店
が直接稼得した国内源泉所得を総合合算したも
のが日本での申告対象所得であるという整理に
なっております。

この本店が直接獲得した国内源泉所得の例と
いたしましては，外国本店が日本の証券市場に
おいて有価証券を譲渡したときの譲渡益・キャ
ピタルゲインなどが当てはまります。その結果，
外国法人が日本に PEを持っている場合には，
その所得が PEに帰属するか否かに関係なく，
わが国で生じた所得の全てが法人税の対象とな
ります。他方で，PEが獲得した所得であって
も，PEが第三国で獲得したものは，右側のと
ころに六角形の点線に第三国源泉所得と書いて
ありますけれども，これは日本で生じた所得で
はないということで，国内源泉所得の対象とは
されていないというものです。
一方，右側の帰属主義のイメージの方に移っ

ていただきますと，PEに帰属する所得が法人
税の課税対象だという考え方で課税関係を整理
するというものです。従いまして，左側の図で
課税対象であった本店が直接稼得した所得は，
PEに帰属する所得ではありませんので，右側
の図では点線で課税対象外とされているわけで
す。他方で，左側の図で点線六角形にありまし
た第三国源泉所得につきましては PEに帰属す
る所得ですので，その所得が発生した場所に関
係なく，新たに課税対象になるということです。
これが実線の六角形の部分です。
帰属主義への移行に伴いまして，このように

実線の六角形の部分の第三国源泉所得が法人税
の課税対象とされますので，この所得に対して
第三国と日本で二重課税が生じる可能性が生じ
てきます。これを解消するために，外国法人の
PE帰属所得について外国税額控除制度が創設
されたということです。
〔総合主義（全所得主義）と帰属主義の課税方
式の違い（所得の種類別）〕
国際課税資料４
続いて，国際課税資料４は総合主義と帰属主

義の課税方式の違いです。これを所得種類別に
整理した表です。これも左側が総合主義，右側
が帰属主義ということです。
総合主義の下では，外国法人が PEを有する
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場合はすべからく国内事業所得のみならず，資
産の運用・保有，資産譲渡等々，全て国内源泉
所得は法人税の課税対象ということになってお
ります。
右側の帰属主義のところをご覧いただきます

と，「PEあり」のところは PE帰属所得と PE
非帰属国内源泉所得という２つの所得に区分さ
れているわけです。例えば PEが利子・配当を
得た場合ですが，総合主義の場合は，それは事
業所得ではなく，利子・配当所得という分類に
なっておりますけれども，帰属主義の下で PE
がある場合には，PE帰属所得という形で法人
税の課税関係が整理されるということになりま
す。
表の左と右で課税の取扱いに違いが生じてい

る部分が２カ所ほどございます。まず点線で囲
まれた注３・注４と書いてある部分ですけれど
も，これは PEを有する外国法人の PE帰属所
得について，先ほどの実線の六角形の第三国源
泉所得の部分に当たります。
次は点線で囲まれた注５と書いてある部分で

す。これは総合主義の下では課税対象とされて
いたけれども，帰属主義に移行すると課税対象
外になるということです。先ほどの楕円形の部
分ということになります。
以上，簡単ですけれども，所得の種類別の違

いです。
〔外国法人の国内支店に対する課税の新しい考
え方（OECD承認アプローチ）〕
国際課税資料５
続きまして，外国法人の国内支店に対する課

税の新しい考え方ということで，国際課税資料
５にAOAの考え方についての図をご用意させ
ていただきました。AOA，OECD承認アプロー
チは，先ほど来申し上げているように PEに帰
属する所得の算定をするアプローチです。
この考え方ですけれども，法人格が同一の本

店と支店について別々の法人である親会社と子
会社に見立てるというものです。具体的にどう
いうことになるかというと，まず第１に PEの

果たす機能及び事実関係に基づいて外部取引，
資産，リスク，資本を PEに帰属させるという
ことです。２番目に，PEと本店との内部取引
を認識するということです。３番目に，その内
部取引が独立企業間価格で行われたものとする
ということです。この３点に基づいて PE帰属
所得を算定しようというものです。このような
AOAの考え方に沿って国際課税原則を見直す
ということなったわけです。
資料の左側の改正前のところをご覧いただき

ますと，改正前に本支店間で仮に本店に利子を
支払う，或いは支店が本店から利子を受け取る
といった内部取引があったとしても，それは認
識をしないということになっております。これ
が右側に行きますと，支店が本店に利子を支払
えば，それを認識すると，支店の所得はその分
減るということになるわけです。
ただし，金額が独立企業間価格と異なる場合

につきましては移転価格税制に相当する措置に
よる独立企業間価格に引き直すことになります。
この例にあるように，本支店間では支払利子は
２０であるという認識をしていたとしても，独立
企業間価格は１０であるといった場合につきまし
ては，移転価格税制に相当する措置により内部
取引価格を１０に引き直すことになるわけです。
また，PE帰属所得の計算において PEを独

立した法人と見なすというわけですので，PE
の必要な資本を認識していただくことになりま
す。PEのあるべき資本というものを計算して，
PEが実際に計上した資本と比較をするという
ことです。
一番右側の下のところに図が描いてあります

けれども，PEが実際に計上した資本が PEの
あるべき資本に足りないという場合は，余計に
借り入れているということになりますので，そ
の少ない部分に対応する負債は資本に相当する
ものであると見なしまして，対応する利子の損
金算入を制限するという措置が講じられている
わけです。
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〔総合主義から帰属主義への移行の意義（二重
課税又は二重非課税のリスクの緩和）〕
国際課税資料６
国際課税資料６に，総合主義から帰属主義へ

の移行の意義ということで，資料を用意させて
いただいております。これは帰属主義といって
も，AOAに沿った帰属主義ということです。
まず帰属主義ということでありますと，第１

に先ほど来申し上げているように，租税条約と
国内法の二元化の問題が帰属主義に統一される
ということで，簡素で，かつ国際的に調和の取
れた税制に近づくということです。その結果，
対内・対外投資に好影響を及ぼすことが期待さ
れるというのが第１点です。
無形資産の使用料といった本支店間の内部取

引損益を認識するということをAOAではルー
ル化しております。それに各国が従うことによ
って国際的な二重課税，又は二重非課税のリス
クが緩和できるということになります。
現在，日本は内部取引損益を認識していない

わけですので，仮に外国がAOAに沿った帰属
主義，日本が改正前の総合主義ということにな
ると，使用料が日本の支店から外国の本店に支
払われるというような資料の中央のケースで見
ますと，外国では使用料の受け取りを認識しま
すが，日本では支払いを認識しない（損金に算
入されない）ということになるので，その部分
が二重課税になるというような状態になります。
下は逆の場合で，この場合には二重非課税が生
じるということになります。
これについて各国がそれぞれAOAで対応す

るということになると，片方で課税所得が増え
た分は片方で減るということで，非常にバラン
スが取れた形になるということで，国際的な二
重課税，二重非課税の解消につながっていくと
考えられます。
第２点といたしましては，支店の形態と子会

社の形態とで課税原則が同じ形になってまいり
ます。その支店形態と子会社形態との間のミス
マッチが解消するということが考えられます。

第３点ですけれども，我が国が締結している
条約は旧７条をベースにしたものが多いわけで
すけれども，そこについて新７条を導入してい
くということで，国際課税資料６に書いてある
ことが実現していくということになります。た
だ，旧７条締結国との間でも，旧７条の中で容
認された範囲の内部取引というものが一致いた
しますので，二重課税，二重非課税の範囲は今
よりは狭くなると考えられるところです。
〔内国法人に対する外国税額控除〕
国際課税資料７
これにつきましては，繰り返しになりますけ

れども，AOAの考え方は本店と支店が分離・
独立した企業であるという擬制に立っておりま
すので，内国法人の外国税額控除における国外
所得の計算においても，国外 PEが得る所得を
国外源泉所得として認識するという形になって
おります。
国外 PEが得る所得の算定は，これまでご説

明した外国法人の PE帰属所得の算定と基本的
に同様という考え方によるわけです。これまで
認識されていなかった本店との内部取引を認識
して，国外所得を計算することになります。
また，国外 PEが日本から得るような所得が

あるわけですけれども，右側の六角形のところ
です。これは国内から利子配当を得るわけです
けれども，帰属が国外の PEですので，国外支
店帰属所得，国外所得という形で認識するとい
う形になるわけです。
以上が今回の課税原則の見直しに伴う全体像

ということになります。
〔移転価格税制における第三者介在取引の対象
範囲の見直し〕国際課税資料８
国際課税資料８は，２６年度税制改正でもう１

点ほどご紹介したい項目がございますので，こ
れを簡単に説明させていただきます。
これは移転価格税制に関する見直しです。ご

案内のとおり，移転価格税制につきましては，
国外関連取引が制度の対象になっているわけで
すけれども，内国法人と国外関連者との間に第
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三者を介在させることによって移転価格税制の
適用を逃れようという行為が想定されます。
このような行為を第三者介在取引といいます

が，これまでも第三者介在取引につきましては，
法人と非関連者との取引を国外関連取引と見な
して，移転価格税制を適用するという措置が講
じられておりましたが，その第三者介在取引の
範囲は資産の販売，譲渡等の取引に限定されて
いました。
今回の改正では，第三者を介在させた金銭の

貸付け，保険，信用の保証といった役務取引，
サービス取引等についても同様に移転価格税制
の対象に含めることとされました。従って，再
保険契約といったような取引が第三者介在取引
の対象に含まれることとなります。
私からのご説明は以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 小宮さん，どうもありがとうござい
ました。大変要領よく大量なものをご説明いた
だきまして感謝申し上げます。
それでは，パネラーの方から順次ご意見，ご

質問をお伺いしたいと思います。最初に青山さ
んからお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．平成２６年度税制改正概要への
意見

（青山） 今の小宮さんからのご説明で，理論
体系が難しく実施する上でも手続き面の複雑さ
を伴う帰属主義につきまして，大変わかりやす
い図を交えたご説明を頂き，ありがとうござい
ました。
私も今年の『税法六法』の２６年版を拝見しま

すと，帰属主義に向けての今回の改正というの
は非常に広い範囲に条文がわたっていて，政省
令にわたるまで詳細な改正になっているという
ことがわかりました。恐らく財務省参事官室で
のご努力は大変なものだったと敬意を表したい

と思います。その上で，私からは総論と各論に
分けて幾つかのコメントと質問をさせていただ
きます。
〔帰属主義の意義〕
まず今回の改正によりまして帰属主義の下で

の課税の仕組みに透明性が保障され，かつ PE
の吸引力というものがなくなったことから，わ
が国にとってはインバウンドの投資のインセン
ティブを高める効果があったと評価されます。
ただし，次に申し上げるような懸念も残ると思
いますので，その点についてご意見をお聞かせ
いただければと思います。
〔帰属主義のグローバル基準化に向けたハード
ル〕
１点目は，AOAベースの帰属主義について

です。先ほどのご説明では国境の両側がAOA
に沿った国内法改正，或いは条約の整備が行わ
れて初めて二重課税，二重非課税が解消される
ということでしたけれども，残念ながら帰属主
義を全面的には受け入れていない国々が特に途
上国を中心にして残っております。そのような
状況の下では，本邦企業の立場から見たアウト
バウンド投資における二重課税のリスクや解消
されない不平等な競争条件が残るのではないか
と思われます。
これを減らすためには，バイでは租税条約交

渉での帰属主義の徹底に向けた先方への働きか
け，或いはマルチの場ではOECDなどを通じ
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て各国の国内法整備の状況のモニタリングなど
をやっていかなければいけないと思いますけれ
ども，これらについてOECDベースではどの
ような話し合いがされているのでしょうか。こ
れが１点目です。
〔租税回避への耐久力の評価〕
総論の２点目は，今回AOAに基づく帰属主

義の制度設計の下で，機能・リスク分析をベー
スとした重要な人的機能の重視及びそれを支え
る文書化の拡充などを通じまして，理念的には，
この後の課題になりますけれども，BEPSなど
の租税回避防止を高める効果があると信じられ
ています。
他方，そのツールを使いこなす課税当局にと

りましては，高い執行能力の具備を求めざるを
得ないという宿命がございます。BEPSのプロ
ジェクトでは移転価格税制の執行の困難性が正
面から取り上げられていて，その困難性から来
る租税回避行為への耐久力が検討の俎上に上っ
ているわけですけれども，移転価格と同様なメ
カニズムを持つAOAの将来も同様な懸念があ
るのではないかということです。
その意味では今回の改正で，例えば本支店間

の金融保証や再保険取引を除外し，或いは租税
回避否認規定を加えたのは適切と私は思います
けれども，この租税回避否認規定につきまして
は現時点でどのような状況で活用できると予測
されているのか。差し障りのない範囲で伺えれ
ばと思います。
〔TP税制との格差の縮小〕
それから，本支店間ベースでのこのような立

法整備が進みますと，BEPSの方で移転価格の
耐久力が問われている状況を考え併せますと，
国内法ベースでの親子会社間の取り扱い，すな
わち移転価格税制との格差を再認識させること
になるのではないかと考えられます。これを縮
小する努力は予定されているのかどうかについ
てもお伺いしたいと思います。
〔PE帰属所得とその他国内源泉所得〕
各論について簡単に項目だけ申し上げさせて

いただきます。１点目は PE帰属所得とその他
国内源泉所得との関係です。人的役務の提供所
得や事業譲渡類似株式などについて，PE帰属
所得への優先当てはめに加えまして，その他の
国内源泉所得への分類を維持したと先ほどの図
では理解致しました。
このことは将来BEPSプロジェクトなどを

通じまして，例えばサービス PEの概念などが
拡大する可能性を見据えてのことでしょうか。
サービス PEといいますのは物理的施設がなく
ても，提供者の滞在期間によって PEを認定で
きるようなシステムです。これもちょっとうが
った見方かもしれませんけれども，その点につ
いてお聞かせいただければと思います。
〔内部取引の文書化〕
次に，費用配賦につきましては，根拠となる

文書を保管していないと費用配賦そのものを認
めないという従来の考え方が維持されると伺っ
ていますけれども，今回の支払いが行われた内
部取引の文書化，例えばロイヤルティーなどの
文書化がなされていない場合に，課税当局は機
能・リスク分析をスキップして，支払いの損金
算入を否認できるのでしょうか。これも確認の
ためにお伺いさせていただきたいと思います。
〔移転価格の未解決の問題〕
また，これに関連しては，無形資産のところ

で例えばのれんや集合的労働力など，移転価格
の分野で未解決の問題が恐らくAOAの分野で
も共通して課題になってくると思いますので，
早い時期のコンセンサスが望まれると思います。
〔納税者向けガイダンス〕
各論の最後ですけれども，外国法人の外税控

除につきましては３カ国が関連するケースが現
れて，複雑な適用関係が予測されますので，多
様なケースに対応した納税者向けのガイダンス
が必要ではなかろうかと考えます。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，次に，浅妻さん，どうぞよ
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ろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

〔帰属所得主義について〕
（浅妻） １点に絞りたいと思います。PEの
帰属利得に関しまして法人税法１４７条の２がで
きまして，同族会社の行為計算否認に類するよ
うな否認規定が設けられたのですけれども，こ
れに関して，PEの帰属利得を計算するという
ことはアームズ・レングスで計算することを擬
制するものでありますと，私法上は本支店間で
取引がないけれども，みなし規定としてアーム
ズ・レングスで考えるということは，PE帰属
利得がそもそも否認規定ぽいものなのではない
か。そうすると，それに屋上屋を架して，１４７
条の２を設けるような考え方というのはちょっ
とやり過ぎなのではないかといった疑問があり
得るところです。
ただ，私個人としては，１４７条の２の存在意

義は一応ありうると思っております。というの
は，アームズ・レングスに準拠して PE帰属利
得を考えますということになっているのですけ
れども，アームズ・レングス取引の中でも PE
の帰属利得の計算において考えてはいけないよ
うな類型の取引というものがあるのではないか
と思われます。
国際課税資料５，６では支払利子とか，使用

料というタイプをこれからは擬制して考えてい

くのだということなのですが，例えば保険取引
は本支店間では擬制されないことになっていま
す。親子会社，子会社間だったら，或いはアー
ムズ・レングスだったら保険取引というのは当
然あり得るわけですけれども，本支店間ではな
いということになっております。ですから，
アームズ・レングスの世界では存在し得る取引
なのだけれども，PEに関しては考えないとい
うことがあるということがOECDでも話し合
われて，日本でも採用されているところです。
保険取引以外にも，アームズ・レングスでは

存在し得るが PE帰属利得の計算においては無
視すべきようなタイプの取引，というのがある
のかもしれないと思っております。ですか
ら，１４７条の２は一応みなし規定ではあるので
すけれども，さらに否認規定を念のために付け
加えておく必要があったのかなと思っておりま
す。ただし，私個人はこの考え方について「税
大ジャーナル」の方に書いたのですが，若干限
界もあるだろうと思っているのです。
今の段階で小宮さんが「どういうものが否認

されるタイプです」と言うことは難しい段階だ
ろうと思うのです。私が今日述べました推測に
ついて良いとも，悪いとも言いにくいと思うの
ですが，そういうコメントです。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 浅妻さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，最後に，古田さん，どうぞ
よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（古田） 小宮さん，ご丁寧なご説明をどうも
ありがとうございました。
〔内国法人である一般事業会社における注意点
について〕
私の方からは次の３つのお願い，或いは確認

をさせていただければと思います。１つ目は，
内国法人である一般事業会社における注意点に
ついてです。総合主義から帰属主義への移行に
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つきましては，大きく影響を受けるのが外国法
人であるということ，或いは平成２８年４月１日
以後に開始する事業年度から適用されるという
ことで，内国法人，特に銀行や商社というより
は，弊社のような一般事業会社では少し油断が
あり，その対応への意識があまり高くないので
はないかと考えております。
つまり，本格的な準備に着手している企業は

少ないのではないか，むしろ具体的にどのよう
な影響があるのか学習を始めた企業がほとんど
ではないかと思われます。しかし，内国法人に
つきましても，少なくとも次の２つに関しては
影響があるとされておりまして，それなりの手
当てをしておく必要がございます。１つは外国
税額控除制度における国外源泉所得の計算，他
の１つが内部取引に関わる文書化です。
ただし，この点に関しましても，旧モデル７

条，或いは新モデル７条の比較を含めた帰属主
義の概念そのものが複雑であること，その改正
点に関連するポイントが非常に多岐にわたって
大量であるということを考慮いたしますと，完
全に理解している方は非常に少ないのではない
でしょうか。
本年４月には，ここ租研におきまして財務省

主税局担当者様よりご説明いただいております
が，従来にも増して長時間ご説明いただいても
足りないぐらいであったことからも明らかなよ
うに，その複雑さや量の多さは際立っておりま

した。
弊職自身も対応に当たりまして，何か漏れが

あるのではないかという不安を持っております
ので，いま一度，帰属主義への移行に関しまし
て，内国法人，特に一般事業会社にどのような
影響があるのか，いわゆる注意点，準備が必要
となる点につきまして，先ほどの２点以外に他
に何かあるのかも含め，少しかみ砕いてご整理，
ご教示いただければと思います。
〔国外源泉所得の計算について〕
２点目は国外源泉所得の計算についてです。

国外源泉所得の計算につきましては，現在まで
国内源泉所得以外が国外源泉所得とされてきた
ものが，国外 PE帰属所得を中心として，いわ
ゆる積み上げ方式により算出することになって
おります。
この国外 PE帰属所得の把握も PEの機能及

びリスクを分析して，共通費用配分，資本の配
賦，負債利子の加算等を考慮に入れなければな
りません。一言で申し上げますと，非常に複数
な手続きが要求されるわけです。ただし，国外
PE帰属所得の中には，技術者を派遣して，た
またま１８３日を超えてしまったというような，
いわゆる一時的に発生するようなものもござい
ます。このようなケースにまで複雑な計算を要
求するのは少し無理があるような気がいたしま
す。もちろん，これは一例でございますが，
ケースに応じて少し簡易的な措置を施していた
だくような運用の面での配慮を今後ご検討いた
だけませんでしょうか。
〔内部取引に関わる文書化について〕
３点目が内部取引に関わる文書化です。国外

源泉所得の計算に関わってくると思われますが，
内国法人の本店と国外事業所等との間の内部取
引につきましては文書化が必要となり，独立企
業間価格が要求され，さらにその算定は移転価
格税制と同様とされ，その算定に関する文書化
も要求されております。
この文書を準備する際，もう少し具体的にど

のようなものが必要となるのか，インストラク
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ションを頂ければと思います。例えば契約書が
ない場合，作成すべき契約書類似書類の例示サ
ンプル，国外事業所等が果たす機能，リスクに
関する書類の例示サンプル等がありますと幸い
です。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 古田さん，どうもありがとうござい
ました。PEの代表は支店ですけれども，支店
というのは全ての業種が持っているわけではあ
りません。金融機関の場合には海外支店を持っ
ているケースが非常に多いわけですけれども，
一般の事業会社では支店は持っていない，現地
法人・子会社しか持っていないというケースが
多いです。そういうことで，事業会社はちょっ
と違うのだというお話があったのではないかな
と思います。
それでは，小宮さんの方から今のお三方から

のご質問，ご意見についてのお考え，お答えを
よろしくお願い申し上げます。
―――――――――――――――――――――

（小宮） ３人のパネラーの皆様から非常に貴
重なコメント，ご意見，ご質問を頂きましてあ
りがとうございました。順不同でお答えをさせ
ていただきたいと思います。
〔PE帰属所得に係る行為計算否認規定〕
PE帰属所得に係る行為計算否認規定につき

まして，浅妻さんから規定の趣旨，或いは場面，
それから，青山さんからも適用場面，移転価格
税制との格差といった点についてご質問を頂い
ております。
外国法人の PE課税につきましては，同一法

人の内部で機能，資産，リスクの帰属を人為的
に操作するということが比較的容易であるだろ
うということから，同族会社と同様に潜在的な
租税回避リスクが高いのではないかと考えられ
るところです。
機能，リスク等の帰属に関する人為的操作と

一口で申しましても，同一法人内部ということ

なので，相当多様なバリエーションがあるので
はないかと考えているところです。その中には
個々の取引だけに着目すると独立企業原則と整
合的だけれども，全体として見た場合には税目
的の観点から問題があるのではないかという場
面があるのではないかと考えております。
具体的なケースをこの場で申し上げるのは難

しいのですけれども，例えば外国法人の日本支
店が本店とが取引を行う場合に，日本支店と本
店との間に意図的に外部の第三者を間に挟むこ
とにより，結果として支店が独立企業間価格を
超える支払いを行うことにより PE帰属所得を
圧縮するということも考えられます。このケー
スでは，支店と外部の第三者の取引は，移転価
格税制の対象にはならないわけです。こういっ
た PE帰属所得を減少させるようなケースも抽
象的には考えられるのではないかということで
す。そのため，外国法人の PE課税に関しまし
て，同族会社の行為計算否認規定に類似したよ
うな包括的な租税回避防止規定を設けるという
形にさせていただいております。
他方で，そうすると移転価格税制と格差が出

てくるではないかということですけれども，そ
の点について対応するということになってくる
と，例えばGAARのような一般的行為計算否
認規定を措置してはどうかといった議論につな
がってくるのかもしれません。これにつきまし
ては課税の現状とか，国際的な潮流といったも
のを勘案しながら，導入が本当に必要なのかど
うかというのを今後検討していく必要があるの
かどうかというところだと考えております。現
時点ではGAARを措置しなければいけないと
いうところではございません。
〔所得計算の簡素化〕
続いて，所得計算の簡素化について古田さん

の方からご質問，ご確認事項がございました。
今回の改正は確かにかなり複雑なところもござ
いますし，私どもといたしましても，納税者の
方々の事務負担，コストといったものについて
は十分配慮していかなければいけないと考えて
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いるところです。
他方で，適正な課税という目的もないがしろ

にはできないというバランスの中で今回の制度
を仕組んでいったわけです。その中でご関心の
点について，お答えになっているかどうかよく
わかりませんけれども，申し上げますと，今回
の改正では PE帰属所得の計算において内部取
引を認識してくださいということになっている
わけです。他方で，従来のような本店としての
共通経費について，本店配賦経費を配分すると
いう仕組みも存置されています。
従って，PEにおいて費用計上する場合にお

いて，PEと外国本店に内部取引があったと認
識する方法もあれば，外国法人全体として利用
した共通経費をその内容に応じて日本 PEに配
分するという両方を取り得るケースもあるので
はないかと思います。もしそういう場合であれ
ば，後者を選んでいただければ，従来の実務慣
行を変える必要がないという意味では事務負担
の軽減につながる可能性があると考えておりま
す。
また，PE帰属所得計算，負債利子の加算調

整等の話ですけれども，確かに利子加算調整を
行う場合には国外 PE帰属資本相当額を計算し
ていただくということになっております。この
方法につきましても，一般事業会社は特例的に
リスクを加味せずに，簿価を用いて計算するこ
とができるという簡便法が措置されており，一
定の事務負担に配慮しております。
さらに申し上げますと，この利子の加算調整

自体は内国法人が国外源泉所得の外国税額控除
の枠を算出する際の計算であり，申告書への書
類添付がある場合に限り，適用が認められると
いうことです。銀行，証券会社以外の内国法人
については，その選択により利子の加算調整自
体を行わないことも実務的には可能なのではな
いかと考えられるところです。
〔文書化について〕
文書化の点につきまして古田さん，青山さん

からご質問を頂いているところです。古田さん

からは文書化の詳細，それから，契約書がない
場合の対応ということでご質問を頂いています。
国外事業所等に帰属する所得ですけれども，

その内部取引を加味するのですが，内部取引の
内容は国外 PEの機能や事実関係に基づいて判
断されるということで，文書化というのはその
判断の重要な出発点になるわけです。納税者に
とりましても，内部取引に関するご自身の認識
を表した文書を作成するということで，税務リ
スクの軽減，予見可能性の向上につながると考
えているところです。税務当局にとりましても，
先ほど申し上げたような出発点ですので，税務
執行が明確化されることが期待されるわけです。
内部取引について契約書というのは当然には

作成されないというものですので，契約書がな
い場合につきましては，どのような内部取引を
どのような条件で行ったのかを明らかにすると
いうことで，第三者間で取引を行う場合に通常
記載される取引条件，或いは取引内容等につい
て明示された書類を用意していただくという必
要があるわけです。
また，青山さんから内部取引の文書化をして

いない場合についてのご質問を頂きましたけれ
ども，内部取引の文書化がないからといって，
直ちに内部取引自体がなかったということには
ならないということです。内部取引の有無，金
額の妥当性につきましては，それ以外の各種の
事実関係に基づいて判断されるということにな
ろうかと考えております。
〔グローバル基準化に向けたハードル〕
青山さんからAOAベースの帰属主義のグ

ローバル基準化に向けたハードルというご指摘
がございました。確かにマルチのOECDの場
での議論が必要になってくると思います。
日本の努力といたしましては，条約改正とい

うことで，昨年１２月に署名をされました改正日
英租税条約におきましてはAOAベースの帰属
主義が初めて導入されることになっております。
今後も租税条約の締結，改正の際に相手国と交
渉をしながら，基本的にAOAを導入していき
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たいと考えているところです。
〔PE帰属所得の分類〕
税制改正の PE帰属所得の位置付けにつきま

して，位置付けというか，分類につきまして将
来サービス PEが拡大する状況を見据えてかと
いうご指摘も青山さんから頂いております。
今回はさすがにそこまでは考えていないとい

うのが正直なところです。サービス PEが拡大
するのを所与のものとわれわれは考えているわ
けではございません。PEの範囲につきまして
は，BEPSプロジェクトをはじめとして，国際
的にもまだ議論が進んでいるところですので，
その議論の進行を踏まえつつ検討していければ
と考えております。
〔外税控除〕
また，外国法人の外税控除について３カ国が

関連するケース等ですが，具体的なケースにつ
いて納税者の方々に対してどういうガイダンス
をしていくのかというのは，いろいろな方々の
ご質問，ご意見をこれから幅広くお伺いしなが
ら対応を検討していきたいと思っております。
〔一般事業会社における注意点〕
古田さんから一般事業会社における注意点と

いうことです。確かに支店を有する一般事業会
社がどこまであるのかという点があろうかと思
いますし，まさに注意すべき点を古田さんにお
っしゃっていただいたので，あまり付け加える
ところはないのです。
あえて付け加えるとすると，今回の改正によ

り外国法人の PE帰属所得の計算において内部
取引を認識していただくわけですけれども，そ
の内部取引の認識のタイミングについてです。
外部取引と連動しての内部取引，例えば本店か
ら日本支店に内部売り上げがあって，それを日
本支店が外部に売り上げるといったような場合
には，法人全体としてその損益を認識したか否
かに拘わらず，内部取引があった時点で，内部
取引損益が生じた段階で認識をしていただくと
いうことになります。
ですから，内国法人の場合は外国に PEがあ

るわけですから，外国の PEが日本本店に対し
て内部売り上げを認識して，その後，本店が外
部に売り上げを認識するというケースでは，外
部への売り上げを認識していないという段階で
あっても，PEが本店に対して売り上げを認識
したら，その段階で国外所得金額を認識してい
ただくということになるということです。その
他にも細かいところがあると思いますが，そう
いった点についてはご留意いただければと思い
ます。
私からは以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 小宮さん，どうもありがとうござい
ました。
今回の帰属主義への見直しは，実際に実施さ

れますのは，平成２８年４月１日以降に開始する
事業年度からで，まだ時間はあるわけです。今
お聞きいただきましたように，ある面で支店に
本来ない資本金の配賦をするとか，相当精緻に
できたものですので，執行の段階になるとまた
いろいろ問題が出てくるかもしれません。そん
な意味で各企業の方もご関心を持っていただき，
自分のところはどうなるのかということで，時
間があります間になるべくのご準備をいただけ
ればという感じがするわけです。
それでは，以上で第１部を終わらせていただ

きまして，第２部の「BEPS及び自動的情報交
換」に移らせていだたきます。最初に小宮さん
の方からBEPSの現状及び自動的情報交換に
ついてご説明をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――
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Ⅲ．G２０／OECDを中心とした国
際的な議論の潮流

１．BEPS（税源浸食と利益移転）プロジェク
トの現状

（小宮） また資料をお開きいただきまして，
国際課税資料９のBEPSの方から始めさせて
いただければと思います。
〔税源浸食と利益移転（BEPS）行動計画〕
国際課税資料９
BEPS 行動計画の現状を簡単に取りまとめて

おります。そもそもこの行動計画の発端は，
リーマンショック後，各国は非常に財政状況が
悪化して，増税，或いは歳出削減という形で多
くの国民負担を求めてきております。そういう
中で，グローバル企業が国際的な税の隙間とか，
抜け穴を利用して税負担を軽減し，圧縮してい
る，ほとんど税金を払っていないという問題が
欧米でかなり政治問題化しております。
こういった問題がかなり盛り上がったのです

が，その対応に関して一国だけでできるかとい
うと，１カ所をふさいでも，また他のところに
行ってしまえば意味がないわけです。そこで，
国際協調による取り組みが必要だということで，
先ほどご紹介がございましたように財務省の国
際局長である浅川が議長を務めております
OECD租税委員会におきまして，「税源浸食と
利益移転」は英語でBase Erosion and Profit
Shifting ですけれども，その頭文字を取って
BEPSと呼ばれるプロジェクトを立ち上げたと
いうことです。
これはG２０という国際的な場で非常に熱心に

議論されているところで，昨年７月のG２０の財
務大臣会合，それから，９月のG２０サミット，
首脳会合でも議論が行われて，G２０諸国から全
面的な支持が得られているというところです。
BEPS行動計画の重要な点は，OECDだけで

はなくて，G２０という枠組みを設けたというと
ころにあります。３番目の○のところに※で

OECD以外にどんなメンバーがいるかという
のを並べております。中国，インド，ロシア，
アルゼンチン，ブラジル，インドネシア，サウ
ジアラビア，南アフリカと非常に有力な経済新
興国が含まれております。こういったメンバー
を含むことによりまして，先進国と新興国の双
方を含んで実効性のある議論を進めていく場と
なることが期待されているわけです。
〔BEPSプロジェクトの歩み〕国際課税資料１０
国際課税資料１０はBEPSプロジェクトの歩

みですので，これは割愛させていただきます。
〔BEPSの問題点〕国際課税資料１１
国際課税資料１１をお開きください。BEPSの

問題点です。これはあらためて申し上げるまで
もございませんけれども，どのような問題があ
るかということをOECDの作ったBEPS行動
計画の内容に基づいて整理したものです。
多国籍企業が先ほど申し上げましたような過

度な節税対策によって税負担を軽減しています。
これによって何が起こるかということですけれ
ども，まず政府にとってみますと，下線を引い
たところになりますが，政治問題化したという
ことでもわかりますように，納税者の不公平感
が非常に高まるということです。それによって
税制全体に対する信頼が揺らいでしまうという
非常に大きな問題がございます。
また，企業にとっても「節税を行っているだ

けで，よいではないか」ということではござい
ません。特に日本の企業はそういったBEPS
を利用した節税をあまり行っていないと承知し
ていますが，そういうBEPS を利用した節税
を行っていない企業，或いはBEPSを利用で
きない国内企業，典型的には中小企業ですけれ
ども，こういった企業がBEPSで税金をあま
り払っていないグローバル企業と本当に対等に
競争できるかというと，なかなかそうもいかな
い。競争条件は不利になっているということが
ございますので，公平な競争条件を整備すると
いう意味でもBEPSは非常に問題があるとい
うところです。
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従って，BEPS対策のための国際協調の取り
組みというのは，納税者の税制に対する信頼の
確保，公正な企業活動の促進による堅実な経済
成長という意味で大きな意味があるという点に
ついて経済界の皆様のご理解を頂ければと考え
ているところです。
〔OECD租税委員会BEPS行動計画（概要）〕
国際課税資料１２―１４
国際課税資料１２から１４にBEPS行動計画の

項目を並べております。BEPS行動計画は１５の
行動計画（アクションプラン）に分かれており
ます。それを項目ごとに期限を切って結論を出
すという取り組みです。これまでいずれも
OECDの場で何回ともなく議論されてきたよ
うな話題も含まれているわけですけれども，こ
れについて期限を切って結論を出すということ
にしたわけです。
一昨日の９月１６日に第１弾の報告書が公表さ

れております。昨日の新聞にもかなり報道され
ておりましたので，皆様もご覧いただいたのか
なと思っております。この資料に網かけをした
部分が第１弾の報告書に該当するところで，期
限が２０１４年９月となっております。
その他の行動計画につきましては，２０１５年９

月，それから，２０１５年１２月といった期限が付さ
れておりますので，さらにもう１年以上検討・
議論を続けて全体が取りまとめられる予定です。
ちなみに今回９月に取りまとめられた報告書

につきましては，この週末にオーストラリアの
ケアンズで行われますG２０の財務大臣会合に提
出されると聞いております。
今回，国際課税資料１２では１番，２番，５番，

国際課税資料１３で６番，８番，それから，国際
課税資料１４で１３，１５番という７つの報告書が取
りまとまったわけです。本日はその主な行動に
ついてご説明させていただきたいと思います。
〔行動１ 電子経済の課税上の課題への対処〕
国際課税資料１５
国際課税資料１５をお開きください。行動１「電

子経済の課税上の課題への対処」です。電子経

済という耳慣れない訳語を使っておりますけれ
ども，原文では digital economyと書かれてい
ます。電子商取引等の新たなビジネスモデルに
対して現行の国際課税ルールで，法人税等の直
接税，それから，間接税，消費税の課税が十分
に行えていない恐れがあるという問題意識の下
でその対応策を検討してきたものです。今回は
かなり分厚い報告書が出されておりますけれど
も，それをあえて簡単にまとめております。
電子経済がもたらす課税上の課題ということ

で４点ほど指摘をされております。①から④ま
でございますけれども，このうち①から③が直
接税，④が間接税に関する課題として指摘をさ
れております。
①ですが，事業所得につきまして，先ほど来

申し上げている PEの関係で，PEなくして課
税なしという原則がございます。これまでも電
子取引に係るサーバは PEとして扱われるとい
うことになっておりますけれども，そのサーバ
すら顧客の所在国にはないといったように，物
理的拠点が全くないために，事業所得として顧
客の所在する国で課税することができないとい
うような場合についてどのように考えるかとい
う課題でございます。
次の②ですが，最近はビッグデータビジネス

というのが話題になっていますが，企業が他国
の顧客利用者等のデータを大量に収集して，そ
のデータを基に他の国でビジネスを行い，その
他の国で経済的利益を得ているようなケースで
す。その企業が得ている利益はデータの収集元
である国で生じたのではないか。そういった観
点からどういうふうに課税ができるのか。或い
は課税をそもそもするのかというような考え方
の課題が指摘されております。
③はややテクニカルになりますけれども，租

税条約等では事業所得，使用料といった所得の
分類ごとに課税関係が規定されております。ク
ラウドサービスの対価といったようなものにつ
いては，果たして事業所得なのか，使用料なの
かといった形で，租税条約の適用上どのように
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分類するかという課題が指摘されております。
最後の④は間接税の課題です。電子商取引に

おいて海外から消費者に直接電子配信によって
電子書籍とか，音楽配信とか，そういったサー
ビス提供が行われる場合，Business to con-
sumer（B２C）取引の場合について消費課税
をどのように確保するのかという課題が指摘さ
れています。
〔行動１ 電子経済の課税上の課題への対処〕
国際課税資料１６
国際課税資料１６として図を付けております。

これにつきまして今回の報告書では「こうせ
よ」という勧告ではなくて，オプションという
形で幾つか提案が示されております。
国際課税資料１６をご覧いただきますと，顧客

がいるところはA国，会社があるところは L
国ということで，このA国の顧客が音楽の電
子コンテンツを購入して，L社に代金の支払い
をするという事例です。オプションの�Aが中頃
に書いてありますけれども，L国の L社の物理
的拠点がA国にないという場合に，電子商取
引における PEの考え方を見直すことについて
どうかということで幾つか提案がなされており
ます。
�Bは，A国でデータを収集しているという

ときに，そのデータの価値に着目した課税がで
きないかということで，これも幾つかのオプシ
ョンが提示されています。
�Cですけれども，物理的拠点がないから課税

ができないということであれば，決済を行う金
融機関への源泉徴収をしてはどうか。例えば電
子商取引の場合はクレジットカードでお支払い
をされる方が多いと思いますけれども，間に挟
まっているクレジットカード会社から L社に
対して支払いが行われるときに源泉徴収を行っ
てはどうかという提案がなされています。
最後に消費税の関係では�Dのところにありま

すけれども，B２C取引について消費地である
A国において消費課税を行ってはどうかとい
うオプションが提示されております。

あえて抽象的なご説明を申し上げましたけれ
ども，４つのオプションはいろいろ詳細が出て
いるのですけれども，どこまでフィージビリテ
ィがあるのか，どういった影響があるのかとい
う点については評価が行われておりません。今
後さらにOECDにおきまして中立性の観点で
どうなのか，効率性の観点でどうなのかといっ
たような評価が行われる予定です。例えば PE
の問題は，他の PEの認定に関する行動計画も
あるものですから，そういった他の行動計画の
検討も踏まえて，オプションの技術的詳細や影
響について検討するということにされておりま
す。
なお，わが国における対応ですけれども，消

費税に関しましては今年の６月に政府税調の方
で電子商取引への消費課税に関する制度案が示
されたところですので，今年の年末の平成２７年
度税制改正プロセスにおいてさらに検討が進め
られると考えているところです。以上が行動１
です。
〔行動２ ハイブリッド・ミスマッチの効果の
無効化〕国際課税資料１７
続いて，行動２が国際課税資料１７になります。

これにつきましてはハイブリッド・ミスマッチ
ですけれども，金融商品や事業体に対する複数
国間における税務上の取り扱いの差異があって，
それを利用して税負担を軽減するということで
す。二重非課税になるような形に軽減するとい
うことが問題視をされているということです。
〔ハイブリッド金融商品（支払者側で損金算入，
受領者側で益金不算入となる配当のケース）〕
国際課税資料１８
報告書では二重非課税の発生を幾つも類型化

した上で対応策を提案しておりますけれども，
この場ではそのうち１つだけご紹介をさせてい
ただきたいと思います。国際課税資料１８をご覧
ください。
ハイブリッド金融商品ということで，負債の

性格と資本の性格の両方を持つような金融商品
です。例えばある種の優先株式のようなもので
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す。これはB社が優先株式の発行者，A社が
その優先株式を保有している者というケースで
す。B国ではこの優先株式の配当については利
子となみして，損金算入ができます。A国で
はその配当は株式の配当ということで，外国子
会社配当益金不算入制度が適用されるという形
で，結果的にA国でも，B国でも課税されな
い二重非課税が生じるというケースです。
報告書におきましては，このようなケースへ

の対応として，国際的二重課税排除のために措
置されている外国子会社配当益金不算入制度に
つきましては，配当支払者において損金算入さ
れる配当は適用除外とすべしということが勧告
されているわけです。
わが国におきましても報告書における勧告を

踏まえまして，外国子会社配当益金不算入制度
の見直しというものが今後検討されることにな
ろうと考えております。
〔行動５ 有害税制への対抗〕国際課税資料１９
国際課税資料１９の行動５は有害税制への対抗

ということで，他の行動と位置付けが異なって
います。他の行動は基本的には条約を直してい
ったり，国内法を直していったりという形にな
るわけですけれども，これはOECDでこれま
で各国の税制について国外から足の早い所得，
例えば金融所得とか，サービス所得を狙い撃ち
して誘致するといった税制は他国の税源を奪う
有害な税制であるということで，各国にその改
廃を求めてきたという経緯がございます。
行動５はその取り組みをあらためてOECD

の側で強化していこうというものです。これに
よってわが国の税制に直接改正が行われるとい
ったものではございませんので，今回説明は割
愛させていただきたいと思います。
〔行動６ 条約の濫用防止〕
国際課税資料２１―２２
続いて，国際課税資料２１をお開きください。

行動６の条約濫用防止ということです。条約漁
り（トリーティショッピング）と呼ばれていま
すけれども，これは本来であれば租税条約の恩

恵を受けることができないような，租税条約の
締結されていない第三国の居住者が租税条約の
恩恵を享受しようとすること，租税条約を濫用
することを防止するというものです。
今回はいろいろな措置が勧告されております

けれども，中心になっておりますのは，各国の
租税条約が備えておくべき濫用防止規定の最低
基準をどうするかというものになっております。
報告書の概要のところで幾つか書いておりま

す。まず租税条約の前文に，租税条約というも
のは，条約漁りを通じたものを含め，二重非課
税の創出や租税回避・脱税による税負担軽減を
目的とするものでないということを明記すると
いうことがございます。
また，具体的な規定については①，②，③と

いうことで，次のいずれかを最低基準として規
定してくださいということが勧告されておりま
す。１番目が特典制限規定と主要目的テス
ト，２番目が主要目的テストのみ，３番目が特
典制限規定と導管取引防止規定ということにな
っております。
まず国際課税資料２２左側にある特典制限規定

（Limitation on Benefit : LOB）と呼ばれる規
定です。これは所得の受領者の属性に着目した
規定です。どのようなものかというのは下のイ
メージ図をご覧いただけるとわかりやすいと思
います。
A国とB国で租税条約があって，例えば配

当について免税になるというような規定があっ
たとします。これはC国に存在するC国企業
は直接適用が受けられないわけですけれども，
このA国，B国間の租税条約を使うために，
ペーパーカンパニーをB国に設立するという
ことが考えられるわけです。
こういったものについては実態がないという

ことで，租税条約の特典を付与しないというこ
とにする。つまり，資料の下に書いてあるよう
に，租税条約の特典付与を一定の適格者に限定
するというものです。適格者というのは第三国
居住者に支配されていないと考えられる者を類
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型化して，客観的要件によって定義をしている
というものです。海外の事例で見ますと，米国，
メキシコ，スペインといった国々が租税条約に
LOBの規定を採用しているという状況です。
他方で，右側の主要目的テスト（Principal

Purpose Test：PPT）というものですが，これ
は取引の目的に着目するといった規定です。図
で示したものは，これもA・B間の条約がある
という状態ですけれども，C国企業がA国企
業の株式を持っている。ですから，Aが Cに
株式の配当を支払うと，A・B間の租税条約は
受けられないわけですけれども，A・B間の租
税条約を受けたいということで，C国企業が金
融機関等に，条約の特典享受を目的として，配
当を受ける権利を譲渡する。これによって配当
がA・B間の特典を受けられるような形を作り
出すということが考えられます。
この金融機関等は LOBでは適格者に該当い

たしますので，LOBではこれは防止できない
ということになっております。その対策といた
しまして，主要目的テスト規定は，下にあるよ
うに，租税条約の特典を享受することを取引の
主たる目的の１つとする場合には特典を与えな
いということを規定しています。海外では英国，
フランス，ベルギー等の国々が採用しているも
のです。
特典制限規定（LOB）につきましてはわが

国の租税条約においても採用されております。
今後，OECDにおいて他の行動における検

討結果の他に，投資ビークルの適格性について
どう考えるかといったことも踏まえながら，こ
の詳細に係る検討を引き続き行っていくという
ことになっています。その結果，OECDモデ
ル租税条約の改訂につながると考えています。
わが国においては引き続き条約濫用防止規定

を含む租税条約の拡充等を目指していくという
ことになろうかと思います。以上が行動６です。
〔行動８ 無形資産に係る移転価格ルールの策
定〕国際課税資料２３―２４
続いて，国際課税資料２３の行動８は移転価格

税制に関するものです。実はこの行動８の他に
も，行動９と行動１０は移転価格税制関係のもの
があるわけですけれども，今回は行動の８のう
ちの一部について報告書が取りまとめられてお
ります。
内容は無形資産に係る移転価格ルールの策定

です。無形資産を軽課税国の子会社に不当に低
い価格で移転するということで，ロイヤルテ
ィーに対する課税を回避するといった多国籍企
業があることから，これを防止するルールの策
定が求められているところです。これについて
イメージ図をご覧いただきながらの方がいいと
思いますので，国際課税資料２４をお開きくださ
い。
これはA国にあるA社が無形資産を開発し

て，B国で実際は孫会社が消費者に対して商品
を売っているといった事例です。A社が軽課
税国の L国に無形資産を不当に低い価格で移
転するとしますと，B国の孫会社から L社に
対してロイヤルティーが支払われて，超過利潤
が L社に蓄積することになります。A社は無
形資産を安い値段で売ってしまっているため，
ロイヤルティーに係る収入は入りませんので，
A国の税源が浸食をされている，すなわち
BEPSになっているという状況になっておりま
す。
仮にB国にも使用料に対する源泉徴収課税

が存在しないということになると，B国，L国，
A国のどこでも課税がされないという二重非
課税ならぬ，三重非課税といった状態になるわ
けです。
このようなケースの対応としまして，無形資

産の移転を移転価格税制の対象とすることにな
るわけですけれども，何が無形資産に当たるの
か，どの時点で無形資産の移転が行われたのか，
無形資産の価格の算定をどうするかといった
ルールを明確にしようというものです。
国際課税資料２３に戻って，今回の報告書では

どこまで触れているのかというところですが，
ここについては無形資産の定義が定められてお
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ります。これについては「有形資産・金融資産
でなく，所有・支配することができ，同様の状
況の非関連者間取引において，その使用，又は
移転により報酬が生ずる資産」ということで定
義をいたしております。これによってしかるべ
き報酬が生ずるものを過不足なく定義をしたと
いうことになろうかと思います。
また，その価格算定につきましては，信頼し

得る比較対象取引が存在しない場合の評価手法
として，Discount Cash Flow（DCF）法を用い
て将来の予想収益を現在価値に割り引いて価格
を算定する方法が導入されています。
先ほど申しましたように，移転価格ルールに

関連する行動として，行動９と行動１０がありま
す。価格付けが困難な無形資産の評価額算出方
法等の論点につきましては，それらの行動と併
せて，来年の期限までに継続して議論するとい
うことになっております。
従って，今後につきましては，他の行動にお

ける検討結果を踏まえて，今後「移転価格ガイ
ドライン」がOECDにおいて改訂されるので
はないかと思われます。わが国もOECDの議
論を踏まえながら，国内法及び通達上の手当て
について検討をしていくことになるのだろうと
いうことです。
〔行動１３ 移転価格関連の文書化の再検討〕
国際課税資料２５
続いて行動１３です。これも移転価格関連であ

り，移転価格関連の文書化についての行動です。
これまでも移転価格の文書化ルールというのは
あったわけですけれども，この行動計画は多国
籍企業グループに対して適正な移転価格課税を
実現するために，多国籍企業グループの取引の
全体像に関する情報，すなわち各国における利
益，納税額，経済活動の概要等に関する報告を
義務付けて，その国際的基準の策定を目指して
いくというものです。
これは冒頭にご説明したグローバル企業の節

税問題を通じまして，各国が移転価格課税を適
正に行うためには，こうしたグローバル企業が

国ごとに利益や税金をどのように配分している
かといった情報が必要だということが世界的に
認識されたことによるものです。先ほど渡辺さ
んからもご紹介がありましたように，特にヨー
ロッパ諸国は強くこれを主張してきた経緯がご
ざいます。
また，グローバル企業にとっては，こうした

情報を各国がばらばらに求めてくれば，多大な
事務負担が生ずることになりますので，そうい
った負担を軽減する観点から国際的な共通様式
が求められるということになります。
〔行動１３ 移転価格税制の文書化に関するルー
ルの策定〕国際課税資料２６
具体的な内容については，概要のところで次

の国際課税資料２６の絵の方をご覧いただければ
と思います。報告書では，多国籍企業に対しま
して，この図にありますような共通様式に従っ
て，移転価格リスク評価のための情報を税務当
局に提供するよう義務付けるということが勧告
されております。マスターファィル，ローカル
ファイル，国別報告書（カントリー・バイ・カ
ントリー・リポート）の３つの書類です。
まずマスターファィルですけれども，これは

親会社が作成するもので，多国籍企業グループ
全体に共通する基本情報に属するものです。例
えばここにあるグループの組織図，事業概要，
保有する無形資産の情報，グループ内金融活動
に関する情報やグループ全体の財務状況，納税
状況といったかなり次元の高い情報になってま
いります。
２番目がローカルファイルです。これは各国

に所在するそれぞれの会社が行うグループ内取
引の情報を作成することになっており，かなり
内容も細かいものになっております。組織図，
経営戦略，主要な競合他社，それから，関連者
間取引と取引背景，移転価格算定根拠という移
転価格税制に関する情報です。
３番目が国別報告書（カントリー・バイ・カ

ントリー・リポート）です。これは親会社が作
成するとされております。これは多国籍企業グ
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ループ全体について，それぞれの拠点が所在す
る国ごとの収入・利益・税額といった財務情報
を一覧にした表になります。
こういった項目について経済界の皆様からも

いろいろなご意見を頂戴したところです。共通
様式に含まれることになった項目につきまして
は，パブリックコンサルテーションを通じて寄
せられた経済界からのご意見というものが一定
程度反映されて，当初の案よりは項目数が減っ
ていると思います。
ただ，こうした情報がどのように提出先で使

われるのか，あるいは秘密の保持は大丈夫なの
か，というご心配の声があるのもまた事実です。
この点につきまして報告書では，これらの情報
が移転価格リスク評価のための情報であって，
この情報によって直接移転価格課税を可能とす
るものではないということが記載されておりま
す。また，秘密の保持に関して申し上げれば，
税務当局は営業上の秘密及び移転価格文書に含
まれるその他の商業上センシティブな秘密情報
の不開示を保証しなければならないとされてい
るところです。
今後の課題としては，ローカルファイルはそ

れぞれの拠点が所在する国の税務当局に提出す
るということなのですが，マスターファイルと
国別報告書については親会社が作成するもので
すから，それを各国子会社が所在する国に向け
てどのように報告をするのかという文書の提供
方法が残されています。これにつきましては，
大きく２つの方式が議論されているところです。
まず１つ目が企業情報の秘密保持，それから，
適正利用を重視する観点から，租税条約の情報
交換により各国の税務当局間で情報を共有する
という方式がいいのではないかという主張がご
ざいます。これは親会社のある国の税務当局に
１回出して，あとは税務当局間で情報交換すれ
ばいいのではないかという考え方になります。
他方，そういう租税条約を用いた提供方式は，

情報を交換して受け取る側からすると，タイム
リーな情報の入手ができない，情報を適切に活

用できないという主張があります。それから，
条約を締結している国と締結していない国があ
るわけですので，関係国全てが情報を入手する
ことが望ましいという観点からは，子会社を通
じて各国の税務当局に提出するべきであるとい
う方式を主張する国々もございます。
こういう議論が続いた結果，この段階では結

論を導くに至りませんでしたので，あと数カ月
間引き続き議論をして，結論を得るということ
になっています。以上が行動１３です。
〔行動１５ 多国間協定の開発〕
国際課税資料２７―２８
最後は行動１５ですが，これは今申しましたよ

うな各種勧告を実施するためには，租税条約の
改正というものが必要になってきますが，世界
中で併せて３，０００本ぐらいの条約がある中で，
それを１本，１本改正していくと膨大な時間が
かかります。そのため，マルチ協定を作って，
一度に改正できないかということが検討されて
おります。結論としては実現可能ではないかと
いうことで，今後さらに検討を進めるというこ
とになっています。
以上がBEPSの関係ということになります。

２．自動的情報交換を巡る最近の動向
〔非居住者に係る自動的情報交換を巡る国際的
取組みの経緯〕国際課税資料２９
最後は自動的情報交換についてご説明させて

いただければと思います。国際課税資料２９をお
開きください。これもOECD，G２０の議論の中
で大きな柱になっております。
この自動的情報交換を一言で申し上げますと，

外国の金融機関を利用して国際的な脱税や租税
回避をしているケースを防止するために，金融
機関が有する非居住者の口座情報について税務
当局間でお互いに提供し合おうといった取り組
みです。
経緯から申しますと，２００８年にスイスの

UBS事件というものがございました。アメリ
カでスイスの金融大手UBSの元行員が脱税ほ
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う助で起訴され，米国内で批判が高まったとい
うものです。それを受けて，アメリカでは米国
市民による外国金融機関の口座を利用した脱税
を防止するために，「外国口座税務コンプライ
アンス法」，FATCAと称しておりますけれど
も，外国の金融機関から米国市民の口座情報を
報告させるという法律を作りました。
これが契機となりまして，税務当局間で非居

住者の口座情報を提供し合う自動的情報交換に
関する国際基準を策定するという動きが進んで
まいりました。G２０の財務大臣会合，或いはサ
ミットにおいても支持をされてきたところです。
実際にその国際基準を策定したのが先ほど申

し上げたOECDの租税委員会です。今年の７
月に細目も含め，国際基準である「共通報告基
準」が完成いたしました。今後は各国が共通報
告基準を実施するための国内法制を整備すると
いう段階に入ってきております。各国とも早期
に実施すべきということが指摘されておりまし
て，そういう国際的な流れになるということで
す。
〔共通報告基準による自動的情報交換のイメー
ジ（日本⇒外国）〕国際課税資料３０
具体的にどういうことが起こるのかというこ

とを以下の図でご説明をさせていただければと
思います。国際課税３０がイメージ図になります。
これは自動的情報交換ということなので，日本
の当局から外国の当局へ情報を提供するととも
に，外国の当局から日本の当局に情報が提供さ
れるという関係になります。
まず日本から外国の絵です。一番下に居住者

がいます。右側にはA国居住者，B国居住者
がいるのですけれども，今回問題になっている
のは日本の居住者ではなくて，A国居住者，B
国居住者，日本から見ると日本の非居住者です。
この日本の非居住者が日本の金融機関に口座

を持っているという場合に，金融機関に日本の
非居住者の口座を選別していただきます。日本
の非居住者の②に書いてあるような氏名・住所，
納税者番号，口座残高等の情報を国税庁に報告

していただくということになります。念のため
に申し上げますけれども，そういう制度ですの
で，日本居住者の方々の情報が収集，或いは報
告されるということはございません。
国税庁はこれらの報告を受けた情報を相互主

義に基づいてA国の税務当局，B国の税務当
局に提供する。相互主義ですので，ちゃんと相
手からも提供がされるという場合に限って提供
するといった仕組みになっているわけです。以
上が日本から提供する場合です。
〔共通報告基準による自動的情報交換のイメー
ジ（外国⇒日本）〕国際課税資３１
逆に日本が受け取る場合は，裏返しなので，

国際課税資料３１の図をご覧いただければと思い
ます。これは日本の居住者がA国，或いはB
国，C国というところに口座を持っているとい
う場合ですけれども，今と全く裏返しの状況に
なっておりまして，A国の金融機関からA国
の税務当局に情報が報告され，A国の税務当
局から国税庁に対して相互主義に基づいて日本
居住者の情報が提供されるという形になるわけ
です。
〔共通報告基準の概要〕国際課税資料３２
国際課税資料３２は共通報告基準の概要という

ことですが，これは今申し上げたことを文字に
落としているものですので，説明は割愛します。
〔G２０サミット首脳宣言（仮訳抜粋）〕
国際課税資料３３―３４
国際課税資料３３にG２０サミットの首脳宣言，

それから，国際課税資料３４にG２０財務大臣会合
の声明というのが出ておりまして，各国で力を
入れた議論が行われております。これについて
は今週末のG２０財務大臣会合でも恐らく議論に
なるだろうと予想されるところです。
BEPSをはじめとする国際課税分野における

国際協調の取り組みというのは，日本としても
積極的に取り組んでいきたいと考えております
し，その中で企業の皆様方からもご意見を頂戴
して，それを生かしていきたいと考えています
ので，引き続きよろしくお願いしたいと思って
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おります。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 小宮さん，どうもありがとうござい
ました。一昨日に公表されたばかりの第１次報
告書の内容も含めまして，最新時点での状況を
お話しいただき，誠にありがとうございました。
各企業のご意見も聞きたいというお話でしたが，
第１次報告書の前にドラフトが出ておりまして，
それに対して各国のパブリックコメントを求め
ているのですが，日本の経団連は，特に行動１３
の移転価格関連の文書化のところについて，相
当強烈なと申しますか，はっきりしたコメント
を出しているようです。
それでは，パネリストのお三方から順次ご意

見，ご質問を頂戴したいと思います。最初に青
山さん，よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．G２０／OECDを中心とした国
際的な議論に対する意見

（青山） 小宮さん，２日前に公表されたばか
りの資料を反映されたご説明で，非常に有益な
情報をありがとうございました。私からは総論
と各論に分けてコメントと質問をさせていただ
きたいと思います。
〔現時点での評価と今後の進捗予測について〕
１点目は，今回第１弾のパッケージで，７項

目について報告がされたわけですけれども，先
ほどのご説明を承りますと，ハイブリッド・ミ
スマッチとか，ドキュメンテーションなどの一
部の項目を除きますと，当初に期待されたよう
な具体的な各国の制度のハーモニゼーションに
直結する段階に至った結論を持った行動項目が
少ない。先ほど中間報告的とご説明いただいた
と思いますけれども，そのような項目が目立っ
たように思います。
具体的な処方箋の提示に至りにくい原因はど

のようなところにあったのかということについ

てお聞かせいただきたいと思います。そこは今
回のプロジェクトがOECD加盟国の枠を超え
てG２０まで広がったことも関係しているのでし
ょうか。この辺のところで，今後の中間報告的
位置付けの項目がこれから残った期間どのよう
に進められるのかということも含めて，全体の
流れをお伺いしたいというのが１点目です。
〔産業界からのインプット〕
次に，産業界からの具体的な声は恐らく古田

さんがこの後詳しく触れられると思いますので，
全体的な動向に絞りたいと思います。渡辺さん
からは経団連の非常にアクティブなインプット
のお話がございました。
私の知る限りは，経団連のそのような積極的

なインプットというのは，本邦企業のアジア展
開等の中で直面している難問を背景とした新た
な二重課税リスク発生に対する懸念が背後にあ
るのではないかと思います。このような産業界
からのインプットはどのようにOECDで斟酌
されているのかということについてご説明が頂
ければと思います。
〔BEPSへ取り組むG２０のモメンタム〕
それから，先ほどのことともつながりますけ

れども，中間報告でまだ宿題が多いというとこ
ろを見ますと，当初の厳格に期限を切った詳細
なスケジュール感に比べまして，BEPSに取り
組むG２０のモメンタムがやや主要提唱国の間で
陰りが見られているのではないかという印象も
正直持つわけですけれども，このあたりについ
てどのように評価されているのかということを
お聞かせいただければと思います。
〔PE概念の抜本的見直しの見通し〕
各論に移りますが，項目１のところでは，電

子経済の所得課税のところで準備的，補助的業
務による除外の再検討とか，重要なデジタルプ
レゼンスに基づく新たな PE概念の創設など，
非常にドラスティックな選択肢が，まだオプシ
ョンですけれども，提示されています。
他方，そのような提言が議論の俎上に上がっ

ている一方で，具体的な実施に向かっているの
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はどの領域かというと，先ほどのご説明にもご
ざいましたが，消費税のB２Cの徴収確保の分
野のみではないかとも思います。そういった意
味でのアンバランスがちょっと気になりまして，
今後の進捗の見通しを承りたいと思います。
併せて，わが国をはじめ，AOAのソリュー

ション提示段階で７条関係，PEの帰属につい
ては各国とも取り組んだわけですが，PEの定
義についてはOECDも切り離して解決をした
ということでした。OECD諸国の立場からは，
途上国の拡張的な PE概念を念頭に置きますと，
具体的にドラスティックな PE定義の改革に動
きづらいという立場にあるのかなと思いますけ
れども，そのようなことがあるのでしょうか。
これが各論の１点目です。
〔わが国でのGAAR立法化の検討〕
次に項目６についてです。条約濫用防止の提

言のところでは主要目的テストの追加がその中
心になると思います。主要目的テストは各国の
国内GAARの中で税の利益を主たる目的とす
るというふうな要件の下で展開されている概念
ですので，もしこの主要目的テストを中心とし
た条約上の新たな選択肢の方向で国際的な協調
がスタートした場合に，国内法上のGAARを
持っていないわが国では，租税回避否認のスタ
ンスについて国内法と条約の規定のアンバラン
スが顕在化するのではないかなと思います。
そういう意味では今回の報告書の公表は，わ

が国でのGAAR立法化の検討を本格化させる
契機となるのではないのかという印象を私自身
は持ちました。ただ，ここの点は先ほど小宮さ
んが既に先手を打たれまして，最初のテーマの
ところでお答えになっておられますので，ここ
はあえてこれ以上お聞きすることはないと思い
ます。
〔移転価格関連の文書化〕
最後に項目１３の移転価格関連の文書化のとこ

ろです。これについては先ほどご紹介いただき
ましたように，特に国別報告書の項目について
ご尽力いただいて，いろいろなコメントを反映

した報告範囲の縮小ということは評価されると
思います。
ただ，先ほどご案内のありました内容が確定

しても，それを開示するやり方によっては現実
的な二重課税のリスクというものが出てまいり
ます。先ほど２つの方法をご説明いただきまし
たけれども，これについては恐らく本邦企業の
目から見ると非常に関心を持って見ているので
はないか。まだ結論の出ていない開示方法につ
いて特に慎重に検討する必要があるのではない
かと考えます。以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，次に，浅妻さん，よろしく
お願い申し上げます。
―――――――――――――――――――――

（浅妻） 小宮さん，わかりやすい報告をあり
がとうございました。
〔電子商取引におけるPEについて〕
私のコメントは国際課税資料１５～１６について

です。オプションのAの電子商取引に関する
PEについてです。電子商取引について１９９０年
代からずっと議論されているのに，なぜまだ議
論が続いているのだろう，と今日来ていらっし
ゃる方は思っているのではないかと思います。
私のコメントは，PE概念を変えて電子経済に
対応するのは，条約の構造に照らして無理であ
ろうというものです。
今日の午前のご報告で岡村先生がハイブリッ

ド・ミスマッチとか，利子控除が法人税の根幹
に関わるのではないかとおっしゃっていました
けれども，電子商取引に関する問題というのが
租税条約の体系的な欠点を突いていると考える
からです。
PE課税がいいのか，それとも，源泉徴収課

税がいいのかということは，今年の春に２１世紀
政策研究所で青山さんの座長の下で報告書を書
く機会を頂きましたので，そちらを読んでいた
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だければと思うのですが，もう少し根源的な話
として，最近の中里実先生還暦記念の『租税法
と市場』の中で PEについて書くことがありま
したので，そちらの方を今日はお話ししたいと
思います。
というのは，PEなければ課税なしという

ルールが１９２０年代に固まっていったわけですけ
れども，一般的な説明として，PEなければ課
税なしというルールが執行の観点から作られた
と考えられております。物理的な拠点がなけれ
ば，課税はやりようがないと当時は考えられた
ということです。それはそのとおりなのですけ
れども，本当に PEなければ課税なしが当時唯
一の選択肢だったのかというと，そんなことは
ないだろうと私は思ったわけです。
例えばフランス法人がドイツに経済的に進出

しているというときに，フランス法人がドイツ
に支店を持っている場合だけがドイツが課税で
きる場面だというのではなくて，フランス法人
がドイツに関連会社を設立しているという場合
だったとしても，フランス法人のドイツ源泉所
得を何らかの基準で決めたうえでドイツが課税
しようとしたならば，執行は不可能ではないわ
けです。支店がなければ課税ができないと言わ
れているわけですが，子会社がある場合だって，
やろうと思えばできないはずはないだろうとい
うことです。これは現在の話ではなくて，１９２０
年代を念頭に置いたコメントです。
ということは，PEなければ課税なしという

のは，執行できないからだと言われていたので
すけれども，それだけではなくて，親会社，子
会社というのは別々の企業であると考えるとか，
本店，支店というのは別々の企業であると考え
るとか，そういったアームズ・レングスの発想
が１９２０年代の国際連盟のときに採用されたとい
うことです。PEなければ課税なしということ
とアームズ・レングスの発想をセットで当時は
採用したということが現在の租税条約の体系を
なしていると私は理解しております。
そうしますと，電子経済について報告書を見

ますと，例えば５条４項をなくすという話は租
税条約の体系を崩さずに可能であろうと思いま
すが，物理拠点がないのだけれども何とか PE
は認定しましょうという場合は，拠点がない。
そこで何か事業活動を行っているわけではない。
単にお客さんがいるだけです。お客さんがいる
というだけで課税権を認めるということはない
というのがOECDモデルの根幹をなしており
ますので，お客さんがいるところに課税権を認
めましょうというのがどうしても租税条約の体
系に合わない考え方です。
電子経済について PE概念を書き換えましょ

うと言い始めますと，どうやって親子会社間の
アームズ・レングス・プリンシプルと整合的に
ルールを作るのかという問題が絶対に出てきて
しまいます。もしも電子商取引について，かつ
てバーチャル PEなどと言われていましたが，
PE概念を新しく作りましょうということにな
ると，アームズ・レングスを一部あきらめなけ
ればいけない，ということになります。しか
し，２０００年代にさんざん議論してAOAを頑張
って決めたわけですので，少なくとも今後１０年
ぐらいは無理なのではないかなというのが私の
コメントです。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 浅妻さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，最後に，古田さん，よろし
くお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（古田） 小宮さん，懇切丁寧なご説明をどう
もありがとうございました。私の方からは予測
可能性，或いは法的安定性の観点，或いは事務
負担軽減の観点からのお願いを特に次の４点に
関してさせていただければと思います。
〔BEPSについて〕
１点目は全般的なことですが，BEPSの議論

の発端は，ご承知のように，欧米企業のタック
スプランニングを駆使した過剰な税逃れにある
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と理解しております。そもそも日系企業の多く
はこのような手法を導入しておらず，誠実に税
務業務を行う真っ当な納税者であると思われま
す。
公平な競争環境を整備するという意味で必要

ということは理解いたしますが，現状の日系企
業に１００％フィットするものではないため，さ
まざまな形でOECD事務局に対して今まで以
上に提言していく必要があると感じております。
財務省，国税庁の皆様方には，このようなアク
ションに関しまして，今まで以上にバックアッ
プをお願いしたいと感じております。既に租研
の場におきましてOECDでの議論を適時にフ
ィードバックいただく等ご協力いただいており
ますが，今後ともこのような機会を少しでも多
く設けていただければと感じております。
さらにBEPS行動計画がカバーする領域は

非常に広く，国際課税分野全域を網羅している
といっても過言ではございません。従いまして，
行動計画で取り上げられている全てを理解する
ことは，専門家にとっても容易なことではない
と思われます。特にOECDでの議論は，種々
のテクニカルワードを駆使した，最先端の税理
論に関わる領域が取り扱われていると感じてお

ります。既に租研の場等を通じてさまざまな機
会においてご説明いただいておりますが，特に
国内法制化等が見えてきたものにつきまして，
現在まで以上に納税者を対象とした，わかりや
すい情報発信の機会をさらに増加，充実いただ
ければと思います。
〔行動計画２について〕
２点目が行動計画２についてです。２国間で

の取り扱いが異なることを利用して両国の課税
を逃れる，いわゆるハイブリッド・ミスマッチ
に対する措置といたしまして，特に他国におけ
る課税上の取り扱いを踏まえて，自国における
課税上の取り扱いを定めるリンキングルールと
いうものが提案されております。
二重非課税を防止するという側面は確かに必

要と思われますが，このルールにおいて，納税
者自身が他国の課税上の取り扱いを確認して，
個別に判断しなければならないとなると，納税
者側で全てのケースを判断するのは過剰な負担
が強いられるということになると思います。
例えば対象となる取引を少し限定するとか，

或いはリンキングルールの適用ケースをリスト
アップして，納税者にわかりやすい形にする等
のサポートがないと対応困難な面が存在いたし

― 122 ―



ます。このような措置を可能なかぎりご検討い
ただければと思います。
〔行動計画６について〕
３点目が行動計画６についてです。現在，こ

ちらに関しましては，いわゆる条約濫用防止の
対抗策が検討されていると理解しております。
その中でいわゆる特典制限条項（LOB条項）
と主要目的テスト（PPT）の組み合わせが提
案されております。
第三国の居住者が形式的に締約国の居住者と

なることにより条約の特典を濫用する，いわゆ
るトリーティショッピングの防止が主な目的で
あるというようですが，こちらに関してまして
は，これは多分に個人的な見解になってしまい
ますが，組み合わせ措置は少し厳し過ぎるよう
に感じます。
特典を得るための事前届け出の事務負担も決

して無視できるレベルではないということを考
慮いたしますと，LOBだけでも十分ではない
でしょうか。或いは納税者側で事前届け出をす
る際に選択できるような措置があればと感じて
おります。租税条約自体の改訂作業のさらなる
促進と合わせてご検討いただければと思います。
〔行動計画１３について〕
最後に行動計画１３についてです。国内法制化

のスケジュールに関しまして，OECDはマス
ターファイル，ローカルファイル，国別報告書
（カントリー・バイ・カントリー・リポーティ
ング），その３種類の作成を勧告しております。
このうちマスターファイル，国別報告書は親

会社が作成するとされています。グローバルに
事業を展開しているいわゆる日系多国籍企業に
おきましては，多数の海外現法を有するにも拘
わらず，コーポレートの税務担当は本国におけ
る申告や調査対応に特化しているところが多い
と思われます。つまり，マスターファイルや国
別報告書を取りまとめる陣容やデータベースが
整理されていないのが現状でありまして，これ
らの書類を準備するためには，グローバルな税
務対応全体をコーポレート主導型に変更すると

いうような組織的な対応やシステム対応も含め
まして，かなりの時間やコストを要すると思わ
れます。このような点を考慮いたしますと，国
内法制化にあたりましてある程度の準備期間，
或いは猶予期間を設けていただくことをぜひと
もご配慮いただければと思います。ご検討のほ
どお願いいたします。
続きまして，マスターファイル，ローカルフ

ァイル，国別報告書の開示範囲についてです。
３つの書類に共通して言えることですが，また，
極めて事務的な観点からのお願いということに
なってしまいますが，例えば開示範囲の中に主
要な関連者間取引等という場合，この「主要
な」という文言の範囲に関しまして，書類作成
はどこまでを開示範囲として捉えればいいのか
把握しづらい面がございます。
いわゆる重要性に関しての問題と思われます

が，一概に全てというのは事務負担軽減の観点
からも非現実かと思われますし，処理時に範囲
が明確になっていない場合，現場が混乱してし
まう可能性もございます。このような範囲につ
きまして，開示範囲のミニマイズ化等の検討と
併せて，曖昧な部分をできるだけ排除いただく
ようご検討いただければと思います。
最後に報告書の提供方法についてですが，マ

スターファイル，国別報告書の提供方法につき
ましては未だ，交渉の余地があるとお伺いして
おります。選択肢といたしましては，各国のご
当局へ提出する場合，現法から直接提出する方
法と情報交換規定等を活用してご当局のネット
ワークの中で処理する方法が議論されているよ
うですが，ぜひともご当局同士で処理いただく
方法をご推奨いただきたく考えております。
特に JV等の場合，相手国株主が当該 JVで

はパートナーであっても，他の事業分野ではラ
イバルであるという場合等がございます。他の
無関係な事業そのものに影響を及ぼす可能性も
あり，この点につきましては寛大なご配慮をお
願いいたします。以上です。
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―――――――――――――――――――――
（渡辺） 古田さん，どうもありがとうござい
ました。
それでは，ただ今の意見，ご質問につきまし

て小宮さんの方からどうぞご発言をお願いいた
します。
―――――――――――――――――――――

（小宮） 皆様からご意見，コメントを頂きま
してありがとうございました。以下，また順不
同でお答えをさせていただきたいと思います。
〔合意形成の必要な課題〕
まず総論的なところからですけれども，青山

さんの方からまだ中間的なものがかなり多くて，
それはG２０で議論を行うことにしたからではな
いか。また，そもそもモメンタムもやや陰りが
ちではないかというようなご指摘，ご質問を頂
いたところです。
私からもご説明申し上げましたように，今後

さらに検討を詰めていかなければいけない課題
というのはかなりございます。これは必ずしも
１つの原因が特定できるというわけではないと
考えております。ここは完全に個人的な感触に
なります。
確かに参加者が増えれば，多様な意見が出さ

れてくるので，より合意形成に腕力といいます
か，力が必要になってくるわけですけれども，
他方で，この１年という短い期間の中でこれだ
け多くの項目について関係国が歩み寄ってこれ
だけの報告をまとめたというのは非常に大きな
成果だと思っております。
また，いろいろな意見が出されていたわけで

すけれども，必ずしも先進国と新興国という対
立構図だけではありません。例えば先ほど来申
し上げている文書化の提供方法の話１つを取っ
てみても，先進国の中でも意見は分かれている
という状況ですので，そこは必ずしも１つの特
定の原因があるわけではないだろうと思ってお
ります。
また，かなり宿題が残っているということに

つきましては，詰めていくうちに各行動の相関
関係がどうしても出てきてしまっているという
ことがあるのだと思います。例えば先ほどの行
動２のハイブリッド・ミスマッチにおきまして
も，行動３のCFC（外国子会社合算税制）と
の関係が出てきたり，電子経済につきましても，
行動７の PE認定回避の問題との関係が出てき
たり，どうしても２０１４年９月という期限までに
かっちりとすべての結論を出しにくいのです。
２０１５年９月までの行動を検討した結果も踏ま
えて，さらに詰めていかなければいけない部分
があるというのもまた事実です。そういう意味
である一定程度の宿題が残っているということ
になるのだと思っております。
そういう意味ではこの１年間でこれだけまと

めており，かなり対立した行動もあったわけで
すけれども，最後は一定の結論を出したという
ことで，モメンタムは決して私から見ていると
そんなに下がっていないだろうと思います。
この辺は，先ほど申しましたように，この週

末に開催されるG２０の財務大臣会合で，さらに
閣僚レベルでも議論が行われることになります。
その結果も報道などでご覧いただければと思う
ところです。
〔PE概念の見直し〕
行動１につきましては，浅妻さんからアーム

ズ・レングスを捨てない限りは機能しないので
はないかというご指摘，それから，青山さんか
ら今後の見通しについてもご質問を頂いている
ところです。
まず PE概念との関係ですが，PEの見直し

は，浅妻さんもおっしゃられたように，ある程
度できるのではないかというようなものもあれ
ば，アームズ・レングスを捨てない限りできな
いのではないかといったものも確かにあろうと
思います。
今回出されたオプションにつきましては，先

ほど申しましたような詳細な評価，或いは影響
の検討がまだ済んでおりません。今後この検討
が進められていくわけですけれども，その課題
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でまさに PEの見直しを行った場合に，その
PEに帰属させるべき利得というのはどういう
ふうにするのだというのが明示的に論点として
挙げられておりますので，そういうところを検
討した結果，どういう取り扱いになってくるの
かというところかと思っております。
今後の見通しですけれども，特にそういう意

味で議論を尽くしていない項目がございますし，
先ほど申したように PEが問題であれば，他の
PEの関係の行動計画と併せて議論することが
ありますので，いったん関連する課題について
は，関連する行動計画の議論の方に電子経済か
ら球を投げる形になっております。
球を投げて，その答えが先方の検討の方であ

る程度固まってきたらまた一緒になって検討し
ようという形で今後進んでいくのだろうと思い
ます。従って，また１年かけて議論を続けてい
くことになりますので，機会を見てご報告させ
てもらえればと思っております。
〔リンキングルールについて〕
行動２のところでは，古田さんからリンキン

グルールについてのご意見を頂いたところです。
リンキングルールは，ご指摘のように，自国の
租税の取り扱いを他国の租税の取り扱いにリン
クさせるということで，確かにかなり執行的に
は難しい部分が出てくるというのは事実だと思
います。
従って，二重非課税の排除という政策目的と

コンプライアンス・コストのバランスを図って
いくことが重要だということは報告書でも示さ
れているとおりですし，報告書の中身につきま
しても，関連者間での取引に適用範囲を限定す
るといった実務への配慮も一定程度はなされて
おります。
また，具体的な取引の範囲につきましても，

例えば投資ビークルへの適用はどうするのかと
いったことは今後の宿題みたいな形になってお
りますし，ある金融商品が相手国ではどういう
ふうに課税上取り扱われているのかという情報
をどうやったら自国にいてわかるのかという情

報の共有方法についても今後の課題であると示
されているところです。
いずれにしてもこのリンキングルールについ

ては，勧告を実施していくための具体的な指針
というものをコメンタリとして来年の９月まで
に取りまとめて，公表するということになって
おりますので，そういった議論を続けていくと
いうことになろうかと思います。われわれとし
てもそういった議論には積極的に参画をしてい
きつつ，さまざまな産業における実態や影響な
どを考慮しながら検討を進めていきたいと考え
ているところです。
〔LOBと PPT，導管取引防止規定の導入〕
行動６については，古田さんから LOBと

PPTの組み合わせについてやや事務負担が多
いのではないかというご指摘を頂いております。
また，青山さんからはGAARの追加というの
はという話もございました。そこは先ほどご指
摘をさせていただいたところです。
ですから，古田さんのご質問に関しては，

LOB単独でというお話というのは当然あろう
かとは思っております。ただ，LOBしか持っ
ていない国も含めて，最少基準を今回は決めた
という形になっています。先ほど申しましたよ
うに，LOBだけではどうしても対処できない
ような条約漁りのケースがあり得るということ
で，今回最少基準として LOBと PPTの組み
合わせ，PPTのみ，それから，LOBプラス導
管取引防止規定という３つのパターンが勧告さ
れておりますので，これを踏まえて，租税条約
について検討していかなければいけないのかな
と思っております。
わが国の租税条約におきましても，条約濫用

防止の要請と納税者の負担のバランスに配慮し
ながら，各租税条約の特典の内容に応じて報告
書と同様の措置を導入してきているところです。
例えば２０１２年に署名をした日ニュージーランド
租税条約では LOBと PPTの両方，本年１月
に 署 名 し た 日 オ マ ー ン 租 税 協 定 で は
PPT，２０１０年に署名した日蘭租税条約では
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LOBと導管取引防止規定といった形での導入
をしているところで，今後も必要に応じて適切
に対処していきたいと考えているところです。
〔移転価格関連の文書化〕
行動１３につきましても古田さんと青山さんか

らご指摘，ご質問を頂いております。文書の提
供方法につきましては，先ほどもご説明いたし
ましたけれども，２つの意見が拮抗していると
いいますか，子会社を通じて出す方がいいとい
う国の方が実は多いのです。そういう状況で引
き続き議論ということになっておりますので，
今後とも納税者のコンプライアンス・コスト，
或いは情報の秘密保持といった点には十分配慮
しながら，われわれとしてもOECDの議論に
参加していきたいと考えているところです。
ただし，BEPSプロジェクトは，先ほど申し

ましたように，国際的な協調の取り組みとして
税の抜け穴をなくしていくという取り組みです
ので，どういう結果になるか。非常にこれから
注意していかなければいけないところですけれ
ども，国内的には何らかの措置は取っていかな
ければならないだろうと考えております。その
際には，当然のことですけれども，企業の方々
の事務負担については十分配慮していかなけれ
ばいけないと思いますし，その意味で準備期間
も十分配慮していかなければいけないと考えて
いるところです。
〔情報発信について〕
最後はまた総論に戻りますけれども，これま

で経団連を中心とした産業界からのインプット
につきましていろいろ頂いているところです。
青山さんからどのように斟酌をされているのか。
それから，古田さんからはむしろ意見出しのバ
ックアップ，それから，情報発信を当局からも
もっとせよといったご意見を頂いたところです。
おっしゃるとおりで，今回の第１弾報告書の

取りまとめにおきましては，OECD自身がパ
ブリックコメント，パブリックコンサルテーシ
ョンを行っておりまして，経団連をはじめ，産
業界から積極的なインプットを頂いたというこ

とです。
これにつきましては，日本の当局としてもお

礼を申し上げたいと思っております。このパブ
リックコメントやパブリックコンサルテーショ
ンを通じて非常に多くの建設的なご意見，特に
実務側からのご意見を頂いたので，それを踏ま
えて，OECDの中で各国が議論を続けてきた
というところです。その結果，いろいろな点で
結論には反映がされているのだと思います。例
えば先ほどのリンキングルールの範囲の問題と
か，文書化の報告の項目の問題とか，或いは提
供方法の問題についても，こういったインプッ
トが契機になって議論が深まってきたと認識を
しております。
そういう意味でもまさに今日のような場は，

われわれからしても，経済界，納税者の方々か
ら貴重なご意見を頂ける機会です。また，これ
以外にも租研の関係者の方々からはいろいろご
意見を頂いておりますので，あらためて私から
もお礼を申し上げたいと思っております。
先ほど申しましたように，今日ご報告したも

のでも今後引き続き議論をしていくべき問題が
ございますし，さらに２０１５年９月，１２月が期限
のものについてはこれからが議論の本番という
ことで，さらにパブリックコンサルテーション
が行われたり，パブリックコメントが行われた
りということがあろうかと思います。
それに向けては，引き続き経済界の皆様から

ご意見を頂戴しながら，議論に参加していきた
いと思っております。私共からも引き続き折に
触れて情報発信をさせていただければと思って
おりますし，こういったご意見を頂戴できる情
報交換の場を設けていただければと思いますの
で，引き続きご理解ご協力の程よろしくお願い
したいと思います。私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 小宮さん，どうもありがとうござい
ました。BEPSの議論はまだまだ「これを聞き
たいのだ」というようなことがおありになるか
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もしれませんが，今日は取りあえず１５の行動計
画のうちの一昨日に発表になりました７点を中
心に議論をさせていただきました。
BEPSにつきましてはいろいろなご意見があ

ると思います。非常に短期間に，しかもいろい
ろな国が集まって，OECDだけではなくて，G
２０の８カ国まで加わって，ここまでまとまった
のはすごいなというふうな感想が片方である一
方で，「まだまだ入り口だけではないか。これ
からではないのか」というお考えもあろうかと
思います。
いずれにしても，すぐにこの後にG２０がある

ようですし，また，その後もいろいろな議論が
行われるようです。わが国としても大いに注視
し，意見も言うべきは言っていくということが
必要なのかと思います。
まだまだご議論の種は尽きませんが，ちょう

ど時間になりましたので，この辺で第２部を終
わらせていただきたいと思います。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（渡辺） 本日ご参加のパネリストの皆様には，
それぞれのご見識に基づきまして大変貴重，か
つ活発なご意見，ご質問を頂きまして誠にあり
がとうございました。
国際課税の世界は，私から申し上げるまでも

なく，すごい勢いでこの数年間動いております。
ちょっと目を離しておりますと，浦島太郎にな
ったような感じになって，中身がわからなくな
ってしまうというようなことですので，遅れな
いように注目してやってまいりたいと存じます。
それでは，以上をもちまして，本日のパネル

ディスカッション「国際課税をめぐる現状と課
題」を終わりにさせていただきたいと思います。
皆様のご協力，大変ありがとうございました
（拍手）。
―――――――――――――――――――――

― 127 ―



大大
阪阪
大大
会会



副会長挨拶
第６６回租税研究大会大阪大会開催にあたり

公益社団法人日本租税研究協会副会長

宇野 郁夫
（日本生命保険相互会社相談役）

本日は，第６６回の租税研究大会に，多数の皆
様と講師の方々にご参加頂きまして誠に有難う
ございます。
特に，財務省の藤井審議官，総務省の青木審

議官には，業務ご多忙の中，午後の討論会にお
きましてパネリストをお務め頂きます。心より
御礼申し上げます。また，皆様方には，常日頃，
当協会の事業活動につきましてご支援・ご協力
を頂いておりまして，この場をお借りして，改
めまして厚く感謝申し上げます。
さて，安倍政権発足以来，日本経済は，現在，

ようやくデフレ脱却と再生の実現に向けて着実
に前進しようとしております。今後，これを確
実なものとするためには，長年にわたる構造問
題の核心部分を真正面からみつめ，勇気をもっ
てこれを改革していく，実践力こそが大事であ
ると思っています。
いつも申し上げることではございますが，当

協会では，長年，民間の中立的な立場から税・
財政の問題を調査・研究し，中長期的な課題を
含めあるべき税制改革について提言を行ってき
ております。
わが国社会の将来像を信頼できる形にしてい

くための鍵は，大きくわけて２つあると考えて
おります。
もうご承知のとおりのことではございますけ

れども，１つ目は何よりも「経済活力の強化」
でございます。そしてその基軸となる「企業」
の活力の向上でございます。企業収益の拡大は，

雇用環境を改善し，所得・配当を増大させ，そ
の結果，消費や投資が促進され，それが更に，
企業収益の再拡大につながり，成長に向けた良
循環を生み出します。
政府は，今年６月に公表した「経済財政運営

と改革の基本方針２０１４」（骨太方針）において，
「法人実効税率を数年で２０％台まで引き下げる
ことを目指す」と明言しました。これは，日本
の立地競争力，日本企業の国際競争力の強化を
図るのを強く意図したものでありますが，単純
に税率を引き下げるだけでは効果は望めません。
企業の革新的な投資意欲を高め，イノベーショ
ンの創出を促す措置を併せて検討していく必要
がございます。
２つ目は「安定財源の確保」，すなわち，財

政健全化の推進でございます。わが国の長期債
務残高は，今年度末には１，０１０兆円，対ＧＤＰ
比で２０２％に達するなど，歴史的にも国際的に
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も前例を見ない常軌を逸した最悪の水準でござ
います。財政健全化に向けては，「２０１５年プラ
イマリーバランス赤字の対ＧＤＰ比半減，２０２０
年プライマリーバランス黒字化」という国際公
約を目標に掲げております。しかし，わが国は，
内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」の
中でも，２０２０年度黒字化の道筋は描けておりま
せん。早急に，黒字化のための具体的な取り組
みや道筋を，国民や国際社会に明示し，確実に
実行していかなければなりません。
この実行への確信を持てない限り，国民は明

るい国家の将来像を描くことはできず，国民の
自己犠牲を前提とした国家再生への道は，初手
から望むべくもないと考えます。
財政悪化の最大の要因である社会保障制度改

革をはじめ，徹底した歳出削減を進めるととも
に，新たな税収の確保を通じた歳入増も必要で
ございます。消費税率１０％への引き上げ問題も
わかり切ったことでございます。税制抜本改革
法の通り，引き上げの実施を決断するだけであ
ると考えます。
消費税率を上げれば消費が減る，といった

「いいわけ」は，消費税率を着実に引き上げて
きた欧米各国とも，全く同じ条件下におかれた
問題です。今，求められるのは，国家の将来に
対する良心と，勇気ある決断力のみである，と
私は考えます。それだけに，次世代への借金の
ツケは確実に減らしていっているという，執念
の実績を明確に積み上げていくべきであろうと
思います。
本日の大阪大会におきましては，午前は，谷

口教授よりご報告をいただきました。午後から
は，「税制改革を巡る現状と課題」をテーマに，
討論会を予定しております。ご担当頂くのは，
税制・財政に精通された先生ばかりでございま
す。午前に引き続き，大変有意義なお話を伺え
るものと考えております。是非，午後のプログ
ラムについても，ご清聴頂きますよう宜しくお
願い申し上げます。
最後になりましたが，本日ご出席の皆様方の，

益々のご発展をお祈り申し上げますとともに，
当協会の活動に，今後ともご支援・ご協力を頂
きますよう，切にお願い申し上げまして，私の
挨拶とさせて頂きます。有難うございました。
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１ はじめに

おはようございます。本日は「税制における
交際費の意義と課税のあり方」というテーマで
報告をさせていただきます。
「税制における交際費の意義と課税のあり

方」を報告のテーマとして取り上げようと思い
ましたのは，既に「ご案内」にも書きましたよ
うに，平成２６年度税制改正において交際費課税
につき前年度に引き続いて改正が行われ，マス
コミ報道だけでなく税法関係の雑誌などでもい
ろいろと論考が出され，社会の注目を集めてい
ることがきっかけなのですが，そういう中で交
際費課税について少し勉強したところ，これは
昭和２９年に創設され今年で６１年目，人間でいえ
ば還暦という節目の年なので，この機会に交際
費課税についてもう一度勉強し直してみようと
考えた次第です。還暦というと，人間でいえば
めでたいことであると，皆さんお祝いをされる
わけですが，交際費課税が還暦ということで，
これをめでたいと思ってお祝いされるかどうか
は，皆さん一人一人のご判断にお任せします。
ここでは，そういう節目の年であることだけを
まず申し上げておきます。

本日は交際費課税について，交際費を支出す
る側の問題を中心にお話ししようと思います。
もっとも，交際費課税を広い視野からみると，
交際費を支出する側と，交際費による利益を受
ける側の両方にわたって検討すべきではないか
と思っています。本論に入る前に，この点につ
いて少しお話しさせていただきます。
まず，支出する側ですが，これが法人であれ

ば租税特別措置法６１条の４の，いわゆる交際費
課税で法人税の問題になります。ここでは「狭
義の交際費課税」と呼んでおきます。それから
最近裁判例において注目を集めている，事業所
得者の交際費課税があります。これは所得税に

１０月１日�・午前報告

谷口 勢津夫
大阪大学大学院高等司法研究科教授

税制における交際費の意義と
課税のあり方
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おいて家事費排除との関係でしばしば問題にな
ります。さらに給与所得者については，特定支
出控除の範囲が拡大され交際費も特定支出に含
まれることとなったこととの関係で，控除限度
額を超えると特定支出として控除されないとい
う意味での交際費課税もあると思います。これ
も所得税の問題です。
他方，交際費の支出による利益を享受する側

をみますと，まず，交際費を支出する者は，当
然その支出によって収益獲得を考えているわけ
ですから，収益が帰属する者すなわち支出者自
身が，交際費による利益を享受することになり
ます。その収益が法人に帰属すると益金になる
ので法人税の問題になりましょうし，個人の場
合は収入金額に算入されて所得税の問題になっ
てくると思います。
それから支出の相手方といいますか，法律上

の言葉を使えば事業関係者，あるいは特定支出
に関しては職務関係者といえばよいと思います
が，こうした相手方が交際費による利益を享受
する場合，その利益は，所得税法３６条１項の括
弧書にいう「経済的な利益」に該当することが
あり，収入金額に算入され所得税がかかってく
ることがあります。
また，交際費が直接，事業関係者あるいは職

務関係者に支出される場合もありましょうが，
多くの場合は，事業者が営むお店での接待等を
通じて相手方たる事業関係者等が利益を享受す
ることになり，そのような場合には，事業者の
方で消費税の課税も問題になるでしょう。その
ような消費税課税の性格付けとして，事業関係
者あるいは職務関係者が，消費者の立場で経済
的利益を受けて所得税の課税を受けていれば格
別，所得税の課税を受けない場合には，そのよ
うな消費税の課税は所得税課税の代替課税の意
味なり性格を持つことになると思います。
ちなみに，先ほど所得税法３６条１項の括弧書

の規定にいう「経済的な利益」について触れま
した。この経済的な利益としては，例えば債務
免除益が例に挙げられることがありますが，そ

れ以外に，今お話ししたような交際費による接
待等を受けた場合にも，経済的な利益の享受が
問題になります。所得税法３６条２項では，経済
的な利益については，これを「享受」する時に
おける価額が収入金額とされるのですが，その
ような経済的利益の「享受」には，所得概念と
の関係で，「消費型享受」と「蓄積型享受」の
２つのタイプがあると考えるところです。所得
は消費プラス蓄積という式で表されるわけです
が，経済的利益も所得である以上，消費型の経
済的利益と，蓄積型の経済的利益があると考え
ます。消費型の経済的利益の「享受」すなわち
「消費型享受」は，役務の無償受入れによる経
済的利益のように享受と同時に消費される経済
的利益の享受のことであり，交際費による接待
等を受けた場合の経済的利益の享受がこれに当
たります。なお，これに対して，蓄積型の経済
的利益の「享受」すなわち「蓄積型享受」は，
純資産増加説にいう「負債」の減少による経済
的利益の享受のことで，先に挙げた債務免除益
の享受がこれに当たります。本日の報告とは直
接は関係ないのですが，このようなことをなぜ
考えているかといいますと，収入金額の計上時
期あるいは所得の年度帰属の問題との関係でこ
れまで議論がされてこなかった経済的利益につ
いて，最近，そのような２分類に即して計上時
期を検討してみようと考えていたところでした
ので，その分類を交際費に関しても使ってみた
のです。

２．法人税における交際費課税

２―１．交際費課税（狭義）の沿革

２―１―１．創設前期
さて，本日の報告では，冒頭にも申し上げま

したが交際費課税の全体構造のうち支出者側の
制度やそれに絡んだ裁判例を検討しようと考え
ています。私自身は法律しか勉強していない人
間なので，特に実定法の解釈論を中心にお話し
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しようと考えています。
まず，法人税における交際費課税からお話し

したいと思います。まず交際費課税の沿革から
みておきますと，ここでは制度の詳細について
は特に触れませんが，詳しいところはレジュメ
（文末掲載）４ページの上の方に，参考文献と
して４人の方の文献を挙げておりますので，そ
れらを参照していただければと思います。ここ
では，制度の細かい中身や具体的な詳細につい
てはお話しするのではなく，むしろその時々の
交際費課税の基礎にある考え方を整理してみた
いと考えておりますが，先ほど挙げた文献を参
考にしながら幾つかの期に分けて，その時々の
交際費課税の基礎にある考え方についてお話し
していこうと思います。
交際費課税がわが国で公式に登場したのは，

昭和２８年の法人税法の改正案においてです。こ
のときは，現在のように租税特別措置法ではな
く法人税法本法において，しかも恒久的な規定
として設けるという提案がなされました。これ
は寄附金課税に準ずるような規定として交際費
課税の規定を設けるという提案であり，限度額
を超える額の２分の１を損金に算入しないこと
とするというものでした。これに対して寄附金
は，限度額を超えたら全額損金不算入になって
いました。交際費課税の方は，限度額の性格か
らしても，それを超えた２分の１が損金に算入
されることからしても，事業経費性を実体的に
認めることが前提になっていたと思います。こ
れに対して寄附金は，そもそも経費性があるか
どうかが曖昧で，それを限度額以下であれば一
律経費性があると一種擬制したような定め方に
なっていました。昭和２８年当時は，交際費は事
業経費であるという前提で規定が定められ，寄
附金については経費性が曖昧であることから一
種擬制をしているという扱いでした。現在の規
定振りをみますと，平成２６年度の税制改正後は
変わりましたが，それまでは交際費は，中小企
業を除いて全額損金不算入でしたが，寄附金は，
限度額の範囲内であれば損金に算入するという

扱いになっていたことからすると，印象として
は，昭和２８年当時の考え方と現在とでは「逆転
現象」がみられるのではないかという気がしま
す。
このような提案に対して経済界が猛烈に反対

しました。反対論が指摘した問題点を，レジュ
メには３つ書いておきました。まず，企業の資
本蓄積を充実させることを目的として，交際費
を損金不算入にすることが提案されたのですが，
交際費を損金不算入にすれば本当に資本蓄積が
促進されるのかという，懐疑的な見方が１つあ
りました。それから，そもそも交際費は事業経
費ですが，それを否認し，しかも一種の形式基
準で限度額を設けて，それを超えた部分は２分
の１しか損金に算入しないとして，事業経費性
について否定的な取扱いをするのは不合理であ
るという考え方です。さらに，後でも少し触れ
るように，交際費は使途不明金との関係でよく
問題にされることがありますが，使途不明金に
ついては昭和２５年の法人税基本通達の２６９で，
既に損金不算入にするという扱いがなされてい
ましたので，それで十分ではないかという考え
方もありました。これらが反対の主たる理由で
したが，当時の政治状況も有名な「バカヤロー
解散」があった時代なので，導入が見送られる
ことになったのです。
導入しようとした法人税法改正案の基本的な

考え方として，現在でもいわれるように，交際
費は冗費・濫費だから，これを抑制するという
考え方が基礎にあったと考えられます。そうい
う考え方を，ここでは「冗費・濫費抑制思考」
あるいは縮めて「冗費・濫費思考」と呼ぶこと
にします。この冗費・濫費思考の特徴を，２点
ほどにまとめておきたいと思います。
冗費・濫費思考の特徴の１つ目として，まず

政策手段的な色彩が強いのではないかというこ
とです。レジュメには「政策手段的色彩」と書
きましたが，その後，「中間目的的色彩」が強
いといった方がよいのではないかとも考えるよ
うになりました。つまり，終局目的は別にある
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けれど，それに至る中間目的の色彩が強いとい
ってもよいと思います。いずにせよ，問題は，
政策手段としての，あるいは中間目的としての
交際費課税によって達成しようとする政策目的
なり終局目的は何なのかですが，これは時代の
要請により変化してきたとみてよいと思います。
後で述べますように，当初は企業の資本ある

いは内部留保を充実させることが目的でした。
さらに，現物給与の代替課税という目的もあり
ました。それからもっと後になれば，赤字法人
対策の一環として交際費課税の位置付けを強化
するということもありました。それからバブル
期になりますと，多額の交際費が支出されるこ
とによって，市場における公正な取引あるいは
価格形成が阻害されることを防止するのも，交
際費課税の目的としていわれたことがあります。
さらにもう少し時代が下がると，バブルが崩壊
して景気が後退した後は法人税収の減少に伴い，
税収確保の目的も前面に出てきたのではないか
と思います。そして最近では，逆に冗費・濫費
思考の緩和によって，経済活性化を図ることも
考えられています。このように，その時々の時
代の要請によって交際費課税の位置付けや性格
も変わってきたとみてよいと思います。
冗費・濫費思考のもう１つの特徴は，そもそ

も冗費・濫費といいつつも，やはり交際費は事
業経費であることが前提になっているというこ
とです。レジュメ３ページには臨時税制調査会
の昭和３１年の答申の一部を抜粋しています。こ
れは交際費課税が導入された後の答申ですが，
冒頭では「もとより，これら交際費の相当部分
は，営業上の必要に基づくものであり，ただち
にその全部を濫費と称することはできない。」
と述べられています。やはり交際費は事業経費
であることが前提であって，その中で冗費・濫
費に相当するものを損金に算入しないという発
想が，当初はあったと思います。現在の法人税
法の中でも，例えば役員給与の損金不算入に関
する規定である法人税法３４条１項では，損金算
入される定期同額給与などを掲げておいて，そ

れらについて不相当に高額な部分は損金に算入
しないという規定振りになっていますが，その
ように不相当に高額という場合とよく似た発想
が，交際費課税において当初はみられたと考え
ます。

２―１―２．第１期～第６期
それでは次に移りまして，第１期です。先ほ

ども申し上げましたように，昭和２９年に交際費
課税が創設されましたが，このときは冗費・濫
費思考に基づいて企業の資本，内部留保を充実
させる目的で，交際費課税が時限立法で立法化
されたわけです。現在も時限立法です。ただ，
レジュメ３ページのその箇所の下にも書いてお
きましたが，「時限立法」ももう還暦を迎えま
した。恒久的な立法措置でも既に廃止されたも
のがある中で，６１年も続く「時限立法」とは何
なのだろうかと，私などは考えるところです。
立法のあり方も，検討を要する時期になってい
るのではないかという思います。
続きまして，第２期です。昭和３６年から４１年

までの間を第２期とする整理が多くの文献でな
されているので，それに従ってここでもその時
期を第２期としておきました。ここでは冗費・
濫費思考が強化されました。いわゆる社用族に
とって社用消費は現物給与に当たりますが，所
得税の側で課税が十分ではないので，法人税の
方で交際費課税を強化することとされたのです。
この点，先ほど申し上げましたように，事業関
係者のうち特に社員や役員に対する交際費につ
いては，交際費は本来は収入金額に当たるので，
いわゆる現物給与，フリンジベネフィットとし
て所得税を課税すべきであるという考え方が前
提にあります。その点については，先ほどの昭
和３１年の臨時税制調査会の答申の中でも，後半
の方で触れられていますが，所得税課税の適正
化の観点から，本来は所得税で課税すべきとこ
ろが，十分には課税されていないことから，法
人税で交際費課税を強化し，所得税の現物給与
に対する課税を代替する目的で，この時期，濫

― 134 ―



費・冗費思考が強化されたと整理できると思い
ます。
それから第３期は，昭和４２年から５６年の間で

す。この時期は，終局目的が資本の充実あるい
は社用消費に対する代替課税ではなく，そもそ
も交際費の支出自体を抑制することを目的にす
る方向に変わってきたと思います。交際費が増
加した分については全額損金不算入として，禁
止的な課税を行うこととし，対して，交際費が
減った分については全額損金算入を認めるとい
う，ムチとアメを使い分けて，交際費の支出そ
れ自体を抑制することに力点が置かれた時期と
整理できると思います。
第４期は，昭和５７年から平成５年の時期です。

この時期は，交際費の支出それ自体を抑制する
ことをもっと徹底させた時期だと考えられます。
その表れとして，記憶にも新しいところですが，
今年度の改正前の状態が実現したわけです。す
なわち，大法人については全額損金不算入にす
るという制度に変わりました。
ただ，交際費は，バブル崩壊後の平成５年以

降をみますと，国税庁の統計などによれば基本
的にずっと減り続けている状況にあります。こ
ういう状況下では，交際費について濫費・冗費
なので全額損金不算入として抑制することに，
どれだけの意味があるのか。あるいは，企業も
ガバナンスの問題として冗費・濫費をなかなか
認めにくい状況になってきたことからすると，
全額損金不算入にすることの意味合いが変わっ
てきたのではないかと思います。
そこで，私なりの整理ですが，平成６年から

平成１７年の時期を第５期として，冗費・濫費を
抑制することを手段あるいは中間目的として，
税収を確保しようとしてきた，あるいは法人税
の課税ベースを拡大しようとしてきた時期とみ
るべきではないかと思います。法人税収の推移
をみますと平成元年がピークで，それ以降若干
増えたり減ったりしていますが，基本的には減
少の傾向をたどっています。そういう状況の下
で，交際費を損金不算入にすることによって，

税収を確保する方向が取られてきたのではない
でしょうか。その１つの表れとも思われるので
すが，平成８年の税制調査会の法人課税小委員
会報告の中に，課税ベースの拡大に向けた取組
みの検討項目の１つとして交際費が取り上げら
れています。このように考えると，交際費が冗
費・濫費なので抑制するとか，あるいは当初い
われたような資本を充実させるというような目
的から，むしろ税収確保の手段として交際費課
税が捉えられるようになってきたのではないか
と思われます。
そして最後に，平成１８年以降から現在に至る

までを第６期としています。この時期において
は，先ほどからお話ししている冗費・濫費の思
考が緩和されました。この緩和によって何を目
的としているかというと，景気を刺激する，経
済を活性化するということだと思います。従来
は冗費・濫費思考を強化する方向だったのを，
方向転換して緩和に切り換えて，経済の活性化
につなげる方向が取られた時期とされるのでは
ないかと思います。
平成１８年に，１人当たり５，０００円以下の飲食

費を交際費から除外する措置が講じられました
し，平成２５年度は中小法人の控除限度額の引き
上げ等の措置が講じられました。さらに平成２６
年度税制改正では，１人当たり５，０００円超の接
待飲食費の５０％を損金に算入することを認める
措置が講じられることになったわけです。従来
の冗費・濫費思考を強化する方向から，緩和の
方向に向かわせることによって経済の活性化を
図ろうとしているというように整理しています。

２―２．交際費課税（狭義）の機能的
意義

以上，誠に雑ぱくではありますが，一応全体
の流れをみてきました。次に，交際費課税の機
能的意義について少しみておきたいと思います。
交際費課税は，さまざまな政策目的を達成す

るための手段として活用されてきたことを述べ
ましたが，その政策的な効果が達成されている
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かどうかの検証をする必要があろうと思います。
ただ，私には政策的な効果を検証するだけの情
報や資料が，そもそも能力もありませんので，
どうしたものかと困るところですが，平成２２年
度の税制改正でいわゆる租特透明化法，正式名
では「租税特別措置の適用状況の透明化等に関
する法律」が制定され，租税特別措置の適用実
態の調査の結果を国会に報告することが定めら
れました。それが昨年から提出され，今年の１８６
回の通常国会にも提出されています。ホーム
ページにも掲載されています。
この法律には，適用除外となる租税特別措置

が定められていますが，６１条の４は適用除外の
措置には入っていません。今年度の改正前の交
際費課税の適用期間は，平成１８年４月１日から
今年の３月３１日まででしたが，租特透明化法で
は，適用期間が終わった次の年の国会にこの報
告がなされると定められていますので，来年１
月の国会に提出される報告書では，交際費課税
の政策的な効果についての検証がされるものと
思います。私もそれを踏まえて，交際費課税の
機能的意義をもう一度考えてみようと思ってい
ます。
ちなみに，交際費課税は今年度税制改正で既

に延長が決まっています。延長は平成２８年３月
３１日までですので，平成２９年１月の国会に，そ
の間の効果の検証結果が出ると思います。そこ
までは決まっていますが，それ以降どうするの
かは，それらの検証を踏まえて検討されるべき
ことだと思います。
次に，交際費課税の効果として一般にいわれ

ることですが，先ほど沿革の中でも少し述べま
したように，全額損金不算入は禁止的な課税で，
交際費の支出を禁止するような効果を持つのは
否めないと思います。論者によっては，これを
「ペナルティー課税」と呼んで，交際費課税に
対して批判的な検討を加える方もおられます。
この禁止的あるいは制裁的課税の効果の意味

ですが，まず１つには，事業経費性を原則否認
することです。事業経費として投下資本の回収

部分について損金算入を認めないことになると，
事業経費を支出して得た収益には益金として課
税し，かつ，交際費は損金不算入になるわけで
すから，一種の二重課税の問題が生じていると
みてよいと思います。これを制裁的課税と呼ん
でいるのかもしれません。
もう１つには，制裁的という言葉のニュアン

スからすると，重加算税が課されるケースが多
いことも視野に入れて，そういうことがいわれ
ているのかもしれません。交際費課税が強化さ
れてくると，どうしてもそれを回避しようとす
るインセンティブが働きがちです。そうすると，
交際費は実務上は隣接費用との区別が難しく，
事実認定が難しい費用ですから，判定区分の困
難性からしても納税者と課税庁側との見解が食
い違って，場合によっては重加算税の要件に該
当すると判断されるケースもあろうかと思いま
す。最近の重加算税賦課の状況からすると，交
際費，期ずれ，横領が重加算税の３大事案とい
われていますが，交際費課税が重加算税の対象
になることが多いことから，制裁的な意味合い
を持つといわれるのではないかとも思います。
ところで，交際費課税の効果に関連して，１

点寄り道をしたいと思います。レジュメの５
ページで「交際費課税と違法支出論」と書いた
所です。先ほど述べましたように，交際費課税
は使途不明金との関係が問題になる場合もあり
ますが，そもそも交際費の中に使途不明金，さ
らには違法な支出が含まれているのではないか
という見方が以前から根強くあります。
違法支出というのは支出自体が違法なもの，

賄賂などがその代表例ですが，それと違法行為
を原因として支出されるものも，違法支出とい
います。違法支出については，わが国には見解
の対立があります。違法支出であっても，法律
の要件を満たしている以上は損金，所得税の場
合は必要経費に該当するという考え方と，もう
１つは，違法支出は不正な支出で公序に反する
から，法律の要件に該当したものであっても損
金性，必要経費性を認めないという考え方があ
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ります。大別してこの２つの考え方があり，い
ずれも有力説といってよい状況だと思います。
前者の，法律の要件に該当すれば，違法支出

であっても損金性を認めるという考え方は，租
税法律主義を重視する立場から支持されていま
す。最近の傾向として，租税法律主義が重視さ
れることは最高裁の判例においても明らかであ
ろうと思いますが，全体としてそういう状況に
ある中で，違法支出論に関しては，租税法律主
義を重視して，法律の要件に該当すれば損金と
して認める考え方が必ずしも貫徹されず徹底さ
れていないのは，非常に興味深いところです。
いわゆるアメリカのパブリック・ポリシーとい
う判例法理を参考にして，わが国でも不正な支
出は損金性を認めないという考え方は，特に検
察関係者などの間で根強いものです。
パブリック・ポリシー，公序の理論の考え方

を説く論者の中には，交際費課税が全額損金不
算入にされるのは，まさに交際費課税の中に違
法な支出が含まれていることを考慮しているか
らであるとして，交際費課税は公序の理論の観
点から正当化されるという評価をする方もおら
れます。このような評価によれば，先ほどまで
お話ししたこととは違った観点から，交際費課
税を検討することもできるということを指摘す
るにとどめさせていただきますが，そのように
交際費課税を捉えた場合は，交際費課税は，通
達で認められている使途不明金の課税や租税特
別措置法６２条が定めている使途秘匿金の課税に
接近してくると考えられます。

２―３．交際費課税（狭義）の法的意義

２―３―１．「交際費」に関する法令の定め
それでは本題に戻りまして，交際費課税の法

的意義に移ります。交際費に関する定めについ
ては，レジュメの５ページに租税特別措置法６１
条の４第１項と第４項を記載していますが，第
４項では，「交際費等とは，交際費，接待費，
機密費その他の費用で，法人が，その得意先，
仕入先その他事業に関係のある者等に対する接

待，供応，慰安，贈答その他これらに類する行
為のために支出するものをいう。」と定義され
ています。

２―３―２．「交際費等」の解釈
この交際費等に関する要件の解釈について，

レジュメの６ページでは，学説を大きく二要件
説，三要件説，五要件説の３つに分け，二要件
説については旧二要件説と新二要件説に分けて
整理しておきました。
二要件説というのは，支出の相手方と支出の

目的で判断するのですが，「新」と「旧」の違
いは，「旧」は接待等の行為を支出の目的とす
るもので，目的として行為の態様といいますか，
形式を問題にする点が特徴です。新二要件説の
方は，支出の目的として，接待等の行為により
事業関係者等との親睦の度を密にして，取引関
係の円滑な進行を図ることで，目的として行為
の内容を問題にする点に，その特徴があろうか
と思います。
三要件説は，支出の相手方としての事業関係

者と，支出の目的として新二要件説が説くとこ
ろに加えて，条文に書いてある接待等の行為と
いう行為の態様を要件として独立させて要求す
るものです。
五要件説というのはそれにさらに２つの要件，

すなわち，支出の金額が比較的高額であること
と，支出の性格が冗費・濫費性を有することを
付け加えるものです。５番目の要件については
価値判断の指標であって，それ自体が他と並列
的に論じられるものではなく，補足的な要件で
あるといわれています。
このように要件が多ければ多いほど，交際費

課税の範囲は狭く限定されます。それに応じて，
逆に事業経費としての控除の範囲が広がること
になります。事業経費を控除するということは，
所得課税の上ではいわゆるネットインカムに課
税する考え方で，純所得課税の原則と呼ばれま
すが，要件を多くするほど，純所得課税の原則
を尊重する方向に働くことになるわけです。
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では，最近の裁判例でどういう考え方が採ら
れているかですが，有名な萬有製薬事件をみて
おきますと，地裁段階では新二要件説が採られ
たのに対して，高裁段階では三要件説が採られ
ました。地裁と高裁は，レジュメ７ページの判
決引用部分のうち下線部の前の部分はほとんど
同じことを書いていますが，高裁の判決で注目
すべきところは，引用箇所の冒頭で「上記のよ
うな法文の規定や」として，法文の規定も考慮
している点です。そこが地裁と高裁の違いです。
要するに，法律の文言を重視して解釈するとい
うことを高裁は表明しているのだと思います。
では，どちらの説が支持されるべきかといい

ますと，私自身もそうですが，学説の多くは三
要件説が妥当であると考えているようです。租
税法律主義の下では，法律の規定は厳格に解釈
しなければならないのですが，この厳格解釈の
意味は，解釈の方法として文理解釈を重視する
ということです。このような考え方は，最近の
最高裁の判例にもみられます。ホステスの報酬
に対する源泉徴収に関する事件において，最高
裁が平成２４年３月２日判決の中で，「租税法規
はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきもの
ではない」と判示したように，最高裁も厳格解
釈，文理解釈を重視する姿勢を明らかにしてい
ます。これは，租税法律主義を尊重する姿勢を
明確に示したものであると考えられます。
そういう観点からすると，租税特別措置法６１

条の４が，「接待等」として明文で行為の態様
について規定している以上，これを無視して交
際費課税について判断することはできないと考
えられます。３つ目の，行為の態様の要件も考
慮して交際費等の意義を解釈すべきです。その
意味で，三要件説が妥当であると考えられます。

２―３―３．三要件の各要件の個別検討
レジュメ７ページの見出しには「三要件の各

要件の個別検討」と書きましたが，実は２つし
か検討していません。
まず，「事業関係者等」について，その範囲

がどこまでかというときに問題になるのが，次
のページにあります法人の役員や従業員，株主
等です。特に役員や従業員については，いわゆ
る社内交際費が認められるかどうかの問題があ
りますが，この点，通達で法人の役員や従業員
も含むとされており，社内交際費も交際費の範
囲に含まれると一般に解されています。このよ
うな理解について，成和工業事件の大阪高裁平
成５年８月５日判決も，これを支持しています。
ただ，平成１８年で５，０００円以内の飲食費が損

金不算入の交際費から除外され，また，今年の
改正で５，０００円を超える接待飲食費が２分の１
まで損金算入の扱いを受けることになりました
が，社内飲食費はそれらには含まれず損金不算
入とされることが明文の規定で示されています。
国税庁も，交際費等，特に飲食費に関するQ&
Aを出して，ホームページ上でもその取扱い
を示しています。飲食費の取扱いが実際上問題
になることが多いとの認識の下，Q&Aを公表
しているのだろうと思います。
要するに，飲食費については，役員や従業員

の消費の側面が強いということが問題です。飲
食費が所得税法３６条１項にいう経済的利益であ
ることは原則として否定できないので，本来は，
先ほど述べた昭和３１年の臨時税調答申がいうよ
うに，所得税課税を適正化して，その経済的利
益に対して所得税を課税することが筋だと思い
ますが，しかし，これは言うは容易いのですが，
やはり執行面で非常に大きな困難を伴うと思い
ます。経済的利益の享受に対して，所得税の課
税が不十分であるが故に交際費課税をせざるを
得ないので，社内飲食費は別扱いにされている
ということだろうと思います。
所得税は執行が困難な税であるということは，

以前からいわれてきました。所得税は公平な課
税を実現する意味で理論的には優れた税ではあ
りますが，執行上どうしても所得の把握が難し
い場面があります。この点は消費税が導入され
た当時にも議論されました。所得税だけでは公
平な課税が十分には達成できないから，消費税
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でその部分をカバーするというような論法です。
所得税では実際上課税されないような経済的利
益も，消費という形で納税者に帰属するので，
消費税による課税を受けるというような，いわ
ゆる代替課税が消費税導入時にも消費税の正当
化の一環として議論されました。社内飲食費に
ついては交際費課税でカバーすると同時に，他
方で消費税の問題として代替課税の観点からの
検討も必要ではないかと思います。
次に，交際目的です。交際目的の要件につい

ては，先ほど述べた萬有製薬事件の判決が判示
しているところが妥当すると思います。この要
件については，レジュメ９ページに掲げた遊園
地優待入場者交際費事件の東京高裁平成２２年３
月２４日判決も，特に目新しい判断を示している
わけではありません。この事件は，むしろ，交
際費課税が非常に拡大している状況を示す１つ
の例として取り上げてみようと考えたところで
す。交際目的がここで取り扱っている論点なの
で，レジュメ１０ページではその部分の判示に実
線で下線を引いていますが，その上に破線で下
線を引いている部分の判示が非常に興味深く，
また，問題であると思います。
遊園地が関係者に無料で利用できる優待入場

券を配る場合，その優待入場券を作るのに直接
要する費用であれば交際費になることは認めら
れましょうが，裁判所は，それにプラスして，
下線の部分に書いてあるように，遊園地がサー
ビスを提供するのに関連するような原価も，施
設の減価償却費も含めて，交際費に含まれると
いう判断を示したのです。非常に珍しいという
か，興味深い判断ではありますが，優待入場券
を利用する人数で原価を頭割りした分を，交際
費として損金不算入にするとされてはいるもの
の，交際費の概念がここまで拡大されると，法
律の予定している範囲を超えるのではないかと
いう疑問を持っています。

３．所得税における交際費課税

３―１．所得税における交際費

法人税の話は以上で終えまして，次に，本日
の報告のもう１つの狙いである，所得税におけ
る交際費課税の検討に移ります。
所得税における交際費につきましては，家事

費あるいは家事関連費との関係が重要です。レ
ジュメの１０ページに，植松守雄先生の論文を引
用しておきましたが，その冒頭で，「同じ支出
のうちに両要素［報告者注：必要経費と家事
費］の混在が認められるものの，その合理的分
別がほとんど不可能に近く，しかも一般に家事
費的色彩が強い費用がある。」として，そのよ
うな費用の代表的な例として交際費を挙げてお
られます。交際費については，「ほとんど必然
的に個人的消費の要素が混入する接待交際費」
と述べておられますが，要するに，家事費との
合理的分別がほとんど不可能に近いとされてい
るのです。所得税において交際費は，家事費排
除の観点からすると，その必要経費算入は難し
いということでしょう。

３―２．事業所得者に対する交際費課税

３―２―１．必要経費と家事費
そういう考え方が，現行所得税法の基礎にあ

ると思います。現在の所得税法は昭和４０年に全
文改正されましたが，規定の整備に当たって，
昭和３８年に税制調査会が答申を出しています。
今日報告している点との関係でいえば，家事費
との関係が強い費用をどう扱うかについて，レ
ジュメ１１ページに引用しているところをご覧く
ださい。
まず，「費用収益対応の考え方のもとに経費

を控除するに当たって，所得の基因となる事業
等に関係はあるが所得の形成に直接寄与してい
ない経費又は損失の取扱いをいかにすべきかと
いう問題」については，２つの考え方があると
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されています。１つは，「純資産増加説的な考
え方に立って，できるだけ広くこの種の経費又
は損失を所得計算上考慮すべしとする考え方」
です。これは，法人税における取扱いの方に所
得税における取扱いを近づけていく方向性を示
す考え方です。もう１つは，「家事費を除外す
る所得計算の建前から所得計算の純化を図るた
めには家事費との区分の困難な経費等はできる
だけこれを排除すべしとする考え方」です。家
事費との区分が問題になる交際費の扱いについ
ては，後者すなわち家事費排除を原則とする考
え方を強く打ち出して，現在の所得税法ができ
ていると考えられます。
次に，碓井光明先生の論文もその下に引用し

ておきましたが，そのような考え方が現行所得
税法の基礎にあると理解されているものと思い
ます。碓井先生の論文で興味深いのは，アメリ
カの制度を参考にして，所得税において交際費
の必要経費算入について限度額を定める制度が
考えられてもよいと述べておられる点です。こ
のような考え方は，後で述べます特定支出のう
ち勤務必要経費について採用されているとみる
こともできると思います。
ともかく，所得税法においては，交際費は家

事費として必要経費から排除する考え方が強い
と思います。事業所得者の交際費の必要経費算
入は，基本的には，これまで非常に狭く捉えら
れてきたと思います。ここで問題となる必要経
費は所得税法３７条１項の後半に定められている
必要経費です。所得税法３７条１項には前半と後
半があって，原価性のあるものと，非原価項目
とが定められていますが，後半の方がいわゆる
一般対応の必要経費で，これについて，交際費
との関係が問題になります。
なお，レジュメ１２ページの所得税法３７条の引

用部分の下には，所得税法４５条と所得税法施行
令９６条の規定を引用しておきましたので，ご参
照ください。

３―２―２．一般対応の必要経費に係る業務関連
性要件の解釈

では，どういう要件をもって交際費の必要経
費算入を排除してきたかというと，レジュメの
１３ページでは二要件説と書いておきましたが，
一般対応の必要経費につきましては，法文上は
「所得を生ずべき業務について生じた費用」と
書かれているので，その費用が業務関連性を有
することが要件となっているのは法文上明らか
ですが，それにプラスして業務との直接関係性，
あるいは直接関連性を要求するのが，ここでい
う二要件説です。これが従来の課税実務であり，
裁判例の立場であったと思います。レジュメの
１３ページから１４ページにかけて裁判例を２つ挙
げておきました。
広島地裁の平成１３年１０月１１日判決では，必要

経費の控除は投下資本の回収部分には課税しな
いことがその趣旨である旨を述べた上で，「販
売費や一般管理費のような一般対応の費用につ
いてだけ，業務との関連性を緩和し，単に業務
と関連ないし付随した支出を必要経費として認
め，これを控除の対象とするのは相当ではなく，
所得税法３７条１項の『その他これらの所得を生
ずべき業務について生じた費用』にいう『業務
について』とは，直接に関連しての意味に限定
して解するのが相当である。」と判示していま
す。このように，一般対応の必要経費について
業務との直接関係性あるいは直接関連性を要求
し，交際費については，「所得税法上，交際費
は業務との直接関連性を要求されていると理解
すべきである。」として，業務との直接関連性
がないものは必要経費に算入しないことを明ら
かにしています。
そして２つ目の，平成２３年８月９日の東京地

裁判決ですが，これは有名な，弁護士会役員の
懇親会費などが必要経費に当たるかどうかが争
われた事件です。この判決は所得税法３７条と４５
条１項，施行令９６条１項を挙げて，これらの規
定から，当該支出が所得を生ずべき事業と直接
関係し，かつ，当該業務の遂行上必要である場
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合に必要経費算入を認めるという判断を導き出
しています。従来の課税実務と同じ判断であっ
たと考えられます。
ところが，控訴審の，平成２４年９月１９日の東

京高裁判決では，レジュメ１４ページの引用部分
のうち前半部分の所得税法３７条や４５条，施行令
９６条を引用している１０行目の「趣旨や所得税法
等の文言に照らすと」までは地裁判決と同じ表
現ですが，そこから先が違っています。「ある
支出が事業所得の金額の計算上必要経費として
控除されるためには，当該支出が事業所得を生
ずべき業務の遂行上必要であることを要すると
解するのが相当である。」と判示されています
が，そこには「直接関係することを要する」こ
とは抜け落ちています。その根拠というか理由
は，その下の下線を引いた部分の下から２行目
の「事業の業務と直接関係を持つことを求める
と解釈する根拠は見当たらず，『直接』という
文言の意味も必ずしも明らかではない。」とい
うところにあると考えられます。
所得税法３７条１項の規定をレジュメ１２ページ

の上の方に掲げて，前半部分と後半部分がある
と先ほど申し上げました。前半部分のいわゆる
個別対応の必要経費については，破線で下線を
引いた部分に「直接に」という文言が入ってい
るのに対して，後半部分の一般対応の必要経費
については「直接」という文言はありません。
だから，直接関連性を要件とする，条文上の根
拠がないとされたわけです。
東京高裁のこの平成２４年判決が出され，上告

されたのですが，レジュメ１５ページの，上告受
理申立ての理由にあるように，ここでも国側は
直接関係性が要件であることを主張しています。
しかし，結局上告不受理になりましたので，最
高裁の判断は示されないまま，東京高裁の判断
で確定したことになっています。

３―２―３．検討
では，東京高裁の判断についてどういう評価

がされているかについて，少しみておきたいと

思います。学者の間では，批判的な評価ももち
ろんありますが，肯定的な評価が多いように思
います。
例えば，レジュメの１５ページの下に引用して

いる三木義一先生の論文では，「いくつかの裁
判例や実務が依拠してきたと思われる学説が
『事業との直接関連性』が必要なことについて，
何ら論拠を示していないために，本格的な論争
が行われたわけではないし，これまでの裁判例
では個々の必要経費性は争われたものの，必要
経費概念について本格的に議論されることはな
かった。」と述べられた上で，そういう議論が
ないまま，直接関係性が当然のごとく要件にな
っていたことに対して，東京高裁が条文上の根
拠がないことからそれを否定したということに
ついて，肯定的な評価をされています。
では，私の見解はどうかということですが，

私も東京高裁のような判断でよいと，肯定的に
評価しています。すなわち，業務との直接関係
性は要件として必要でないという立場に立って
います。私の立場について説明する前置きとし
て，皆様方に条文の読み方を申し上げるのも恐
縮ですが，なぜ直接関係性が要求されるのかと
いうことから入って，条文の読み方が違うので
はないかということを申し上げておきたいと思
います。
まず，レジュメ１６ページの私見の�i の１つ目

のポツから説明していきたいと思います。必要
経費の控除可能性に関する判断については，実
際上は，あるいは結論からみると，必要経費を
控除することと家事費を必要経費に算入しない
ことは，ほとんどの場合同じことだといえよう
かと思います。３７条の必要経費の要件から解釈
していくのか，家事費に当たるから必要経費に
算入しないというように家事費の方から解釈し
ていくのかは，どちらからでもほとんど同じこ
となのだと，実際上はいえようと思います。で
すが法解釈のレベルでいうと，やはり違うので
はないかと思います。
条文に則して考えてみます。先ほど挙げた，
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所得税法施行令９６条の規定をご覧ください。１２
ページの真ん中辺りに引用しておきました。こ
れは，ある意味面白い規定の仕方です。９６条の
柱書をみていただくと，「法第４５条第１項第１
号（必要経費とされない家事関連費）に規定す
る政令で定める経費は，次に掲げる経費以外の
経費とする。」と書いてあります。これによれ
ば，必要経費とされない家事関連費は，１
号，２号に掲げる経費以外の経費であるという
ことです。１６ページに戻ります。１号，２号は
家事費あるいは条文上の言葉でいえば「必要経
費とされない家事関連費」に算入されない要件
を定めているわけです。したがって，これは，
必要経費に算入されるための要件を定めている
規定ではありません。
税法には，こういう条文が他にもあります。

例えば，次のページに法人税法２２条３項と３４条
の役員給与の規定を掲げています。３４条１項の
柱書の規定も，同じような規定振りになってい
ます。１号から３号までに掲げる給与のいずれ
にも該当しないものの額は，損金に算入しない
となっています。１号から３号は，損金に算入
されない役員給与から除外される役員給与の要
件を定めたものであって，役員給与の損金算入
の要件を定めたものではないのです。では，損
金算入の要件はどこに定められているのかとい
えば，平成１８年度の改正では，役員給与も従業
員の給与と同じく勤務・職務遂行の対価という
ことで，２２条３項２号で，あるいは原価性のあ
る場合は１号で，損金性を判断することとされ
たのです。役員給与については，２２条３項で損
金に該当するかが判断されて，そのうち３４条１
項の１号から３号以外のものを損金に算入しな
いということにしたのです。３４条１項は損金不
算入の規定で，損金算入の要件を定める規定で
はないのです。このような規定振りの点で，所
得税法施行令９６条とよく似た規定だと思います。
役員給与の場合と同じように，交際費が必要

経費に該当するかどうかを判断する場合，３７条
から読んでいくことが必要です。３７条の要件に

当てはまる費用について，そこから除外される
ものかどうかを４５条や施行令９６条で検討する，
こういう順番で判断すべきだと思います。
ところが，そうではない判断をされる方もお

られます。レジュメの１６ページから１７ページに
かけて，佐藤孝一先生の判例評釈を引用してお
きました。１７ページに書いてあるように，佐藤
先生は，まずは，所得区分及び家事費との関係
において，業務との直接関係性について検討が
されると述べておられます。まず４５条や施行令
９６条から始めて業務との直接関係性が検討され
て，その次に３７条に行くという理解を示してお
られると思います。
しかし，必要経費に当たるかどうかをまず判

断した上でないと，それから除外するものが決
まらないはずなので，論理的にはこれは逆の読
み方ではないかと思っています。先ほど述べま
したように，家事費から始めても，必要経費の
３７条から始めても，実際上結論に大差はないの
ですが，そうであるとしても，法解釈の順番と
しては違うと思うわけです。特に，家事費から
始めることによって，直接関係性を導き出す解
釈論には，問題があると考えています。
次に，１７ページの下に行きます。なぜ直接関

係性が要件とされるのかを考えてみると，その
要件は「安全柵要件」ではないかと考えるに至
りました。例えば池に水がたくさんあって，子
供たちが落ちると危ないので安全柵を作ります。
家事費を池の水，必要経費を陸地に例えてお話
しすると，安全柵というものは，水際ギリギリ
には作りません。子供たちが水に落ちないよう
に，水際よりだいぶ陸地の方にセットバックし
た辺りに作るのが普通です。安全柵を乗り越え
ても，いきなり水に落ちないようにするのが，
安全柵を作る場合の考慮だと思います。
これと同じような考慮が直接関係性の要件に

ついても働いているのではないかと思います。
家事費との関係が少しでも疑われるものを，で
きるだけ必要経費に入れないようにしようとす
れば，家事費に関わりそうな部分から，だいぶ
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「セットバック」した辺りに必要経費と区分す
る要件を設定することが必要になってきます。
安全柵をだいぶ陸地にセットバックした所に作
るのと同じように，一般対応の必要経費につい
て直接関係性を要求して，家事費から必要経費
の方にだいぶ食い込んだ辺りに境界線を設ける
ことによって，家事費の要素が必要経費に入り
込んでこないようにする考慮が働いているので
はないかと思うのです。
しかし，所得税法は，一般対応の必要経費に

ついては「直接」という文言を使っていません。
そこに「直接」を追加的に要求することによっ
て，家事費の要素が必要経費に混入しないよう
にすること自体は重要ですが，必要経費の要素
まで排除してしまう所に境界線を引くのは，い
ってみれば，新たな法を創ること，一種の法創
造，厳密にいえば納税者に不利な法創造になっ
てしまうのではないかと思います。しかもそれ
によって必要経費の範囲が狭くなって，先に申
し上げた純所得課税が後退してしまうのは，所
得税の論理からすると問題です。この報告の最
後に申し上げたいと思いますが，これは純所得
課税の考え方からすると妥当ではないと考えま
す。
東京高裁のように直接関係性を要求しないよ

うな，一要件説に対して肯定的な評価が多いの
は，そのような純所得課税の考え方がベースに
あるものと思われます。もっとも，一要件説を
支持する論者の間では，一要件説の所得税法上
の根拠を３７条１項の前半と後半との規定振りの
違いに求める方が多いように思います。前半部
分の個別対応の必要経費については「直接」と
いう文言があるのに，後半の一般対応の必要経
費についてはその文言がない，一般対応の必要
経費について「直接」ということが書いてない
ことから，反対解釈として，直接性は一般対応
の必要経費には要求されていないとする考え方
が多いように思います。
一般対応の必要経費の枠内で，直接関係性が

必要かどうかを判断する場合にはそういう論法

もあり得ると思いますが，私自身は１８ページに
書いてあるように，個別対応の必要経費であれ，
一般対応の必要経費であれ，要件は１つで同じ
ものではないかと考えます。必要経費の一般的
な意味である，所得を得るために必要な支出と
いうところから考えを始めていけばよいのでは
ないかと考えています。
所得を得るための必要性は，それによって得

られる収入金額と費用との間に対応関係がある
ことを要求する，いわゆる費用収益対応の原則
から導き出されると思います。この，所得を得
るための必要性が，個別対応の必要経費にしろ，
一般対応の必要経費にしろ，一般的に共通して
要求される要件であると理解して，３７条１項の
規定を読めばよいと考えています。
１９ページに，法人税の損金と所得税の必要経
費の規定振りを対比した表を作っておきました。
確かに文言上の表現の違いはありますが，損金
と必要経費の定めの違いの根本的な理由はどこ
にあるのかを考えてみると，法人税法２２条４項
の，いわゆる企業会計準拠主義，すなわち，公
正処理基準に従って損金に該当する費用損失の
計算をすると定めていることとの関係で，法人
税法の損金の定めは会計上の概念だけを用いて
定められているのに対して，所得税法３７条には
法人税法２２条４項のような規定がないことから，
会計上の概念だけを前提にして必要経費の要件
を定めることができませんので，所得税法は，
会計で要求されるような要件を条文の中に書き
込む必要があります。それが直接必要性あるい
は業務関連性という形で書かれた要件だと思い
ます。そういう理解の下，私自身は，所得を得
るために必要な支出すなわち必要経費について
は，要件を統一して解釈できるのではないかと
考えています。
先ほど触れました昭和３８年の税調答申の中で，

費用収益対応の考え方が出発点に置かれていま
す。費用収益対応の考え方こそが，必要経費の
要件を決める場合に決定的な意味を持つものと
考えられます。そうすると，必要経費の要件は
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所得を得るための必要性ということで，必要か
つ十分であろうと考えます。
さらに考えを進めると，一般対応の必要経費

について，業務との直接関係性を要求すること
で必要経費の範囲を狭くすることによって，例
えば交際費が必要経費にならない場合が多くな
るのは，所得課税の基本にある考え方である純
所得課税の原則からすると問題ではないかと考
えています。税制の根本的な原理原則であると
ころの「担税力に応じた課税の原則」，これは
「応能負担原則」と呼ばれ，私自身は「担税力
原則」と呼んでいますが，この原則によって公
平な課税が担保されるわけですが，純所得課税
の原則は，担税力原則に基づく所得課税につい
てその基本原則として貫徹されるべきであろう
と思います。このように考えると，純所得課税
の原則を阻害するような，例えば業務との直接
関係性というような，法律が条文上要求してい
ない要件は追加的に要求すべきではないと考え
ます。
ちなみに，担税力原則は，最近最高裁の判例

の中でも採用されていると考えてよいと思いま
す。そのような判例として，レジュメの２０ペー
ジに引用した逆パターン養老保険事件の，最高
裁の平成２４年１月１３日判決を挙げることができ
ると思います。所得税法は所得を１０種類に分け
て，それぞれについて所得金額の計算方法を定
めています。「これらの計算方法は，個人の収
入のうちその者の担税力を増加させる利得に当
たる部分を所得とする趣旨に出たもの」であっ
て，所得を得るための必要な支出部分について
は「収入のうちこのような支出額に相当する部
分が上記個人の担税力を増加させるものではな
い」から，収入から控除されるべきだと判示し
ていますが，この判決は，担税力原則から純所
得課税の原則を導き出していると解されます。
この事件は一時所得に関するものなので，所

得税法３７条の必要経費について直接判断したも
のではありませんが，一時所得の場合の収入を
得るために支出した金額も，広い意味では必要

経費であり，所得を得るために必要な支出です。
そういう広い意味での必要経費を控除すること
は，担税力に応じた課税の原則，担税力原則か
ら導き出される考え方であると，この判決は考
えているものと思います。

３―３．給与所得者に対する交際費課税

最後に，給与所得に関する交際費課税につい
てお話ししたいと思います。給与所得について
は，昭和６２年度の税制改正までは給与所得控除
という形で必要経費の概算控除しか認められて
いなかったのですが，事業所得者との不平等な
取扱いに当たるのではないかということで争わ
れた事件があります。有名な大嶋訴訟です。
最高裁の昭和６０年３月２７日判決は，これは不

平等ではない，違憲ではないと判断しましたが，
その際，サラリーマンに必要経費はないとはせ
ず，給与所得者についても必要経費の存在は認
めています。ただ，サラリーマンの必要経費に
当たるものは使用者が負担するのがわが国では
通例であるとか，いろいろな理由を付けて，概
算控除にとどめてあるのは合理的だとして合憲
の判断を示しました。
ただ，この判決が出て，給与所得控除が維持

されたままだったかというと，そうではありま
せん。２１ページに引用した税調答申に従い，給
与所得者の不満を解消する観点から，昭和６２年
度の税制改正で，勤務に伴う費用の実額控除と
概算控除の選択制という形で特定支出控除が導
入されたことは，ご存じのことと思います。
６２年度の税制改正で設けられた特定支出控除
の制度では，選択制による実額控除は利用者が
ほとんどいませんでした。せいぜい２０人，３０人
程度のレベルであったと聞いています。そのこ
とに対して批判もあったので，平成２３年度の税
制改正では，特定支出の範囲が広げられました。
２２ページにその税制改正大綱を引用しておきま
したが，その中に，交際費も，勤務必要経費の
１つとして特定支出の中に入れられることが書
かれています。２３ページの上の方に記載した所
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得税法５７条の２第２項６号のロで交際費が認め
られ，他の勤務必要経費と合わせて６５万円まで
は特定支出として控除できることが定められて
います。
最後の２４ページに行きます。先ほどから申し

上げているように，交際費が特定支出に当たる
かどうかの判断が難しいので，「情報」という
形で国税庁のホームページに取扱いの具体例も
含めてQ&Aが出ています。
以上のような改正がなされたわけですが，そ

の効果はどうであったかというと，これは新聞
報道ですが，平成２５年度からこれが適用され，
平成２４年度には特定支出控除制度の利用者が６
人しかいなかったのが，１，６００人に増えて２６０倍
以上になったということです。特定支出の範囲
が今後広がっていけば，そういう利用者がもっ
と増えていくと思います。
その点は別として，今日の報告との関係でい

えば，特定支出の範囲を拡大したことの意味に
ついてですが，従来は１号から５号までで個別
的な費用を列挙していたわけです。レジュメ２１
ページに引用した昭和６１年の抜本答申の中でも，
特定支出については，明確さあるいは分かりや

すさを重視して，個別的に列挙する旨が述べら
れていますが，これに対して，平成２３年度改正
では勤務必要経費という形で，ある意味包括的
な費用が６号に規定されたわけです。そういう
意味では，特定支出控除の規定が，所得税法３７
条の，事業所得者の必要経費の場合と同じよう
な規定振りに変わってきたといってよいと思い
ます。特定支出の範囲が広がって，３７条の必要
経費に近づいていくことは，先ほどから申し上
げている純所得課税の原則の観点からみて，望
ましいことだと思います。
ただ，所得税においては３８年答申もいうよう

に，家事費との区分が重要な意味を持ちます。
消費支出は必要経費には入りません。消費支出
の部分をちゃんと切り分ける必要があります。
所得税法４５条の１項１号，施行令９６条の規定は，
事業所得者を念頭に置いたものであって，給与
所得者の特定支出には及びません。５７条の２第
２項６号は柱書で，「職務の遂行上直接必要な
もの」として「直接」という文言を入れること
によって，勤務必要経費について家事費排除を
明確にしたものと解されます。
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４ おわりに

以上，今日お話ししたことをまとめますと，
法人における交際費課税は冗費・濫費の思考で
事業経費性を否認し，所得税においては家事費
排除ということで必要経費性を否認することを
現行法は基本に置いているといってよいでしょ
うが，しかし，最近の改正や裁判例を個別にみ
ていくと，所得課税の基本原則である純所得課

税の原則を徹底する方向での立法論あるいは解
釈論が展開されてきているように見受けられま
す。そういう方向での立法論あるいは解釈論を
今後展開することは，所得課税において担税力
に応じた課税の原則を実現する上では，非常に
重要なことではないかと思っています。
非常に雑ぱくで，かつ，少し時間も延長して

恐縮ですが，以上で私の報告とさせていただき
ます。ご清聴ありがとうございました。
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討論会 １０月１日�・午後

総務省大臣官房審議官 青木 信之
神戸大学大学院法学研究科准教授 神山 弘行

財務省大臣官房審議官 藤井 健志
京都産業大学大学院経済学研究科准教授 八塩 裕之

司会 関西学院大学経済学部教授 林 宜嗣

●参加者（五十音順）

税制改革を巡る現状と課題

討論中に言及されている資料は、巻末「資料編１頁～６７頁」に掲載されています。
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はじめに

（林） 今日は，税制の問題を幅広に取り上げ，
活発な御議論をお願いしたいと思っております。
ただ，税の問題というのは非常に悩ましいもの
でして，できれば負担は少ない方がいい。しか
も，よりよい税制を構築するためには，公平・
中立・簡素といった租税原則を満たさなければ
なりませんが，租税原則の間にトレード・オフ
の関係が生まれたりします。従って，場合によ
っては価値判断を織り込ませなければいけない
というような問題も出てまいります。
このように，悩ましい問題を抱える税制です

が，やはりソフト・インフラとしての税制が日
本の経済社会を今後大きく左右することを考え
ますと，今，宇野副会長も指摘されたような大
きな構造問題を解決するための税制を，一刻も
早く構築していかなければなりません。そして，
改革に対して出てくるさまざまな障害があると
するならば，その障害をどのようにして取り除
いていけばいいのかといったことも，税制改革
の大きな課題ではないかと思います
今日の討論は２時間の時間を頂いております。

前半部分で，総論の議論を展開したいと思いま
す。そして，後半部分で各論と考えています。
総論部分では，国の財政，地方の財政も含めた
さまざまな課題についてもご提示いただきたい
と思います。財務，総務の両省からは詳細な資
料も頂いておりますが，時間の都合で十分なご
説明を頂けないかもしれません。その節はお許
しいただきたいと思います。
その後，京都産業大学の八塩先生，神戸大学

の神山先生から，自説あるいは質問を展開して
いただければと思っています。
それでは，第１ステージとして，まず財務省

の藤井審議官に，財政と税制改革の現状をお話
しいただきます。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．最近の経済・財政情勢

（藤井） 財務省主税局審議官の藤井でござい
ます。よろしくお願いいたします。まず，私の
方から，お手元の「最近の経済・財政情勢」と
いう資料を用いまして，昨今の経済状況，財政
状況，税制として何が大きなテーマになってい
るかということについて，概観いたしたいと思
います。

１．全体像

資料①は，現在の経済政策の大まかな全体像
を示しております。
まず，３本の矢の政策，大胆な金融政策など

によりまして，このデフレからの脱却を図り，
持続的な経済成長を実現していくと同時に，財
政健全化を図っていくということです。社会保
障の持続可能性の問題は，財政の持続可能性の
問題とイコールでございますので，「社会保障
と税の一体改革」ということで，財政健全化と
社会保障制度改革による安定化を同時に進めて
いきます。これら，財政や社会保障の問題が，
国債リスクの低下，金利の安定，或いは人々の
将来の安心感ということを醸成いたしまして，
持続的な経済成長につながっていくということ
です。このようなモデルで経済政策を進めてい
るというのが大まかなところでございます。
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２．経済政策

現状を見てみますと，安倍政権における経済
政策（資料②）ということで，基本的に順調に
進んできていると思います。昨年の１０月１日に，
消費税率引上げと経済政策パッケージが決定さ
れました。その後，政労使の合意ということで，
経済の好循環を目指して，賃金というものを正
面から取り上げたわけでございます。その後，
補正予算の成立，そして今年の４月に消費税率
の引上げ，その後，駆け込み需要による反動減
がございました。この夏には，日本再興戦略改
訂ということで，さらに成長戦略を進化させる
ものを策定し，実行段階にあるということでご
ざいます。
資料③をみますと，４―６月期の経済は反動

減が比較的強く出まして，１―３月期が前期比
６％の成長だったものが，４―６月期にはマイ
ナス７．１％になったところでございます。その
後の経過は，民間の４０社ほどの経済予想の平均
によりますと，ご覧のような点線の経路をたど
り回復基調に戻っていくという予想となってい
るところでございます。
資料⑤は，この間に取られましたデフレ脱

却・経済再生に向けた主な予算・税制措置を並
べております。デフレからの脱却を目指しまし
て，特に税制面におきましても，かなり思い切
った施策が展開されています。
左上，雇用・所得・消費の拡大から申し上げ

ますと，２５年度税制改正，２６年度税制改正にお
きまして，所得拡大促進税制の創設・拡充とい
うのが行われたわけでございます。また，復興
特別法人税の１年前倒し廃止が行われました。
消費の拡大を目指しまして，住宅ローン減税の
拡充，それから交際費課税の緩和措置を取って
いるところでございます。
それから，右側，民間投資の活性化，産業の

新陳代謝の促進ということで，設備投資の拡大
のための税制，２５年度，２６年度で新たな制度を
創設しております。研究開発の促進，研究開発
税制の拡充を２５年度，２６年度の税制改正で行っ
ております。また，産業の新陳代謝の促進とい
うことで，ベンチャー投資促進税制の創設，事
業再編促進税制の創設がなされているところで
ございます。
これらの措置を通じまして，デフレ脱却・経

済再生への道筋をつけつつある，つけてきてい
るということでございます。
また，デフレから脱却して経済を好循環にし

ていく，そして持続的に成長していくためには，
賃金の増加が重要だという認識の下，資料⑥の
真ん中に書いてございますが，経済の好循環実
現に向けた政労使会議が昨年９月２０日に第１回
が開かれて，次のような政労使会議における合
意が取りまとめられたところでございます。
資料⑦二つ目の枠囲いのところですが，政労

使会議の具体的な取組として，賃金上昇に向け
て取組，企業収益の拡大を賃金上昇につなげて
いくことが合意されました。また，中小企業・
小規模事業者に関する取組として，労使は経営
状況や経済状況に応じつつ，企業収益の拡大を
賃金上昇につなげていくことになっております。
３として，非正規雇用労働者のキャリアアッ
プ・処遇改善に向けた取組，そして４として，
生産性の向上と人材の育成に向けた取組が合意
されているところでございます。

３．経済状況

資料⑧には，これらの取組を通じて，経済状
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況を示す幾つかの指標を並べております。株価
は，ご覧のように，最近１万６，０００円を超える
水準となっております。安倍内閣発足時が１万
円でございました。為替はかなり円安方向に進
んでおります。安倍内閣発足時は８５円台でござ
いましたが，現在１０８～１０９円になってございま
す。１０年国債金利の推移は，ご覧のとおりでご
ざいます。史上まれに見る低水準で推移してお
ります。物価につきましては，消費税率の引上
げを含んだところで，３％台の物価上昇率にな
っております。
消費税率の１０％への引上げについては，年内

に経済状況等を総合勘案しながら判断されるこ
とになっております。法律上は，２７年１０月か
ら，８％から１０％への引上げが既に決まってお
ります。その上で，年内に，最終的にその法律
どおりにいくかどうかの判断を，経済状況を見
ながらやっていくという枠組みになっておりま
す。
５％から８％への駆け込み需要，反動減の要

素を分析したものが，資料⑨右側の図でござい
ます。５３０．１兆円に点線がございますが，これは，
１―３月期と４―６月期の平均のGDPでござい
ます。これと，この水準が過去と比べて成長し
ているかどうかを見ているわけですが，薄い点
線（５２３．３兆円）がございます。これが前年同
期，昨年の１―３月期と４―６月期の平均の
GDPになります。これに比べて，対前年同期
比で１．３％の成長をしたということでございま
す。それから，直近の昨年の１０―１２月期に比べ
ましてプラス０．５％ということですから，この
駆け込み反動減をならした水準で考えてみます
と，前年よりも，或いは前期よりも成長してい
る姿でございます。
そういう意味で，経済的に反動減はかなり強

かったということはございますが，経済成長が
止まったという状況ではないと言えようかと思
います。
先行きを占う意味で幾つかの経済指標をさら

に見てみますと，資料⑪の企業部門の状況でご

ざいますが，鉱工業生産指数は，６月は前期比
で低下いたしましたが，７月はプラス転化して
おります。直近の数字を申し上げますと，８月
がマイナス１．５％ということで，市場予想より
も悪かったということでございます。ただ，９
月はプラス６．０％ということで，かなりの増産
が予想されている状況でございます。
それから，設備投資の先行指標とされます機

械受注統計でございます。右上の表でございま
すが，３月には大幅に増加いたしました。けれ
ども，その後，その反動などによって５月に大
幅減少しています。WindowsXP の更新投資な
ども３月にあって，その反動が４月，５月に出
たと言われております。その後は，６月，７月
と季調済前月比でプラスが続いているというこ
とでございます。
今後の設備投資計画は，日銀短観６月調査で

すが，３月調査から上方改定されており，投資
に関しては悪い状況ではないと言えようかと思
います。
次に，資料⑫の家計部門の状況を見ておりま

す。まず，消費の状況ですが，供給側の統計で
あります小売業販売額は，３月は駆け込みで前
年比１１％の増加でございました。それが，４
月，５月，６月とマイナスをつけております。
７月はプラス０．６％でございます。それから，８
月はプラス１．２％になっておりまして，マクロ
的に小売業の販売額を見ますと，ここのとこ
ろ，７月，８月は前年を上回る水準になってい
ます。
ただ，下の家計調査はかなり大幅なマイナス

がついております。８月はマイナス４．７％でご
ざいました。家計調査については，上の小売業
販売額とかなりずれた結果になっておるのです
が，家計調査についてはサンプル数が約８，０００
世帯と限られているので，単月のぶれがかなり
大きく出る傾向があることに注意が必要なのだ
ろうと思われます。また，７月は台風などの悪
天候が影響を与えた可能性があると思っていま
して，引き続き注視が必要だろうというところ
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でございます。
次に，資料⑬の家計部門の状況②，雇用の状

況ですが，ご覧のように，有効求人倍率は１を
超え，失業率も８月直近の数字が３．５％でござ
いまして，労働市場はかなりタイトな状況でご
ざいます。そして，賃金の推移でございますが，
右上をご覧いただきたいのですが，１人当たり
の名目賃金は，７月は前年比で２．４％の増とな
っております。そして，労働者数，フルタイム
とパート合せた雇用者数は，前年比でプラス
０．９％でございます。両者が増加したことで，
賃金の総額である雇用者所得は前年比３．３％増
ということで，パートがフルタイムよりも相対
的に増えたりすると，１人当たりの名目賃金が
ならすと下がったりすることがございます。６
月はそういう数字だったのですが，結局国民全
体のいわば購買力を見る場合には P×Qという
ことで，労働者数がどのように推移しているか
も併せて見る必要があるということでございま
す。この式のように，それを掛け合せますと雇
用者所得ということになります。雇用者所得に
ついては順調に増加してきているということで，
そういう意味で，駆け込み反動減を抜けた後の
消費については，この雇用者所得の増というも
のが反映されることが期待できるところでござ
います。
現状こういうところで，まさに７―９月期の

経済状況，さらに今後の見通しなども総合勘案
しながら，年内に消費税率の引上げについて判
断がなされるというのが，消費税をめぐる状況
でございます。

４．成長戦略

それから，３番目の矢として成長戦略がござ
います。資料⑮には，それの一番大きなポイン
トを記しております。
１つは，日本の稼ぐ力を取り戻すということ

です。コーポレートガバナンスの強化と政労使
会議継続，そして成長志向型の法人税改革とい
うものが１つの柱になっております。２番目が

担い手を生み出すということです。女性・外国
人の活躍促進と働き方の改革，３つ目が新たな
成長エンジンと地域の支え手となる産業の育成
ということで，農業，医療における岩盤規制改
革です。こういうものが柱となっております。
また，法人税改革も関係いたしますが，企業

の稼ぐ力というのを，日米英で比較した資料が
⑰でございます。資料⑰の自己資本収益率
（ROE）の推移を見ていただきますと，残念
ながら日本は米英に比べて半分程度ということ
でかなり見劣りする状況でございます。稼ぐ力
が弱いということでございます。この２０年間で
かなりこういう状況が定着してしまっていると
いうことになっています。
また，株価純資産倍率につきましても，ご覧

のような状況でございます。特にグローバル企
業を中心に，欧米企業に伍して戦わなければ，
なかなか日本経済の将来も危ないということで
ございます。
それをローカル企業とグローバル企業で分け

て一体どういうことを目指すべきかというのを
図示したのが資料⑱でございます。
そこで，資料⑲のコーポレートガバナンスの

強化による日本企業の収益性の向上が，今回の
成長戦略のかなり大きな柱となっておりまして，
この実行が内外の投資家からも注目されている
ところでございます。企業内部からの改革とし
て社外取締役の設置，或いはコーポレートガバ
ナンス・コード，それから企業の外部からの改
革としてスチュワードシップ・コードが掲げら
れております。これによって，企業行動を大胆
に変えていく，変わってもらうということでご
ざいます。
これと同じ観点から，法人税改革が大きな

テーマとなっています。その現状の課題とコン
セプトを資料㉑に書いておりますが，具体的な
ことは後ほどご説明するとして，この緑の円の
中だけ少しご覧いただきます。
成長志向型の法人税改革として，世界で行わ

れている課税ベースを拡大しつつ税率を引き下
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げるという改革，収益力の高い企業の税負担を
緩和し，成長を後押しするということ，それか
ら応益課税の考え方に基づく地方法人課税の改
革，そして財政健全化との両立というコンセプ
トで，成長志向型の法人税改革をやっていくこ
とが大きなテーマでございます。
成長戦略の中には，税制として女性の働き方

に中立的な税・社会保障制度への見直しもテー
マに掲げられております（資料㉒）。これも後
ほど各論の方でご説明いたしたいと存じます。

５．財政

最後に，財政の現状と課題でございます。
まず，資料㉕の人口構造の変化は皆様何度も

ご覧になっているかもしれません。２０１０年現在
で，日本は主要先進国の中で最も高齢化が進ん
だ国になっております。そして，今後もその高
齢化はどんどん進むという状況でございます。
そして右側，わが国の人口構造を見ていくと，
人口減少社会に入っているということでござい
ます。
こうした中で，当面，２０２０年度までの国・地

方のプライマリーバランス黒字化を目標に，財
政運営をしているところでございます。なぜ
２０２０年度までかということを簡単にご説明いた
しますと，資料㉖の下の左の人口のグラフでご
ざいますが，団塊の世代と団塊ジュニア第２次
ベビーブームの世代の高齢化が進展しているた
めでございます。ちなみに，団塊の世代は６４８万
人，３年間で６００万人を超えていますから，１学
年２００万人でございます。現在生まれてくる子
どもは１学年１００万人でございますので，その
２倍のボリュームの方がいらっしゃるというこ
とでございます。この方たちが，年を追うごと
に前期高齢者，７０歳代前半，そして７０歳代後半
に皆様なるということでございます。
右側の表を見ていただきますと，６４歳以下と

６５～７４歳で１人当たりの医療費はかなり異なり，
やはりお年を召すと医療費が相当かかってくる
ということでございます。７５歳以上になると医

療制度が違うものですから，１人当たりの医療
費の国庫負担が相当変わってくるということで
ございます。２０２０年の段階で，団塊の世代は６５
～７４歳，７０歳代前半におられます。だから，今
から２０２０年に向けては，この方々の１人当たり
医療費が相当増えてくるということになります。
そこからさらに５年たちますと，皆さん７５歳以
上になられます。そういたしますと，医療制度
によりまして，１人当たりの医療費の国庫負担
が激増していくことになります。
ですから，２０２０年度までに何とか財政の持続

可能性を回復し，２０２５年以降に備えなければな
らないということで，２０２０年度までの国・地方
のプライマリーバランス黒字化という財政運営
の目標を定めているところでございます。ちな
みに，年齢によってこの要支援・要介護認定率
も，６５～７４歳と７５歳以上の方はかなり大きく違
うという現実がございます。
資料㉗では，働く方々の人数，或いは雇用者

報酬が頭打ちになっておりますので，保険料収
入は頭打ちになっております。一方で，社会保
障給付は，高齢化によって年金にしても医療に
しても，相当増えますので，ここの差を埋めて
いるのは公費，すなわち税金ということになり
ます。２０１４年度現在で保険料が６４兆円，国庫負
担，国の税金による負担が３１兆円，地方税の負
担が１２兆円という内訳になってございます。そ
して，国の方で言いますと，国の国庫負担して
いる社会保障費は，年々高齢化などによりまし
て１兆円規模で増加していく状況が続いており
ます。税収はそれほど伸びませんので，どんど
ん財政が悪化していく懸念があるわけでござい
ます。こういう事態に対応しなければいけない
として，後半申し上げますが，社会保障と税の
一体改革を進めていくということでございます。
消費税率が１０％になる前提で，経済成長よろ

しきを得た場合に，財政がどういうふうになっ
ていくかという内閣府の試算がございます。こ
れで見ていきますと，資料㉚の右側ですが，
国・地方のプライマリーバランスのGDP比，
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先ほど２０２０年度までに国・地方のプライマリー
バランス黒字化が目標と申し上げましたが，こ
の実線，名目３％台という比較的高い成長が確
実に続いた場合の財政収支の試算でございます
が，２０２０年度でGDP比１．８％の赤字というの
が試算結果でございます。黒字にはなお１１兆円
の収支改善が必要だという状況になっておりま
す。
そのためには，歳入・歳出両面のさまざまな

努力が必要だということで，それは来年度以降
かなり具体的な検討をしていかなければいけな
い状況にあるというのが，財政の現状でござい
ます。
少し超過いたしましたが，以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。まだ結果が出
ていない面もございますが，経済再生を目指し
たさまざまな政策が行われて，その効果が出始
めているということであります。今後は，コー
ポレート・ガバナンスの強化も必要で，それを，
法人税を含めた税制改革が後押しをするという
お話でした。
それでは，青木審議官，お願いいたします。

―――――――――――――――――――――

Ⅱ．地方財政・地方税制の現状と
課題

（青木） 総務省の青木でございます。お手元
に，「地方財政・地方税制の現状と課題」とい
う資料がございます。藤井審議官から，経済政
策と国の財政についてお話がございました。私
からは，地方の財政状況について，簡単にご説
明申し上げます。

１．総論：地方税財政の現状と課題

資料❸は，毎年毎年地方財政をマクロで見た
場合の財源不足の状況を示したものでございま
して，棒が上に立っていますが，この棒の長さ

が財源不足の額であります。私が役所に入った
のが昭和５７年でございます。当時も財政はそん
な楽とは思っていませんでしたが，バブルの間
だけは若干の余裕はあったかなという認識はご
ざいます。その後ずっと厳しい状況が続く中で，
平成１５年度がピークではございましたが，一定
程度経済が回復するという中で，この収支不足
も少し改善されてきましたが，リーマンショッ
クでまた元の状況に戻ってしまい，少しずつ回
復しつつも，なかなかこの収支不足の状況が改
善していかないという状況だろうと思います。
資料❻は，その結果どうなってしまったかと

いう長期債務の状況です。この棒の長さが，地
方が抱えている長期債務の総額ということでご
ざいます。地方が抱える２００兆円の長期債務は，
国がすごい借金をしているので，それから見れ
ば少ないと言えば少ないわけですが，GDPの
４割もの長期債務を地方が抱えている先進国は
存在しません。
それと，この借金の内訳の問題なのです。資

料❻の棒グラフの一番下の部分，２６年度のとこ
ろに，４８兆円という数字が入っています。これ
は臨時財政対策債という赤字地方債です。本来
ならば，地方の共通の財源である地方交付税と
して措置しなければいけないものを，国税の原
資もないので，「取りあえず当座地方団体側で
借金をしておいてください。後で対処しますか
ら」という約束事の下に発行いただいているも
のがこの臨時財政対策債です。当時の感覚から
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言うと，臨時という名前が付いているわけです
ので，そんなに長い期間打たなくても済むよう
になるだろうという期待はあったのですが，こ
れがここまで積み上がってきてしまいました。
国も，赤字国債を打つというのは特例法がな

ければできない話ではありますが，地方団体と
いうのは経済政策を持っていないわけでありま
す。その地方団体が赤字債を打つということは，
どこの国でもご法度なわけです。ご法度なのを，
何とか地方財政法の特例措置を講じて今までや
ってきていただいているということですが，こ
の赤字債の積み上がり方も含めて，地方団体か
らも「いい加減にしてほしい」という声が出る
のも，私も当然だと思っています。長い間，地
方財政・税制の仕事をしてきた者として，何と
かそこを改善しなければいけないと思うととも
に，地方で２００兆円，国・地方合せて１０００兆円，
結局われわれが今何をしているかと言えば，私
はまだ孫はいませんが，孫のポケットからお金
をもらいながらわれわれが消費しているという
のが実態なのです。また，この状況は相当長い
期間続かざるを得ない，相当厳しい状況だと思
います。ですので，歳出面，歳入面両面で様々
な工夫をしていかなければなりません。
資料を付け忘れたのですが，ここまで地方が

厳しい状況に追い込まれている歳出の要因は，
社会保障の増です。グラフを１つ付けようと思
っていたのですが，結局人件費を削り，投資的
な経費を削り，その削った削り代で社会保障の
増をなんとか賄ってきたというのが，ここ１０年
ほどの間の実態だと思います。ただ，ちょっと
もう限度に来ているかなという感じもします。
確かに投資的経費は削ろうと思えば削れますが，
財政学者の中には，地方団体が持っている資本
の減価償却費を下回る額ぐらいにしか確保でき
ていないというような実態であると分析される
方もあります。
そういう意味では，なかなか削るのも限度が

ある中で，この社会保障の増にいかに対応して
いくかというのが，今後とも地方の大きな課題

だろうと思います。先ほど藤井審議官から，国
の負担が１兆円ずつ伸びているということのお
話がありましたが，地方も０．７兆円ずつ伸びて
きているわけであります。
資料12は，その推計の図でございます。そこ

が変わらなければいけないことも含めて，今後，
地方消費税も含めた消費税率の引き上げをする
際に，地方財源として確保するということにつ
いて，国の中で話の整理をしているわけではあ
りますが，それでなかなか賄えていく話でもな
いことを，地方財政全体の中でどうやって工夫
していくかが重要な課題だろうと思っておりま
す。
法律で決めているとおり消費税率が１０％に上

がるならば，地方消費税が消費税換算で２．２％，
交付税原資を含めると３．７２％と，それなりの額
は確保されるということではありますが，それ
で地方財政全体をうまくやっていくということ
はなかなかしんどい要素もございます。そこを
どういう工夫をしていくかということを先ほど
来申し上げておりますが，地域でいろいろな取
り組みが始まってきています。施設の集約化は
どう進めるか，或いは市町村間で全てのフル
コースでいろいろなサービスを提供するという
のを，地域間で連携を図るというようなことも
もっと考えてもいいのではないでしょうか。先
の通常国会では，地方自治法を改正して，近く
の例えば近隣の中枢都市にいろいろなサービス
をお願いするということがしやすいような連携
協約ということが可能となるような地方自治法
の改正もなされたところでございます。そうし
たこともしながら，いろいろな取り組みをしな
がら対応していく必要があるのかなと思ってい
ます。
私は，地方団体は相当今までいろいろ工夫し

ながら努力してきたと思います。それらの行革
の取り組み状況について，資料17以降において
いろいろな数字が示されています。本日は，地
方の現場で税の担当をしている方々もおいでで
すが，地方の税担当職員も，昭和５５年を１００と
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すると今８１しかいません。そういう中で，複雑
化する税制の事務を担っていただいているわけ
であります。なかなか厳しいところではありま
すが，何とかそこをしのいでいかなければいけ
ないということでございます。
その中で，地方税としてはどういうふうに考

えていくのかということでございます。主な地
方税の税収の推移は，皆様方よくご覧になって
いるものでございます。資料14の一番下の線
（×）が地方消費税，真ん中辺のうねっている
線（◇）が都道府県税である法人事業税と法人
住民税の合せた法人二税でございます。（△）
が固定資産税です。こういうことでございます
が，いかに法人二税が振れているかということ
もご理解いただけると思います。
また，トピックとしては，平成１８年のところ

で，最終的には平成１９年で完成するわけでござ
いますが，国から地方への税源移譲が３兆円ご
ざいました。このときに併せて，個人住民税に
ついては，そのときまで所得に応じて３段階の
税率であったものを，フラット化して一律１０％
にしたわけです。
このように，地方税源の拡充を図ってきたの

ですが，平成２５年度の推計の数字を見ていただ
きますと，まだまだ平成１９年，２０年と比べると
かなり足りない状況でございます（資料15）。
景気の問題ということもさることながら，いか
に安定的な地方税源を確保していくかというこ
とがポイントだろうと思います。資料14のいろ
いろうねっている図をご覧になっていただくと，
毎年毎年相当に変化するということであります。
これはあくまでもマクロでございまして，個々
の自治体のミクロベースになりますと，立地企
業が急に収益が悪化するということになります
と，途端に税収が落ちるということも含めて，
それぞれの地方団体の安定的な財政運営という
観点からも，この地方税の安定性の確保と，そ
して資料16に人口１人当たりの税収額を各県ご
とに比べたグラフがございますが，この遍在性
の縮小というのが，２大命題としてわれわれは

これまで取り組んできたわけであります。取り
組んできてはいるのですが，どうしても東京へ
の一極集中の方が進んでしまうということで，
税制上は，先ほど申し上げた住民税のフラット
化でも偏在の是正をだいぶしているはずですが，
なかなか簡単ではないという状況にございます。
そういう中で，今できる範囲内で暫定的な措置
としても偏在是正措置を講じるとともに，今後
法人税改革全体の中でどういう制度にしていく
のか，このことも重要な課題の一つです。
偏在性があるということはどういうふうに財

政上のゆがみをもたらしているのか，或いは不
適切なのかという点でございます。偏在がある
税，偏在性が高いということは，その分地域間
の格差が税収においてもあるということがさら
なる格差を生んでしまうということもあります
が，財政の面で見ますと，できる限りそれぞれ
の団体の財源が税で賄えている，従って納税者
の目が行き届いているという，国にあまり寄り
かかるということではなく政策立案ができると
いうことが，健全な自治の確保の観点から重要
であります。また，貴重な国民の税金を一番有
効に活用するという観点からも，できる限り偏
在性が小さい方がいいわけでございます。その
ために，どういうようなことを考えていくのか
ということです。
今までもいろいろな取り組みをしておりまし

たが，そのこと自体が，偏在性を無理して均そ
うということ自体が，それぞれの自治体の自主
的な財政運営或いは地方分権ということとの兼
ね合いでどう考えるかという問題もあります。
しかし，相当厳しい財政状況になってしまって
いる中で，国民に負担いただいている貴重な財
源を可能な限り効率的に使わせていただけなけ
ればいけないということです。そして，地方の
方々も，地方都市ながらも肌で感じられること
になったと思いますが，実際にこの平成２６年４
月の消費税の税率を上げたことは，実は戦後税
制を確立して以降初めての実質増税なわけです。
その増税する判断というのは，責任者にとって
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は相当つらい，なかなか難しい判断することで
もあります。しかし，それに対していろいろな
反応があるということも含めて考えてみると，
やはりこの貴重な税源というのをいかに生かす
かということを，地方の現場でも相当真面目に
考えなければいけないのではないかなと思いま
す。
２０２０年に何とか国・地方を通じてのプライマ
リーバランスの黒字化という目標はなかなか厳
しいものがあります。ここを埋める手立てとい
うのはあるわけではありません。あるわけでは
ないけれども，何とか地方も甘えをなくしつつ，
しかし，だからと言って干上がってしまっては
いけないので，そこに一定程度の工夫もしなが
ら財政運営をしていくわけですが，何とか健全
化に向けての取り組みということの前提となる
ようにしていかなければならない時期に来てい
るのではないかと思います。
私の説明は，取りあえず以上にさせていただ

きます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。やはり国の財
政と並んで地方財政も非常に厳しい状況にあり
ますが，原因は社会保障増です。今まで人件費
や投資的経費の削減によってそれを穴埋めして
きたわけですが，それも限界だということで，
やはり地方税源の確保が非常に大きな課題であ
ります。特に，消費税率の１０％への引き上げで
は十分ではないということもあったかと思いま
す。安定性の確保と偏在性の縮小を併せて実現
できるような税源の充実・強化が必要な時期に
来ているというお話でございました。
それでは，まず神山さんからお願いをしたい

と思いますが，よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．財政・税制の総論への意見

（神山） 藤井審議官，青木審議官，大変限ら

れた時間で詳細にご説明くださり，ありがとう
ございました。私からは，研究者の視点から，
理論的な側面を中心にコメント及び質問をさせ
て頂きたいと存じます。どうぞよろしくお願い
いたします。
大きく分けて，４点両審議官に共通の質問と

いうことで，コメントとあわせて発言させてい
ただきたいと思います。

〔タックス・ミックスの理念〕
１点目は，税制改革の大きな方向性について

です。持続可能な財政制度，そして社会保障制
度を実現するためには，今後どのような税の体
系，言い変えますとタックス・ミックス，所得
税，法人税，消費税のどのようなバランスが望
ましいのかというのは大変悩ましい問題かと存
じます。この点について，今後，付加価値税で
ある消費税を増やしていくというのが理論的に
は魅力的な一つの方向性なのですが，この点に
ついて，政策実務の観点からどのような議論状
況にあるのかということをご教示いただけませ
んでしょうか。
さらに，タックス・ミックスと関連しまして，

税制のことだけ考えればいいのかと言いますと，
恐らくそうではないと考えられます。租税法，
いわゆる法律家の視点から見ますと，他の法分
野，例えば，国際競争の中では通商法というの
は重要な分野ですが，WTOルールの下では輸
出時の補助金というのは，原則認められないと
いうことがございます。その点を加味して，法
人税と消費税を比較しますと，原産地主義（源
泉地主義）と仕向地主義，どこで課税権が発生
するのかという違いがありますが，法人税は輸
出時還付が認められない直接税です。それに対
して，間接税である付加価値税は，仕向地主義
の下で輸出時に還付ができます。もしも，「法
人税中心の国」と「消費税中心の国」を比較し
ますと，一定の税収を上げるためには恐らく間
接税型の付加価値税に比重を置いている国の方
が，国際競争においてその自国産業，自国の法
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人にとって競争上有利になる可能性があります。
このように，実務におきまして他の法制度との
関連でどのような議論されているかということ
をお聞かせいただければと存じます。

〔課税ベースの付加価値税化〕
２点目ですが，これは国・地方合わせて今後

の大きな税制改革の方向性として，課税ベース
を広げていく，言い変えますと所得への課税か
らそれを広げていく形で付加価値，付加価値と
言っても消費型や所得型などいろいろございま
すが，大きな意味での付加価値への課税に恐ら
く転換していくという流れです。これは，理論
的には付加価値への課税というのは租税の中立
性の観点からは大変魅力的ですが，一方で，例
えば消費税増税の際，もしくは外形標準課税の
議論などを拝見しておりますと，やはり国民も
しくはその企業の立場からは今までの制度から
大きく変わってしまう，もしくは負担構造が変
わるということについて，やはり様々なご懸念
があるかと存じます。この点に関連して，付加
価値税についてメリット，デメリットについて，
メリットの部分があまりうまく伝わっていない
のではないかと危惧しております。この点につ
いて，何か実務サイドで工夫されていることな
どございましたら，ぜひご教示いただければと
存じます。

〔社会保障財源と租税負担の構造〕
そして，３点目です。これは社会保障の話に

関わってくるわけですが，持続可能な財政制度，
社会保障制度を達成するための租税体系，世代
間の負担の在り方が問題になってきます。現在
存在する世代を大きく３つに分けると，勤労前
の若年世代，そして実際働いている勤労世代，
そして３つ目の世代としまして退職をした世代
が想定できます。この世代間の負担をどう考え
るかということが，大変重要になってくるので
はないかと存じます。これまで，社会保障と税
の全体の体系としては，勤労世代が稼いで，そ
れを原資になんとか退職後の老後の世代を支え
ていくということがなされてきたわけですが，
今日，両審議官のお話にもございましたように，
このままだと支えられない，持続可能な社会保
障制度にならないということが，目に見えて明
らかなわけです。
そこで，恐らく１つあり得るのは，世代間の

資産，所得の移転という視点から，世代に関係
なく余裕のある方が困窮されている方を補助し
ていく，助けていくという視点からのリフォー
ムが必要ではないかと考えられます。そういっ
たときに，今後どうなるかわかりませんが，消
費税を１つの社会保障の財源として見据えた場
合には，若い世代が退職世代を支えるという今
までの単一的な見方から，余裕のある人が余裕
のない人を支えていくというような複眼的視点
に転換していく構造的転換期を日本は迎えてい
くのではないかと考えられます。
消費税はそうなのですが，所得税はまさに今

議論が政府税調などでも始まっておりますが，
大きなリフォームが今後必要ではないかという
ことです。例えば年金への課税の在り方，退職
所得への課税の在り方，現在は扶養控除など控
除のところを細かく議論されているわけですが，
やはり研究者から見ますと今までの所得税の在
り方というのが少し時代に合わなくなってきて
いるのではないかと感じるところでございます。
この点について，控除の問題も大変大事なので
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すけれども，今後より大きな観点から抜本的な
所得税のリフォームというのが必要ではないか
と考えられるのですが，この点について何かお
考えがございましたら，お聞かせください。

〔世代間衡平の問題〕
最後ですが，これは簡単にいきたいと思いま

す。今，若い世代，勤労世代，老後世代という
話をいたしましたが，先ほど総務省の青木審議
官のお話にもございましたように，現状はより
厳しく，実際，未だ生まれていない世代，今後
生まれてくる世代にも借金を押し付けていると
いう状況でございます。民主主義的議会は，各
有権者の信託を受けてその代表たる議員が議論
して，現在世代の利害調整をするという側面に
おいて優れた機能を果たしうるのですが，未だ
存在しない世代，今後生まれてくる若い世代の
利益を上手く保護することができないという，
大変重大な問題を抱えております。
そこで，恐らく現在世代ができる１つの方策

としては，何らかの強制的な法的ルール，財政
規律を維持するための法的ルールというのを入
れるということが考えられます。日本も，様々
な目標を立てるわけですが，法的ルールによる
統制についても，特例国債の状況を見るにつけ，
上手く実効性が担保できていない点を危惧して
いるわけですが，今後どういった法的な枠組み
づくりというのがあり得るか，実務サイドにお
いて実際議論などがございましたら，ご教示い
ただけませんでしょうか。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。それでは，八
塩さんお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（八塩） どうもありがとうございました。で
は僭越ですが，コメントさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

〔「消費税率１０％」後の税・財政をどう考えるか〕
まず，最初に財務省の藤井審議官にお伺いし

ます。これまでの話と若干重複する部分がある
かもしれませんが，よろしくお願いいたします。
まず，最初のコメントですが，消費税率の

１０％への引上げが最終決定していない中で少し
気が早いかもしれませんが，税率１０％後の税財
政の在り方が私は非常に重要ではないかと思っ
ております。新聞報道などによると，ややもす
ると消費税率の１０％への引上げがゴールである
かのような印象を受けるのですが，現実を見ま
すと日本の財政問題がそれで解決するわけでは
ないと思います。高齢化が本当に進むのはこれ
からであり，むしろ重要なのは１０％後の議論，
その後本当にどうするのかが非常に重要ではな
いかと思いました。

〔長期的な見通しが必要ではないか〕
２つ目のコメントもそれに関することです。

先ほど審議官から，長期的な社会保障の状況や
２０２３年の見通しのご説明がありました。それら
を受けて，長期的な負担の見通し，例えば２０４０
年度で国民負担率をどれぐらいまで上げねばな
らず，それは消費税率換算で，例えばですが
２０％であるなどといった見通しを出す必要があ
るのではないかと思いました。もちろんいろい
ろな前提付きであり，様々なケースでの試算に
なるとは思います。ただ，将来的にどこまで負
担が膨らむのかが非常にわかりにくくなってお
り，前提付きとはいえその点を示すことは，先
ほど触れた１０％後の議論の際に必要ではないか
と思いました。
この点は，現在の１０％への引上げ問題にも本

来は重要だと思いました。仮に長期的にも１０％
がゴールなのであれば，来年の景気をとにかく
守ることを最優先に，引上げをできるだけ先送
りにする判断は十分ありえると思います。しか
し長期的に（実際に増税の税目を消費税にする
かどうかはともかく）２０％までいかねばならな
いのであれば，今回，増税を見送ることはそれ
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だけ将来，そのときには高齢化が一層進んでい
るはずですが，その将来に増税を集中させるこ
とを意味します。その場合は来年の景気が守ら
れる代わりに，将来の景気がより大きなダメー
ジを受けることになります。そうした長期的な
視点が今回の判断にも影響を与えてよいと思い
ますが，報道などを聞いておりますと，来年の
景気を守ることに少し比重が置かれすぎている
ような気がしました。将来的な見通しを出すこ
とは，判断をより長期的な視点から行う点でも
重要ではないかと考えました。

〔「地方の衰退」をどのように食い止めるか〕
次に，総務省の青木審議官にお伺いします。

近年，地方の衰退，地方消滅などと言われてい
ますが，税財政の観点からこの問題をどう考え
るかに関心があります。個人的に，特に個人住
民税の実態に関心があり，その点からコメント
させていただきます。

〔個人住民税の空洞化〕
審議官が示された資料１４に，平成１８年度の三

位一体改革で個人住民税の税収が３兆円増えた
と示されています。この図から判断すると個人
住民税の課税が強化されたと言えるのですが，
これを市区町村ごとにデータで見ると，だいぶ
実態に差があると思っています。実際，東京な
どでは勤労所得も増え人口流入も進んでいます
ので，税収が本当に増えているというイメージ

があるのですが，地方を見ると，やはりどうし
ても高齢化が進んでおりますし，人口流出も重
なっていますので，個人住民税の税収がかなり
減っているのではないかと思います。個人住民
税は地方の基幹税の一つですし，自治体に対す
る住民の応益性を反映する観点からも重要な税
なので，この実態にどう対処するかは重要な問
題であると考えました。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。なかなか難し
い質問が出てまいりました。神山さんからは税
体系，タックス・ミックス型の税制改革が必要
で，これをどのように考えるべきか，というこ
と，法人税から付加価値税へ課税をシフトして
はどうかというお話しがありました。それから
世代間の公平性の確保という視点から所得税を
考えていく必要があるのではないか，将来世代
の利益を守るというためにも財政規律の強化が
必要という話をいただきました。
八塩先生は，消費税率１０％後の政策をどうす

るか，長期的な見通しと，それに基づいた制度
設計が必要なのではないかというお話でした。
青木審議官には，地方の衰退をどう捉えるのか
という課題提起がなされました。これは，やは
り税の偏在問題だと思います。
お答えいただける範囲で結構です。それでは，

藤井審議官からお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔社会保障制度と租税との関係〕
（藤井） 大変難しい質問を頂いています。神
山先生から４点頂いて，まず第１点の租税制度
と他のいろいろな社会制度との関係をどういう
ふうに意識しているかということでございます。
例に出された法人税と付加価値税の違い，特に
輸出免税還付を巡る違いは，付加価値税導入当
初から十分に意識した議論がなされ，そういう
意味で，経済界は早くからこのEU型の付加価
値税の導入に，基本的には賛成されていたよう

― 183 ―



に思います。今もさまざまなことを考えると，
付加価値税中心でいくべきかという主張を一貫
して経済界はなされているのだと思います。
その他の制度との関係では，やはり社会保障

制度との関係を常に税制を考える上では意識し
ているということです。もちろん個々人の負担
の在り方を考えたときに，社会保険料負担との
関係を当然意識しなければいけませんし，それ
から社会保障の給付の面から考えて，どれだけ
安定的に租税としての財源を確保するかという
ことで，タックス・ミックスを考えるというこ
とです。それから，やはり社会全体の所得の再
配分と申しますか，格差問題に対応していくと
いう意味で，租税が消費税と所得税或いは資産
課税と併せて全体としてどういう所得再分配機
能を持つかということも重要な視点でございま
す。それは，逆に，社会保障制度がどういうふ
うに構築されているかということとも関わって，
歳出・歳入あいまって所得再分配，格差是正を
どういうふうにやっていくかということでござ
いますので，特に社会保障制度を意識しながら
租税制度について議論しているというところで
ございます。

〔付加価値課税のメリット〕
それから，２番目のご指摘でございます。付

加価値課税のメリットが伝わっていないという
ことについてどういうふうに努力すべきかとい
うお話でした。これにつきましては，平成元年
に消費税が導入されて以来，政府の相当大きな
課題だったように思います。そして，今回の税
制改革においては，社会保障と税の一体改革と
いうことで，社会保障の充実及び安定化のため
に，消費税を社会保障目的税にするというかな
り大きな改革が行われたところでございます。
要するに，現世代が享受する社会保障のサー

ビスは，現世代が公平に消費税という形で負担
するのが原則なのであり，子や孫につけを回さ
ずに，子や孫のいわばクレジットカードで自分
の買い物をするのではなくて，消費税という形

で現世代で負担しながら社会保障制度を回して
いくのだということが，制度上，法律上も明ら
かになりました。こういうことで，国民への理
解を得ていくことが今回の改革であり，まさに
第一歩なのだろうと思っております。

〔世代間の負担の在り方〕
それから３番目の世代間の負担の在り方とい

うことで，所得税についてご指摘いただきまし
た。昨日，政府税制調査会を再開いたしまして，
配偶者控除の見直しが１つのテーマなのですが，
それにとどまらず，所得税については今まで大
きな改革は，ここのところ７～８年なかなかな
されていません。社会・経済の変化になかなか
税制が付いていけていないのではないかという
意見もだいぶ政府税調の委員から出てきたとこ
ろでございます。そういう意味で，今一度社会
経済状況の変化をきちんと分析して，所得税制
がそれにふさわしいものになっているかという
ことを議論していかなければいけない時期にき
ていると思います。
ご指摘のあった年金に対する課税，それから

退職手当に対する課税の在り方も，そういう中
で取り上げていくことになろうかと思います。
例えば退職手当でいけば，働き方が非常に多様
化している中で，退職手当についてはかなり特
別な課税方法になっています。これが，逆に言
うと，働き方に中立的な税制にはなっていない
ということでありますので，果たしてそれでい
いのかというのは論点になろうかと思います。
一例でございますが，そういうことでリフォー
ムに取り組んでいくということだろうと思って
おります。
それから，生まれていない世代に借金を押し

付けている状況について，今後それを是正する
ための法的枠組みなどが考えられないかという
お話でございました。これにつきましては，今
まで財政構造改革法ですとかあるいは骨太方針
２００６とか，法的あるいは閣議決定レベルでのい
ろいろな取り組みがなされてきました。詰まる
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ところ，そういう政治的なコミットメントと，
それを確実に実行していくことが枠組みなのか
なというふうに思っております。そういう意味
では，今，財政健全化目標は，繰り返し申し上
げたように，２０２０年度までの国・地方プライマ
リーバランス黒字化ということで設定されてお
ります。その目標実現に向けた道筋を，今後描
いて，具体的に何をやっていくかを，政治的な
コミットメントとして決めていかなければいけ
ないということだろうと考えております。
以上４点でございます。

〔プライマリーバランス黒字化に向けて〕
それから，八塩先生から２点頂きました。

１０％後の議論が重要なのだということはおっし
ゃるとおりでございます。先ほどのプライマ
リーバランスは，とにかく回復しないと財政は
どんどん発散していってしまうというのはもう
理論上明らかなものですから，とにかくまずは
一里塚として黒字化していかなければいけませ
ん。ちなみに，ヨーロッパでは，かなり財政が
悪いと言われている国でも，財政収支は赤字な
のですが，プライマリーバランスという基礎的
財政収支は黒字なのでございます。主要先進国
の中でこれだけ大幅なプライマリーバランス赤
字なのは日本だけでございます。これの回復が
急務でございます。そして，黒字化に道筋，今
の税と歳出状況を前提といたしますと，なお
GDP比で１．８％の赤字が２０２０年には残っている
という状況でございますので，この回復に向け
て，歳出の抑制，改革は当然のこととして，歳
入面についても議論していかなければいけない
というところでございます。
それから，ゴールの話がございました。今後

の人口動態を見てみますと，２０４２年に６５歳以上
の人口がピークとなって，２０６０年には高齢化率
が概ね４０％に達することになります。従って，
今後５０年間というスパンで捉えると，財政は一
体どうなってしまうのだろうということを，財
政制度等審議会で一度長期推計が行われており

ます。当然５０年ということですからかなり大胆
な前提と粗い前提を置いているわけですが，実
質２％，名目３％という成長が今後５０年間継続
し，かつ２０２０年度までの国・地方のプライマ
リーバランス黒字化を達成した場合でも，２０６０
年度の債務残高対GDP比を１００％に抑えるの
に必要となる収支の改善幅は，GDP比で８．２％
でございます。１００％でないと持続しないのか
とか，こういう成長が続くのかとか，前提条件
に関する確からしさとか妥当性というのはいろ
いろ議論があるところでありますが，今のよう
な前提で計算するとそういう長期推計が示され
ております。すなわち，少なくとも１０％がゴー
ルではないということだろうと思いますので，
そういうことも視野に入れて，財政健全化に取
り組んでいかなければいけないということだろ
うと思っております。以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。それでは青木
審議官，お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔付加価値に係る税制〕
（青木） 神山先生から，付加価値に係る税制
についてありました。実は多分２つあって，消
費税と事業税の外形部分は付加価値に課税して，
課税の手法は違うけれども，その付加価値に係
る課税というのを充実していく必要があって，
だからそのことに対してもっとうまく説明して
いくということも含めて努力すべきではないの
かというお話だったと思います。
確かに，消費税も事業税の外形部分も付加価

値に課税しているのですが，あまり一緒にした
くないなというのが個人的にはあるのです。流
れを見ますと，消費税の議論が始まるより前に
外形課税議論が政府税調の中でありました。確
か昭和３９年だったと思います。その後，消費税
の方にシフトしていって，消費税が導入されて，
地方消費税まで導入された上で外形課税が平成
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１５年改正で平成１６年から導入されたという経緯
がございます。法人事業税の外形課税は，確か
に付加価値にかけていると言えばかけているわ
けですが，そのことの意義を考えてみます
と，１つは，藤井審議官が説明された法人税改
革です。やはり稼いでいるところに寄りかかっ
て，そこでできるだけ負担してもらおうという
のは変なのです。そういうところは，さらに投
資をして日本全体を引っ張ってもらうというこ
とが大事なのです。であれば，少しでも負担で
きるところは負担してあげて，前に進むところ
のエンジンをもっと利かせてもらっていいよと
いう仕掛けにすべきという意味では，法人税改
革全体の中でも重要な意義があると思います。
それとともに，法人が事業をしようと思えば

必ず地方団体の行政サービスを受けます。特に
都道府県との関係においては，都道府県が行っ
ている産業振興なり道路の整備なり管理なり，
或いは環境対策，それから公衆衛生の対策とい
うのは，法人の事業活動と密接な関係があるの
で，都道府県税にするということは大きな意味
があったと思います。シャープ勧告を振り返っ
てみると，あのときにシャープ博士がなぜ都道
府県の付加価値税を強調したかというと，都道
府県税としてのしっかりした独自税というのが
重要なのだという意識がかなりあったのではな
いかと思うのです。市町村税のうち住民税は多
少所得税に寄りかかっていますが，固定資産税
という明確な独自税がございます。都道府県税
である事業税の外形課税がかなり拡大していく
ことになるならば，ある意味，固有の税を持て
るということになります。そういう意味で，法
人税改革全体の観点，それから，応益課税とい
うことで広く負担するということが大事なのだ
ろうという観点，それから課税庁側としては都
道府県にとっても極めて重要な税源として税制
の中できちんと位置付けられていく，この３点
メリットがあると思われ，今お話を伺いながら，
そういうことを訴えていかなければいけないな
と思いました。

〔将来世代への負担について〕
それから，私への質問ではないと思いますが，

まだ生まれていない世代への負担というのは，
私が内閣府の審議官のときに随分いろいろ勉強
してみました。アーバック・コトリコフの世代
会計，将来世代の負担をそれなりに計算してみ
る仕組みというのを相当勉強してみましたが，
いろいろな仮定が多くてなかなか難しいのです
が，日本の財政が大変な状況にあるということ
はよくわかるわけであります。これはやはり常
に意識してもらうしかないのだと思うのです。
少なくともわれわれ税金で飯を食っている人間
は，将来生まれてくる子どもたちのことも常に
頭に置くということは，そういう視点を，この
ご指摘を頂くといつもそういう思いを強くする
わけでありまして，貴重なご指摘だったと思い
ます。

〔個人住民税の在り方〕
八塩先生からは，個人住民税について空洞化

しないようにもっとしっかりした税制とすべき
なのではないかということを，現実に地方が衰
退される中で住民税が確保されないことが懸念
されるというコンテクストでご質問がございま
した。県単位ぐらいで個人住民税の税収の推移
を見てみますと，２３年までずっと下がっていっ
て２４年にまた上がるという点では，東京も地方
分も結構似ているのです。もっとも，絶対額で
は，東京と地方の差はかなり大きいのですが，
ただ，もう少し長いスパンで見ると，やはり少
しずつ課税，税収を確保する力が落ちてきてい
るということがあろうかと思います。
ただ，この個人住民税こそ，まさに納税者と

一番身近な市町村が結び付く行政にかかる負担
という意味で基礎となる税であり，そこがちゃ
んとしていないといけないというのはご指摘の
とおりです。では，何ができるのか。税率を上
げるという選択もなくはないかもしれません。
１０％をさらに上げるということもあり得るかも
しれません。多分八塩先生の論文の中に，住民
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税の控除について，少し見直してもいいのでは
ないかというご指摘がありました。要は，今，
所得税にいろいろな人的控除がございますが，
住民税にも扶養控除があったり，障害者の控除
などいろいろありますが，その控除をしている
ということは，住民税が税率でフラット化され，
いよいよ地域の会費としての性格が強まったと
はいえ，その控除を通じて一定程度所得再分配
の機能を担っていることになります。それから，
所得が少ない人では，その控除というのは１人
当たり幾らということで定額で考えていくわけ
なので，所得が少ないところから引く額も，所
得が多いところから引く額も同じだとすると，
所得が少ないところの方が税が浸食されやすい
ということを併せて考えるならば，その控除の
見直しということもあるのではないかというご
指摘なのかなと受け止めました。
これは，住民税の在り方としてそういう方向

で応益性を高めて考えなければいけないのだと
いうのは，私もそう思うのですが，所得税との
関係で重要な点が２つぐらいあります。１つは，
負担する側の納税者の方から見たら負担増は避
けたいわけであり，その控除が減れば所得税で
その分の控除を受け取ってくれるのかという問
題になりかねないので，それはなかなか藤井審
議官が応じていただけないのではないかという
気がします。
もう１つ，案外われわれも忘れがちなのです

が，市町村の税の現場と国税の税の現場が相当
いろいろ結び付いているのです。国税の方で扶
養控除をするというときに，例えばA市に住
んでいる人が，B市の学校にいっているお子さ
んとC市のお母さんの両方を扶養していると
いうときに，A市に B市，C市の情報がいっ
て実はC市のお母さんはすごい所得があって
「扶養ではないよ」という情報がA市に行く
と，A市はその扶養を否認し，その情報を国
税に伝えるというようなことがあるわけです。
住民税の控除がなくなると，こうしたことを丁
寧にやるというインセンティブがなくなるわけ

です。そういう中で，どこまで住民税の応益性
ということを徹底していくべきと考えるのかと
いう課題だと思うのです。
ですので，えいやーで一網打尽ということは

なかなか簡単ではないものの，しかし，八塩先
生が言われるような意識で，その方向で，一歩
一歩考えていくということなのではないかとい
うふうに思いました。ありがとうございました。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。恐らくお二
人にはまだ何か重ねて質問ということがあろう
かと思いますが，予定では３時４０分に討論終了
ということになっておりますので，それでは各
論に移らせていただきたいと思います。既に総
論の部分で各論にも触れていただいております
ので，その辺りも考えながら，恐縮ですができ
る限り短くお願いしたいと思います。
それでは藤井審議官，お願いします。

―――――――――――――――――――――

Ⅳ．税制における当面の課題

（藤井） 「税制における当面の諸課題」とい
う資料で，２７年度改正或いは中期的な課題にな
っているものについて，ご説明します。いずれ
も今ここで結論が申し上げられるようなもので
はないので，どういうことが課題になってどう
いう議論が行われているとかというご紹介でご
ざいます。

１．消費税関係

まず，消費税でございます。先ほども触れま
した社会保障財源化になっていること，そして，
その使い道として，社会保障の充実に２．８兆円，
年金の国庫負担２分の１への充当ということで
３．２兆円，子世代への負担のつけ回し軽減に７．３
兆円ということで，１０％になった暁にはこうい
うふうに社会保障財源に振り分けられることを
ご理解いただきたいと思います（資料34）。
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資料35では，子ども・子育て，医療・介護，
年金それぞれについて，こういった金額が見込
まれています。既に充実策についてはいろいろ
な法律が通った状況にありまして，施行を待っ
ている状況でございます。子ども・子育ての保
育施設への補助等についても法制度は整ってい
る状況にあって，あと１０％に上げることによっ
てお金が付いてくる状況にあることをご理解い
ただきたいと思います。
それで，目下与党で議論になっておりますの

が，資料38，軽減税率の取り扱いでございます。
昨年末の与党税制改正大綱におきまして，「消
費税の軽減税率については，『社会保障と税の
一体改革』の原点に立って，必要な財源を確保
しつつ，関係事業者を含む国民の理解を得た上
で，税率１０％時に導入する」こととなっており
ます。税率１０％時については書いてあるとおり
なのでございますが，与党の税制の責任者の
方々のご発言によれば，１０％への引上げ時を含
む１０％時という趣旨でございます。
軽減税率については，国民の理解を得てとい

うことで，国民的な議論が必要だという観点が
ございます。
６月５日に広く国民の意見を聞くため，考え

得るパターンを機械的に示した資料が与党税制
協議会より公表されております。資料39の左上
ですが，「線引き例と財源について」というこ
とで８つのパターンと，それによりどの程度の
減収が生じるか，その減収を埋め合わせるため
の消費税率換算であるとか，社会保障充実分，
自然増への影響がどのくらいあるかということ
を示しているわけでございます。例えば，全て
の飲食料品を軽減税率の対象とした場合，１％
当たりの減収額は６，６００億円になります。仮に
標準税率と軽減税率の差が２％である場合に
は，１．３兆円の影響があるということを示して
いるわけでございます。そして，線引きがいろ
いろあれば，その境界領域において，どちらに
分類するのかというさまざまな論点が出てまい
ります。それも本体資料では相当詳細にどうい

う区別になるのかという問題提起がなされてお
ります。
あと，区分経理についても，新しく区分経理

をする必要が生じるわけですから，それをどう
いう方式でやるのかということで，A~Dを示
しております。それぞれについてのメリット，
デメリットを示して，国民的な議論に供すると
いうことがなされております。
資料40は，７月８日から８月２９日まで，これ

らの団体からの意見を聞いたということで，今
後年末にかけて与党税制協議会で議論が行われ
るということです。

２．法人税関係

法人税につきまして，今日のメインの話でご
ざいます。法人税改革については，資料41の６
月２４日の閣議決定です。法人税率については，
数年で実効税率を２０％台まで引き下げることを
目指すということ，それから財源について
は，２０２０年度のプライマリーバランス黒字化目
標との整合性を確保するよう，課税ベースの拡
大などによる恒久財源の確保をすることとし，
年末に向けて議論を進め，具体案を得るという
ことで，今後この方針に沿って議論し成案を得
ていくということなのでございますが，その前
提となる日本の法人税の分析を若干ご紹介いた
します。
資料42は，日本の法人税率と各国比較です。

日本は，国税，地方税合わせまして，標準税率
ベースで３４．６２％というのが現状でございます。
これに対して，各国ご覧のような姿でございま
す。２０％台ということでいきますと，ドイツな
どは２９．５９％ということで，２０％台というとこ
の辺が視野に入ってくる状況でございます。
それで，日本の法人所得課税の負担が重いか，

軽いかということをマクロ的に見ます。資料43
は，GDPに対する法人所得課税がどの程度か
ということで，表面税率だけ見ておりますと，
相当に重い負担のような感じがするわけですが，
日本はGDP比で法人所得課税は国・地方合せ
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て３．２％でございます。これに対してアメリカ
２．７％ですが，アメリカはチャプター S法人課
税がありまして，それも含めると３．４％という
ことになります。それから，イギリスが３．１％，
スウェーデンが３．５％で，日本だけが飛び抜け
て高いというわけではありません。
では，日本の法人税の構造がどうなっている

のかを分析しました。これは，資料44の四角の
中にあるような簡単な恒等式を解いたものです。
表面的な税率です。国・地方合わせた法人税率
は３９．５％と，この２０１０年時点ですから今より少
し高くなっています。それは各国に比べて少し
高いということなのですが，結局真ん中，赤で
囲んでおります課税ベースの大きさを見ますと，
日本は法人所得に対して課税ベースの大きさは
３１．９％で，一見して他の国に比べてかなり課税
ベースが狭いという特徴が浮かび上がってくる
わけでございます。これが，法人税率が表面上
高くても，法人税収の占めるGDP比はさほど
高くないことの理由でございます。
資料45は，課税ベースがどういうふうに小さ

くなっているかを示したものです。租税特別措
置による軽減もございますが，それに加えて欠
損金の繰越控除の大きさですとか，受取配当な
どの益金不算入制度による課税ベースの縮小が
かなり認められます。
これらの制度によりまして，業種ごとの税負

担は相当に異なってきているということが資料
46で見て取れるわけでございます。
それから，日本の法人税の状況，特徴といた

しまして，他国に比べまして，利益法人が少な
くて欠損法人の割合が非常に高いという特徴が
ございます（資料47）。従いまして，企業間の
税負担のバランスの問題として，一部の黒字企
業に税負担が集中しているという状況です。こ
れに対して，諸外国はより広い企業が負担して
いるという状況であるわけでございます。
各国とも法人税についてはさまざまな改革を

しておるわけでございますが，特にヨーロッパ
においては，陸続きなので，近隣諸国に企業が

移ってしまうようなことが多く，法人税率の引
下げに熱心に取り組んでいます（資料49）。一
方で，課税ベースの拡大を行っています。イギ
リス，ドイツは，ほぼ見合うだけの課税ベース
の拡大をやって税率を引き下げ，財政的にはほ
ぼトントンの税率引下げと課税ベースの拡大を
やってきているということでございます。
こういう分析も踏まえまして，大きな方向性

として，与党の税制調査会，それから政府の税
制調査会で，それぞれ考え方がまとめられてお
ります。少しご紹介いたします。資料50の自民
党，公明党，与党の税制調査会におけます法人
税改革についての考え方なのですが，「より広
く課税を行いつつ，稼ぐ力のある企業や企業所
得の計上に前向きな企業の税負担を軽減するこ
とで，企業の収益力の改善に向けた取り組みや
新たな技術の開発などがより積極的になり，成
長につながるような法人税改革を行う必要。こ
のため，課税ベースを拡大しつつ税率を引き下
げるという法人税の構造改革を行う」とされて
おります。
それから，「地方法人課税は，地域経済を支

える中小企業に配慮しつつ，公共サービスの対
価を広く公平に分かち合うという地方税の応益
課税を強化する方向で見直す必要」というよう
にされているわけでございます。
政府の税制調査会におきまして，これは具体

的に課税ベースの拡大をどういうふうにやって
いくのかという，いわばメニューが挙げられて
おります。資料52には，�１租税特別措置の見直
し，それから�２欠損金の繰越控除制度の見直し，
�３受取配当等の益金不算入制度の見直し，�４減
価償却制度の見直し，�５地方税の損金算入の見
直し，資料53にいきまして，�６中小法人課税の
見直しなどということに，メニューの提示がな
されておりまして，今後それをどういうふうに
具体化していくかが課題になってくるというこ
とでございます。
いずれにしても，２７年度を初年度としてやる
ということは閣議決定されておりますので，そ
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れに向けて今後議論していくということでござ
います。

３．所得税関係

最後に，所得税の関係でございます。日本再
興戦略改訂，いわゆる成長戦略の改訂版が今年
の夏のものでございます（資料55）。働き方に
中立的な税制ということで，働き方の選択に対
してより中立的な社会制度を構築するため，税
制，社会保障制度，配偶者手当等について，年
末までに総合的に検討するということで，税制
について女性の働き方に対してより中立的な制
度とする方策について，幅広く検討を進めるこ
ととされております。
まさにそのときに議論になりますのが，資料

56の配偶者控除の話です。いわゆる１０３万円の
壁ということが言われているわけでございます。
ここで１つ事実関係を申し上げれば，以前はこ
の配偶者特別控除がない状況でした。１０３万円
というのは給与所得控除の６５万円と基礎控除の
３８万円を足して１０３万円です。１０３万円を超える
と，課税所得が発生するという，その水準が
１０３万円なのです。配偶者特別控除がありませ
んと，１０３万円を超えた途端に，旦那さんの方
の配偶者控除３８万円が突然消えますので，そう
するとその分税負担が増えて，結果として配偶
者の方の給与収入が１０３万円を超えて多少増え
ても税負担の方が重くなって，家計として手取
り額が減ってしまうという逆転現象が起きると
いうことが指摘されていて，それが１０３万円の
壁だったのです。この配偶者特別控除を付ける
ことによって，配偶者の給与収入が増えても，
世帯で見ると手取りの逆転現象はなくなってい
るのです。そういう意味で，制度的な壁はなく
なっているのですが，それでもまだ１０３万円が
意識されているという状況にあるわけでござい
ます。
これについて，今後中立的な税制としてどう

いうことを考えていくかを，まさに政府税制調
査会で議論を始めたところでございます。

４．国際課税関係

それから，最後に国際課税についてです。こ
れも国際的には非常に大きなテーマとなってお
ります。BEPS（税源浸食と利益移転）への対
応がOECDで問題になっており，国際取引で
各国の税制や租税条約の隙間や抜け穴を利用し
て税負担を軽減させる租税回避スキームに対し
て，国際的な抜け穴を防ぐようにルールを定め
て行動していかなければいけないということで，
順次，対応策をOECDの場で作り，各国に勧
告していくということです。それに合わせて，
各国は国内法・租税条約上の改正を求められる
ということになっております。本年９月には，
第一弾の報告書が公表され，残された課題につ
いては引き続き議論が行われているという現状
にございます（資料59）。
以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。それでは青
木審議官，お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅴ．各論：平成２７年度税制改正に
向けた主な課題

（青木） 本日，民間の方々も多いので，法人
税制，外形課税を中心にお話を申し上げたいと
思います。

１．地方法人課税関係

法人関係の税収は，実は国税である法人税の
３４％が地方に配分される地方交付税の原資にな
っているということもあって，実は６割強が地
方財源です（資料30）。従って，法人税改革と
いうのは地方の台所，懐に直撃するということ
でもあるので，ここは丁寧に考えていかなけれ
ばいけないというわけです。
資料31の骨太の方針では，基礎的財政収支の
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黒字化目標との整合性を確保するという観点と，
恒久財源の確保ということは明確にされておる
わけでありまして，このことを念頭に置いて，
検討していかなければなりません。
１つの方針を与党として示していただきまし

たのが資料33の４つ目です。行政サービスの多
くは，地方公共団体が直接の担い手となってい
ることに鑑みれば，地方法人課税については応
益課税の考え方が重要であるということです。
法人事業税の外形課税ですが，これについては
地域経済を支える中小企業に配慮しつつ，今後
も公共サービスの対価を黒字企業に限らず広く
分かち合うという地方税の応益課税を強化する
方向で見直していくのだということです。
その上で，その下の○で，税源の偏在の是正，

財政力格差の縮小を図るための措置を講じるこ
ととして，これと整合性を取りながら検討して
いくということが，与党の間で方針として示さ
れているわけであります。
では，一体どういうことを具体的に考えてい

くのかということでございます。資料36をみま
すと，税収中立で平成１６年から外形課税が導入
されました。大企業資本金１億円を超える企業
の４分の３をそれまでの所得課税とし，４分の
１に外形課税を導入したわけです。そのときに，
法人実効税率は１．３３％下がっています。仮に，
今この４分の１であるのを２分の１まで広げる
ということにしますと，試算では１．５％程度下
がるということになります。従って，税収中立
でも実効税率を下げ得るということになること
も含めて考えれば，また応益課税の原則という
ことが地方税の基本だということから考えてみ
ても，外形課税の拡大ということがこの法人税
改革との関係で重要な選択肢となっているわけ
です。
資料38の網かけの部分が外形課税の部分です。

所得課税部分の一定部分が地方法人特別税とい
うことで，これもまた地方に譲与税として返し
て，結果，偏在の是正をする財源にもなってい
るわけです。

少し誤解もあるのですが，中小企業と大企業
と，これは全く別に考えなければいけないとい
うふうにも思っています。報道によっては，中
小企業に外形課税を導入することによって財源
を得て，大企業の法人税の負担を軽減するのだ，
それはおかしいではないかという論調の間違っ
た記事があったり，記者も間違うので，そのこ
とを言及する政治家の先生方もおられたりとい
うことでございますが，あくまで中小企業の中
では中小企業の中，大企業の中は大企業の中で
考えるということでございます。
その上で，中小企業に来年度からということ

はあり得ないわけであります。まず大企業に関
して，今４分の１入っている外形部分をどこま
で拡大できるのかということです。ただ，大企
業の外形部分が広がっていくと，資本金１億円
を境に，所得で課税する世界と外形的に課税す
る世界と，あまりにもバランスが崩れるという
ことはあるかもしれないというときに，一体ど
ういうことを考えるべきなのかということです。
そういうことも含めていろいろ検討していかな
ければいけないと思っておりますが，中小企業
については相当丁寧に配慮しなければいけない
というのがまず大前提だろうというふうに思っ
ています。
賃金課税だからおかしいではないかという議

論がよくあるのですが，この外形部分のうち３
分の２が付加価値割，３分の１を資本割として
今課税させていただいております。今は，資本
割部分も付加価値割にしようという方向で議論
がなされています。この付加価値割についてで
ございますが，収益配分額と単年度損益を足し
たものに税率を掛けて計算させていただいてお
ります（資料39）。
仮に，報酬給与額を増やしますと，単年度損

益は減少します。それから，報酬給与額を減ら
すと単年度損益が増加します。このことは，赤
字法人であろうが，黒字法人であろうが，同じ
でございます。従って，給与をどうするかとい
うことと付加価値額とは実は影響しないわけで
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あります。影響しない理由は，単年度損益を足
してあるからであります。そういう意味では賃
金をできればわれわれは上げてほしいというこ
とを，総理も強く経済界にお願いしているわけ
でございますが，そのこととこの話とは全く中
立であるということではあるのです。
ですが，そうは言っても，給与の比重が高い

企業というのはあり得るので，資料40では，雇
用安定控除というような仕組みを設けさせてい
ただいておって，実際に報酬給与額がその収益
配分額の７割を超える場合は７割と見なしてし
まおうということであります。従って，７割よ
りたくさん配分しているところはその分だけ税
は助かっています。もう少し言い方を変えます
と，報酬を増やして７割以上にすることができ
れば，実は節税対策にもなるという話でもある
わけであります。
このことについて，経済界からいろいろご意

見を頂いています。経済界から丁寧にお話を聞
きながら議論を進めていこうということで，総
務省に設置されております地方財政審議会にこ
のことをヒアリングする場を設けさせていただ
いて，既に経団連からお話を頂きました。
資料41は，経団連の意見の内容をご紹介して

おります。今後，日本商工会議所や商工会連合
会，或いは経済同友会，連合とヒアリングをさ
せていただく予定です。経団連は安易な拡大は
すべきではないと言われながら，説明する際は
３つのことを考えてくれというお話でした。
１つは，賃金を上げろというのだから，少し

はそこに配慮が要るのではないかということで
す。それから，外形課税を拡大するとしても，
段階的にやる必要があるのではないかというこ
とです。中小については，それは少し違う世界
でしょう，簡単に考えてはいけないのではない
かというこの３点のお話があったわけでありま
す。そういうことも頭に置きながら検討を進め
させていただければと思っております。今のと
ころ，この資料42の上の方の団体（日本商工会
議所，全国商工会連合会，全国中小企業団体中

央会，全国商店街振興組合連合会）は反対なの
です。平成１５年改正で導入するときも含めて，
かなり厳しいご反対意見を頂いていました。同
友会はむしろ対象法人を拡大すべきというご意
見です。
連合は，中小も含めて考えるべきなのではな

いかということです（資料43）。広く負担し合
って税源を確保するということの方が大事なの
ではないのかというのが連合のご意見と受け止
めていますが，あらためていろいろお話をお聞
きしながら外形課税を２７年度改正に向けてどう
するかということについての検討を進めていく
こととしております。
地方団体からは，基本的には外形課税の拡大

ということも含めて，きちんと法人税制の中で
財源を確保するようにというご提案，ご要請を
頂いているところであります（資料44）。
資料45は，地方法人課税の中でも偏在是正に

かかる部分についてです。地方消費税も含めた
消費税の税率が８％になったことから，法人住
民税の法人税割の一定割合を国税として交付税
原資にさせていただく改正を２６年度から実施さ
せていただいております。１０％に引き上げられ
る場合には，この措置を深掘りをする必要があ
るということでございます。実際に消費税の税
率が上がって，地方消費税も増えます。ただし，
社会保障制度も拡充されるので，制度上の負担
も増えます。制度上の負担部分を超えて増加に
なる部分について，不交付団体では，さらに財
政余剰が増えることになるので，その範囲内で
協力いただくこととし，１０％段階でも交付税原
資化をさらに増やすということを考えなければ
いけないというふうに思っています。
その上で暫定的な措置として導入されている

地方法人特別税，譲与税，これは少し込み入っ
た仕組みでございますが，この仕組みをどうす
るかということも併せて検討するということが
求められています。
ここまでが法人税制に係る話でございます。

２７年度に向けて重要な課題があるわけでござい
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ます。

２．車体課税

資料47は，車体課税にかかる課題についてで
ございます。消費税率が１０％に上がったときに
は，自動車取得税は廃止することになっており
ます。自動車税という都道府県税の他に，取得
時に係る自動車取得税というのがございます。
これは８％に上がった段階で縮小したわけでご
ざいますが，１０％になったときに廃止します。
ただ，この自動車取得税にはグリーン化機能が
ございました。エコカーであればただになると
いったようなことで，随分差をつけていたわけ
でありまして，このグリーン化機能を維持・強
化するような仕組みというのを自動車税の中で
考えなければいけないわけです。ここの車体課
税の在り方についても，自動車関連業界，いろ
いろな方々からお話を今聞きながら検討を進め
ているということでございます。

３．固定資産税

平成２７年度は固定資産税の評価替えの年にな
ります。先ほど来申し上げておりますように，
固定資産税は市町村の一番の基幹税でございま
す。この固定資産税について，３年ごとに評価
替えをする際に，あまり固定資産税額が上がら
ないような調整措置を講じておりますが，その
調整措置についてどうしていくのかということ
について一定程度議論いただけなければいけな
いということが資料50の内容でございます。
また，固定資産税の中で，土地・家屋以外の

償却資産に対する課税もございます。これは，
経済界からは償却資産に対する課税というのは
おかしいのではないかとだいぶいろいろご意見
を頂いておりますが，１．５兆円もの大変大きな
税収でございまして，私どもとするとこれをな
んとしても堅持しなければいけないと思ってお
ります（資料53）。こうした課税は海外にはあ
まりないのではないかと言う人もいます。アメ
リカの例を挙げていますが，そんなことはなく，

それぞれ各国の地方団体は工夫しながら，必要
な財源として確保しているということは頭に置
いていただければと思っております。

４．ふるさと納税

資料55は，ふるさと納税という仕組みについ
てであります。今，地方団体に寄付をしますと，
確定申告をすれば，所得税と住民税の通常の控
除の他に，住民税の特例控除ということを行う
ことによって，実質上２，０００円の負担で寄付が
できることになっています。趣旨としては，ふ
るさとから大阪に出てきてふるさとに少しでも
貢献したいということがしやすくなるようにと
いうことで作ったものではあります。ただ，頂
いた人に対しての返礼品がかなり華美なものが
あったり，それで結構人生を楽しんでいる高額
所得者も結構おられるようです。そのことを書
いた本がたくさん出ていて，そのサイトを多く
の人がご覧になっているようでございますが，
ちょっとどうかなという議論がいろいろな場面
で出てきております。何らかの対応ができない
かなと，今，われわれ頭を悩ませているところ
でございます。以下の説明については，割愛を
させていただきたいと思います。
そういうことで，法人税制及び車体の税制を

はじめ地方税制について，割と重要な制度改正
の議論が進んでいくということを頭に置いてい
ただければと思います。説明は以上でございま
す。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。わずか２時間
でこれだけの課題を議論するのおよそ不可能な
ことです。これから神山さんと八塩さんのご意
見を伺いたいのですが，確実に３時４０分になっ
てしまいます。両審議官，もうしばらくこの場
にいていただけますでしょうか。フロアの皆さ
んもいましばらくお付き合いを頂きたいと思い
ます。それでは，神山さんからお願いいたしま
す。
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―――――――――――――――――――――

Ⅵ．個別税制の現状と課題につい
ての討論

（神山） それでは，時間も押しておりますの
で，手短に両審議官にそれぞれコメント及び質
問ということで，２点ずつお伺いしたいと存じ
ます。

〔消費税と法人税の改革について〕
まず，藤井審議官には，消費税と法人税の改

正についてお伺いさせて頂きます。消費税につ
きまして，軽減税率については，今後，国と関
係者の間で議論を深めていくということなので
すが，理論サイドからしますと，軽減税率はな
かなか正当化しづらい，もしくは正当化できな
いと考えている研究者が多いように思われます。
一方で，低所得者への何らかの配慮は必要だろ
うという国民の声がもしあるならば，軽減税率
よりも，より小さな財政負担で最大限の効果を
発揮できるような他の政策の選択肢がありえる
のではないかということです。１つの例として
は，定額給付もそうだと思いますし，他の社会
保障制度とのセット，先ほど社会保障関連法と
セットで考えていくのだというお話がございま
したが，むしろ低所得者対策という意味では，
他の制度を上手く使った方が有効ではないかと
いうことです。
これは質問なのですが，軽減税率は様々な問

題を抱えています。例えば，線引きの問題，イ
ンボイスの問題，簡易課税をどうするか，免税
事業者をどうしていくかなどの問題がございま
すが，政策実務もしくは現場において，これは
難題なのだろうとお感じの問題点があれば，お
教えいただきたいと存じます。
２点目は，法人課税改革でございます。税率

の引き下げ，課税ベース拡大が検討されており
ますが，より本質的な課題というのは税制の中
立性をいかに高めていくかということではない

かと考えられます。いろいろな意味での中立性
がありますが，ここでは国際課税と少し絡めて
お伺いさせて下さい。日本の法人税は，全世界
所得に課税した上で外国税額控除を与えるとい
うアメリカのような法制度です。一方で，ヨー
ロッパ諸国は，国外所得免除方式（テリトリア
ル・システム）を前提にしております。
日本の国際競争力を考えたときに，今後もア

メリカ型の全世界所得課税を中心に考えていく
のか，もしくはイギリスのように別の方向に舵
を切っていくべきなのかを議論する必要がある
と感じております。国際課税の文脈で中立性と
いったときに，資本輸出の中立性，資本輸入の
中立性，資本所有の中立性，いろいろな中立性
がございますが，日本の法人税を改革していく
中で今後どこに着目していくのか，中立性とい
ったときに資本輸入なのか，資本輸出なのか，
そういった点に関して，政策実務において何か
ご議論などございましたらご教示いただければ
と存じます。

〔所得型付加価値税のメリット，デメリット〕
次に，青木審議官への質問でございます。外

形標準課税は大変大きな課題であると存じます。
税制の中立性の観点からも，理論的には魅力的
な選択肢なのですが，先ほどいわゆる日本で言
う消費税，間接税の付加価値税と一緒にしてほ
しくないというお話がございました。まさに付
加価値と言ってもいろいろなパターンがあって，
大きく分けると３種類ございます。日本で言う
消費税は，いわゆる消費型付加価値税でござい
ます。それに対して，外形標準課税で現在議論
されているものは，所得型付加価値への課税で
あると理解しております。租税の中立性という
観点からは，１９４９年の第一次シャウプ勧告も提
言していたように，「消費型付加価値」への外
形標準課税の方が優れていると考えられます。
しかし，外形標準課税を巡る現在の議論におい
て，投資をしたときに全額即時償却（expens-
ing）を認める「消費型付加価値」ではなくて，

― 194 ―



（１９５０年の第二次シャウプ勧告における一部修
正のごとく）現行の所得税法のように減価償却
を毎年毎年認めていく「所得型付加価値」に着
目して制度を検討されている，何か政策的な背
景などございましたら，教えていただければと
存じます。メリット，デメリットあるかと存じ
ますので，ご教示いただければと思います。

〔税源の偏在性〕
２点目ですが，法人課税というのは，国際的

な競争にさらされているだけではなくて，国際
的な租税回避とも密接に関連している分野かと
存じます。国際的な租税回避に機動的かつ実効
的に対応していくためには，国税化してマネー
ジするのに対し，地方にはより安定的な財源を
利用してもらうことも検討に値するかと考えら
れます。地方消費税は１つの案かもしれません。
法人税は，国際的な問題に常に対処しなければ
ならず，個々の自治体ではなかなか対応しづら
い面もあるかと存じますが，その点についても
し何かありましたらお教えください。場合によ
っては，法人課税を国税化してそれを再分配す
るということも可能かもしれませんが，その点
についてお考えなどございましたら，ご教示い
ただければと存じます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。それでは八
塩さん，お願いします。
―――――――――――――――――――――

（八塩） ありがとうございました。では，両
審議官に１点ずつ質問させていただきます。

〔消費税の軽減税率〕
まず，財務省の藤井審議官ですが，消費税の

軽減税率の件です。これについては，先ほど神
山先生もおっしゃっていたとおり，かなり反対
論も強いと思います。これに関してさらに１点
なのですが，軽減税率導入の際には，ヨーロッ

パなどで使われている「インボイス制度」が必
要ではないかと思います。インボイスは軽減税
率とは無関係に本来，導入すべきともいわれて
おり，それ自体に反対ではないですが，ただ，
インボイスを導入すると非課税業者が取引から
外されてしまうといった問題がヨーロッパでは
報告されているようです。こうした問題は少な
くとも一般にはあまり知られていないと思いま
すので，制度に関して周知徹底が必要だと思い
ました。

〔固定資産税の償却資産課税について〕
次に総務省の青木審議官です。固定資産税の

償却資産課税のご説明がありましたが，私は個
人的にこの税は地方税としてあまり望ましくな
いと思っており，その点からのコメントです。
総務省の資料52によると，山梨県大月市や静

岡県御前崎市では税収の４割以上が償却資産か
らの税収になっています。これはおそらく工場
や橋などではないかと思いますが，これだけ税
収が偏りますと，市の公共サービスにも大きな
違いが出てくるのではないかと思います。また
工場を立地するときも，例えば御前崎市かその
隣かというときに，経済効率的にはどちらでも
いいようなときでも，どちらに来るかで市の税
収に非常に大きな影響を与えます。その結果，
どうしても工場を隣町でなくわが町に引っ張っ
てこいとなり，公共サービス水準はその成否次
第となってしまいますが，やはりこうした地方
の財政運営は望ましくないと思います。今すぐ
これをなくすのは難しいとしても，長期的には
やはり少し考えるべきではないかと思いました。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。それでは，
藤井審議官お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔軽減税率の課題〕
（藤井） 両先生から軽減税率についての課題，
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それからインボイス制度についてどう考えるか
というご質問を頂いています。軽減税率の課題
は幾つもあると思うのですが，実務的にはやは
り線引きをした際に，その限界領域について軽
減税率なのか，標準税率なのか，それぞれの
個々の商品についての判断が難しいケースがあ
るだろうということと，実務上それらを全て区
分経理していかなければいけないという事務上
の負担が指摘されているところでございます。
消費税については，消費者が最終的には負担す
るわけですが，納税義務者は非常に多くの事業
者でございます。現在単一税率の下で請求書等
保存方式というかなり簡便な方式でやっており
ますが，これが軽減税率を導入いたしますと事
業者の方で軽減税率対象か標準税率かという区
分を全ての商品についてする必要があります。
そして，それを区分して経理するということに
なります。この辺が導入の難しさです。あとは，
多くの税収が失われることになり，なおかつ高
所得者ほど税率低下のメリットを受けることに
ついてどう考えるかという問題も出てこようか
と思います。
そして，インボイス制度につきましては，事

業者において区分経理し，納税額を計算すると
きに，実はインボイス方式がかなり簡便な方法
だということがございます。時間の関係で今こ
こで説明することはできませんが，６月５日に
与党から示された資料には，その辺の詳細な分
析も載っております。単一税率の場合には請求
書等保存方式で何とかなるわけですが，複数税
率になった途端に，先ほど申し上げた区分経理
事務というのが膨大に発生します。しかし，イ
ンボイス方式を入れれば，事務負担の増加を抑
えられるという仕組みであると考えております。
なおかつ売り手と買い手の側で税額について

の相互けん制が働くので，適正な課税という観
点からもインボイス制度は非常に優れた制度に
なっています。そういう観点から，ヨーロッパ
ではおしなべてインボイス方式が採られている
という事実がございます。その辺も含めて，軽

減税率を入れるときには，いずれにしても事務
負担は相当にかかりますので，それをどういう
ふうにこなしていくのがいいのかということを
国民的にまだまだ議論いただく必要があるのか
なと思います。その辺の論点は，繰り返しにな
りますが，６月５日の資料で与党の方から全部
示されているという状況にございます。

〔法人税の課税方式〕
それから，法人税の課税方式について，神山

先生の方からご指摘いただきました。イギリス
でテリトリアル方式，国外所得免除方式を採用
しており，日本とは違う方式でございます。ま
た，アメリカは全世界所得課税を採用しており
ます。この国外所得免除方式は，内国法人の国
外所得について，自国で課税は行われないけれ
ども，相手国で負担した税額も調整しないとい
うことになりますので，相手国の税率が自国，
日本の税率よりも低い場合には，企業の負担は
軽くなるというようなメリットがございます。
一方で，相手国の税率が自国，日本の税率を超
える場合には，企業の負担として残ることにな
りますので，現行制度よりもむしろ不利になる
というケースもあると思います。また，海外支
店の欠損金を国内源泉所得から控除できないと
いうようなことも考えられるものですから，企
業の負担という観点から，メリット，デメリッ
ト両方あるということになります。一方で世界
の潮流というのも当然ありますから，いずれも
勘案しながら考えていくべき問題だと思います。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございました。それでは，
青木審議官お願いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔所得型にしている理由〕
（青木） 神山先生からの，外形課税が付加価
値に課税しているのですが，それが所得型にな
っている背景についてご質問をいただきました。
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その所得型にしている理由ですが，かなり昔に，
消費型も含めて議論がなされたときに，相当書
類の整理，帳簿の整理に手間がかかるという指
摘がありました。いまや消費税が導入されてい
るので，そこの事務は多少軽減されると思いな
がらも，消費税と違う取り扱いをしなければい
けない項目が結構あるだろうと想定されると，
これは何なのかということになる懸念が１つで
す。
それから，先生ご自身がご指摘されましたよ

うに，所得型ですと減価償却で見るのに対し，
投資をいつするかによって大きく変動する話に
なる消費型の方は不適切なのではないかという
方向で，税制調査会でも議論されたと記憶され
ています。ただ，消費型の方が国際競争力とい
う観点では得なのではないかと，賢い経済界の
方が指摘されてきていることも事実だろうと思
います。そういう制度の設計上の問題もさるこ
とながら，企業活動の応益性との関係で税をご
負担いただくのだという理念からすると，所得
型の方がやはり説明しやすいと思っています。
ですので，今後ともこの所得型の考え方をベー
スに，外形課税について考えていくのではない
かなというふうに思っています。
それから，法人課税については，やはりいろ

いろ逃げてしまうとかそういうこともあり得る
ので，国際租税との関係もあることからすると，
もう国税にしてしまったらどうかというお話が
ありました。国際課税との関係も含め確かにな
かなか難しい要素もあるということと，変動し
たり偏在したりするという課題があります。あ
るのですが，しかし一生懸命企業誘致努力をし
て企業が立地して，そこに雇用が生まれ，そこ
の従業員のためのサービスを提供してきた自治
体側の立場というのも頭に置きつつ，また，そ
の外形課税がある程度拡充されていくと，やは
り事業税部分は完全な独自課税になっていくと
いうことも頭に置かなければいけないかなと思
います。ただし，かなり偏在しているというこ
ともあり，２６年度改正で行った法人税割につい

て国税化するのを深掘りしなければいけないと
いうことだとすると，結果，神山先生の指摘の
とおり，一定部分，国税の方になっていくわけ
です。ただ，どこかで法人税割についても，歯
止めといったものがあるのではないかというふ
うに思います。

〔固定資産税の償却資産課税について〕
それから，八塩先生から頂いた償却資産課税

についてです。償却資産を持つ企業がどこに来
るかが全てになってしまい，健全な財政運営も
含めた自治体の行動との関係でどうかというお
話がありました。
資料には，償却資産に係る税収の割合が高い

市というのを４つ並べていますが，この４つと
も発電所なのです。御前崎市は浜岡原発なので
す。発電所はどちらかと言うと迷惑施設という
感じもあるし，特に原発はそうですが，この税
収があるからいいよねというよりは，それ以外
に電源立地の交付金が来たり原発はさらなる交
付金も来たりということで立地された話ではあ
るとは思うのです。ただ，ご指摘のことが一般
論としては法人税割も併せて考えると，ある程
度あるということも事実なので，そこは言われ
たことを頭に置かなければいけないとは思いま
す。
ただ，そういうようなことが一定程度起きな

いように，人口規模ごとにこの償却資産にかか
る税収が一定以上になってしまったらその部分
は県の方に課税権が行くという仕組みを固定資
産税には制度上設けているのです。そこで税源
の偏在を防ごうという仕組みが実はあります。
そういうことで，小さなところに大きな償却

資産がどーんと行って，そこがうはうはという
ことではなくて，ある一定以上の部分は県全体
でという仕組みは一応設けてはいます。ただ，
それもさることながら，全体として当該団体の
財政運営というのは税だけで賄われているわけ
ではなくて，税では足りない部分を交付税で賄
っているわけです。多分この１～４までの大月
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市，御前崎市，富津市，阿南市の中で不交付団
体は御前崎市だけなので，発電所があって大き
な償却資産があることで完全にうはうはという
状況ではないことを考えると，地方財政全体の
中でのいびつの程度は，ある程度のところまで
で収まっているのかなと思うのです。ただ，物
を考える目線として，こういう目線も頭に置く
べきではないかというご指摘に関してはなるほ
どなと思いながらお話を伺ったところでござい
ます。
説明は以上でございます。

―――――――――――――――――――――

おわりに

（林） ありがとうございました。予定の時間
を過ぎております。私もいろいろお伺いしたい
と思う点もございます。ただ，司会という役割

上発言もできませんので，機会をあらためてお
聞きしたいと思います。
ここ数年，相続税改正，法人税も今後の税率

引き下げ，消費税に関しても税率を引き上げた
ということで，税制の改革が随分進んでいます。
ただ，まだ積み忘れや積み残しの課題がかなり
あることも事実です。とりわけ，社会経済情勢
がさまざまに変化している中で，税制を再構築
していく必要性は残っております。残された課
題につきましては，租研が毎年まとめておりま
す意見に記されています。今日この場で取り上
げられなかった問題もこの意見書にはたくさん
含まれております。資料も付けていますので，
ぜひご覧いただいて，今後の日本の税制に考察
を加えていただければと思っております。
今日，４人の方々，熱心な議論をしていただ

きました。ここであらためてお礼の拍手をした
いと思います。ありがとうございました。
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